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要 約

 
 の （問題の ） 

BEPS とは 的に 国 等が、 ル プ関 における国 取

引により、 の を 課税の 的 から 税 は 課税の 的 に

さ ることで、国 的 課税を さ るもの といわれるものであ

り、これに対する BEPS の取組みは、2012 年 から OECD を中 とし

て始まったもので、BEPS による国 的 課税を うとする国 的な

プロジェクトである。 
BEPS プロジェクトでは、2013 年 2 月に OECD から BEPS 告 である

税 と利益 の対  B  E   P  
S が され、このなかで くの BEPS の は であり、国

課税 を す必要 がある とされた。これを けて、2013 年 月に

税 と利益 に係る行  P   B  E   
P  S 以 BEPS 行 という。 が され、このなか

で 1 の行 が された。 
この BEPS 行 では、201 年 9 月を 、201 年 9 月を 、

201 年 12 月を として、 の勧告等の を て検討が られて

おり、201 年 9 月には、行 2 ジ

トの 、行 6 租税条約 、行 格

形 、行 13 格 文 C C 等に係る

つの D が され、こられにより勧告等が された。 
201 年 9 月には、行 的 PE の回 、行

利 税制 、行 3 ク 対 税制 、行 12
ク プラ ニ の 告 の 等の D

の を している。 
、OECD の勧告等を けて、 行の国 課税 に変 を加えること

 

 

も 野に入れて、国 課税の制度 行の改正がなされることが され

るとこ であるが、本研究は、OECD からの勧告等を まえ、これまでの国

的 課税である 取引等に対しては、 のような制度 行の

改正を行うことで、国 的 課税に対し課税が になるのか つまり、

国 的課税 を ができるか について検討を行い、 のた に必要とさ

れる を行うものである。 

 
 の  

（ ） に る に る の 等 

 「 の に る 」 
組 である ルラ に対する 組 約に係る利

益分 の の 99 を PS に について、

租税条約 23 条 の の 課税 の により、

税を していなかったもの 
等  組 である ルラ は、 租税条約の

を できるか 
   国  に 告 て中  

 が される BEPS 勧告  行 6 租税条約 の

での対  
 「 」 

 国 的 により、 本 が から 入れて国

する から、 が から し、 本 が の

をする に変 することにより、 本 の利益を の の

10 1 としたもの 
等  取引と 取引の の 。 形 は

にならず。 
   国 、  国   

 が される BEPS 勧告  行 格税制 形
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での対  
 「 ン 」 

 国 には 的 的 な しかなく PE は しないとし

て、 からの の課税 は 本にないとし 告。 は 1 0
の 分 行 。 
等  の は 的 的 であり、PE の

はないのか。 
 は 国との相互協議を 。 の 1 0 を

。 から  
 が される BEPS 勧告  行 PE の 的回

の での対  
 「 に る 」 

 ル等の 課税国に を し、 本 等を

に して取引する 取引 には変 なし ことで、

の を に 。 
等  形 は変 されるが、取引 には変 がないた 国 的

にも 。 
 は PE に しないた 国は課税できず。

にならず  
 が される BEPS 勧告  行 PE の 的回

の での対  
 「 リ ・ ・ ン ン に係る 」 

 ジ トとは、 国 の課税制

度の相 を利 している取引 取引 を利 した 等で、

的に国 的 課税を 。 
等 国 的に 的な取引であるが、これまで国 的にも 。 
 ジ トは、 的なた 課

税できず。 にならず  

 

 

 が される BEPS 勧告  行 2
ジ トの の での対  

 
なお、 回の BEPS の対 で、す ての国 的 課税が さ

れるわけではない。 
（ ）BEPS に する D に係る勧告等 

OECD が 201 年 9 月 16 に した D のう 、勧告と

しての を つ以 の つについて、 の を しくみた。 
P 2   E      
P 6 P      B    

C  
P     P     
P 13    P  D   C  

C   
（３）BEPS に する D に係る 等 

OECD では、BEPS 行 に係る なる取組みとして、

D の を 201 年の 9 月 に しており、 れに

けて 201 年 10 月から 201 年 月までの に、 行 に関して以

の 10 以 の ラ ト D の

加 告 等を してきており、これらについて てて をし、

れらの について をした。 
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201 9 の D の カ  

 
201 10 31   BEPS C O   P    

  PE S  
201 11 03   BEPS C O  10  P    

C      P   
     S  

201 12 16  BEPS  10  D  D     

P    C B  C  
 

201 12 16  BEPS  10  D  D      
P  S    C     C  

201 12 1   BEPS    D   O  
 P  

201 12 1   BEPS  1   D   
  E  

201 12 19  BEPS   9  10  D  D   

  C      P  
 (     

S  )  
201 03 31  BEPS  12   D   
201 0 03  BEPS  3  S  C C  
201 0 29   BEPS     C     

 P    C  C  
 (CC )  

  

 

 

（ ）BEPS 勧告等 の 制 執行の に係る  
我が国における BEPS による国 的 課税の 等として、以

のものを取り 、これらについて、国 的 課税の 等に があ

ると まれる BEPS 勧告等を のように をし、これらの勧告の

から、 的に我が国において正 に税制改正が行われる に、税

行の からの で必要となる は ましい改正要 行 の改

について を行った。 

 

の BEPS に る 
の 等 

と る OECD 勧告 

 「 の に る

」 
 「 」 
 「 ン 」 
 「 の 」 
 「 リ ・ ・

ン ン 」 

 
行 6 勧告  
 
行 勧告 、13 勧告  
行 （ ） 
行 （ ） 
行 2 勧告  

 
３  

OECD の BEPS の取組みについては、 201 年の には

D が されるわけであり、201 年 12 月には、 的に

D が 加されて、 回の OECD の BEPS プロジェクトは

の を えるわけである。 
2016 年以降は、この BEPS の勧告によって、世界中で本格的に制度改正

等がなされるわけであり、我が国においても、既に BEPS に係る税制改正は

始まっており、加えて、BEPS に係る租税条約の改正も始まるはずである。 
このような状況で、BEPS の取組みについては引き続き検討が必要な分野

であり、継続して研究を行っていく必要がある。  
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は に

 
税 論叢 9 に した 年の 税 と利益 BEPS に係る我が

国の対 に関する考 の論文においては、BEPS の行 以 P
とも する。 に き 201 年 9 月が であるもののう 、以 の つに

ついて OECD から された ラ トの を取り っ

た。 

 

               カ の  
2013 30    P     の に関する カ

 
201 1 30    P13     C C に関する

カ  
201 3 1     P 6    不 な に る の の

 
201 3 19    P 2    メ の

の  
201 3 2     P 1    に係る の 題 の  

 
これら ラ トについては、 の 、201 年 9 月 16

に、正 な勧告 等を D として、以 の つの 告 の

と がっている。 

  

 

 

 
本論文では、これら 201 年 9 月 16 の D のう 、

の 要なものとして、 に勧告を でいる P 2、 P 6、 P P13
の 告 を取り ることとするが、まず の に、 1 において、これら

BEPS による国 的 課税に関し、我が国の税 等において、 的

に のような が しており、 のような課税 の があるのかにつ

いて を行うこととし、 の D の勧告等の対 で我が国に

おいて課税が になるのであるかについてみておくこととする。 
のうえで、 2 (1)において、201 年9月16 の D

のう 、 P 2、 P 6、 P P13 の 告 について しく をする。 

                                                           
(1) 税 論叢論文は、 年 6 月に擱筆 、 されるのは の年の 11 月 になること

から、本論文の は 201 年 11 月 になり、 の では、201 年 9 月 16 に

された D を取り った 2 の は 1 年以 が

をしてしまい してしまうことから、これに いて、201 年 10 月 2 に

本租税研究協 で を行い、かつ、 租税研究 の も行っている

201 9 OECD  BEPS 行 に係る勧告 等の 租税研究 0 。 

          D （ ）の ル  
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P      P     
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P1  D       B   
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また、 3 では、201 年 9 月 の D に け

て、201 年 10 月から が始まった 10 以 の ラ ト

について、 PE 、 格 、 利 、 国 税制

の に分 して を することで、2013 年 から 201 年末までで、

として りの を する OECD の BEPS の取組みをしっかりと

ト していくこととする。 
本論文の の では、 1 でみた我が国の国 的 課税の

的な に と われる BEPS 行 の勧告を に、 的に我が

国において正 に税制改正が行われる に、税 行の からの で必要

となる は ましい改正要 行 の改 について、以 に を行うこ

ととする。 
れでは、まずは、 1 において、我が国の税 等における BEPS に

よる国 的 課税の 等についてみていくこととする。 

 

 

我が国における による

国 的 課税の 等
 
我が国において、BEPS による国 的 課税が となった国 課税に

おける 等としては くあるとはいえないものの、国 的 課税

を とした が く しないというわけではない。ただし、我が国で

の国 を さ ている 形 の 、 の 、

関 利 等の と の取引は、 の条 の の 等によって、

これまでの国 課税 において 的であり税 の となっておら

ず、 国 は のような 的な取引を 行ってきているが、 のも

のについて課税 ない があると されてきたものもある。 
我が国において BEPS による国 的 課税を さ ている課税

ない があると されてきた 等としては、以 のものを取り

ることができる。 
 「 の に る 」 
 「 」 
 「 ン 」 
 「 の 」 
 「 リ ・ ・ ン ン に係る 」 

 
本 では、我が国において国 的 課税が となった は である

これらの 等の について を行い、我が国の税 の においてこれ

らに課税するた には、201 年 9 月 16 に された OECD の の

D の勧告 の に OECD から されている 201 年 9
月を とした の D の ラ トの以

の勧告 のう 、課税に なものを することとしたい。 
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租税条約の利 による 組 (2)の 
課税に と われる OECD 勧告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の  

  ル プによる の取引において、 組 の であ

る ら 告 は、 組 である ルラ に対して

                                                           
(2)  PS の租税 の E E 201  

1 1  PS の利益分 の で国の

 PS の利益 が 約に く分 とは られない  税
33 1 による。 

である に する に係る利

の の99 を PSに に て、 23
の の の によ 、 を て な

の 
 である 、 の を

で る  
  及び  国  に て  

ン  

201 9 の BEPS を する 及び の の の  

 2     メ の の  

 6     不 な に る の の  

      の に係る  

13      C C に関する  

      PE の 的 の  

 

 

組 約に係る利益分 を ったが、これについては、 租税

条約 23 条の により、 らは を わないとして

税の を行っていなかった。 
  に対して われた利益分 の 99 相 は、 の

テ ト プである PS に されるよう、あらか

プ 約が と PS との で されており、 らの った利

益分 の 99 相 は を して PS が することになる。 
  国 は、これに対し、本 利益分 は本 プ 約により

PS に しており、 組 約に係る利益分 は PS の国

に たると し、 19 年 3 月 2 けで 月分の 税

の 税告 分 加 税の 課 分を行った。 
  これに対し ら は、 23 年 2 月 2 に を し、 2 年

11 月 1 に国 の が い された。国 は を とし

て、 2 年 11 月 1 に に した。 
  26 年 10 月 29 に、 は国 の を い し、国

はこれを として、 に 告 てをしている。 
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租税条約の利 による 組 (2)の 
課税に と われる OECD 勧告 
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の「 の 」とは  

 
 
 
 

 
 は、 の 、 の ル ン  る  
 上 の の「 に の規定」としては、 の の

る  
条 、 条 利 、 9 条 国

、 11 条 、 12 条 利 、 13 条 、 1
条 益 、 1 条 、 16 条 、

1 条 、 1 条 の 、 19 条 、

20 条 の 、 21 条 の 、 22 条

等 の 等  

 
の  

2 11 1   （ ）  
らは、 の PS から ルラ の に対する 約 の

は の の が にあったことを として に対して本

分 の をしたものであるとする国 の が、 らは、 PS
から 租税条約 23 条の の があることを として本 租税条

約 の がされていたことを まえ、 PS に対して本

組 約に られた の 行として本 分 を 利益の分

に係る をしたものであり、 のような 的な を れて国 の

に る は いだし く、国 の を ることは であ

るという きであり、本 分 に関して らが 税の の

を っていたものとは いという きである。 

23   の に いて る の の の

に の規定 い のに しては、 の に い

ての を すること る  

 

 

26 10 29   （ 上告）  
本 における プ 約に関する 取引 の は、国 が

した PS PS は、 約の 分の 99 を した

で、利益分 の 99 を取 していること とは ず、 プ 約

には 組 における組 としての 等の 等 に関して ら の

等がされた がないことから、 らが PS に対して 組 約に

く利益分 を ったとはいえないた 、 らは を わ

ない。 
また、国 が、本 における 約関係は、 本での課税を れることを

的にされたものであり、 ルラ が取 した利益分 に

がないと租税条約の の からの については、 れを する

がないとした。 

 
の  

は、 とも、本 における プ 約には

組 における組 としての 等の 等 の は できない

しない ことから、 らが PS に対して 組 約に く利益分

を ったとはいえない と して、国 の を しているわけで

ある。 
本 が 租税条約 の 租税条約 23 条の を意図したも

のであることから、 約 に 組 における組 としての 等

の を しないのは であり、BEPS に係る取引に関しては、 の

ような 的 からの ではなく、 的 この 、 PS
PS が、 約の 分の 99 を した で、利益分 の 99

を取 していること を として、 す きであると考える。 
回の BEPS の取組みでは、 的 の が られており、我が

国の においても、 は BEPS に関しては のような がなされてい

くことが ましいと考える。 

186



 

 

の「 の 」とは  

 
 
 
 

 
 は、 の 、 の ル ン  る  
 上 の の「 に の規定」としては、 の の

る  
条 、 条 利 、 9 条 国

、 11 条 、 12 条 利 、 13 条 、 1
条 益 、 1 条 、 16 条 、

1 条 、 1 条 の 、 19 条 、

20 条 の 、 21 条 の 、 22 条

等 の 等  

 
の  

2 11 1   （ ）  
らは、 の PS から ルラ の に対する 約 の

は の の が にあったことを として に対して本

分 の をしたものであるとする国 の が、 らは、 PS
から 租税条約 23 条の の があることを として本 租税条

約 の がされていたことを まえ、 PS に対して本

組 約に られた の 行として本 分 を 利益の分

に係る をしたものであり、 のような 的な を れて国 の

に る は いだし く、国 の を ることは であ

るという きであり、本 分 に関して らが 税の の

を っていたものとは いという きである。 

23   の に いて る の の の

に の規定 い のに しては、 の に い

ての を すること る  

 

 

26 10 29   （ 上告）  
本 における プ 約に関する 取引 の は、国 が

した PS PS は、 約の 分の 99 を した

で、利益分 の 99 を取 していること とは ず、 プ 約

には 組 における組 としての 等の 等 に関して ら の

等がされた がないことから、 らが PS に対して 組 約に

く利益分 を ったとはいえないた 、 らは を わ

ない。 
また、国 が、本 における 約関係は、 本での課税を れることを

的にされたものであり、 ルラ が取 した利益分 に

がないと租税条約の の からの については、 れを する

がないとした。 

 
の  

は、 とも、本 における プ 約には

組 における組 としての 等の 等 の は できない

しない ことから、 らが PS に対して 組 約に く利益分

を ったとはいえない と して、国 の を しているわけで

ある。 
本 が 租税条約 の 租税条約 23 条の を意図したも

のであることから、 約 に 組 における組 としての 等

の を しないのは であり、BEPS に係る取引に関しては、 の

ような 的 からの ではなく、 的 この 、 PS
PS が、 約の 分の 99 を した で、利益分 の 99

を取 していること を として、 す きであると考える。 
回の BEPS の取組みでは、 的 の が られており、我が

国の においても、 は BEPS に関しては のような がなされてい

くことが ましいと考える。 
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３ この の に OECD の D の勧告等 
（ ）行 6 の の PP の  

行 6 租税条約 の 要な D の勧告等の

について しくは 2 で を行う の PP とは、 要 的テ

ト PP P  P  のことであり、これは 取引

等の 要 的に租税条約の を ることが まれれ 、 租税条約の

は されない とするものである。 
この で、 ルラ に を してこれと 組 約を

した 的として、 本での を 租税条約 23 条の の

に さ ることで、 本の課税 を れるた である BEPS の取 い

では 的 から することになる ことが まれる。このことから、

この取引には の 要 的として 租税条約の を ること が、

的 から して まれていることになる。 
したがって、 、行 6 租税条約 の の勧告 であ

る PP がす ての租税条約で され、かつ、BPES に関し我が国の

が 的 による を するようになれ 、 租税条約の利

による 組 のような BEPS に対しても我が国で課税する

ことが になるものと する。 
（ ）行 6 の の ー ング・ ー の  

の に 租税条約の利 による 組 に な勧告がな

いかとみてみると、行 6 租税条約 の には 以 の勧

告として、す ての租税条約に クロ を導入すること

を勧告しており、国 が されているのであれ 、この が考えら

れる。 クロ は、 税 の 的な租税回 に対して

国が国 を的 に できるよう、国 の が租税条約に対する

ラ にならないことを租税条約 で したものである。 
この 的な として、 国の 2012 年の をあ ることが

できると われる。これは、201 年 10 月に の で され

 

 

た も年 以 という。 の議 2 の課

税 の取 いと租税条約 S  2     
   で、 国の ルの   から

がなされた 国の である。 
この の を で ると、 国から ル に

われた ル の 益 が の ト プ 国

の税 の で である に、 国が に対して課税がで

きるかが われた である。 
関係は、 の 国 の取引図 の 関係 に し

たとおり、 国 国 の が、 P 国 で ト

プを し、 ト プが ル 国 で を する。

国 S 国 から ル ル が われたが、

国 ル 租税条約では ル は 国で 課税のた 、

これに対し 国では課税されないと 告 の ト プ

が したというものである。 
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ラ にならないことを租税条約 で したものである。 
この 的な として、 国の 2012 年の をあ ることが
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国 S 国 から ル ル が われたが、

国 ル 租税条約では ル は 国で 課税のた 、

これに対し 国では課税されないと 告 の ト プ

が したというものである。 
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これに対して、 国の は、 国 の取引図 の  
の に したとおり、 的 S    

を いて本 の ル は 導 であると

し、 ル が S 国から P 国に に われたとみなすこと

で、このような租税条約で テ ト を利 した には、

れを課税 できると 国では されたことを し、 は

ル の に対し 国 ル 租税条約の の は

ないと した。 
加えてこの に、 国からの を け取るとされた の

ト プに対して租税条約の があるのか、 国に する の

ト に租税条約の があるのかについては、 国では ル

の を ト プが け取る には、 ト

プ 課税対象 とみなすと されたことを し、 は、

OECD ト プ 告 の プロ には わず、ラ

の 国 プロ を し、 の は国 の で

ある と して、租税条約の は 国 で行う

ト プに対して租税条約の がなされる との を行った。こ

の ト プを 税 と することを 国では の対象 を

いて ロ というらしい。 
したがって、 の 2 つの国 によって、 国から の課税

の ル の には、 国で 税が課されると

の がなされたわけである。 
これはラ の する 国 プロ ではあるが、導

国を してこれを していることから、 ルはこれを 正

国 プロ と していた。 
また、 については、 租税条約に、 な について

の な条 があることで、 国の ト は されることになり、

国では国 的 課税は しないようである。 
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〕

190



 

 

これに対して、 国の は、 国 の取引図 の  
の に したとおり、 的 S    

を いて本 の ル は 導 であると

し、 ル が S 国から P 国に に われたとみなすこと

で、このような租税条約で テ ト を利 した には、

れを課税 できると 国では されたことを し、 は

ル の に対し 国 ル 租税条約の の は

ないと した。 
加えてこの に、 国からの を け取るとされた の

ト プに対して租税条約の があるのか、 国に する の

ト に租税条約の があるのかについては、 国では ル

の を ト プが け取る には、 ト

プ 課税対象 とみなすと されたことを し、 は、

OECD ト プ 告 の プロ には わず、ラ

の 国 プロ を し、 の は国 の で

ある と して、租税条約の は 国 で行う

ト プに対して租税条約の がなされる との を行った。こ

の ト プを 税 と することを 国では の対象 を

いて ロ というらしい。 
したがって、 の 2 つの国 によって、 国から の課税

の ル の には、 国で 税が課されると

の がなされたわけである。 
これはラ の する 国 プロ ではあるが、導

国を してこれを していることから、 ルはこれを 正

国 プロ と していた。 
また、 については、 租税条約に、 な について

の な条 があることで、 国の ト は されることになり、

国では国 的 課税は しないようである。 

2 
 

 
の 〕

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

国
（源泉 国）

ベル ー

ベル ー
（ 国）

イ
（設立国）

国
（ 国）

体

と

キャ ル イ 、S 国から P 国に 
に支払 れたと なす 

〕

国 ベル ー租税 におい
て、キャ ル イ 税

P を納税 務 と
〕

191



 

 

201 年 9 月 16 の D のう 、行 2
ジ トの の の 分の P  

2 では、租税条約の 約国 で の の   
がある の取 いについて、これまで で

されていたものを 正して OECD ル租税条約 1 条 2 に

することを勧告しており、これに に うのであれ 、 の で

は 国の ト が租税条約の 対象 となり、 租税条約

が されるわけである。 
しかし、行 6 租税条約 の で勧告されている租税回

のた の クロ OECD ル条約 1 条 3 を

これに するのであれ 、 国でなされた の 2 つの国 の が

され、 の ト プ が租税条約の 対象 となり、

の ル の の 税を するよ

うな 租税条約 は しないので、 ル

の に対して 国は 税をこれからも課することができるもの

と考えられる。 

 
と  
の検討から 租税条約の利 による 組 に と わ

れる OECD 勧告としては、 1 に、行 6 租税条約 の の

PP の が考えられるが、 の にも が 的 に対して

的な 度であれ 、税 は を いられると われる。 
2 に、 国のような国 S が された には、行

6 租税条約 の の クロ の により租税回

を ことも考えられるが、我が国で のような 改正が になされるか

は に うとこ である。 

  

 

 

の課税に と われる OECD 勧告 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

の  

告は、 ラ が の した ト ェ に係る 本国 での

入 テ トに係る のた に した

本 である。この 告と の国 関 で 格税制において

とされた国 関 取引は、以 のとおりである。 
  本 以 という。 は、国 関 から

を 入れて 本国 での を行い、 れに う テ

トに係る を行っていた である。 
  は 国 以 B C という。 の のもと、

この 形 を変 することとし、 の は B C が

に行い、 は 本における の 、 テ

、 トといった のみを行うという

約を B C と行うことで、国 的 を行った。 

 
 
 
 

  

国 的事 によ 、 子 の 国 、

の 子 の に 、 の利 を の

10 1 に  
 の 性の

にな  
等   、   （ 定） 

ン  
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  は れまで の 10 の利益を ていたものが、この 形

の変 により、B C から に要する ト 本

での の 1 利益分 を 入として することとなり、

利益 は以 と 10 1 と も することとなった。 
  税 は、本 入につき 格税制の 格に

たないものであるとして、 に対して 正 分 告加 税

課 分を行った。 

 
 

本 においては、 格に関して以 の 2 つが として われた。 
  本 取引に関して 格 に ずる と 等の によ

り 格を したことの  
ク ト ラの に係る  

 

 

 

この は、 における ト 等の 取引

を 格課税の対象としたものであるが、税 は 取引 で

はこれと の 対象取引が しなかったた 、 クが しな

い の 取引 を 対象取引として することで、

格 に ずる と 等の により 格の を

行ったわけである。 
告は、税 の した 格の は、 告の 取

引 に対し、 関 の の という形 の取引を

対象としたものであり、 の に な があるにもかかわらず、

の を行っていない 的な があるとして、 の を く

した。 

 
の  

19 12   （ ）  
税 が した は、 の において 告が たし

ている している クが、 を る 取引にお

いて が たしている している クと しているこ

とに して、 格 に ずる として、本 対象取引の

利益 に の を たものを の

格 として するというものであり、 こに の を る

ことができる として、 告の を けた。 

 
20 10 30   （ 定）  

これに対し、 では、 本 国 関 取引は、 約に

き、本 国 関 に対する の 行として、 等に対して

等の を行うことを とするものであって、 的にも 的

においても 取引と することができるのに対し、本 対象取

引は、本 対象 が対象 である ラ ク トを 入れてこ
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〕  
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れを するという 取引を中 とし、 の のた に

ト等を行うのであって、 税 と本 対象 とが の たす に

おいて し い がある として、税 が した 取引

取引 を 取引 の 対象取引とすることを ず、税

の を けた。 

 
の  
の は、国 的 に う 形 の に対する

格 の取 い、つまり、国 的 において された 形 の

格の についてではなく、国 的 の の

取引 は のみを行う取引。以 取引 と

いう。 の 本の の利益が の 10 から 1 に されたこと

に対し、 取引に係る 格が とされたものである。 
は、この 取引については 本の にとって

取引 であるとした。これに対し、税 が 対象取引としたの

は、 クの しない 取引 取引 で、この 対

象取引は を しないものの の 入取引をして、 も行

っているという の取引であった。 
は、この クのない 取引 取引 が、 本

の の 取引における 取引 と が

られると税 の を したものの、 は、 のような

は られないとして税 の を けたのである。 
これら の は、 らが なのであ うか  

的な ではあるが、 は、国 的 において された

形 の 格については が しておらず、国 的

には 格 で のような 形 の の があることの 識

はなされていたものの、 に 的な 格を することはで

きなかったと われる。加えて、この の国 的 では、 の

 

 

において、 本の の 的な取引 の に きな変

は られなかったと われ、この国 的 は の 約 の

みで 本での利益を するた の取引であり、 的 は られても

的 は しいものであったのではないかとも われる。 
、国 的 の された 形 の 格が で

きないことから、 取引の 格の のた に 対象

取引を のように することで、 の 1 になった 本の利益の回

を図 うとしたことは、よく できるとこ であるが、 取引の

クには、 クの に ク テ ク等があり、

また、我が国の は 的 より 的 を する があるこ

とから、これら 取引の クが の に していないと 的

から することは である。 
したがって、 が のように クは しない 取引

であるとしても 対象取引としては があるとして、税 の を

ける を したことに、 がないとまで えないと考えるとこ で

ある。 

 
３ この の に OECD の D の勧告等 
（ ）行 の DC 法に る 立 の

定 
この の課税に な OECD の勧告等としては、 形

の の 的 を の勧告 として でいる行

格 形 があ られると考える。行 の勧告の しい

は 2 で るとして、 形 の の 的 の は、

形 の 等に関して の である プロ

、 的には DC D  C   を いて、

形 の する を に り引いて するというもので

ある。 
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から することは である。 
したがって、 が のように クは しない 取引

であるとしても 対象取引としては があるとして、税 の を

ける を したことに、 がないとまで えないと考えるとこ で

ある。 

 
３ この の に OECD の D の勧告等 
（ ）行 の DC 法に る 立 の

定 
この の課税に な OECD の勧告等としては、 形

の の 的 を の勧告 として でいる行

格 形 があ られると考える。行 の勧告の しい

は 2 で るとして、 形 の の 的 の は、

形 の 等に関して の である プロ

、 的には DC D  C   を いて、

形 の する を に り引いて するというもので

ある。 
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ただし、この の 形 の の である DC を税

利 するには、以 のような があるとされる。 
  DC は の 益 利益 、 年

引 に いて がなされることから、これらの 等の き

によっては、 の が 税 とに きく なる。 
  の 益 、 年 引 については、

的 があるとの 税 の 識の で されると われ

ることから、 の における に 形 から される 益が、

の 益の と きく する がある。 
なお、制度的に DC の導入を既に行っている国としては、 国と

があ られるが、これらの国は、DC による 告で いた

利益から、 の 形 の 益が した 国の制度では

の 0 は 120 になった に、 相

C    S が されることがあり、

のときには、 的 P  が行われることとさ

れている。これは、 税 が国 さ る 形 について 意的に

をして租税回 をすることを することを意図しているものと考

えられる。 
このことから、DC の導入については、 のような もあることが

される。 
  DC を 格の として、 格税制に導入

するのであれ 、DC の から して、 に、 相

も導入す きではないか。 
この DC の導入の の 相 の導入については、OECD に

おいて、行 格税制 形 の 201 年 9 月 の勧

告 告 に けての 加 として検討が続けられている。 
（ ）行 13 化及び C C の 化 

DC の により 形 の 格の が になった

 

 

としても、税 が の をするた には から必要となる文

等を入 する必要がある。 
したがって、 の課税に 的に であると られる勧告

として、行 13 格 文 の し C C を

することが考えられ、これにより、 形 の 格の

のた に必要な文 等を から入 できるようにする必要がある。な

お、C C は、 ル プ の国 的 の を図る

た に するものであり、 的な 格 の利 を意図したもの

ではない。 

 

の課税に と われる OECD 勧告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

係（ か ） 
（ ） の の  

においては、 税 である 国の ト

ル ル が、 本国 等で を ず、

での相互協議を の税 に した。相互協議の 関

係、相互協議 等 は されないた 、 の 関係は

関からの に った。 

国 に 的 的 な な PE 存在 な て、 事

の の 権 にな 当局 1 0 の決

 
 の 的 的 であ 、PE の 当性 な

の  
  、 で な 国 の相互協議を 当局に  
相互協議の 、1 0 を  よ  

ン  
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として、行 13 格 文 の し C C を
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た に するものであり、 的な 格 の利 を意図したもの
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においては、 税 である 国の ト

ル ル が、 本国 等で を ず、
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係、相互協議 等 は されないた 、 の 関係は

関からの に った。 
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関係として取り たのは、2009 年 月 6 の

の の であり、以 に の を する。これら

の における 関係は が きした 等であり、 にお

いて されたいわ 正 な 関係でないことには 意されたい。 

 
2009 6     か の  

 
ンに 1 0    と  

ン ー の ン・ ・ の 、

の を か 200 12 の 3 1 0
程度の を てい こと 、 か ン

は を とし、 、  
ンの 0 告 どに ると、 の は 03 0 の

に し、 の か を 1 1900
ル（0 点 1 0 ）を  

係 に ると、 のは「 ン・ ・ ・ ン ー

ル・ ール 」 は どの の を「 ン

ン」（ ・ ）に、 を「 ン ン・

」（ ）に は に し、 の

を 、 している  
は、 ど「 （PE）」を

持 い 、 する は い 、 は の ン

ー の の 、PE に ると 定 を 告す

と し と る  

 
 
 
 

 

 

ンは 告 「 には を ている」とし

、「 問題について の を している」 どと

している  

 
2009     か の  

 
ンに 1 0  に   ン  

 
のは、 の の を する を持つ「

ン・ ・ ・ ン ー ル・ ール 」（ ・ ル）

ン は に して 、 の を として の

を の 、 とい 法 「

ン ン」（ ）は「 は 、 と を して

いる」と ン している  
は ン ンに を、「 ン ン・

」（ ）に を、と に して （

ン）を 、 の の は に て

い 問 （ ） 法の と る の は

、 上 と に を に ること

に る  
は、 ど「 （PE）」を に

持 い 、 に 告・ する は い ンは に

ン ー 、 ど か ている  
こ し は PE に い しかし は、 の

ン ン ー に持 て てい ン ー の

どに の に を 法

の 、 か ール ど を てい

に、 てい い の を てい どに
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は を とし、 、  
ンの 0 告 どに ると、 の は 03 0 の

に し、 の か を 1 1900
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ンに 1 0  に   ン  

 
のは、 の の を する を持つ「

ン・ ・ ・ ン ー ル・ ール 」（ ・ ル）

ン は に して 、 の を として の

を の 、 とい 法 「

ン ン」（ ）は「 は 、 と を して

いる」と ン している  
は ン ンに を、「 ン ン・

」（ ）に を、と に して （

ン）を 、 の の は に て

い 問 （ ） 法の と る の は

、 上 と に を に ること

に る  
は、 ど「 （PE）」を に

持 い 、 に 告・ する は い ンは に

ン ー 、 ど か ている  
こ し は PE に い しかし は、 の

ン ン ー に持 て てい ン ー の

どに の に を 法

の 、 か ール ど を てい

に、 てい い の を てい どに
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ン ー に PE するとして、0 12 の 3 に

し の 、 を 告す と し

 
ンの 0 の 告 どに ると は 告 と

を 1 1900 ル の ー に すると 1 0
と る  

 
 
上 か の 定  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

（ ） の  
この の相互協議の は、 国の

O CO  C の 2010 年 9 月 30 の 告   10
から できることは、 2010 年 9 月に した 相互協議の 、

本の税 は 行 の 分を した (3)というだけであり、

れ以 のことは されていない。 

 
この の に OECD の D の勧告等 

の相互協議 の は されておらず、 本国 の

の PE がなされたか うかは までとれないとこ であるが、我が国

にとって ル プの 本国 での に課税するた には、

本国 の を PE 的  の として

することが ましいことは かである。 
こで、OECD の BEPS に係る勧告等のう 、まだ ラ トではあるが行

PE の 的回 の が であると われ、このなかの

的 的 な に対する PE を する勧告が であると

考える。 
ただし、 に 的 的 という に、 のように PE を

するのかについては、条文 の の の というよりも、

における の になり るものと われる。したがって、 こま

での が PE と されるかの は、 に 国の PE 制度が改正され

るときに されることではあるが、 で 考となるものとして、

の の 2009 年 月 の の に されている

国税 の PE での以 の があ られるものと考える。 
  関 の が に まれて さ

れていた 
                                                           
(3)  文は、  S  2010         

    である。 

4 
 

の 〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ドット コ  
イ ー シ ル  

ールス 
ャ  

（ ） 
ャ  

ロ スティッ ス 
（ ） 

ドット コ  
 PE 〕 
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PE の 的回 の が であると われ、このなかの

的 的 な に対する PE を する勧告が であると
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するのかについては、条文 の の の というよりも、

における の になり るものと われる。したがって、 こま

での が PE と されるかの は、 に 国の PE 制度が改正され

るときに されることではあるが、 で 考となるものとして、

の の 2009 年 月 の の に されている

国税 の PE での以 の があ られるものと考える。 
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  の えな に の が必要だった 
  に本 を く 本 ロジ テ ク の が、 から

ルな で を けていた 
  以 に、 されていない の を っていた、等 
まだ、この 告 は ラ トであるが、 的に 的 的 であ

るという が 的なものとする制度改正がなされるときには、もし、国

により の が なるのであれ 、 的に国 的 課税を引き こす

ことになりか ないので、 の PE に関する には国 的協 を

もって 国 の が いられる必要があるものと する。 

 
の利 に と われる 

OECD 勧告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の ( ) 
（ ） とは 

取引とは、 的に、 にプ ル

を し、国 の を にして、

                                                           
( )  正 国 税  3 回 ト のた の プラ ェ

と国 税 本 ト 税 を 考に 。 

の 国に を 、 子 を

に て する に な で、 の を

に  
 る 、 に な 国 的に

問題  
  PEに 当 な 国 で  

局、PEの 、 事案にで て な  

ン  

 

 

約を さ ることで、国 の からの利益を

からプ ルに さ る取引である。 
とは、 の をもって本 以 プ ル と

いう。 のた に の を とする をいい、我が国の 1 条

に される に相 するものと考えられる。 プラ ェ の

プロ における 的な 形 としては、 取引が

あ られる。 
プ ルは、 と 約 約 を

し、 は 約に き、 らの の に プ

ルのた でありながら の で の を行う。プ

ルは、 が により されるまで、 の

を し、 に より 文がなされると、 の はプ

ルから に引き され、 はす てプ ルが取

することになる。 は、 の に対 としての

を、プ ルから取 することで 益を るわけである。 
は、 の テ を行うだけで、

について を ず、 回 も行わない。 する クは

テ に係る の クに られ、これらの の

みに を 約し、 的に利益を することになる。 、プ

ルは、 に係る クに加えて、 ク、 ク等を

するので、 に係る と の利益を 中的に することとなる。 
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からプ ルに さ る取引である。 
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ルは、 が により されるまで、 の

を し、 に より 文がなされると、 の はプ

ルから に引き され、 はす てプ ルが取

することになる。 は、 の に対 としての

を、プ ルから取 することで 益を るわけである。 
は、 の テ を行うだけで、

について を ず、 回 も行わない。 する クは

テ に係る の クに られ、これらの の

みに を 約し、 的に利益を することになる。 、プ

ルは、 に係る クに加えて、 ク、 ク等を

するので、 に係る と の利益を 中的に することとなる。 
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（ ）こ の の PE の 等 
これまでの の PE については、E 加 国のいく

つかの 、 え 、 ラ の ル ェ の D
等で、 の PE を してきている。 

これは、 ( )においては、2010 年 3 月 31 に ユ

国 の が、プ ル 本 を 的に

していないのであれ PE に しない との に

よるものである。 
D では、2011 年 3 月 21 に ロ 等 が、プ ル

本 は の 約を ずにす てを け入れて

いたこ から、 的にプ ルは されていた との を行っ

たが、2011 年 12 月 2 に ル ェ (6)は 的にはプ

                                                           
( )  31  2010  S    D   30 1   30 2  
(6)  2 D  2011  D  P    S  (  E )  2011 022  (C   

2011 )   

 

 

ルは されていない ことから、 は PE に

しない との を し、 の で と する

論が られたとこ である。 
には の PE を た 2002 年の

の P  に係る があるが、この の に対

しては世界中から がいかないとの意 が く されていた。この

の P  を けて、OECD では は

PE に しないとの考え を く してきたとこ ではある。 
これらのことにより、 の PE についての世界的な

としては、 回の ラ トの の においては、国 課税

は 的にプ ルを しない は PE に

しない ということにな う。 
OECD は 回の行 PE の 的回 の の検討の

に、2011 年 10 月と 2012 年 10 月の 2 度、OECD ル租税条約の

の改 に けて OECD ル租税条約 的 の

に関する改 討議 等を して意 を行ったが、これらの取組

みは行 PE の 的回 の の検討に引き継がれたもの

と われ、 、の の改 にまで ってはいなかった。 
回の行 PE の 的回 の に係る ラ トは、こ

の OECD のこれまでの を変えるものであり、PE に関しての

きな であるといえるものであると われる。 

 
この の に OECD の D の勧告等 
行 PE の 的回 の は、 を PE
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  BEPSに対する D に 
係る勧告等 

 
では、我が国の BEPS による国 的 課税の 等に対して、

OECD の した D 等のう の勧告等が であるか

の を行った。これらの勧告等については、我が国においても国 税 租

税条約の改正等を て制度等として導入を図っていく必要があり、 れは

のある 行 を ったものでなけれ ならない。 
こで、本 では、OECD が 201 年 9 月 16 に した D

のう 、勧告としての を つ以 の つについて、 の を しくみて

みることとする。 
P 2     E      
P 6   P      B    

C  
P       P     
P 13     P  D   C  

C   

 
P 2 ジ トの

の  
 

201 年 3 月 19 に された ジ

トの の   E     
の ラ ト 以

ラ ト という。 については、 月 2 まで ク

トが け けられ、 月 1 16 に ク ルテ が

され、 ジ 界等からの意 等により 正がなされたものが 6 月の租税

本 で を け、9 月 16 に 201  D の 告 として

 

 

された。以 に、本 告 の勧告の P について ラ トか

らの変 に 意してみてみる。 

 
リ ・ ・ か の 点 

（ ） リ ・ ・ルールの の  
ラ ト では、 ジ トを、

、

テ という 3 つの 取引

の に分 し、これらの取引の とに

ル ルを し、これをまと た勧告 が された の 考

ラ ト における勧告の 要 の を 。 
本 告 では、 ル ルを取引の とで

はなく、 D 取 益 入 、 D D なる

的 での  D 的な

取 益 入 という 3 つの の に し、これ

を にして ル ルが分 され し さ

れた の 本 告 の ル ルに係る勧告

の 要 の を 。 
  D D （ ） 

これは、 ジ トに係る に関

して、 が を行ったうえで、 取 が れを の益 に

入しないことにより、国 的 課税を さ るもの  取引

の 3 つ  
  D D D  D （ る法 の ） 

これは、 ジ トに係る に関

して、 取 に係る の 的 で を にす

ることにより、国 的 課税を さ るもの  取引の

2 つ  
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   D  D （ D ） 
これは、 ジ トが、 とた 、

な ル ルが しない 2 つの 的

の で されたのであれ 、 の の を の 的

に することは 的 なことである の

プ取引の利 による ことから、これを したもの  取引の

1 つ  
勧告の を するた には、 テ

ジ トの でなされた に対する を、 取 の 的

での と が相 される で、 の 的

が することが必要であるとしている。 
（ ） ・ルールの に係る定 の 化 

ラ トでは検討中となっていた 対象 について、 度に の

い ル ルは、 の が であ

る として、 的な ラ を さ ることを意図した 対象

が 6 つの ル ル とに かれ、以 の に

ついて を行うことで の が図られた。なお、 ラ トの で

されていた ト プ プロ と ト プ プ

ロ については、 度に の いものは であるとの で、

ト プ プロ が された。 
 「 係 」、「 グルー 」及び「 に行 する」の定  

関係  P 、 ル プ C  
に行 する  に関して以 のような が

され、 が図られた。 
  定 （  D ） 

( ) 関係  P であるとは、以 に する で

ある。 
  れらの が ル プに している  

 

 

  相 に 2 以 の をしている  
  が の に 2 以 の をしている  

( ) 2 の が ル プ C  に している

とは、以 に する である。 
  れらの が の 的において していること 
  の が、 の を 的に する   

     を している を

行 っている は が の に対して 的に す

る を している を行っている  
  の が、 の に対して 0 以 の をしている

は の に対して 0 以 の をしている  
  れらの が OECD ル租税条約 9 条の で と

みなされる  
( ) ある が、 の に対する を して 的 は 的に、 の

の議 は の の 利益の の テ ジを

するのであれ 、 の が の に対しての の テ ジの

を しているとみなされる。 
  持 の （   ） 

関 ル ルの 的において、議 は 利益に係る は

に関して の と に行 をする は、 の のす ての議

利益を し は しているとみなされる。 
  に行 をすること（  ） 

2 の は、以 の において、議 は 利益に係る

は に関して に行 をしているとみなされる。 
( ) れらの が の である  
( ) のような 利 は利益に係る は に関して、 の

が の の要 に って に行 をする  
( ) れらの が、 のような 利 は利益に係る は に関
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して、 要な を える ジ トを している  
( ) のような 利 は利益に係る は が、 の は

ル プにより されている  
なお、 クルである 税 に関しては、 ジ

が、 トの条 がなされた状況から、2 つの

が に関して に行 をしていなかったことを、税 の ま

で することができるのであれ 、 れらの によって さ

れる 分は、 行 テ トのこの ラ ラ の で される

きではない。 
 「 ー ・ ン ン 」の定  

ー ・ ン ン  に

関しては、以 のような が された。 
  定 （  D ） 

トラク ジ トとは、 の

が ジ トの条 において 格 がなされている 、

は、 ジ トの と状況 条 を 。が、

を組 するよう意図されたことを している における

す ての ジ トをいう。 
  ー ・ ン ン の の 定の  

( ) を するた に される は の

の である ジ ト 
( ) を組 するた に される、条 、

はトラ ク を でいる ジ ト 
( ) 租税利 のいくつか はす てが から

ている に、租税に 利な として、 は 分的に

り される ジ ト 
( ) が ずる 的 で 税 に に り

される ジ ト 

 

 

( ) が利 でなくなった に、 の

回を 、 の ジ トの で条 を変 する を

ジ ト 
( ) がなけれ 、 の 益を ずるで

あ う ジ ト 
   ー ・ ン ン の 係 いと

ると  
税 も ル プのす ての のいずれもが、

的に の 識があるとは まれず、

から られる租税 の を していない

のであれ 、 税 は トラク ジ トの関係 と

して われない。 
（３）「 リ ・ ・ルールに係る 勧告の の 」の

 
ル ルが の を に

分 し されたことから、これに わ て

ル ルに係る勧告の 要 の について、 のように きく 正さ

れた。 
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告 の リ ・ ・ルールに係る勧告 
本 告 においては、 D 取 益 入 、 D D

なる 的 での  D 的な D
の に、以 のような勧告がなされた。 

 
（ ）D （ ）に係る勧告 

D 取 益 入 については、

、 によって される 、

に対してなされる の 3 つに分けられた。 

 
 リ に係る勧告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

リンキング・ルールに する勧告  

を 。 の での 取 に係る租税

を する ル ルの を して、 の で ずる

の は される きである。 
ル ルの 的対 として、 の でなさ

れた に係る の について す きであるとし、 が

を するた の ル ルが されない

的 に する には、 な を 利益に ることを要

する 的対 を することを勧告する。 
 リンキング・ルール 
( ) 的対   を  

の 的 は、 のような に係る を、D  を

ずる で する。 
( ) 的 対   を 利益に るよう要  

の 的 が を にしないのであるなら 、

取 の 的 は、 のような について、D  を ずる

で、 利益に ることを要 する。 
( ) の  

の 識の の については、 税 が を

的な に に 入することを税 の のいく

よう できることを条 として、D  を ずるものとして取

り わない。この の状況 要 については、 に

な が される。 
 ルール る 等 
( )  

は、 取 の 的 の の で課税対象で

ある 、 は テ のた のル ルの で課税がなさ

れるす ての 約を み、 して、す ての を

8 
 

 
〔 イ ッド金 のスキー  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
〔 イ ッド  取引 のスキー  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

B 国 

ス ッ  

A  

B  

イ ッド 
金  

A 国 

B 国 

支払 

A 受取 、益金 入 

B 支払 、 金 入

A

B

b  
A の  

A 国 

取引に
の

配当 

の

利子 ス ッ  

A 支払 、 金 入

B 受取 、 
益金 入 
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。さらに、 のような 約でも、ある が は からの

利 を考 して の に を するのであれ 、 のような

あるいは 利 の で、 れは として取り わ

れる きである。 
( )  

は、 税 によって の関係 と された、以

の のす ての 約であり、これには 取引 が

まれる  
 税 は の であり、 の に関する相 の 利

は 税 の として取り われる。 
 相 の 的 の の では、相 は の であり、

の に関する 税 の 利は相 の として取り わ

れる。 
これらの 的で、 の プには、 税 が に う

ロ の ル として課税をされる

という を ことになるル ルが まれる。 
 ルールは リ ・ る についての  
 ルールの  

このル ルの対象 としては、関 で された につ

いてのみ、 は、 が された 約の でなされている

、 に、 税 が の された 約の関係 である

に される。 
 ルールの  
( ) の 的 の に く の租税 が、 と 取

の租税中 を することを 的とする制度 
ル ルの 的対 は、 に る には、

の 的 の に く な 制 税 の取 いの

対象となる クル による には す きでない。 

 

 

( )  クルの の 的 の租税 が、 のことを

するた に、 に く の を る  
 税 が の について課税されない は の課

税のみを けること 
 税 よって 行された の が、 に対し

の として課税されること 
( )  クルの の 的 の 制 税制が、以 の

を している  
  クルにより 行された が、 れら

の に対して われ は 分される に関して、

税 による の取 は の 的な において、

税 の のす て は 的に のす てを さ

る  
( )  クルの の 的 の租税 が、以 のいず

れにも する  
 の の が、 の 的 で 取 である の

に 入されること 
 の 的 と 取 の 的 との租税条約に き、

取 の 的 の 取 である の からも

されないこと 
( )  が トラク ジ トにより行われるも

のでない  
が される状況 の要 に関し、 な

を で る。ただし、 ル ルの

的対 は、このような クルにより行われる に対して、引

き続き される。 
法等の に係る 勧告  

の取り いに関して、国 等の改正に係る な
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税 による の取 は の 的な において、

税 の のす て は 的に のす てを さ

る  
( )  クルの の 的 の租税 が、以 のいず

れにも する  
 の の が、 の 的 で 取 である の

に 入されること 
 の 的 と 取 の 的 との租税条約に き、

取 の 的 の 取 である の からも

されないこと 
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のでない  
が される状況 の要 に関し、 な

を で る。ただし、 ル ルの

的対 は、このような クルにより行われる に対して、引

き続き される。 
法等の に係る 勧告  

の取り いに関して、国 等の改正に係る な
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勧告としては、以 の改正を行う。 
 に する の  

の で ずる D を するた に、 的 課

税に対する を する は、 によって であ

る の で国 の で られる きではない。 
 リ の に係る の の 制

 

の で税 の を するた に、

の でなされる に対する 税の を える

的 は、 の ジ トの での 税 の トの課税 と

さ て、 のような の を制 す きである。 
  

これらの勧告の に関しては、制 はない。 

 
 リ に て る （D  P ）に係る勧

告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

リンキング・ルールに する勧告の  

と 取 の の租税 を する ル ルの によっ

て、 された の で ずる の

を にする。 
ル ルの 的対 として、 取 の 的 で された

となる に係る の について す きであるとし、

が ル ルの されない 的 に する に

は、 された を 利益に ることを要 する 的対 を する

ことを勧告する。 
 リンキング・ルール 

( ) 的対   を  
( ) 的 対   を 利益に るよう要  
( ) は 益 入   と相

される の では ない。 益 入 とは、

な  は 識されない

 に関して、 が ずる の国の

に いて 利益として 入されるす ての の のこと

をいう。 
( ) 益 入 を した については、 の課税年度の

益 入 と相 できる 
  ルールは リ に る についての

 
 ルールは リ ・ を る についての  
 ルールの  

の関係 が の ル プに している 、 は、

が トラク ジ トの でなされ 税 が の ト

ラク ジ トの関係 である にのみ、このル ルが

される。 

9 
 

 Disregarded Payment  
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 リ ー ・ リ （  ）に する に係る勧告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リンキング・ルールに する勧告（ の ）  

D を ずる での の に係る

を する ル ルを することによって、 のような

の で ずる の を にする。 
になされた に係る の を する

ことを、 的対 として することのみを勧告するものである。

的対 は、国 における の勧告に うことで 必要となる。 
 リンキング・ルール 

( ) 的対 のみ  を  
 ルールはリ ー ・ リ に する についての  
 ルールは リ ・ を る についての  
 ルールの  

が の関係 として の ル プ

にいる 、 は、 が トラク ジ トの であ

り、 の が の トラク ジ トの関係 である

にのみ、このル ルが される。 

 

 

 
法等の に係る 勧告  

テ に関し、国

制度について、以 の改正を行う。 
 C C 制度 るいは の 制度の  

の 的 が、 の に関して D
を ずることを するた に、 制度を導入 は

改 す きである。 に、 の 的 が、 テ

ジ トに関して、 制度を導入 は

改 することを考 す きである。 
 の の 上 の いの制  

の が、 の 的 の の で、課

税に することになっておらず、かつ、 と

の ル プの の の 益が、 の 的

の の で、課税に することになっていないのであれ 、

は、 の の 的 で、 である 税 と

して取り われる きである。 
 の 告制度に係る い 

の 税 が、 によって

された と 益 の の 益を するた

の を さ るた に、 の 的 が、

に な税 告あるいは 告の要 を課す き の状況

に関して、さらなる な取 いが で される。 

 
（ ）D D（ る法 の ）に係る勧告 

D D なる 的 での については、

によって な D  P     
、 によって な D  
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〔 支払のスキー  
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 リ ー ・ リ （  ）に する に係る勧告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リンキング・ルールに する勧告（ の ）  

D を ずる での の に係る

を する ル ルを することによって、 のような

の で ずる の を にする。 
になされた に係る の を する

ことを、 的対 として することのみを勧告するものである。

的対 は、国 における の勧告に うことで 必要となる。 
 リンキング・ルール 

( ) 的対 のみ  を  
 ルールはリ ー ・ リ に する についての  
 ルールは リ ・ を る についての  
 ルールの  

が の関係 として の ル プ

にいる 、 は、 が トラク ジ トの であ

り、 の が の トラク ジ トの関係 である

にのみ、このル ルが される。 

 

 

 
法等の に係る 勧告  

テ に関し、国

制度について、以 の改正を行う。 
 C C 制度 るいは の 制度の  

の 的 が、 の に関して D
を ずることを するた に、 制度を導入 は

改 す きである。 に、 の 的 が、 テ

ジ トに関して、 制度を導入 は

改 することを考 す きである。 
 の の 上 の いの制  

の が、 の 的 の の で、課

税に することになっておらず、かつ、 と

の ル プの の の 益が、 の 的

の の で、課税に することになっていないのであれ 、

は、 の の 的 で、 である 税 と

して取り われる きである。 
 の 告制度に係る い 

の 税 が、 によって

された と 益 の の 益を するた

の を さ るた に、 の 的 が、

に な税 告あるいは 告の要 を課す き の状況

に関して、さらなる な取 いが で される。 

 
（ ）D D（ る法 の ）に係る勧告 

D D なる 的 での については、

によって な D  P     
、 によって な D  
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〔 支払のスキー  
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 B 、 

A 国で 体、 
B 国で 体 
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ース イ ッド 

A B 受取 、益金 入 A B 、
いに  

利子を受 取
のと  
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A B 受取 、益金 入 
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P    D  の 2 つに分けられた。 

 
 リ に て に係る勧告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リンキング・ルールに する勧告  

の 的 での租税 を する ル ルの

によって、 のような DD トラク の で ずる

の が にされる きである。 ル ル

は、 の 的 で の によってなされた な

と、 の 的 を た れに対 する とを識 すること

によって、 トラク の の要 を分 するものである。 
ル ルの 的対 は、要 の 益 入 の

的 の の での租税 的を考 してもたらされる を える では、

を の 的 で することができないということである。も

し、 的対 が されないのであれ 、 益 入でない に対して

をする からの利 を、 の が要 することを す

るた に、 の 的 で 的ル ルが される。 
 リンキング・ルール 

 

 

( ) 的対   の 的 での を  
の 的 は、 のような に対する を、DD

が ずる で する。 
( ) 的 対   の 的 で を  

の 的 が を にしないのであれ 、

の 的 は、 のような に対する を、DD が ずる

で する。 
( ) は 益 入 と相 される の では

ない 
( ) の取 い 

( ) 益 入 を した は、 の課税年

度の 益 入 と相 できる。 
( ) 取り された を た に、 は、 が の

的 において の の で、 のような の に対しても相

されることがないことを、 税 が することができる で、

税 の の において、 が される。 
 ルール る  

の 的 の の で な に関して

として取り われる は、以 の に する である  
( ) が の 的 の でなく、かつ、 が

である 的 の 的 の の で、 が の

あるいは関 にとって を引き こすものである

あるいは 
( ) が の 的 の であり、かつ、 の 的

の 的 の の で、 が の あるいは関

の にとって を引き こすものである 。 
 ルールはリ ー ・ リ に する についての  
 ルールは リ ・ を る についての  
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〔 イ ッドに て 重 な支払のスキー

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A B  A 国 

B 国 

B  
 B 、 
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B の を、A で 金 入 

B の を、 納税 に  
b 子 の

ス ッ   

ロー  

利子 
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P    D  の 2 つに分けられた。 

 
 リ に て に係る勧告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リンキング・ルールに する勧告  

の 的 での租税 を する ル ルの

によって、 のような DD トラク の で ずる

の が にされる きである。 ル ル

は、 の 的 で の によってなされた な

と、 の 的 を た れに対 する とを識 すること

によって、 トラク の の要 を分 するものである。 
ル ルの 的対 は、要 の 益 入 の

的 の の での租税 的を考 してもたらされる を える では、

を の 的 で することができないということである。も

し、 的対 が されないのであれ 、 益 入でない に対して

をする からの利 を、 の が要 することを す

るた に、 の 的 で 的ル ルが される。 
 リンキング・ルール 

 

 

( ) 的対   の 的 での を  
の 的 は、 のような に対する を、DD

が ずる で する。 
( ) 的 対   の 的 で を  

の 的 が を にしないのであれ 、

の 的 は、 のような に対する を、DD が ずる

で する。 
( ) は 益 入 と相 される の では

ない 
( ) の取 い 

( ) 益 入 を した は、 の課税年

度の 益 入 と相 できる。 
( ) 取り された を た に、 は、 が の

的 において の の で、 のような の に対しても相

されることがないことを、 税 が することができる で、

税 の の において、 が される。 
 ルール る  

の 的 の の で な に関して

として取り われる は、以 の に する である  
( ) が の 的 の でなく、かつ、 が

である 的 の 的 の の で、 が の

あるいは関 にとって を引き こすものである

あるいは 
( ) が の 的 の であり、かつ、 の 的

の 的 の の で、 が の あるいは関

の にとって を引き こすものである 。 
 ルールはリ ー ・ リ に する についての  
 ルールは リ ・ を る についての  
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 ルールの  
( ) 的対 に関しては対象 に制 はない。 
( ) 的対 は、 の関係 が の

ル プにいる 、 は、 トラク ジ トの で

が ており、 税 が の トラク ジ

トの関係 である にのみ される。 

 
 に て に係る勧告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

リンキング・ルールに する勧告（ の ）  

勧告された ル ルは、 の 的 で

によってなされた な を識 することによって、

の トラク における 要 が である

の 的 で み された の対 する を分 する。 
ル ルの 的対 は、 の 益 入

の 的 の の での租税 的を考 してもたらされる を え

る では、 を の 的 で することができないとい

うものである。なお、 の 的 が 的対 を するときは、

的対 は必要とされない。 
 リンキング・ルール 

( ) 的対 のみ  の 的 での を  
れ れの の 的 は、DD が ずる で、 のよ

うな に対する を する。 
( ) このル ルは 益 入 と相 される においては

 
( ) の取 い 

( ) 益 入 の を える のような も、

の課税年度の 益 入 と相 できる。 
( ) 取り される を た に、 は、 が の

的 において の の で、 益 入 でない のような

に対しても相 されることがないことを、 税 が するこ

とができる で、税 の の において、 が される。 
 ルールは に る についての  

とは、2 つ以 の 的 の の で租税 的により、

の 的 の となった 税 のことである。 
 ルールは リ ・ を る についての  
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〔 重 に て 重 な支払のスキー  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A  A 国 

B 国 

B  

b 子 B の を、 納税 に  
b 子 の

ス ッ   

ロー  

利子 

B の を、 納税 に  
A 子 の

 B 、 
A 国 B 国の 国
で とされ  
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 ルールの  
( ) 的対 に関しては対象 に制 はない。 
( ) 的対 は、 の関係 が の

ル プにいる 、 は、 トラク ジ トの で

が ており、 税 が の トラク ジ

トの関係 である にのみ される。 

 
 に て に係る勧告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

リンキング・ルールに する勧告（ の ）  

勧告された ル ルは、 の 的 で

によってなされた な を識 することによって、

の トラク における 要 が である

の 的 で み された の対 する を分 する。 
ル ルの 的対 は、 の 益 入

の 的 の の での租税 的を考 してもたらされる を え

る では、 を の 的 で することができないとい

うものである。なお、 の 的 が 的対 を するときは、

的対 は必要とされない。 
 リンキング・ルール 

( ) 的対 のみ  の 的 での を  
れ れの の 的 は、DD が ずる で、 のよ

うな に対する を する。 
( ) このル ルは 益 入 と相 される においては

 
( ) の取 い 

( ) 益 入 の を える のような も、

の課税年度の 益 入 と相 できる。 
( ) 取り される を た に、 は、 が の

的 において の の で、 益 入 でない のような

に対しても相 されることがないことを、 税 が するこ

とができる で、税 の の において、 が される。 
 ルールは に る についての  

とは、2 つ以 の 的 の の で租税 的により、

の 的 の となった 税 のことである。 
 ルールは リ ・ を る についての  

 

12 
 

  
 
〔 重 に て 重 な支払のスキー  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A  A 国 

B 国 

B  

b 子 B の を、 納税 に  
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 B 、 
A 国 B 国の 国
で とされ  
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（３）  D （ D ）に係る勧告 
 ン ー ・ ・ ン ン に係る勧告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リンキング・ルールに する勧告  

この トは、勧告の を るた に、 が 的なD   
を ずる で、 テ ジ トの の

を する ル ルの を勧告する。これについては、 的

対 の を勧告するのみである。 
 リンキング・ルール 
( ) 的対 のみ  を  

の 的 は、 テ ジ

トの でなされた に対する を、 取 の 的 での と

が相 される で する。 
 ルールは ン ー ・ ・ ン ン に る との

る についての  
( ) とは、以 の をいう。 

( )  で る の での  
( )  で る により

 

 

された  
  で る

に対してなされた  
( )  で る の引き となる

の あるいは によってなされた  
( )  テ ジ トの で、 に対し

て のような から を相 する に対してなされた  
 ルールの  

このル ルは、 税 が テ ジ

トの関係 として の ル プにいる 、 は、 トラク

ジ トの で がなされており、 税 が の

トラク ジ トの関係 である に される。 

 
（ ）執行と に係る勧告 

  行と相互 に係る勧告として、 ル ル

は、以 の が になるよう国 において されなくてはなら

ないとしている。 
( ) ル ルは、 的 の による租税 ではなく、 を

トにす き 
( ) ル ルは、 的な ものである き 
( ) ル ルは、 的に される き 
( ) ル ルは、相互 により、 課税を でき

るものである き 
( ) ル ルは、 行の国 の での を にす き 
( ) ル ルは、 があり がある き 
( ) ル ルは、 れ れの 的 の を することで 分に

テ が えられる き 
( ) ル ルは、 税 にとって 行 なもので、 プ
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〔イ ーテッド ス ッ トのスキー  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

A  
A 国 
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C 支払 、 金 入

ス ッ の  

イ ッド ス 
ッ ルール  

イ ート
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（３）  D （ D ）に係る勧告 
 ン ー ・ ・ ン ン に係る勧告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リンキング・ルールに する勧告  

この トは、勧告の を るた に、 が 的なD   
を ずる で、 テ ジ トの の

を する ル ルの を勧告する。これについては、 的

対 の を勧告するのみである。 
 リンキング・ルール 
( ) 的対 のみ  を  

の 的 は、 テ ジ

トの でなされた に対する を、 取 の 的 での と

が相 される で する。 
 ルールは ン ー ・ ・ ン ン に る との

る についての  
( ) とは、以 の をいう。 

( )  で る の での  
( )  で る により

 

 

された  
  で る

に対してなされた  
( )  で る の引き となる

の あるいは によってなされた  
( )  テ ジ トの で、 に対し

て のような から を相 する に対してなされた  
 ルールの  

このル ルは、 税 が テ ジ

トの関係 として の ル プにいる 、 は、 トラク

ジ トの で がなされており、 税 が の

トラク ジ トの関係 である に される。 

 
（ ）執行と に係る勧告 

  行と相互 に係る勧告として、 ル ル

は、以 の が になるよう国 において されなくてはなら

ないとしている。 
( ) ル ルは、 的 の による租税 ではなく、 を

トにす き 
( ) ル ルは、 的な ものである き 
( ) ル ルは、 的に される き 
( ) ル ルは、相互 により、 課税を でき

るものである き 
( ) ル ルは、 行の国 の での を にす き 
( ) ル ルは、 があり がある き 
( ) ル ルは、 れ れの 的 の を することで 分に

テ が えられる き 
( ) ル ルは、 税 にとって 行 なもので、 プ
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〔イ ーテッド ス ッ トのスキー  
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イ ッド ス 
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ラ トを にするものである き 
( ) ル ルは、税 の行 を にするものである き 

 
  加えて、 れ れの 的 は、これらの勧告を を って 的

に 行し することを にするた に、 の を 、

勧告の 的かつ 的な の検討、 に係

る国 的 な に して取り組 きであるとしている。 

 

P 6 租税条約 の  
 
BEPS に係る租税条約 の に関しては、201 年 3 月 1 に

な状況における租税条約の の P     
 B    C 以 租税条約

ラ ト という。 が された。 の は、BEPS の からの 正が加

えられた OECD ル租税条約 の改 が されたもの

であった。 
これについては、 月 9 まで ク トが け けられ、 月

1 1 に ク ルテ が された に、 ジ 界等

からの意 等により 正がなされたものが 6 月の租税 本 で され、

9 月 16 に 201  D の 告 として された。以 に、租税条

約 ラ トからの な変 を したうえで、本 告 の を

する。 

 
か の 点 

租税条約 ラ トは、BEPS の からの OECD ル租税条

約 の改 であり、本 告 においても れは のまま

されたものとなっている。 
租税条約 に関する OECD ル租税条約 の改

 

 

に係る プトについては、 ラ ト から きな変 はなされてお

らず、 ラ トの改 に対してかなりの加筆がなされたものの となっ

ている。以 に、まず、加筆 分 の変 について す。 
（ ） か の 及び 点 

 に クテ を加筆 
 格条 E   B として OB 条 と

要 的テ ト PP P  P  の を導入する必要

を加筆 
 OB 条 に、 であれ クル   

に関する を くことを  
 OB 条 に関する として、 クル  

 、 国 ジ ト   
 等の 加 

 OB 条 の を たに 加 で 20 り  
 要 的テ ト PP の の として E  E
を  
 要 的テ ト PP の の に 導

ジ ト  を 加 
 国に された 的 PE の ル ル に関する

条 の ラ トの  
 条約 を利 した国 税 の に関する 租税回

の 文 の 加 
 条約 を利 した国 税 の に関して 国税 D  

  について加筆 
（ ）「 」の （ ）の  

ラ ト では、 要 的テ ト は  P  の が

いられていたが、本 告 では、 P  P  の が い

られることとされた。 に 要 的 と される も、す て  
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ラ トを にするものである き 
( ) ル ルは、税 の行 を にするものである き 

 
  加えて、 れ れの 的 は、これらの勧告を を って 的

に 行し することを にするた に、 の を 、

勧告の 的かつ 的な の検討、 に係

る国 的 な に して取り組 きであるとしている。 

 

P 6 租税条約 の  
 
BEPS に係る租税条約 の に関しては、201 年 3 月 1 に

な状況における租税条約の の P     
 B    C 以 租税条約

ラ ト という。 が された。 の は、BEPS の からの 正が加

えられた OECD ル租税条約 の改 が されたもの

であった。 
これについては、 月 9 まで ク トが け けられ、 月

1 1 に ク ルテ が された に、 ジ 界等

からの意 等により 正がなされたものが 6 月の租税 本 で され、

9 月 16 に 201  D の 告 として された。以 に、租税条

約 ラ トからの な変 を したうえで、本 告 の を

する。 

 
か の 点 

租税条約 ラ トは、BEPS の からの OECD ル租税条

約 の改 であり、本 告 においても れは のまま

されたものとなっている。 
租税条約 に関する OECD ル租税条約 の改

 

 

に係る プトについては、 ラ ト から きな変 はなされてお

らず、 ラ トの改 に対してかなりの加筆がなされたものの となっ

ている。以 に、まず、加筆 分 の変 について す。 
（ ） か の 及び 点 

 に クテ を加筆 
 格条 E   B として OB 条 と

要 的テ ト PP P  P  の を導入する必要

を加筆 
 OB 条 に、 であれ クル   

に関する を くことを  
 OB 条 に関する として、 クル  

 、 国 ジ ト   
 等の 加 

 OB 条 の を たに 加 で 20 り  
 要 的テ ト PP の の として E  E
を  
 要 的テ ト PP の の に 導

ジ ト  を 加 
 国に された 的 PE の ル ル に関する

条 の ラ トの  
 条約 を利 した国 税 の に関する 租税回

の 文 の 加 
 条約 を利 した国 税 の に関して 国税 D  

  について加筆 
（ ）「 」の （ ）の  

ラ ト では、 要 的テ ト は  P  の が

いられていたが、本 告 では、 P  P  の が い

られることとされた。 に 要 的 と される も、す て  
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から  に き えられた。 
これは、  では、 つしか しないのではないかとの に

対して、ここでの 要 的 には の 的が たることがあり ることを

に すた に、  の に し えられたといわれてい

る。 

 
告 の OECD ル の の  

本 告 も ラ トと に、 P6 租税条約 の に係る BEPS
の取組みは、以 の 3 つ においてなされるものとしている。 
 に る の の を する の、OECD

ル の 及び ルールの 定に係る勧告 
 の の に ることを し

の は いことの 化 
 に の との の を 定する に す

・ リ ーの 定 
なお、このことが に 識できるように、 のなかで以 のように、こ

れらの を 、B、C の の として いている。 

  

 

 

BEPS に係る の に する 告 の （ ）  

 ン ン 
  に る の の を する の

規定及び は ルール 
 1  に 規定 制 の の  

 ) リー ・ ング（  ） 
 ) 制 （  ） 
 ) ン ン の の つ を

する のルール 
 ) に る制 の を し の の  

 ) の （S   ） 
 ) の リング・ の ー （   

 ） 
 ) の を する の  
 ) の  
 ) 13 の を する の  
 ) の の 上の を る

ー ー・ルール 
 ) に 立 （PE）の ルール 

 2  を し 法の の  
 B  の の に ることを

し いことを にすること 
 C  に の との の を 定する に

す ・ リ ーを 定すること 

 
以 に、 の を として、BEPS の からの OECD ル租
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から  に き えられた。 
これは、  では、 つしか しないのではないかとの に

対して、ここでの 要 的 には の 的が たることがあり ることを

に すた に、  の に し えられたといわれてい

る。 

 
告 の OECD ル の の  

本 告 も ラ トと に、 P6 租税条約 の に係る BEPS
の取組みは、以 の 3 つ においてなされるものとしている。 
 に る の の を する の、OECD

ル の 及び ルールの 定に係る勧告 
 の の に ることを し

の は いことの 化 
 に の との の を 定する に す

・ リ ーの 定 
なお、このことが に 識できるように、 のなかで以 のように、こ

れらの を 、B、C の の として いている。 

  

 

 

BEPS に係る の に する 告 の （ ）  

 ン ン 
  に る の の を する の

規定及び は ルール 
 1  に 規定 制 の の  

 ) リー ・ ング（  ） 
 ) 制 （  ） 
 ) ン ン の の つ を

する のルール 
 ) に る制 の を し の の  

 ) の （S   ） 
 ) の リング・ の ー （   

 ） 
 ) の を する の  
 ) の  
 ) 13 の を する の  
 ) の の 上の を る

ー ー・ルール 
 ) に 立 （PE）の ルール 

 2  を し 法の の  
 B  の の に ることを

し いことを にすること 
 C  に の との の を 定する に

す ・ リ ーを 定すること 

 
以 に、 の を として、BEPS の からの OECD ル租

235



 

 

税条約 の改 に係る勧告の 要な トについてみてみ

る。 

 
３ 「 OB 」及び「 」の  

の 条約 の 的 を するた の対 としては、本 告

においても 租税条約 による と 国 税 による に分けて、

以 の改 が された。 
（ ） に 規定 制 の に係る  

租税条約 により された制 の回    
    に係る対 に関しては、 ト テ

の対 制 の回 を意図した の の状況 の対

に分けて、OECD ル条約 について以 の改 が

された。 
 リー ・ ングに係る  
( ) 「 OB 」の  

ト テ  は として 条約

り の が いられることが いが、BEPS に係るこれ の対

としては、まずは、OECD ル租税条約に 制 条

 P OB 条 という。 を導入

することが された。 
OB 条 は、19 年に 国 ル条約で て導入されたもので

あるが、 回の租税条約の による BEPS 対 の つとして、こ

の OB条 をOECD ル条約に導入することが されたわけで

あり、以 に を す。 
以 、 ラ トからの変 分に ラ を 。 の

入 は ず。  

  

 

 

 
（E   B ） 

 
1   に の定 る を 、 の 、 を

る 点に いて、この 2 定 る「 （  ）」

に い る は、 この に

（ 3 、 9 2 は 2 を ）を する

を し い のとする  

 
2   の の この に る 点に い

て に する る は、 の 点に いて は

る  
)  
) し は の は 、 し は の に

て に る 、 は  
) 法 は の の の 、 の 点を 度を に

して、 のい かに する の 
) の る の （及び ） 1 は 2 上の

の て 、かつ、 の

は B のい かを していること 
) の る の （ は持 ）について、

法 は る に 立 1 は 2
上の る ていること 

B) 法 は の 及び ン ールの る 、

法 は る に ること 
) 法 は の 及び の の 0 上

（及び の 0 上） 、 は に、
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税条約 の改 に係る勧告の 要な トについてみてみ

る。 

 
３ 「 OB 」及び「 」の  

の 条約 の 的 を するた の対 としては、本 告

においても 租税条約 による と 国 税 による に分けて、

以 の改 が された。 
（ ） に 規定 制 の に係る  

租税条約 により された制 の回    
    に係る対 に関しては、 ト テ

の対 制 の回 を意図した の の状況 の対

に分けて、OECD ル条約 について以 の改 が

された。 
 リー ・ ングに係る  
( ) 「 OB 」の  

ト テ  は として 条約

り の が いられることが いが、BEPS に係るこれ の対

としては、まずは、OECD ル租税条約に 制 条

 P OB 条 という。 を導入

することが された。 
OB 条 は、19 年に 国 ル条約で て導入されたもので

あるが、 回の租税条約の による BEPS 対 の つとして、こ

の OB条 をOECD ル条約に導入することが されたわけで

あり、以 に を す。 
以 、 ラ トからの変 分に ラ を 。 の

入 は ず。  

  

 

 

 
（E   B ） 

 
1   に の定 る を 、 の 、 を

る 点に いて、この 2 定 る「 （  ）」

に い る は、 この に

（ 3 、 9 2 は 2 を ）を する

を し い のとする  

 
2   の の この に る 点に い

て に する る は、 の 点に いて は

る  
)  
) し は の は 、 し は の に

て に る 、 は  
) 法 は の の の 、 の 点を 度を に

して、 のい かに する の 
) の る の （及び ） 1 は 2 上の

の て 、かつ、 の

は B のい かを していること 
) の る の （ は持 ）について、

法 は る に 立 1 は 2
上の る ていること 

B) 法 は の 及び ン ールの る 、

法 は る に ること 
) 法 は の 及び の の 0 上

（及び の 0 上） 、 は に、
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に しては、 の ど かの の

る 、この グ の )の規定の

る の法 は に ていること 
) の を す の  

) の 立 する PO（  
 ）を  

) は の の の は の に 立

、 の の 0 ど かの の に

て る  
) この の )に する の の に ン する

に 立 ている 、 の のす ての 、

にこ の の の に る か の の る

こと 
) の を す の  

) の 点を 度の 上の に いて、 の

の 、かつ、この の )、 )、 ) の ) は )の の

この の を する を する 、 の の は

及び の の 0 上（及び の

0 上）を、 は に していること（ に し

ては、 の の の ること） 
) の の る に いて 定 、 の 点を

度に る の の の 0 、い の

の い 、この の )、 )、 ) の ) は )の の

この の を する を する に、 の の

る に いて、この の と る

る の 、 は に は ている

こと（ し、 は の の の の 立

 

 

に は い ） 
) ー ル（   ）に する

規定  

 
3   ) の の 、 に いて の

に して 、かつ、 の か の 、 は

に している は している には、 の

るかど かに 、 の に して、こ

の の を する を する し、 は の

、 の 定の の は の に係る （

行、 及び 行 、 行 は の

いを し 行 の を の 、

し は を ） る は、この は い  
) の の 、 の の に

は か を する 、 は、 の

か を する に、上 )の は、 の

の に は に、 の

は に て は との

する にの 、 について る のと

する にこの の るかど かは、す ての

及び に いて る  
) この の の に、 る の に は、 の

に と る る る 、 の

の 0 上（ は、法 の には の法 の 及び

の は の法 の の 0 上）を する 、

し は、 、 の の 0 上（ は、法 の には

の法 の 及び の は の法 の の
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に しては、 の ど かの の

る 、この グ の )の規定の

る の法 は に ていること 
) の を す の  

) の 立 する PO（  
 ）を  

) は の の の は の に 立

、 の の 0 ど かの の に

て る  
) この の )に する の の に ン する

に 立 ている 、 の のす ての 、

にこ の の の に る か の の る

こと 
) の を す の  

) の 点を 度の 上の に いて、 の

の 、かつ、この の )、 )、 ) の ) は )の の

この の を する を する 、 の の は

及び の の 0 上（及び の

0 上）を、 は に していること（ に し

ては、 の の の ること） 
) の の る に いて 定 、 の 点を

度に る の の の 0 、い の

の い 、この の )、 )、 ) の ) は )の の

この の を する を する に、 の の

る に いて、この の と る

る の 、 は に は ている

こと（ し、 は の の の の 立

 

 

に は い ） 
) ー ル（   ）に する

規定  

 
3   ) の の 、 に いて の

に して 、かつ、 の か の 、 は

に している は している には、 の

るかど かに 、 の に して、こ

の の を する を する し、 は の

、 の 定の の は の に係る （

行、 及び 行 、 行 は の

いを し 行 の を の 、

し は を ） る は、この は い  
) の の 、 の の に

は か を する 、 は、 の

か を する に、上 )の は、 の

の に は に、 の

は に て は との

する にの 、 について る のと

する にこの の るかど かは、す ての

及び に いて る  
) この の の に、 る の に は、 の

に と る る る 、 の

の 0 上（ は、法 の には の法 の 及び

の は の法 の の 0 上）を する 、

し は、 、 の の 0 上（ は、法 の には

の法 の 及び の は の法 の の
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0 上）を する には、 る は と する のとする

どの に いて 、 するす ての と の 、 る

、 を している は の か を ている

には、 と している のとして る  

 
  の の る法 を る 点に いて、

の を す に 、この に る を する

を する のとする     
) は 及び の の 9 上（及び

の 0 上） 、 等 （  ） る

（ に しては、 の 等

る） の に 、 は に ていること 
) の る に いて 定 、 の 点を

度に る の法 の の 0 、 の法 の

る に いて、この の と る

る の 、 等 い に は に

は ていること（ し、 は の

の の の 立 に は い ）  

 
  の の 、この の の規定の 、この

のす ての について する を し い て 、 の

の る （  C ） 、 の の

に して する と の を行 、 の の

立、 は 持 びに の 、この の を ることを

の る の つとしてい い のと し の 、

い の に を し とする る は、 に

かか 、こ の は 定の は に する を

 

 

る るとして、 の を のとする の

る は、 の に てこの の を

する に、 の の る と する のとする  

 
6   この の上 の規定の の に、 の は の とす

る  
（ 、 ） 

 
の OB 条 の 文は、 3 に 的 を、

に ある による を したものとなっている。 
的 とは、 の 約国の が 格

を たすことができない であっても、 国において行う

的な は に関する の について条約の を け

ることができるとする である( )。 
ある による とは、 的 によっても

が条約の を ける 格を ることができない に、

ある が をすることで、す ての条約 は の につ

いて、 格を することができることを る 条 と

もいえる である( )。 
OB 条 については、これまで OECD ル条約 1 条 的

に関する の ラ 20 に、 として つの が さ

れていた。 の 文とこの とを すると のものである。

また、これと我が国で て 的 OB 条 を導入した 200 年

の 租税条約とを すると、 に係る が

                                                           
( )  本 租税条約 研究 研究 。 
( )  本 ( )、 3 。 
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0 上）を する には、 る は と する のとする

どの に いて 、 するす ての と の 、 る

、 を している は の か を ている

には、 と している のとして る  

 
  の の る法 を る 点に いて、

の を す に 、この に る を する

を する のとする     
) は 及び の の 9 上（及び

の 0 上） 、 等 （  ） る

（ に しては、 の 等

る） の に 、 は に ていること 
) の る に いて 定 、 の 点を

度に る の法 の の 0 、 の法 の

る に いて、この の と る

る の 、 等 い に は に

は ていること（ し、 は の

の の の 立 に は い ）  

 
  の の 、この の の規定の 、この

のす ての について する を し い て 、 の

の る （  C ） 、 の の

に して する と の を行 、 の の

立、 は 持 びに の 、この の を ることを

の る の つとしてい い のと し の 、

い の に を し とする る は、 に

かか 、こ の は 定の は に する を

 

 

る るとして、 の を のとする の

る は、 の に てこの の を

する に、 の の る と する のとする  

 
6   この の上 の規定の の に、 の は の とす

る  
（ 、 ） 

 
の OB 条 の 文は、 3 に 的 を、

に ある による を したものとなっている。 
的 とは、 の 約国の が 格

を たすことができない であっても、 国において行う

的な は に関する の について条約の を け

ることができるとする である( )。 
ある による とは、 的 によっても

が条約の を ける 格を ることができない に、

ある が をすることで、す ての条約 は の につ

いて、 格を することができることを る 条 と

もいえる である( )。 
OB 条 については、これまで OECD ル条約 1 条 的

に関する の ラ 20 に、 として つの が さ

れていた。 の 文とこの とを すると のものである。

また、これと我が国で て 的 OB 条 を導入した 200 年

の 租税条約とを すると、 に係る が

                                                           
( )  本 租税条約 研究 研究 。 
( )  本 ( )、 3 。 
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租税条約の OB 条 にある に いがみられるものの、本 告 の

文も OB 条 の として 本的なものであると われる。 
したがって、BEPS に係る租税条約 の取組みとして、OECD

ル条約 の OB 条 の導入が されたことは、これまでの租税条

約における取 いを きく変えるものと えるものではなく、租税条

約の に対するより的 な対 に けて、これまで 的な租税条

約で既に されてきた の取 いが、OECD ル条約に正

に導入される となったのであり、 的には、いわ これは既

の改 だと 識するとこ である。 
また、本 告 では、この OB 条 の条文に対して な

で 20 り が加筆されている。 
( ) 「 」の  

ト テ に対する OB 条 の導入に加え、

ジ トの 要な 的の つ が条約 を する のル

ルとして、 の 格条 E   B の

に、 要 的テ ト P  P  を導入することが

された。以 に の を す。 

 

  この の の規定にかか 、 するす ての と の 点

か て、 を ること 、 は に、 として を

ン ン に る の つ ると る

こと る には、こ の に いて を する

こと 、この の の に していること いの

る 、この の は、 の と は に して

い のとする  

 
このように 要 的テ ト とは、たとえ までの OB 条 の

 

 

で 格 に していたとしても、 ジ ト 取引が、条

約 を することを 要な 的の つ     
としているのであれ 、 を しないとする

である。なお、本 告 では、 のとおり、この 要な の

については、 から の き えがなさ

れている。 
この 要 的テ トは、我が国の租税条約では、2006 年の 租

税条約、200 年の 租税条約、200 年の 租税条約等で取

り入れられており、 的な取組みの とつであるとしても、BEPS
に対する 的な対 とまでは えないとは われる。 

の のなかでは、 要 的テ トの要 は 要な 的の

つ     に することであり、これが

的に のような であるのかについては、 E の が

されている。 
( ) としての勧告 

の OB 条 と 要 的テ ト PP に関しては、関係 国

において す き として、以 のいずれかを租税条約に

することが勧告された。 
 OB 条 と 要 的テ ト PP の  
 要 的テ ト PP のみ 
 OB 条 と、租税条約 は国 に導 取引

的 PP  
 の の 制 の を し の  

制 の回 を意図した の の状況としては、本 告 において

も、以 の つの が取り られている。 

 

242



 

 

租税条約の OB 条 にある に いがみられるものの、本 告 の

文も OB 条 の として 本的なものであると われる。 
したがって、BEPS に係る租税条約 の取組みとして、OECD

ル条約 の OB 条 の導入が されたことは、これまでの租税条

約における取 いを きく変えるものと えるものではなく、租税条

約の に対するより的 な対 に けて、これまで 的な租税条

約で既に されてきた の取 いが、OECD ル条約に正

に導入される となったのであり、 的には、いわ これは既

の改 だと 識するとこ である。 
また、本 告 では、この OB 条 の条文に対して な

で 20 り が加筆されている。 
( ) 「 」の  

ト テ に対する OB 条 の導入に加え、

ジ トの 要な 的の つ が条約 を する のル

ルとして、 の 格条 E   B の

に、 要 的テ ト P  P  を導入することが

された。以 に の を す。 

 

  この の の規定にかか 、 するす ての と の 点

か て、 を ること 、 は に、 として を

ン ン に る の つ ると る

こと る には、こ の に いて を する

こと 、この の の に していること いの

る 、この の は、 の と は に して

い のとする  

 
このように 要 的テ ト とは、たとえ までの OB 条 の

 

 

で 格 に していたとしても、 ジ ト 取引が、条

約 を することを 要な 的の つ     
としているのであれ 、 を しないとする

である。なお、本 告 では、 のとおり、この 要な の

については、 から の き えがなさ

れている。 
この 要 的テ トは、我が国の租税条約では、2006 年の 租

税条約、200 年の 租税条約、200 年の 租税条約等で取

り入れられており、 的な取組みの とつであるとしても、BEPS
に対する 的な対 とまでは えないとは われる。 

の のなかでは、 要 的テ トの要 は 要な 的の

つ     に することであり、これが

的に のような であるのかについては、 E の が

されている。 
( ) としての勧告 

の OB 条 と 要 的テ ト PP に関しては、関係 国

において す き として、以 のいずれかを租税条約に

することが勧告された。 
 OB 条 と 要 的テ ト PP の  
 要 的テ ト PP のみ 
 OB 条 と、租税条約 は国 に導 取引

的 PP  
 の の 制 の を し の  

制 の回 を意図した の の状況としては、本 告 において
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  の （S   ） 
  の リング・ の ー （    

） 
  の を する の  
  の  
  13 の を する の  
  の の 上の を る ー ー・ 
ルール 
  に 立 （PE）の ルール 

 
  約の分 については、 条 3 に係る の ラ

ラ 1 にある 12 月 を、 が 約を ル プ でいくつか

に分 することで回 していることを している。これについては、

国における租税回 での対 の もあるが、 、

P  PE の 的回 の において取り われることにな

る。 
  の トの については、 1 条 2
による 国の租税制度からの に係る の な取

によるもので、これについては既に 1 条に係る で

が えられている。 
  の 格 けを回 する意図の取引については、 P2 

 ジ トの で取り われること

になる。 
  の 取引については、租税条約は に対して 税 を

することで、租税 の を図っているわけであるが、これに関

しては、 10 条に係る の ラ 16 ラ 1 で の

について が行われている。この を するた 、

  の の がなされている。 
  13 条 の を回 するた の取引については、これは

の 0 が である の には、 の

 

 

の である 約国が に係る 益に課税すること

ができることを したものである。これについては、 13 条に係

る の ラ ラ 2 で、 の から、 以

の ト プ な の 分についても があ

ることにされており、 13 条 を改 することが 意されてい

る。 
しかし、 0 という を回 するた に、 の の 分

の がなされることがあり、これが を いていることが さ

れているが、これについても 13 条 を改 することが 意さ

れている。 
  以 の の条約 の を る

ル ルについては、 、 に関しては の の の 的

の が する 約国の とみなす との がなされてい

るが、 の から、これを 条 3 に係る

の ラ ラ 2 1 にある に き えることが された。 
この では、 である 等について、 以 の

に係る 約国は、 的 の 、 、 の の関

する要 を考 して、条約の に係る を 意により す

るよう なけれ ならず、かかる 意が しない には、

は、条約の る の租税の は を する 格を し

ないこととされている。 
  国に された 的 PE の ル ルについては、

2 条に係る の ラ ラ 1 の で、PE の

で国 が 税となる に国 的 課税が ることになり、

これは とみることができる行 として であることの がな

されている。 
このような 的な PE の利 には、租税条約 で 的

S   P が必要であるとして、国 的

244



 

 

  の （S   ） 
  の リング・ の ー （    

） 
  の を する の  
  の  
  13 の を する の  
  の の 上の を る ー ー・ 
ルール 
  に 立 （PE）の ルール 

 
  約の分 については、 条 3 に係る の ラ

ラ 1 にある 12 月 を、 が 約を ル プ でいくつか

に分 することで回 していることを している。これについては、

国における租税回 での対 の もあるが、 、

P  PE の 的回 の において取り われることにな

る。 
  の トの については、 1 条 2
による 国の租税制度からの に係る の な取

によるもので、これについては既に 1 条に係る で

が えられている。 
  の 格 けを回 する意図の取引については、 P2 

 ジ トの で取り われること

になる。 
  の 取引については、租税条約は に対して 税 を

することで、租税 の を図っているわけであるが、これに関

しては、 10 条に係る の ラ 16 ラ 1 で の

について が行われている。この を するた 、

  の の がなされている。 
  13 条 の を回 するた の取引については、これは

の 0 が である の には、 の

 

 

の である 約国が に係る 益に課税すること

ができることを したものである。これについては、 13 条に係

る の ラ ラ 2 で、 の から、 以

の ト プ な の 分についても があ

ることにされており、 13 条 を改 することが 意されてい

る。 
しかし、 0 という を回 するた に、 の の 分

の がなされることがあり、これが を いていることが さ

れているが、これについても 13 条 を改 することが 意さ

れている。 
  以 の の条約 の を る

ル ルについては、 、 に関しては の の の 的

の が する 約国の とみなす との がなされてい

るが、 の から、これを 条 3 に係る

の ラ ラ 2 1 にある に き えることが された。 
この では、 である 等について、 以 の

に係る 約国は、 的 の 、 、 の の関

する要 を考 して、条約の に係る を 意により す

るよう なけれ ならず、かかる 意が しない には、

は、条約の る の租税の は を する 格を し

ないこととされている。 
  国に された 的 PE の ル ルについては、

2 条に係る の ラ ラ 1 の で、PE の

で国 が 税となる に国 的 課税が ることになり、

これは とみることができる行 として であることの がな

されている。 
このような 的な PE の利 には、租税条約 で 的

S   P が必要であるとして、国 的

245



 

 

課税を た 、 れについての条約の 文 の

について がなされている。 

 
の 法 の 及び「 ー ング・ ー 」の  

租税回 に対する対 としては、条約 の だけでは 分であり、国

の改正も要 される。ここでの たる 的は、 租税条約は、条約 を

ることにより租税回 を行う取引を しようとする国 税 の

の を るというものではないことを にする ということである。

として、本 告 においても、以 の議論が された。 

 

 規定（ ）の の の 規

定  
 制（C C 制） の 及び は 10

 
 制の の 2 及び  
 の制 制度の の 2

 
 は の 13  
 をキ ル ンに して にする の リ

ング・ルールの の 13  
 グ ン ー ルール等の の ルールの の

13  

 
これらのいくつかについては、既に で取り っているもので

ある。また、 1 条に係る の ラ ラ 22 1 において、租税条

約の と国 との関係については、以 の が された。 
、 的 を 国 は、いかなる

 

 

関係が租税 を さ ているかを するた の国 税 によって

られた 本的な国 課税ル ルの である。これらの国 は租税

条約を対象とするものではなく、 れによって を けるものではない。

したがって、 論として、 のような国 と租税条約の の

には は しないであ う。 え 、 のような国 の に

よ って、 の の を に した 税 の が行わ

れる りにおいて、租税条約の は、これら の 正を考 に入れて

することができる。  
本 告 においても、このような租税条約の と国 との関係

を、租税条約 で らかにするた に、OECD ル租税条約に、 国の租

税条約の の つとしてよく られている クロ S  
C の取 いを、 1 条 3 として導入することを している。

以 に の を す。 

 

1  
3   この は、 3 、 9 2 、 19 、 20 、

23 、 2 、 2 及び 2 の規定の る

を 、 の に る の の に を及 す

の は い  

 
クロ とは、 約国の れ れの に対する課税

を れ れの 約国の国 おりに しようとする である。ただし、

これには、 、国 的 課税の の から が かれてお

り、 の 文でも、 条 3 、 9 条 2 、 19 条、 20 条、

23 条、 2 条、 2 条 2 条 が となっている。 

 
「 ル」及び「 」の  
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「 ル」及び「 」の  
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B の 租税条約が国 的 課税を意図しないことの について

は、本 告 において変 はなく、OECD ル租税条約の トル

文 について、以 のように改 することを している。 

 

及び に する に する の びに 
及び の の の と B との の  

 
の (9) 
と B は、 

係の 及び に する 力 係の強化を する

のとし、 
の を 、かつ、 は （ の

の の にこの に る を る

の リー ・ ング・ ン ン を ）に を

ること しに、 及び に する に する を

する の を することを し、 
の について、 する のとする  

を  

 
加えて、 の 論 の ラ ラ 2 について これらの国 は、

きに り、 税 租税回 を することを 的として、課税 に係る協

関係を、 に、 を て さ ることの必要 を

識してきている。 との文 を加筆することが され、続けて、 ル条約の

についての ラ ラ 16 に、16 1 16 2 として、 回の OECD の

                                                           
(9)  状では、 条約の 文 に 文は されておらず、 であり、 条約の 文は、

約国の の 続に って されるものとする。という が されているだ

けである。 

 

 

BEPS 行 に係る取組みに関する加筆がなされている。 
なお、ここでは、我が国には が していないことを、 的には

しておきたいものと考える。 

 
「 」の  
C の 的に租税条約の を する に考 す き ク

の についても、本 告 において変 はなされていない。 
OECD ル条約の 論 に たに C 租税条約を するか うか

は既 の条約を改正するか うかの に 要な ク に係る

考 として、 ラ ラ 1 1 1 6 の 加を行い、ここで、 租税条

約を する 約国は、 国の の かれたクロ の状況に

おいて、 に 課税の クが している 度について す きで

ある 課税のかなり くは、国 により されている こと 、条

約を する相 国が、行 を 的に できる を

しているのか は で行うのか な が、考 す き ク

として された。 

 

P 格税制 形  
 
OECD の BEPS 行 では、 格税制 の取組みに関しては、 P  
形 、 P9 クと 本 P10 の租税回 の が

い取引 と、3 つに分けて取り組 こととされているが、このう 、201 年

9 月に が かれているのは P  形 の 本的 分である。 

 
OECD に る に係る 制上の  
OECD の 形 の取組みは P 6 で り行われてきたものではあるが、

これまでの としては、 P 6 では、2010 年に OECD 格 ラ

に 9  に係る 格の を 加改 した から
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6  形 に対する の の改 に 行し、2012 年 6 月

6 には、 より 1 年 しで OECD 格 ラ 6
関 条 の改 に関する ラ ト D  

D     S  C     C   
  OECD  P     P 以

形 ラ ト という。 が された。 
この ラ トは、正 に OECD の租税 で ラ

トとして されたものではなく、 ラ ト  であると

の が でなされている。OECD は 2012 年 9 月 1 まで、

ク トを ジ ニテ 等から く け け、 の につ

いて、 年 11 月に された OECD の 討論 で に

がなされたとこ である。 
これらの ク トを けた で、 BEPS 行 の か

らわずか約 10 の 2013 年 月 30 に、正 な ラ

トである 形 の 格に関する 正 ラ ト

 D  D    P    以

形 正 ラ ト という。の が行われた。このなかで、OECD
格 ラ 6 の改 が され、 度 ク ト

等の けが行われたわけである。 
このように、OECD の 形 に係る 格 の取組みについては、

BEPS の議論がなされ始 た 2013 年 6 月以 から P 6 で継続してなされ

てきたものであり、 回の P 6 の BEPS の取組みは、 のこれまでの

形 に係る 格 の取組みと ラ プするように られてき

た。 
この 形 正 ラ ト が P  形 の

ラ トに たり、これに対する ク ト 関係国の対 を

て、201 年 6 月に租税 本 において OECD 格 ラ

6 の改 が され、9 月 16 に 201  D の 告 と

 

 

して された。しかし、 回の では、 のす てが されたわけで

はない。 の については、 P  形 の 格 けが な

形 の に関する ル ルを 201 年 9 月 に する

分であるとして、201 年 9 月まで引き続き検討することとされている。以

に、まず、 分の をしておく。 

 
告 の OECD ン 6 の 定  

（ ） に る 定  
 「 に係る の 等」に する （B の ） 
改 された OECD 格 ラ 6 の本文は、 のと

おり、 から D までの で されているが、このう B  形

の 形 の 、改 、 、 利 を う取引 こ

れは 形 に係る 益の 等 の り について取 いを した

ものである。 については、B と が 分とされた。 
形 に対する 益の 等を取り った本 については、関係

国の意 も で 分でないと くとこ であり、 ク

トを 考にして引き続き検討がなされることとされた。 
格 の 形 に対する 益の 等は、BEPS の の

から も 要な 分である。 とされた本 の改 については、

いくらかの変 が加えられているが、 においては、 的 に

いて のあるとこ に 益が 分される き という

は されているようであり、201 年 9 月に けてこれが のよう

に されていくかについて、BEPS の取組みの の から 分

に していく きものである。 状の を していただくた 、

B については の を する。 
 「 法の 」に する  
利益分 の については、ある状況において、 形 は 形

の 利の に対して が い な 関 取引を
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D     S  C     C   
  OECD  P     P 以
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はない。 の については、 P  形 の 格 けが な

形 の に関する ル ルを 201 年 9 月 に する
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 「 に係る の 等」に する （B の ） 
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おり、 から D までの で されているが、このう B  形

の 形 の 、改 、 、 利 を う取引 こ

れは 形 に係る 益の 等 の り について取 いを した

ものである。 については、B と が 分とされた。 
形 に対する 益の 等を取り った本 については、関係

国の意 も で 分でないと くとこ であり、 ク

トを 考にして引き続き検討がなされることとされた。 
格 の 形 に対する 益の 等は、BEPS の の

から も 要な 分である。 とされた本 の改 については、

いくらかの変 が加えられているが、 においては、 的 に

いて のあるとこ に 益が 分される き という

は されているようであり、201 年 9 月に けてこれが のよう

に されていくかについて、BEPS の取組みの の から 分

に していく きものである。 状の を していただくた 、

B については の を する。 
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の 利の に対して が い な 関 取引を
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することができない に、取引利益分 は、 のような のた

の 条 を するた に利 することができる との考えが

されており、 分に 形 は 形 の 利の に関する

に である とされているが、 に利益分 が である

かを て引き続き検討を行うこととされた。 
 「 点 て る の 立 」に する

 
回の改 OECD 格 ラ 6 では、 形 の

等に係る 格の に対して、 の であ

る DC を 格税制 に導入することとされたわけであるが、こ

の の には、取引 で が て であることがあ

り るという を しており、これに対しては、 に 格 け

が な 形 の に関する ル ルを することが必要に

なるものである。 
的には、 国 で既に導入がなされている 相

を う考えるのか、また、これについては の がある

とも がなされており、 の検討が たれるものである。 
（ ） に係る 点及び 定  

の 分と する形で、 文 としての 33 の につい

ては、まず 形 に係る利益の 等 に関して、 1 から

までが、 ラ ト の 1 から 3 までと し えられ、これらは

ラ が られた。 の にも、 では に と

して ラ が られたものが 6 ある。これら について

は されたものも て、 での 33 の のす ての図 を

し しておく。 

 
３ 告 の OECD ン 6 の  

201 年 9 月における OECD 格 ラ 6 は、 形

 

 

正 ラ トのときと で以 のように、本文が から D の に、

文 として を加えた となっている。 文 である については、

2 から 33 に えているが、 された 9 のう は

ラ されていない。以 に、本文の から D の 要を す。 

 
  の 定 

形 の  については、 す るある

いは す る 形 という の は、 として 格分 に

おいて を さ る がある として、 形 という

は、 形 ではなく、 に するにあたり

は することができ、 な状況で 関 による取引にお

いて した に、 の は によって が ずるもの と

いう の い としての が かれた。 
のうえで、 形 の として、 、 、

、 ラ 、 約 の 利 の 、 ラ

、 の の制 された 形 の 利 、 のれ 継続 の

、 ル プ ジ の について、 格

告 の OECD ン 6 の  

 
 の 定 

B  の 及び の 、 、 持と に する  
C  の は る  
D  る に係る 立 の 定に る

ン  
  に する の に する を する  
（33 ） 
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なるものである。 
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を う考えるのか、また、これについては の がある

とも がなされており、 の検討が たれるものである。 
（ ） に係る 点及び 定  

の 分と する形で、 文 としての 33 の につい

ては、まず 形 に係る利益の 等 に関して、 1 から

までが、 ラ ト の 1 から 3 までと し えられ、これらは

ラ が られた。 の にも、 では に と

して ラ が られたものが 6 ある。これら について

は されたものも て、 での 33 の のす ての図 を

し しておく。 

 
３ 告 の OECD ン 6 の  

201 年 9 月における OECD 格 ラ 6 は、 形

 

 

正 ラ トのときと で以 のように、本文が から D の に、

文 として を加えた となっている。 文 である については、

2 から 33 に えているが、 された 9 のう は

ラ されていない。以 に、本文の から D の 要を す。 

 
  の 定 

形 の  については、 す るある

いは す る 形 という の は、 として 格分 に

おいて を さ る がある として、 形 という

は、 形 ではなく、 に するにあたり

は することができ、 な状況で 関 による取引にお

いて した に、 の は によって が ずるもの と

いう の い としての が かれた。 
のうえで、 形 の として、 、 、

、 ラ 、 約 の 利 の 、 ラ

、 の の制 された 形 の 利 、 のれ 継続 の

、 ル プ ジ の について、 格

告 の OECD ン 6 の  

 
 の 定 

B  の 及び の 、 、 持と に する  
C  の は る  
D  る に係る 立 の 定に る

ン  
  に する の に する を する  
（33 ） 
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の が された。 
 B  の 及び の 、 良、 、保 及び利 を

う  
したとおり、 分として引き続き検討がなされることとされた

B については、 において の 文の を す。 
 C  の 及び を  

格税制 における 形 の取 いでは、 形 を すること、

形 の を識 することに加えて、 形 の に う関

取引の と な 格 けを 格分 の 始 に検討する必要がある

として、 形 に係る取引を 形 は 形 の 利の

取引 は 取引に関 して 形 の が関わる取引

に 分し、これは れ との取 いについて したものとなっている。 
 D  る に係る 立 の 定に る

ン  
形 の 格の に係る として、このなか

で テクニ クの が取り われ、DC を に関して の

の に たっては、 な 的のた に、 の 対

に された の の には、 的な が さ

れることがある。このような に の は、 格 は

す る 形 の につながる があり、必ずしも と

しない プロ につながることがある。との をし、 の

うえで、 の ロ の 引 を もる テク

ニ クについては、 この プロ に くと、 はとりわけ、

、 、 引 、 形 の 年 、取引の税 に対して、

的で の い を行わなけれ ならない。さらに、 であ

れ 、 の考 も必要である とした。 
なお、 利益分 の利 取引 で が て である

の の 分については、 したとおり、 分として引き

 

 

続き検討がなされることとされた。 

 
B の  

とされたB については、分 が いが以 に の を す。 

B  の 及び の 、 
、 持、 及び を  

 
6 32 に する の ー 、 の に グルー

に て の の を に る、

グルー の かの 1つ は の を 定することは る  
し 問題は、グルー の かのどの 、 に、

の 、 、 持、 及び と する 、 及び の

の を、 す のかとい こと る  の法

、 の か の を するか し い 、法

の グルー の の ン ー 、 の の

に ること る、 を行 し、 を し はリ を

か し い  の を行 し、 を し、

して、リ を る グルー の ン ーは、 立

の の に して を てはい い  こ
の ン は、 グルー に て の か

の 、及び、 グルー の ン ーの

の に する 及び の の の につ

いて、 に て、 の 、

、 持、 及び に いて、行 、

及び リ （ 「行 、 及び リ 」

とい ）に して、 グルー の ン ーに る
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の が された。 
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したとおり、 分として引き続き検討がなされることとされた

B については、 において の 文の を す。 
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格税制 における 形 の取 いでは、 形 を すること、

形 の を識 することに加えて、 形 の に う関

取引の と な 格 けを 格分 の 始 に検討する必要がある

として、 形 に係る取引を 形 は 形 の 利の

取引 は 取引に関 して 形 の が関わる取引

に 分し、これは れ との取 いについて したものとなっている。 
 D  る に係る 立 の 定に る

ン  
形 の 格の に係る として、このなか

で テクニ クの が取り われ、DC を に関して の

の に たっては、 な 的のた に、 の 対

に された の の には、 的な が さ

れることがある。このような に の は、 格 は

す る 形 の につながる があり、必ずしも と

しない プロ につながることがある。との をし、 の

うえで、 の ロ の 引 を もる テク

ニ クについては、 この プロ に くと、 はとりわけ、

、 、 引 、 形 の 年 、取引の税 に対して、

的で の い を行わなけれ ならない。さらに、 であ

れ 、 の考 も必要である とした。 
なお、 利益分 の利 取引 で が て である

の の 分については、 したとおり、 分として引き

 

 

続き検討がなされることとされた。 

 
B の  

とされたB については、分 が いが以 に の を す。 

B  の 及び の 、 
、 持、 及び を  

 
6 32 に する の ー 、 の に グルー

に て の の を に る、

グルー の かの 1つ は の を 定することは る  
し 問題は、グルー の かのどの 、 に、

の 、 、 持、 及び と する 、 及び の

の を、 す のかとい こと る  の法

、 の か の を するか し い 、法

の グルー の の ン ー 、 の の

に ること る、 を行 し、 を し はリ を

か し い  の を行 し、 を し、

して、リ を る グルー の ン ーは、 立

の の に して を てはい い  こ
の ン は、 グルー に て の か

の 、及び、 グルー の ン ーの

の に する 及び の の の につ

いて、 に て、 の 、

、 持、 及び に いて、行 、

及び リ （ 「行 、 及び リ 」

とい ）に して、 グルー の ン ーに る
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ことに て、 し ることを する の る  

 
6 33 の規定をこ の 題を に すると

い ことは、 の か 強い 題と ている  
に して、 の を ー の に することは、

と 、 題を し る のと ている  
 ( ) の 行 の と、 立 の

すること る の との の の  
 ( ) 問題と る の の の  
 ( ) グルー の かの に る

の 及び は  
 ( ) グルー の に いて、す ての の

を すことの   
 ( ) グルー の ン ー 、 の 、 、

持、 及び に して、 の に、 を 立 の

は い 法及び の ル するか し いと

い  
 ( ) の の グルー の ン ーの

、 を 化 る と、 る 行 るか し

いとい  して 
 ( ) の ー 、 立 、

と の に るか し い 法 、 に する

、リ の 及び は の について、 、

リ の ン ール及び の 定の 行か る

の に いているか し いとい  

 
こ の 題に かか 、 の ー 、 立

 

 

ー ー の か 、 立 及び の規定を

することに 、 グルー に る の か

る の ている  

 
6 3  に する を する の ー ー は、 の

を とする  
 ( ) する 、 ン 、 の の びに法

に係る の のしるしを 、 法 の を

ー にして、 の法 を すること  
 ( ) を て、 の 、 、 持、 及び に

して、 （ に グ 6 6 を ）

の行 、 の 及びリ の をし 、 係 を するこ

と  
 ( ) に て、 の に して、 係 の行

と に する 法 の との の を するこ

と  
 ( ) の 、 、 持、 及び に する につ

いて、 する 及び の の の法 の

点、 びに、 の に している 、 、リ 及び の

の に係る 係 の を て 係 の行 の 点か

すること  
 ( ) る 、 の 係 行 、 及び

リ の との を持 て、こ の について 立

を 定すること  して 
 ( ) グ 1 6 1 69 ている に いて、 立

を する に、 に て、 の を行 こと 
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と に する 法 の との の を するこ

と  
 ( ) の 、 、 持、 及び に する につ

いて、 する 及び の の の法 の

点、 びに、 の に している 、 、リ 及び の

の に係る 係 の を て 係 の行 の 点か

すること  
 ( ) る 、 の 係 行 、 及び

リ の との を持 て、こ の について 立

を 定すること  して 
 ( ) グ 1 6 1 69 ている に いて、 立

を する に、 に て、 の を行 こと 
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B 1 の と に し  
6 3  法 と の 定は、す ての に する の

の の ー ング・ ン を する  の は、

に る 、 は の の は 係 の

の 及び は の の に いて るか し

い  には、 に する の 、 及び

ているか し い  には、どの 、

をしている、 を ている、 を 持して して

いる、 して、 を する に 、 、 及び

の を行 しているかについて ているか し

い  には、 に して の と 、ど

の に て か ているか し いし、す ての

グルー の ン ー の の に に係る と

定 ているか し い  の に る と

の の は、 立 と し いか し いし、 るいは

しているか し い  

 
6 36 に る し いと 、 るか るいは

る 、 は、 係 の行 に の に

に る と し い には、 の は、 係

の行 びに に 立 の の 係を する か

定 ては い  し て、 に る

の てに 係する の と を、

することは として しいこと る  の を て、

の と の に る は、 に、 、

の 、 、 持、 は につ る を する

点 は の に、 る る  

 

 

 
6 3  の のい つかの の は、 定の 法と

制度の るか し い  、 及び は、

の の る  に、 の の

法 は、 を すること いし する

ことを する を持つ 、 を することに、法

に かつ を する る こ の は、

定の 及び は 定の に して る の

 

 
6 3  に、 定の の 制度の は い

る しかし、 は、 立法 るいは の

法の 、 は に て、 の は に し

て る の る  、 の 及び 、

この リーの に する  

 
6 39 法の の と は、 と

る し、 の る 、 と

る  の は、 の の 法に

る 、 るいは の 法の の の執行に る

か る の る  、い つかの の の法

の は、 の の

るいは の の に するか し い  このことは、

る に いて は る法 に いて、 の の の

程度 、法 に は に て 定 ているか し いとい

ことを している  
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B 1 の と に し  
6 3  法 と の 定は、す ての に する の

の の ー ング・ ン を する  の は、

に る 、 は の の は 係 の

の 及び は の の に いて るか し

い  には、 に する の 、 及び

ているか し い  には、どの 、

をしている、 を ている、 を 持して して

いる、 して、 を する に 、 、 及び

の を行 しているかについて ているか し

い  には、 に して の と 、ど

の に て か ているか し いし、す ての

グルー の ン ー の の に に係る と

定 ているか し い  の に る と

の の は、 立 と し いか し いし、 るいは

しているか し い  

 
6 36 に る し いと 、 るか るいは

る 、 は、 係 の行 に の に

に る と し い には、 の は、 係

の行 びに に 立 の の 係を する か

定 ては い  し て、 に る

の てに 係する の と を、

することは として しいこと る  の を て、

の と の に る は、 に、 、

の 、 、 持、 は につ る を する

点 は の に、 る る  

 

 

 
6 3  の のい つかの の は、 定の 法と

制度の るか し い  、 及び は、

の の る  に、 の の

法 は、 を すること いし する

ことを する を持つ 、 を することに、法

に かつ を する る こ の は、

定の 及び は 定の に して る の

 

 
6 3  に、 定の の 制度の は い

る しかし、 は、 立法 るいは の

法の 、 は に て、 の は に し

て る の る  、 の 及び 、

この リーの に する  

 
6 39 法の の と は、 と

る し、 の る 、 と

る  の は、 の の 法に

る 、 るいは の 法の の の執行に る

か る の る  、い つかの の の法

の は、 の の

るいは の の に するか し い  このことは、

る に いて は る法 に いて、 の の の

程度 、法 に は に て 定 ているか し いとい

ことを している  
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6 0 グ 1 2 と 1 3 の の 法 は、

の の ると る  し、

の法 、 法 るいは の 、 い

、 と に いて、 の に する 定を し、か

つ、 の の の を制 する 力を持 ている

グルー の ン ー 、 の の の法

と る  

 
6 1  の法 を することに いて、 る と の

に する ン は、 に

ることか 、 る ると る  
グ 6 26 を のこと  、 の法 る

、 を の 、 ー 及び について、B に

ン を し とし  とい 1 つの

、法 に に て ている  の 、

ー ング及び に して を する ン とい

1 つの 、法 に B に て る  と

に て、 の ン に て B に て 行 ー

ング は、法 に に て る と る

の 及び B の ン の に、 るいは の に、

に を るか し い  

 
6 2 法 を 定することは、 に る

る 、 の 定は 立 の の に係る問題か は、

の 、かつ、 の る  は、

の法 は、 に ては、 に、 の

か グルー に る を する を

 

 

い の 、 と 、 の 、 を す

る の法 は 上の の として、法 に に

る のか し いとして る  に法 に

か、 るいは は、 行 する 、

する 及び るリ に し、 の

グルー ン ーに て、行 、 及び リ を し

て、 に する  、 の

ー 、法 を行 、 を 、

して リ を に、 に として持 の

を す る 、 の法 は、 に、

グルー に る の か について、 し る

として 、持 の としての 立 には、 を

る を い  

 
6 3 法 及び 上の 係は、 に する を

し するにと て、 して の に して グルー の

ン ー の を 定するにと て、 に ン として

の を す の の る  法 の は、す ての

し ン ーに する行 、 及び リ の

と とを て、 立 及び に する

の の の の の の の ー ー を

する の る  のいか る の に いて 、 は 定

の ー る する と のす てを に てい

ては 、 して、 定は、 グルー ン ーの

を してい ては い  この グ の は、

6 の の 1 に て る  
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6 0 グ 1 2 と 1 3 の の 法 は、

の の ると る  し、

の法 、 法 るいは の 、 い

、 と に いて、 の に する 定を し、か

つ、 の の の を制 する 力を持 ている

グルー の ン ー 、 の の の法

と る  

 
6 1  の法 を することに いて、 る と の

に する ン は、 に

ることか 、 る ると る  
グ 6 26 を のこと  、 の法 る

、 を の 、 ー 及び について、B に

ン を し とし  とい 1 つの

、法 に に て ている  の 、

ー ング及び に して を する ン とい

1 つの 、法 に B に て る  と

に て、 の ン に て B に て 行 ー

ング は、法 に に て る と る

の 及び B の ン の に、 るいは の に、

に を るか し い  

 
6 2 法 を 定することは、 に る

る 、 の 定は 立 の の に係る問題か は、

の 、かつ、 の る  は、

の法 は、 に ては、 に、 の

か グルー に る を する を

 

 

い の 、 と 、 の 、 を す

る の法 は 上の の として、法 に に

る のか し いとして る  に法 に

か、 るいは は、 行 する 、

する 及び るリ に し、 の

グルー ン ーに て、行 、 及び リ を し

て、 に する  、 の

ー 、法 を行 、 を 、

して リ を に、 に として持 の

を す る 、 の法 は、 に、

グルー に る の か について、 し る

として 、持 の としての 立 には、 を

る を い  

 
6 3 法 及び 上の 係は、 に する を

し するにと て、 して の に して グルー の

ン ー の を 定するにと て、 に ン として

の を す の の る  法 の は、す ての

し ン ーに する行 、 及び リ の

と とを て、 立 及び に する

の の の の の の の ー ー を

する の る  のいか る の に いて 、 は 定

の ー る する と のす てを に てい

ては 、 して、 定は、 グルー ン ーの

を してい ては い  この グ の は、

6 の の 1 に て る  
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6  の るいは と し リ する

の と問題は、 グルー の ン ー

に する 定をすると には には か いことか 、( ) 
（ は の） 、こ は、 のと に グルー の ン

ーに て ること の を する の

る 、こ と、( ) の（ は の） 、こ は、グルー の

ン ーに て の を して に を

する の る 、との いを することは る   

 
6  の 、 、 持、 及び に し グ

ルー の ン ーに る は、 に、 ー に い

て 定 ては い  す 、 は、 る

と に、つ 、 と し リ 化 る に 定

る  の は、 定 るか、 るいは

るか し い  の るいは の は、 の ー

の と に する  

 
6 6 問は、 の の に て 定 ー

ー の かの の 、 及びリ 、 の法

びに 係 の行 に して、グルー の ン ー 立

をどの に 定するかとい こと る  ン B 2 は、

に する の 立 の について る  こ

は、 に する 、 及びリ に 点を てる  こ
と る い 、 ン B 2 の 立 と 立

の 及は、 （ の） と を する の

る  

 

 

 

B 2  に する 、 及びリ  
6  上 と 、 定のグルー ン ー の法

るとい 定は、 、 を する の

の として、 に の ン ーに の につ

いて に 持する は するとい を、 の ン ー 持

つことを し いし、 に、法 、 グルー の

の ン ーの、行 、 及び リ の の に

して に し 、 の のす ての を る

ることを し し い  す 、行 、 及び

リ に して、 グルー の の ン ーに して

に を 、 に する法 の は、

の ー の に て、 か し いし、 か

し いし、 るいは か し い  

 
6  の の 立 を 定することに いて、

の の と するグルー の ン ーの は る

、 に を る る  立 及び

の は、グルー のす ての ン ー 、 の

、 、 持、 及び との 係 、 行 するす て

の 、 する 及び るリ の

に、 を することを する  に、 を

て、どの ン ー の 、 、 持、 及び に し

て ン ールを行 し しているか、どの ン ー

と の を しているか、 して、どの ン ー と

し リ を ン ールして しているかを する

こと る  、こ の の 、 の ン

ーは の法 るか し いし、 るいは
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6  の るいは と し リ する

の と問題は、 グルー の ン ー

に する 定をすると には には か いことか 、( ) 
（ は の） 、こ は、 のと に グルー の ン

ーに て ること の を する の

る 、こ と、( ) の（ は の） 、こ は、グルー の

ン ーに て の を して に を

する の る 、との いを することは る   

 
6  の 、 、 持、 及び に し グ

ルー の ン ーに る は、 に、 ー に い

て 定 ては い  す 、 は、 る

と に、つ 、 と し リ 化 る に 定

る  の は、 定 るか、 るいは

るか し い  の るいは の は、 の ー

の と に する  

 
6 6 問は、 の の に て 定 ー

ー の かの の 、 及びリ 、 の法

びに 係 の行 に して、グルー の ン ー 立

をどの に 定するかとい こと る  ン B 2 は、

に する の 立 の について る  こ

は、 に する 、 及びリ に 点を てる  こ
と る い 、 ン B 2 の 立 と 立

の 及は、 （ の） と を する の

る  

 

 

 

B 2  に する 、 及びリ  
6  上 と 、 定のグルー ン ー の法

るとい 定は、 、 を する の

の として、 に の ン ーに の につ

いて に 持する は するとい を、 の ン ー 持

つことを し いし、 に、法 、 グルー の

の ン ーの、行 、 及び リ の の に

して に し 、 の のす ての を る

ることを し し い  す 、行 、 及び

リ に して、 グルー の の ン ーに して

に を 、 に する法 の は、

の ー の に て、 か し いし、 か

し いし、 るいは か し い  

 
6  の の 立 を 定することに いて、

の の と するグルー の ン ーの は る

、 に を る る  立 及び

の は、グルー のす ての ン ー 、 の

、 、 持、 及び との 係 、 行 するす て

の 、 する 及び るリ の

に、 を することを する  に、 を

て、どの ン ー の 、 、 持、 及び に し

て ン ールを行 し しているか、どの ン ー

と の を しているか、 して、どの ン ー と

し リ を ン ールして しているかを する

こと る  、こ の の 、 の ン

ーは の法 るか し いし、 るいは
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いか し い  に、6 130 グ る に、

する の の 定に いて、 グルー に る

の か る、 の は の に するか し

い を することは、行 、 及び リ

の の 立 を 定する に る  

 
6 9 行 、 及び リ の のグルー の ン ーに

る の の の の は、 に て

 、 に に いて

、グルー の ン ーに か 、 して、こ

の のグルー ン ーに 行 る 及び

を て て 、 、こ は を し に

、 に ていると 定する  この

は、 を と 、 持 は と ど は と 、

して、 のと に し の に いては、 制

る の る  の に し のリ るか し

い 、 と リ は し い

 に 行 る にと て ことは、 ー

に いて を すること、 グルー

に て る の を すること、及び、

を する の 定 る  にと て ことは、

を する に と る の る  キ

を して 、 るす ての を に行

するの 、 の の 及び に する 立

を行 、 の の か す

ての は を 持する は に る を

ると ることは  

 

 

 
の は、この ーンに いて、

か るか し い 、 の は の に いて

るか し い  
 ( ) は、 グルー に て ている の

、 に、 の 、 る に、

の ると には る  
 ( ) る の の ー として、 は

し る  るいは、 
 ( ) の の は、 に、 ー ング は の

については、 の る  
に の ン は、こ の ー に

と て に 、 として 係 る の る  

 
( ) の 行と  
6 0 の の 、 グルー の の

ン ーは、 行 する に しての 立 を

る る  に する ー は、こ は、 の

、 、 持、 及び に する を いる  し
て、 の 、 、 持、 及び に する を

行 しているグルー の ン ーを 定することは、 の

を 定すること、及び、 グルー に て の

か に して にどの に を るか

を 定することに いて、 す の つと る  

 
6 1 グルー のす ての ン ーに、 行 する に

して、 に ることを にする は、 し、
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いか し い  に、6 130 グ る に、

する の の 定に いて、 グルー に る

の か る、 の は の に するか し

い を することは、行 、 及び リ

の の 立 を 定する に る  

 
6 9 行 、 及び リ の のグルー の ン ーに

る の の の の は、 に て

 、 に に いて

、グルー の ン ーに か 、 して、こ

の のグルー ン ーに 行 る 及び

を て て 、 、こ は を し に

、 に ていると 定する  この

は、 を と 、 持 は と ど は と 、

して、 のと に し の に いては、 制

る の る  の に し のリ るか し

い 、 と リ は し い

 に 行 る にと て ことは、 ー

に いて を すること、 グルー

に て る の を すること、及び、

を する の 定 る  にと て ことは、

を する に と る の る  キ

を して 、 るす ての を に行

するの 、 の の 及び に する 立

を行 、 の の か す

ての は を 持する は に る を

ると ることは  

 

 

 
の は、この ーンに いて、

か るか し い 、 の は の に いて

るか し い  
 ( ) は、 グルー に て ている の

、 に、 の 、 る に、

の ると には る  
 ( ) る の の ー として、 は

し る  るいは、 
 ( ) の の は、 に、 ー ング は の

については、 の る  
に の ン は、こ の ー に

と て に 、 として 係 る の る  

 
( ) の 行と  
6 0 の の 、 グルー の の

ン ーは、 行 する に しての 立 を

る る  に する ー は、こ は、 の

、 、 持、 及び に する を いる  し
て、 の 、 、 持、 及び に する を

行 しているグルー の ン ーを 定することは、 の

を 定すること、及び、 グルー に て の

か に して にどの に を るか

を 定することに いて、 す の つと る  

 
6 1 グルー のす ての ン ーに、 行 する に

して、 に ることを にする は、 し、
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の法 に して、 の か のす

てを に する るの 、 の法

、 の 、 、 持、 及び に して、 のす

てを行 し、 す ての を し、 して、す てリ

を ては いことを する  しかし 、この

ことは、 グルー を している 、 定の

法 て、 の 、 、 持、 は に して、

の を し ては いことを し い  
グルー に て の か の を、

に する は を る る には、法

、 の の する を して、 の 、 、 持、

及び に する のす てを リーに行 すること

は には い  立 の の は、 る 定の は、

と ど の に ている  の法 る

グルー の ン ーは、 に、 の 、 、

持、 は に する を、 立 るいは に

すること る  

 
6 2 法 の 、 の の に ると

る を行 している には、 に

の 、 行 する について 立 ー の

る る  の 立 の 定 は、

の 、 の の に行

の 及び 係 の に ンを

に る る  グ 6 3 6 に 定の

、 に に る る  

 

 

 

6 3 立 の の ー ング は、 の法 の

に、 の 、 、 持、 及び に する を

行 している 、 の 法 の るいは ン

ールの を行 こと の る  しかし 、

グルー の ン ー る の の 係に係る の

に、 に て行 る は、 の法

の に て ン ール るとい こと

る  の ー は、 の法 は、

の 、 、 持、 及び に する ン ール

を行 している に、 に、 立 ー の をす

る  グルー の ン ー に する の行 を

ン ールすることの については、 グ 9 22 9 2 に

し る  ン ールを し、 ン ール

を行 する、 定の のキ を することは、 の

に る  

 
6   法 、 の 、 、 持、 は と す

る を ン ール 行 し いの 、法 に

は、 に する 行 のどの る を

い  は ーについて に

行 るか、 るいは、 グ 1 6 1 69 の

る には、どの を 行 してい い法

は、 に かか 、 グルー に て の

か を、 し 及び リ

の として、 る るか し い  
グ 6 9 6 6 を のこと  しかし 、 には、

の行 は ン ールに しては、 の の を す
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の法 に して、 の か のす

てを に する るの 、 の法

、 の 、 、 持、 及び に して、 のす

てを行 し、 す ての を し、 して、す てリ

を ては いことを する  しかし 、この

ことは、 グルー を している 、 定の

法 て、 の 、 、 持、 は に して、

の を し ては いことを し い  
グルー に て の か の を、

に する は を る る には、法

、 の の する を して、 の 、 、 持、

及び に する のす てを リーに行 すること

は には い  立 の の は、 る 定の は、

と ど の に ている  の法 る

グルー の ン ーは、 に、 の 、 、

持、 は に する を、 立 るいは に

すること る  

 
6 2 法 の 、 の の に ると

る を行 している には、 に

の 、 行 する について 立 ー の

る る  の 立 の 定 は、

の 、 の の に行

の 及び 係 の に ンを

に る る  グ 6 3 6 に 定の

、 に に る る  

 

 

 

6 3 立 の の ー ング は、 の法 の

に、 の 、 、 持、 及び に する を

行 している 、 の 法 の るいは ン

ールの を行 こと の る  しかし 、

グルー の ン ー る の の 係に係る の

に、 に て行 る は、 の法

の に て ン ール るとい こと

る  の ー は、 の法 は、

の 、 、 持、 及び に する ン ール

を行 している に、 に、 立 ー の をす

る  グルー の ン ー に する の行 を

ン ールすることの については、 グ 9 22 9 2 に

し る  ン ールを し、 ン ール

を行 する、 定の のキ を することは、 の

に る  

 
6   法 、 の 、 、 持、 は と す

る を ン ール 行 し いの 、法 に

は、 に する 行 のどの る を

い  は ーについて に

行 るか、 るいは、 グ 1 6 1 69 の

る には、どの を 行 してい い法

は、 に かか 、 グルー に て の

か を、 し 及び リ

の として、 る るか し い  
グ 6 9 6 6 を のこと  しかし 、 には、

の行 は ン ールに しては、 の の を す
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る を い  は、 の 、

、 持、 は に する を、行 する は ン ール

している の の 法 に ることを

と る 立 は、 の か る か

の を するか し い  

 
6  の 、 、 持、 及び の の は、

の 定の に て る  定の を

している グルー ン ーは、 を

る る  、 に の をする は、

と ン ールの をする 、 い を

る る  の 等しいとして、 、 に し

て をし、 ン ールを行い、 して、 リーに 行す

るの 、 の には、 と い る

る  

 
6 6 グルー の ン ーの に して 立

を することに いて、 る を持つ

 定の に るこ の の は、 と

に する  るいは る

の に ー の を す は

し にと て、こ としては、と 、 
と ー ング グ の立 と ン ール、「 ルー

」 の 程の 定を の の と リ

の 定、 グ に する 上の 定に する

ン ール びに の ー ン 及び ン ール

る に、どの に いて （す 、

 

 

は のど て ）、 の の

には、 立 は に 行 る、 の

に を る 、 の と びに

に する リ ・ ン ールに しての 定

る  の は、 は、 の

に をする  して、 の 、 の

法 に て る 、 の の行 は、

グルー に て の か の

る る  

 
6  この を することに して、 を

すことは ることか 、 法及び を

、 には に か い 法を、 の

の行 に に を る に することは

 法 、 のグルー ン ーにこの

の と ど はす てを する には、 の について

のグルー ン ーに し 、法 に の か

のか の の を る るのかは、

いに しいとこ る  に、 る は、この

を することは、 に 行 している

立 に て行 い と る の 、 して、

に ー 、 の 定を て

、 の に、 グ 1 6 に て、

に ーを すること に ると

る  6 の る 1 及び 1 は、この グ に

る を している  
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る を い  は、 の 、

、 持、 は に する を、行 する は ン ール

している の の 法 に ることを

と る 立 は、 の か る か

の を するか し い  

 
6  の 、 、 持、 及び の の は、

の 定の に て る  定の を

している グルー ン ーは、 を

る る  、 に の をする は、

と ン ールの をする 、 い を

る る  の 等しいとして、 、 に し

て をし、 ン ールを行い、 して、 リーに 行す

るの 、 の には、 と い る

る  

 
6 6 グルー の ン ーの に して 立

を することに いて、 る を持つ

 定の に るこ の の は、 と

に する  るいは る

の に ー の を す は

し にと て、こ としては、と 、 
と ー ング グ の立 と ン ール、「 ルー

」 の 程の 定を の の と リ

の 定、 グ に する 上の 定に する

ン ール びに の ー ン 及び ン ール

る に、どの に いて （す 、

 

 

は のど て ）、 の の

には、 立 は に 行 る、 の

に を る 、 の と びに

に する リ ・ ン ールに しての 定

る  の は、 は、 の

に をする  して、 の 、 の

法 に て る 、 の の行 は、

グルー に て の か の

る る  

 
6  この を することに して、 を

すことは ることか 、 法及び を

、 には に か い 法を、 の

の行 に に を る に することは

 法 、 のグルー ン ーにこの

の と ど はす てを する には、 の について

のグルー ン ーに し 、法 に の か

のか の の を る るのかは、

いに しいとこ る  に、 る は、この

を することは、 に 行 している

立 に て行 い と る の 、 して、

に ー 、 の 定を て

、 の に、 グ 1 6 に て、

に ーを すること に ると

る  6 の る 1 及び 1 は、この グ に

る を している  
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6  の 、 、 持、 は は の 、

に、 の の に る、 行 、

及び リ を することに、 の 、6 6 グ

は ることか 、こ の

を行 している 係 と の の の を に する

こと に る  に、 し、 のか の を行 し

ている 係 、 す 係 （    ）として

るの 、 の （ ）の 法

の 度は 程度に する  を  

 
( ) の  
6 9 の 、 、 持、 及び に いて を する

グルー ン ーは、 の に して を す

る の には、 定 し 、 、 し は ー

ング （ 、 、 係 ど）、

は る  グルー の

る ン ー 、 の 、 、 持及び のい つか はす

てに して するとし、 、 とつ 上の の ン ー

、 のす てを行 するとする  の 、

すること の に係る 定については、 立

は、 はする 、しかし、リ ・ ン ールをし

い、 るいは に して の の行 をし いとい

係 は、 を行 し ン ールを行い、 して、

の の に して リ を し ン ールをする

に て、 の点 は るとして、 る と等しい

て、 を には し い のと る

る  に する を する に する の

 

 

と は、 するす ての を ー にして、 は

しとして、 定 、 て、 立 の の

すること るの 、 の と

る る  

 
6 60 とリ については、 は、 の 、 る

定のリ （ 、 する 係 のリ を の

に する）と するとい 、 に している  
に かか 、 は、 の 、 、 持、 は

に すること 、 リ の 定 る

は いの 、 に すること 、 す る し

、 リ は、 、 グルー ン ーの行 及び

力 びに の の の リ 上の ン ールの に い

て 、 る  に、 の を行 程 の

の ングは、リ の ルに を及 すか し い  
、 、 の 、 の 、 るいは い

るかど かは、 リ の ルに を

る  に、 リ の と は、 の グ

ルー ン ーの の 係に る と のす てを して、

定 ては い  は、 の に して

いる 係 、 の し リ のす てを して

いるとは、 に 定する は することは いとい こと

る  

 
6 61 する 上のどの リ を すること し 、

を する に しては、 の には、 の につい

て、 に、リ に いて の を る
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6  の 、 、 持、 は は の 、

に、 の の に る、 行 、

及び リ を することに、 の 、6 6 グ

は ることか 、こ の

を行 している 係 と の の の を に する

こと に る  に、 し、 のか の を行 し

ている 係 、 す 係 （    ）として

るの 、 の （ ）の 法

の 度は 程度に する  を  

 
( ) の  
6 9 の 、 、 持、 及び に いて を する

グルー ン ーは、 の に して を す

る の には、 定 し 、 、 し は ー

ング （ 、 、 係 ど）、

は る  グルー の

る ン ー 、 の 、 、 持及び のい つか はす

てに して するとし、 、 とつ 上の の ン ー

、 のす てを行 するとする  の 、

すること の に係る 定については、 立

は、 はする 、しかし、リ ・ ン ールをし

い、 るいは に して の の行 をし いとい

係 は、 を行 し ン ールを行い、 して、

の の に して リ を し ン ールをする

に て、 の点 は るとして、 る と等しい

て、 を には し い のと る

る  に する を する に する の

 

 

と は、 するす ての を ー にして、 は

しとして、 定 、 て、 立 の の

すること るの 、 の と

る る  

 
6 60 とリ については、 は、 の 、 る

定のリ （ 、 する 係 のリ を の

に する）と するとい 、 に している  
に かか 、 は、 の 、 、 持、 は

に すること 、 リ の 定 る

は いの 、 に すること 、 す る し

、 リ は、 、 グルー ン ーの行 及び

力 びに の の の リ 上の ン ールの に い

て 、 る  に、 の を行 程 の

の ングは、リ の ルに を及 すか し い  
、 、 の 、 の 、 るいは い

るかど かは、 リ の ルに を

る  に、 リ の と は、 の グ

ルー ン ーの の 係に る と のす てを して、

定 ては い  は、 の に して

いる 係 、 の し リ のす てを して

いるとは、 に 定する は することは いとい こと

る  

 
6 61 する 上のどの リ を すること し 、

を する に しては、 の には、 の につい

て、 に、リ に いて の を る
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る 、 上は い  
の ー に いて、 の と る 問 る  ( ) す

る に て る リ とは るのか、 ( ) 
は、リ を する の キ を する のか、 

( ) の リ （ グ 9 22 9 2 する ）

るのは、どの にして、 して、 に て のか、 ( ) 
係 に に ンとは るのか  
して ( ) 問題と る リ を ることに しての 立

の とは るのか  

 
( ) リ の  
6 62 グルー の ン ーの に するリ の

を 定することに いては、 グ 9 10 9 6 の

る  に、 の のリ の を

ている ー の に しては グ 9 1 の を、

グ 9 23 9 2 はリ の ン ールの を、 グ

9 29 9 32 はリ を る キ の を、 し

て、 の 、 、 持、 及び に するリ の

を 定することについて グ 9 3 の を、 す

る  

 
6 63 の 、 、 持、 及び に するリ を

し ン ールしているグルー の ン ーを 定することは、

の を 定することに いて、 て、 の か

の について、どの に の るかを

定することに いて、 に す る  法 は、

のリ を し ン ールしているか し い  し、

 

 

法 の に、グルー の の ン ー の リ

を は ン ールしているの 、 の ン ー 、

リ を て、 の に する

ては い  、このことは、こ の ン ーにつ

いて、法 の行 、 及び リ （

るとして、 ）に係る の て、かつ、

グルー の の ン ーに に の の に し

に いて、 ている することを

するのか し い  

 
6 6  に する に し を持つ

定の のリ には、 の の る  ( ) の

に するリ い は ー ング

いか いこと するリ を  ( ) 化のリ

の の に い を る

とい を  ( ) リ の

は の の の の について、 の かかる、

かかる及び は に ること する

とい リ を  及び ( ) に 及び ー

に する と の リ  の リ の

と ルは、 の の ー の と と問題の

の に する  

 
6 6  の 定の リ を ることか 、 の を

しているグルー ン ー 、 リ の のと 、

の の を に するかを することは、

に る  に いて、 、 る 係 、 上 リ
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る 、 上は い  
の ー に いて、 の と る 問 る  ( ) す

る に て る リ とは るのか、 ( ) 
は、リ を する の キ を する のか、 

( ) の リ （ グ 9 22 9 2 する ）

るのは、どの にして、 して、 に て のか、 ( ) 
係 に に ンとは るのか  
して ( ) 問題と る リ を ることに しての 立

の とは るのか  

 
( ) リ の  
6 62 グルー の ン ーの に するリ の

を 定することに いては、 グ 9 10 9 6 の

る  に、 の のリ の を

ている ー の に しては グ 9 1 の を、

グ 9 23 9 2 はリ の ン ールの を、 グ

9 29 9 32 はリ を る キ の を、 し

て、 の 、 、 持、 及び に するリ の

を 定することについて グ 9 3 の を、 す

る  

 
6 63 の 、 、 持、 及び に するリ を

し ン ールしているグルー の ン ーを 定することは、

の を 定することに いて、 て、 の か

の について、どの に の るかを

定することに いて、 に す る  法 は、

のリ を し ン ールしているか し い  し、

 

 

法 の に、グルー の の ン ー の リ

を は ン ールしているの 、 の ン ー 、

リ を て、 の に する

ては い  、このことは、こ の ン ーにつ

いて、法 の行 、 及び リ （

るとして、 ）に係る の て、かつ、

グルー の の ン ーに に の の に し

に いて、 ている することを

するのか し い  

 
6 6  に する に し を持つ

定の のリ には、 の の る  ( ) の

に するリ い は ー ング

いか いこと するリ を  ( ) 化のリ

の の に い を る

とい を  ( ) リ の

は の の の の について、 の かかる、

かかる及び は に ること する

とい リ を  及び ( ) に 及び ー

に する と の リ  の リ の

と ルは、 の の ー の と と問題の

の に する  

 
6 6  の 定の リ を ることか 、 の を

しているグルー ン ー 、 リ の のと 、

の の を に するかを することは、

に る  に いて、 、 る 係 、 上 リ
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を て 、 して のリ を ン ールする の

行 の を行 て 、 、 の の 係 リ か る

を している には、 のリ の に、 する

の を る に、 と  
6 の の 、この を している  

 
( ) い  
6 66 い 、 の（ の） （ の）

と ている に、 を することか る

の るいは に とい ことは、 に

こと る  、 する か る、

る、 い

に るとい こと るか し いし、 るいは、 に る

、問題の に い を 化 る

は 力を るとい を ること るか し

い  に、 の と の の 定の 点 る し

、 に ていること するか し い  の

は、この い と する るいは につい

て、問題の の 、 、 持、 及び に し

グルー の ン ーの る るのか、 し、

る 、どの に る のかとい 問題

る  

 
6 6  この問題の には、 に い に している

かど か、 して、 グルー のどの にこの

い のリ を するのかについて、 い

をすること と る  の を 、 るいは、こ

 

 

の い の を する に

は、 の法 るか し いし、 いか し

い  、 の 、 、 持、 は の に

をする るか し いし、 いか し い  
の 、この の の 点を する  しかし

、2 つの 問題 の い 、 に と る  
に、 グルー の ン ーの行 、 及び リ

に して、 に の 、 係 の行 及び

立 と してい いかとい こと 、 す として

い  、グルー ン ーの に し

て、 （ ー 定 ） こ ことについて、

グルー に を し かを する に、

い  に、グルー のどの この

い のリ を するのかについて、 す

い  の す に

は、どの い のリ に して を行 す

るのかの る る  に、 リ の ン ー

ルと に し については、リ の と の

行を 、 る る  の には、この

い を こしている を、（ し る 、）

し することに し のを 、 し、 の 定

及び にリ しているの 、 定の 及び

の と ン ール 、 して、 い の

及び の の ン ールと を  い に

するリ を する の のキ の

は、 に る  る に いては、 定の ー の

ること 、リ の 上の てと 係 の行 との
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を て 、 して のリ を ン ールする の

行 の を行 て 、 、 の の 係 リ か る

を している には、 のリ の に、 する

の を る に、 と  
6 の の 、この を している  

 
( ) い  
6 66 い 、 の（ の） （ の）

と ている に、 を することか る

の るいは に とい ことは、 に

こと る  、 する か る、

る、 い

に るとい こと るか し いし、 るいは、 に る

、問題の に い を 化 る

は 力を るとい を ること るか し

い  に、 の と の の 定の 点 る し

、 に ていること するか し い  の

は、この い と する るいは につい

て、問題の の 、 、 持、 及び に し

グルー の ン ーの る るのか、 し、

る 、どの に る のかとい 問題

る  

 
6 6  この問題の には、 に い に している

かど か、 して、 グルー のどの にこの

い のリ を するのかについて、 い

をすること と る  の を 、 るいは、こ

 

 

の い の を する に

は、 の法 るか し いし、 いか し

い  、 の 、 、 持、 は の に

をする るか し いし、 いか し い  
の 、この の の 点を する  しかし

、2 つの 問題 の い 、 に と る  
に、 グルー の ン ーの行 、 及び リ

に して、 に の 、 係 の行 及び

立 と してい いかとい こと 、 す として

い  、グルー ン ーの に し

て、 （ ー 定 ） こ ことについて、

グルー に を し かを する に、

い  に、グルー のどの この

い のリ を するのかについて、 す

い  の す に

は、どの い のリ に して を行 す

るのかの る る  に、 リ の ン ー

ルと に し については、リ の と の

行を 、 る る  の には、この

い を こしている を、（ し る 、）

し することに し のを 、 し、 の 定

及び にリ しているの 、 定の 及び

の と ン ール 、 して、 い の

及び の の ン ールと を  い に

するリ を する の のキ の

は、 に る  る に いては、 定の ー の

ること 、リ の 上の てと 係 の行 との
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行 いか、 るいは、 グ 1 6 1 69 の に て、

の る は る ること 、

定 るか し い  、 及びこの の

は、こ の問題を する に、 る る  
BEPS の との  

 
上、 し、 の グルー のす ての ン

ーに の に して 立 ー に 定 、 して

グ 6 6 の規定 るの 、 のと には、

い 「 ン ・ ー （ ）」をする

る   つ 、 い はと ど には する

し、 は か 、と ど には

い る  して、 グルー のす

ての ン ー の い は に係る 上の て

に いて 、 リ の

（    ）の をし い

 ことに、 る に いては、 の法

に に を して、

に の を す 法に ること 、

を に ることに るか し い  かに、 る の

は、 リ を して、法 に るグルー の の

ン ー の を する ン ン を してい

る  に、 は、 と の の と、

の 定 と の の を すること 、

の 定を行 上の を している  
ン D 3  は、上 の 、 の 点 いに

か る の の ン を する の る  こ の

 

 

と の ーン 、 と に、 に す

いとい ことは、こ の 20  OECD の の る  

 
( ) ン B 1 と B 2 の リー 
6 6  し、 の法 に る  

 の 、 、 持、 及び に する のす て

（ グ 6 6 を ）を行 し ン

ールする  
 の 、 、 持、 及び に を 、

す ての を する して、 
 の 、 、 持、 及び に するリ のす て

を し ン ールする 

 
して、 には、 グルー の の か

の のす ての る  
の 、 、 持、 及び に して、 を行 し、

を し はリ を ている法 の グ

ルー の 1 つ 上の ン ーに いては、 の は、

の 、 及びリ の 立 を るとい ことに

、 の か の を

い  この は、 と に ては、 の か

る のす て は を するか し い  

 
6 69 い に し （ の は ） の

グルー のす ての ン ーの については、 する

の 及び びにこ の い と する行

、 及び リ に する  
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行 いか、 るいは、 グ 1 6 1 69 の に て、

の る は る ること 、

定 るか し い  、 及びこの の

は、こ の問題を する に、 る る  
BEPS の との  

 
上、 し、 の グルー のす ての ン

ーに の に して 立 ー に 定 、 して

グ 6 6 の規定 るの 、 のと には、

い 「 ン ・ ー （ ）」をする

る   つ 、 い はと ど には する

し、 は か 、と ど には

い る  して、 グルー のす

ての ン ー の い は に係る 上の て

に いて 、 リ の

（    ）の をし い

 ことに、 る に いては、 の法

に に を して、

に の を す 法に ること 、

を に ることに るか し い  かに、 る の

は、 リ を して、法 に るグルー の の

ン ー の を する ン ン を してい

る  に、 は、 と の の と、

の 定 と の の を すること 、

の 定を行 上の を している  
ン D 3  は、上 の 、 の 点 いに

か る の の ン を する の る  こ の

 

 

と の ーン 、 と に、 に す

いとい ことは、こ の 20  OECD の の る  

 
( ) ン B 1 と B 2 の リー 
6 6  し、 の法 に る  

 の 、 、 持、 及び に する のす て

（ グ 6 6 を ）を行 し ン

ールする  
 の 、 、 持、 及び に を 、

す ての を する して、 
 の 、 、 持、 及び に するリ のす て

を し ン ールする 

 
して、 には、 グルー の の か

の のす ての る  
の 、 、 持、 及び に して、 を行 し、

を し はリ を ている法 の グ

ルー の 1 つ 上の ン ーに いては、 の は、

の 、 及びリ の 立 を るとい ことに

、 の か の を

い  この は、 と に ては、 の か

る のす て は を するか し い  

 
6 69 い に し （ の は ） の

グルー のす ての ン ーの については、 する

の 及び びにこ の い と する行

、 及び リ に する  
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「 に する の 」に する （33 の ） 
本 告 の OECD 格 ラ 6 には、 文 として 33
が された。以 に 33 について、 ラ トからの 加 変 がわか

るようにした図 を す。 
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が された。以 に 33 について、 ラ トからの 加 変 がわか

るようにした図 を す。 
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2〕 の    の   2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3〕 の    の   3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

〕
 S に 、た それ す のた の を受 利 られ の で 、そ
の テ ト への 立 業 を て 、そのライ シ からの所得に い
て 的に 有す を受 利を られ べ で ない  

 な 、 テ ト 利の と引 に S に て支払 れた金額
、Premiere  及び S に それ れの 、 資産及び引受 ス を、

に してい とを す とに 成す と で  

S  

 

 事 1 からの  
  的なロイヤルティ
の支払と引 に、
S 同 の のラ
イ スを 国の

及び
に  
  から S に支
払 れ ロイヤルティ

立 業 で
と  

Premiere  

〕
 S の所得 、事 2 と同額とな べ で  
 S す に 支払 れ べ 、 形資産の 分から得られ 収益
を 、 形資産に す 収益の配分に いて、S に して、 な配 なされ べ

で ない  

S  

 

Premiere  

の 1  

 

の 2  

  S 、 的所有 た 体の
の の を した で を

に  
  S の 、事 1と事 2に した

に  

 

  S 、 テ トの 的所有 で
、S の従業員で

、 テ トに して、コ トロ

ール 、ライ シ 取引に
しない  

の

 

ロイヤルティ 

ロイヤルティ 

形資産の の収益 、S でな Premiere に す  
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〕 の の の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 ーロ  立 業 で ない（ ） 

  国 業 ルー の で、
の資金を 資し、 の事業活

動を ートす を
的に してい  
  に 、 テ ト取得

な として と に 、
ロー ルな テ ト を さ

す た に、その な で

のすべての 利 S に され と
い と 、Premiere  ルー  に
お とな てい  

Premiere と S の の 〕
 その の で、Premiere テ ト ー ス以外の 形資産の 、 、

、 及び利 に してすべての を す  
 Premiere 、 形資産の と利 に したすべての資産を提供して してお 、そ
して、すべて 分に 形資産に した ス の を てい   

 Premiere に 、 形資産の利 から得られた収益の 分を得 利 べ で
 税務当 、Premiere と S の の の 実の を す とに て、

な の にた と で で   
 その事実に て、S の 利の名 の と、Premiere に され な利 利
の同 の 、 れらを 合すれ 、Premiere と S の に 、実 的に テ ト

ー ス されてい と され で   
 テ ト ー スのた の 立 業 され、そして、Premiere 、 国

業 ルー に テ トの利 から得られた収益の支配 を 有してい か 当
てられ で  

S  

  Premiere の 子 で、3 名の
を い、 の 事の を

してお 他に従業員 いない  
  S 、Premiere  ルー の

活動を 実 していないし、コ
トロール しない  

  S 、 的な 員を有
していないし、Premiere  ルー
の しない  
  に 重要な 、S

の従業員から を得た
Premiere の  

 

  すべての テ ト
、S の名の とに

れ され  
  S Premiere に

して、ロイヤルティなし
で 他的な

ライ ス及び
ライ スを す

利を  
  Premiere 、

体で、その を
し す た に、 テ
ト取得した を利

してお 、その にそ

の他の に を
ライ スしてい  

  S Premiere と
のライ ス の
に 、 の
利 を 利 たな

い  

Premiere  

Premiere と S の の 実の  
テ ト ー ス で  

280
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2〕 の    の   2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3〕 の    の   3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

〕
 S に 、た それ す のた の を受 利 られ の で 、そ
の テ ト への 立 業 を て 、そのライ シ からの所得に い
て 的に 有す を受 利を られ べ で ない  

 な 、 テ ト 利の と引 に S に て支払 れた金額
、Premiere  及び S に それ れの 、 資産及び引受 ス を、

に してい とを す とに 成す と で  

S  

 

 事 1 からの  
  的なロイヤルティ
の支払と引 に、
S 同 の のラ
イ スを 国の

及び
に  
  から S に支
払 れ ロイヤルティ

立 業 で
と  

Premiere  

〕
 S の所得 、事 2 と同額とな べ で  
 S す に 支払 れ べ 、 形資産の 分から得られ 収益
を 、 形資産に す 収益の配分に いて、S に して、 な配 なされ べ

で ない  

S  

 

Premiere  

の 1  

 

の 2  

  S 、 的所有 た 体の
の の を した で を

に  
  S の 、事 1と事 2に した

に  

 

  S 、 テ トの 的所有 で
、S の従業員で

、 テ トに して、コ トロ

ール 、ライ シ 取引に
しない  

の

 

ロイヤルティ 

ロイヤルティ 

形資産の の収益 、S でな Premiere に す  
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4〕 の    の    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5〕 の       
 

 
 
 
 
 
 

  

〕
 れらの 況の で 、S 、 で ない外 況から として た テ トの の

に す 金額を 、 の収益を 得す 利を られ  

S  

 

Premiere  S 3  

 

形資産の の収益 、S テ ト ートフ に す

すべての ー トを してい とから、S に す  

  テ トと引 にS に てPremiere に して
支払 れた 、それらの の での テ トの
利 から得られ 収益の を に した 立 業

で  

 

〔S テ トの を とに  
  の の数 の に、S 立 業に テ トをライ スした   
  事 1 と 的に、 の事 での S 、その テ ト ートフ に す すべての

ー トを す と で 従業員を有してい   
  ライ シ ロ ラ に したすべての S の従業員に てなされ、ライ
シーとのすべての S の従業員に て取 れ、そして、S の従業員 ライ
スの で て 立ライ シーのコ ライ スを した   
  その 、 テ ト S に された で しなか た外 況のた に、 テ
トの し した   
  それで S 、 テ トに いて当  S から Premiere  に払 れた を
で、 な に テ トを す   
  S の従業員 、その テ トの に してすべての をし、 の の を
い、 ら で テ トの に して を い、コ トロールをしてい  

4  

〕
 の な 況の で S を とを してお 、 の な とを前提として、

S に の収益を 得す 利 られてい で  

〔 された事実  テ トの  
  S に て所有されてい に で ない外 況の として、 テ トの

した  
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〕 の の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7〕 の    の    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（A 国） 

  

〕
 れらの 況 、S に 受 取られ ロイヤルティの金額の しい を さ  
 S テ トの された に して、Premiere の に して しな て ならな

S  

 

Premiere  4  

  

〔 テ トの の  
  テ ト の 場で した 的な ー ティ キャ

ー の成 、その にお Premiere
の から、 テ トの  

 B の 〕 
 A に 、 ロ トを す に 要なさらな 資 ス を 、資金提供 ス 及び A のキ

ャ シティの びに ロ トに資金を提供してい 立事業体から され すべ

ての 等の A の を に入れて、その 収益の ス で べ と

され （ で 、1 に 1 1000 ドルとな ）  
 した て、B 、A の 収益を した での、すべての された 所得を受 取 利

を それ 、B 、納税 に て された 1 に 2 ドルで な 、1 に 4 4000
ドル（5 5000 ドルから 1 1000 ドルを引 ）を得 とにな  

 て、その に A と B の の において なされ で  

〔B 国の税務当 に 税務  
  A 及びB した 、 し した資産及び引受 ス の なされ、その 、A  
の 、資金提供に した 有 ス を引 受 とを 、 な の資金提供で

と られ  

〔 的租有 の取得とライ スの  
 A と B の 国 業 ルー 、B
で 収益の 形資産の を い、A そ

のすべての を提供す  
 A 、 形資産の 的所有 とな A

 と B の の の で、B
形資産の 、 及び利 に す す
べての事業を実 してコ トロールす  
 B 、A からその 形資産のライ ス

を受  
 B 、A に、 形資産を利 す 利
に いて、 で とされ ライ シ
ーの収益をベースにした支払を  

（ の で 、B に、 5 5000
ドルの 収益の 、2 ドル と

とな てい ） 

 
形資産の 
すべての 

 

 
形資産 
の 的 
所有  

 
ライ ス 

 
収益 

（B 国） 

B  
の 〕

A  
〕 
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8〕  4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 国 

  スに従事す 国
業 ルー の で

 
  X に す 及びそ

の他の 形資産を し、その
を の国において

してい

〕

 した 況 で 、Primero す 、 X に す 形資産の利 から得ら
れ ー を 受す 利と、 の を支 ス に す コストを していな
い事実との に ス ッ す  

 ス ッ の に と れ、 な を す に 、 ラ
ラフ 1.53 の を し、 当事 の 実の取引を す と 要にな  

 その 、合 、Primero と S ス コ トロール、 の ス を す

及びその他の す 事実に従 動 に 当事 す ス を
す と と れ  

 当事 の の 的な ス 分配の取 で と され 場合、おそら
な 、 コール及び に す コストをS からPrimero へ配

分す と  
 の として、 当事 の の に S に 及び コールの

ス の れ と ての す 事実に され、 立 業 を
分 ベース で す と で のなら 、 当事 の の ス 配分

を し、S の配分利益 ての で す  
 ス と ス コ トロールに す 、 され べ で ので、 の2

の 段の ないか しれない  

S  
  Premiere の

的な ス の で、 Xを
ーロッ から にか て

 

X 

M 国 
〔当 の 3  
  に と S で

な 、Primero コ
ール及び の ス

を す  
  Primero 、S の

に 合 た を
支払 た 、 X の

から た利益の て
を 受  

Primero  

〔その の

  3 の 業の 、 X す にかな の 合で な を たらす と
し、 X を コールして 場から 収す と 要とな  
  S 、 コールに す かな のコストの をす  
  Primero 、 した コールに す コスト れに て 物 に

に いて、S に払い しをしていない  
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9〕      5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 国 

  X国の 業で 、Rの 及び
名で 計を し、

の の国 で  
  Primair 、R の 及び

名の 所有 で、 の
かな の 的 を有す  

  1〕 
 S R 計に して Primair に支払 、S Primair に て

ー ティ 活動に して受 取 と して分 され べ  
 R 計に して支払 れ 立 業 で 、 の に て、S 、

計の を て す 、 資産、 ス に す 立 業 ベル
の を 得で と  

S  

  Y R
 

  S Primair の Y 国での
子 の 業  

  S Y 国での を

し、 す ス （ 、
ス 、 れ ス 及び金

利 ス ）を引 受 てい  

R の 
 

X 国 

〔  
  S にY国の で 5
に た 、Rの で
計を す 的 利
を  
  料 料  
  R の に の
の

R の
の

 

Primair  

入

Y の 〕 
  Primair 、 に他国での を に 体的な ー ティ 計 を し、その を

し、 イ 等、 に す を  
  S 、Y国でR 計の 場 を支 す 業 としての役 を られ、 ー ティ

に いてPrimair に を られてお 、 に す の 場 に取 、
Primair の に従 て ー ティ の を支 し、 ー ティ の な要
の実 に いて を提供す  
  S 、 ー ティ 支 活動を提供した として、 した ー ティ の に

、 な利益を した役務提供料を Primair から受 取  

Y の 〕 
  S 、1 から 3 の に、Y国 場を す た に、Primair との に 合的な

に し、その での ー ティ を し、 に従い、その した に いて、
Primair から ー ッ した額での払い しを受  
  S Primair を して実 した ー ティ 活動に して得 、 分 に

て として された の 及び ー ティ 業 に支払 れ
との に 、 立 業 と され  

  2〕 
 Primair Y の R の の

S
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9〕      5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 国 

  X国の 業で 、Rの 及び
名で 計を し、

の の国 で  
  Primair 、R の 及び

名の 所有 で、 の
かな の 的 を有す  

  1〕 
 S R 計に して Primair に支払 、S Primair に て

ー ティ 活動に して受 取 と して分 され べ  
 R 計に して支払 れ 立 業 で 、 の に て、S 、

計の を て す 、 資産、 ス に す 立 業 ベル
の を 得で と  

S  

  Y R
 

  S Primair の Y 国での
子 の 業  

  S Y 国での を

し、 す ス （ 、
ス 、 れ ス 及び金

利 ス ）を引 受 てい  

R の 
 

X 国 

〔  
  S にY国の で 5
に た 、Rの で
計を す 的 利
を  
  料 料  
  R の に の
の

R の
の

 

Primair  

入

Y の 〕 
  Primair 、 に他国での を に 体的な ー ティ 計 を し、その を

し、 イ 等、 に す を  
  S 、Y国でR 計の 場 を支 す 業 としての役 を られ、 ー ティ

に いてPrimair に を られてお 、 に す の 場 に取 、
Primair の に従 て ー ティ の を支 し、 ー ティ の な要
の実 に いて を提供す  
  S 、 ー ティ 支 活動を提供した として、 した ー ティ の に

、 な利益を した役務提供料を Primair から受 取  

Y の 〕 
  S 、1 から 3 の に、Y国 場を す た に、Primair との に 合的な

に し、その での ー ティ を し、 に従い、その した に いて、
Primair から ー ッ した額での払い しを受  
  S Primair を して実 した ー ティ 活動に して得 、 分 に

て として された の 及び ー ティ 業 に支払 れ
との に 、 立 業 と され  

  2〕 
 Primair Y の R の の

S
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10〕     6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11〕     7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 国 

 〕 
 S の ー 、S の に して支払 れ 立 業 を し、Y 国にお R
の 及び 名から得られ 所得の 合を に してい  

S  

R の 
 

X 国 
事 9 からの  
  S に 、Primair との

に 、 なコ
トロールを受 とな 、
Y 国にお ー ティ

計 の 、
務 られてい  
  Primair 、 ー ティ

の 、 、
ー ティ 計 の の

を ない  
  R 計の 、事
9 の 設  

Primair  

入

Y の S の 〕 
  S 、1 から 3 の に、Primair との に従 て ー ティ を し、2 の

に 、S の のおか で、R の 及び 名 Y 国に  
  S 得 利益 、 とな 立 業 及び 業 、S と同 の ス とコストを

いな ら、 的な ー ティ 及び に 、同 の に いて 業当 の数
に得られ 利益と同 の利益とな てい  

の 9  

  S 、 ー ティ を
し、 ー ティ 活動に した

の ス を引 受 てい  
  S 、 ー ティ に い
てのPrimair からの払い し 、そ
の他の 受 取ら 、Y 国 場

での R 計の 利益に 収益
の を してい  
  S 事 10で引 受 ス
事 9 の場合 い  

Y 国 

 S 〕 
 S Primair から R 計を 入す に支払 を引 と その な

、 取引 業利益 な場合に 、 な 業
及び 業 得す 利益の利 ー を いて す  

 その他の ロー として 、R 計の Y 国での に 合 利益を分 す 余利
益分 を で か しれない  

 S した す ベルを た ー ティ を、
Primair S へ す と（その に す と ス に た な利

益要 を ）  

S  

R の 
 

X 国 
 事 10 からの  

  S 、R 計に す
ー ティ 及び

の 他的 利を
に従 て、事 10
な ー ティ 活

動を い、そのコスト及び
ス を  

  R の S
の

 

Primair  

入

の 10  

  S す ー ティ
の 、その された

な 立 業 及び 業
す のを かに と

す  
  立 業 し なコスト
及び ス を し、
で 立 業 業

利益 し い  
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12〕     8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13〕   の の  9  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 国 

 〕 
 の の S Primair の R の

の  
 の S

Primair S の
考  

 の 1 3 の S Primair
R の 考  

S  

R の

 

X 国 
事 10 からの  
  S 、Y 国 場で
計を し さ 3

の 料 料の
を す  

  3 の に、S
をしない  

  S の ス 事
10の場合 かな 、S

した 的な ス
への 立 業 ベ

ースの を受 ていな
い

Primair  

の 10  

  S 場 活動を い、 た、
な 立 業を ー

ティ を してお 、 と

して、S の利益 な
業 し な てい  

Y 国 

 〕 
 、 形資産に す 形資産に す ー を 受す 利を有す
体（Primair から供 された の の において、 及び 体（S

） 、その な 形資産に す 所得を 受す 利以外に、その 及び同 の
形資産に いて の 利 有していない場合、 立 業 取引においてロイヤルティを

支払 と 的に されていない  
 の 況において 、ロイヤルティに て、 な す 、 ス 及び

資産を 立 業と べて S の利益 な  
 した て、 の事 の事実に 、ロイヤルティ 支払 れた とを す

と れ  

S  

R の

 

X 国 

事 10 からの  
  3 、Primair とS

たな 5 のライ ス

を  
  S R 計の
に いて Primair に
ロイヤルティを支払  
  ロイヤルティ 入に
て、S R 計に支払

の ない  

Primair  

の 10  

  4 以 の S の ー ティ
と活動の 、 立 業の

と してい  
  しかし、S の利益 、ロイヤルテ
ィ支払のた 、 立 業 利

益 して い  

286



 22

12〕     8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13〕   の の  9  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 国 

 〕 
 の の S Primair の R の

の  
 の S

Primair S の
考  

 の 1 3 の S Primair
R の 考  

S  

R の

 

X 国 
事 10 からの  
  S 、Y 国 場で
計を し さ 3

の 料 料の
を す  

  3 の に、S
をしない  

  S の ス 事
10の場合 かな 、S

した 的な ス
への 立 業 ベ

ースの を受 ていな
い

Primair  

の 10  

  S 場 活動を い、 た、
な 立 業を ー

ティ を してお 、 と

して、S の利益 な
業 し な てい  

Y 国 

 〕 
 、 形資産に す 形資産に す ー を 受す 利を有す
体（Primair から供 された の の において、 及び 体（S

） 、その な 形資産に す 所得を 受す 利以外に、その 及び同 の
形資産に いて の 利 有していない場合、 立 業 取引においてロイヤルティを

支払 と 的に されていない  
 の 況において 、ロイヤルティに て、 な す 、 ス 及び

資産を 立 業と べて S の利益 な  
 した て、 の事 の事実に 、ロイヤルティ 支払 れた とを す

と れ  

S  

R の

 

X 国 

事 10 からの  
  3 、Primair とS

たな 5 のライ ス

を  
  S R 計の
に いて Primair に
ロイヤルティを支払  
  ロイヤルティ 入に
て、S R 計に支払

の ない  

Primair  

の 10  

  4 以 の S の ー ティ
と活動の 、 立 業の

と してい  
  しかし、S の利益 、ロイヤルテ
ィ支払のた 、 立 業 利

益 して い  

287
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14〕    10  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 国 

 〕 
 した事実に と、S に 、同 の たした 場 の 的な ー として

られ べ で  
 1 から 3 での に いて、その な の と られ 事 事 11 に

べ とお で  
 4 及び 5 に いて 、 計の 入 で な 、S から Primair に す ロ
イヤルティの支払いを 額す を 、 の 同 で  

 た、事実 況に て、OECD イドライ 9 2 に従い、3 の
の の に し、 S に支払 れ べ たか か され

 

S  

のない

計

X 国 
事 11 からの  
  3 に、Primair 、

計の を し、同
のた の を

と  
  S と を して、

からの 計に
R ラ ドのロ を す

 
  S に Y 国 で R
を したその な 計

を 、 及び さ
的 利 され
で、 計の ての
に いてロイヤル

ティを Primair に支払

Primair  

の 11  

  S 、 の かない 計を当

該 業 から 入し、R ラ
ドのロ を し す

 
  S 4 から のない
計に支払 入 立 業

で 、その に R の名前に

す れていないと す

 

ロイヤルティ 

R の 
 

〔6 の税務 の  
1 から 3 に  

  S 1 から 3 での に す ー ティ の に いて 、 な
分 に 、同 の ー ティ 及び の 立の 業 及び 業

す を かに と た、S に て れた ー ティ 活動の
と 、 立の 業 及び 業 の を てい と  
  S の 場 活動の の し なコスト及び ス を して
い のの、 の 的 な活動 、 数 の 的 及び利益 に てい と

 
  で、同 の ー ティ 及び の す な 立 業 及び
業 利益 、S の利益 し いとい 事実 られた  
 4 及び 5 に  
  4 及び 5 に、S Primair との たな ライ ス の で ー ティ

及び ス を してお 、 した事業活動から利益を得 （ を ） を得て
い  
  しかしな ら、S の ー ティ 、同 の ライ ス を な 立ラ
イ シー 引 受 て す のを かに てい  
  として、S の利益 、 な 業 得す と され 利益 し い のと

な てい  
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15〕   の の   11  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 国 

 の 〕 
 Shuyona 形資産の 的所有 で と す とを とす  
 Shuyona 及び S の 業をコ トロールし、 してお 、Shuyona

、 ロ ラ の 、 ロ ト設計、資金 、支 とい た 業

に す 重要な を たす  
 した 況 で、Shuyona 、S の を して された 形資産から

得られ の 形資産に す ー を 受す 利を有す  
 で、S した 、 資産、 ス に す 形 に して され

た を した を受 取 利  
 S に して支払 役務提供料の額を す に た 、S の の 的 及び

、実 の の 、その他の要 の要 と なすべ で  
 な の役務提供 、当該役務に して支払いを受 額

に され 要  
 その 、役務 提供された に られ ので した て、 れ 、S
の 活動から得られ の 形資産に す ー を 受す Shuyona
の 利に しない で  

S  

X 国 

Shuyona  

Shuyona  
ー

〔Shuyona ーと S ーとの  
  Shuyona ーと S ーとの において、S 引 受 に

す ての ス 及びコストを、Shuyona す を  
  Shuyona 、S の 及び 活動に し役務提供料を支払  
  S ーの した、 ての 、 及びその他の 形資産 、 に従

て Shuyona す  

S

 Shuyona 、X
国で設立され、同国
の で 業活動を
してい 国

業 ルー の
 

  Shuyona ルー
2 所の

ーを所有  
  X 国に Shuyona

ーを所
有  

  S 、Shuyona
の Y 国子  

  Y 国に S
ーを所有  

  Shuyona ー 、 ルー の
ロ ラ 体に を てい  

  Shuyona ー 、 ルー
の に 、 ロ ラ の 、

の 及び 、 活動の実 場
所の 、 ロ トの の

を い、 ルー の
を してい  

  S ー 、Shuyona
ー す の ロ トを ロ
ト で実 してい  

  S ーの からの提 、
Shuyona ーの な を要
す  
  S ー 、Shuyona
ーの に、 の に いて

な と に 1 の 務  
  S ーの 業に を

場合 、 に いて Shuyona
ーの に を要す  

成 物

役務提供料 

288
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15〕   の の   11  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 国 

 の 〕 
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、 ロ ラ の 、 ロ ト設計、資金 、支 とい た 業

に す 重要な を たす  
 した 況 で、Shuyona 、S の を して された 形資産から

得られ の 形資産に す ー を 受す 利を有す  
 で、S した 、 資産、 ス に す 形 に して され

た を した を受 取 利  
 S に して支払 役務提供料の額を す に た 、S の の 的 及び

、実 の の 、その他の要 の要 と なすべ で  
 な の役務提供 、当該役務に して支払いを受 額

に され 要  
 その 、役務 提供された に られ ので した て、 れ 、S
の 活動から得られ の 形資産に す ー を 受す Shuyona
の 利に しない で  

S  

X 国 

Shuyona  

Shuyona  
ー

〔Shuyona ーと S ーとの  
  Shuyona ーと S ーとの において、S 引 受 に

す ての ス 及びコストを、Shuyona す を  
  Shuyona 、S の 及び 活動に し役務提供料を支払  
  S ーの した、 ての 、 及びその他の 形資産 、 に従

て Shuyona す  

S

 Shuyona 、X
国で設立され、同国
の で 業活動を
してい 国

業 ルー の
 

  Shuyona ルー
2 所の

ーを所有  
  X 国に Shuyona

ーを所
有  

  S 、Shuyona
の Y 国子  

  Y 国に S
ーを所有  

  Shuyona ー 、 ルー の
ロ ラ 体に を てい  

  Shuyona ー 、 ルー
の に 、 ロ ラ の 、

の 及び 、 活動の実 場
所の 、 ロ トの の

を い、 ルー の
を してい  

  S ー 、Shuyona
ー す の ロ トを ロ
ト で実 してい  

  S ーの からの提 、
Shuyona ーの な を要
す  
  S ー 、Shuyona

ーの に、 の に いて
な と に 1 の 務  
  S ーの 業に を

場合 、 に いて Shuyona
ーの に を要す  

成 物

役務提供料 
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16〕   の の   12  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 の 〕 
 16 の S の の

Shuyona  
 15 Shuyona の

の S の  
 S の の の の

S の S の の S の

S の の

Shuyona の

の  
 S の の Shuyona

S  
 Shuyona  それ 体で ライ B の 形資産を利 す なら、 Shuyona 、S

に 形資産の に す その 、 資産及び引受 ス に す な

を べ で   

〔Shuyona ー及び S ーの 況  
  Shuyona 及び S の ー 、それ れ 立して され、 をそれ れ

に してい  
  Shuyona と S の ー 合同 されて、

の に いて し合 れ  
  S ー 、Shuyona の に 的な に 、S の

ー に ロ ラ を し、 を立て、 ロ トの の

を し、 の ス ッフを に してい  
  S ー 、S の ライ B の ー への を 、Shuyona

ーに しない  

Y 国 

S  

X 国 

Shuyona  

Shuyona  
ー 

ライ A

S

ライ B

  Shuyona 、X国で設
立され、同国の で 業
活動をしてい 国
業 ルー の  
  X 国にShuyona

ーを所有  
  Shuyona 、 ライ

A の に国 的
を有す  

  S 、Shuyona のY
国子 で、 ルー の

本 で  
  Y 国に S ー

を所有  
  S 、 ライ B の

 

  Shuyona ー 、 ライ
A に す ての を
 

  Shuyona 、S ー

した の に し、S
に して の支払をしないか、名
の しか支払 ない  

  S ー 、 B
の  

  S ーの 成 に て
取得した 、 てShuyona

す  

合同
  Shuyona ルー 、2 所の

ーを所有  
  Shuyona ルー 、2 の

ライ A、B を  

 26

17〕   の  13  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z 国 

 の 〕 
 事 17 の で 、Shuyona から T への 形資産の において 、

T 当該 形資産の 的所有 で と す とを とす  
 Shuyona 、 した 、 の 及びコ トロールで実 した に し、

を受 取 利を有す  
 S その に して を受 取 利を有すべ で  
 T 、 と取得した 形資産への 資に して を受 取 利を有す  
 て、T 、 の への資金提供に し、 を受 取 利を有すべ

で  
 した構 を の に しいか で 場合  
 Shuyona の 、資産及び ス に支払 れ の な を す に 、利

益分 、 テ ッ その他の を 要とす 場合  

〔Shuyona 及び S と T の の 等  
  T 、 に の にお の に す 務 ス を し、

の ての 活動の を す  
  T 、Shuyona 及び S に し、実 された 活動に して、その 活動の

コストに ー スの提供に従事す の ー ッ コスト利益の 当額を した

のをベースとした役務提供料を支払  
  Shuyona の の

の の の

の  
  S 15  

事 15 からの  
  Shuyona の 及びその他の

の 形資産に す 利（それらの 形
資産を す 利を ）の てを

 
  T 支払 た 及び す 形資

産の 、 形資産の
の 立 業 を してい と  

Shuyona 及び S びにそれらの 
ーの 等 15  

Y 国 

S  

X 国 

Shuyona  

Shuyona  
ー

S

成 物

役務提供料 T  

設
  の Shuyona
の  

  T に 、 活動を実
で 当 いない  

受
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17〕   の  13  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z 国 

 の 〕 
 事 17 の で 、Shuyona から T への 形資産の において 、

T 当該 形資産の 的所有 で と す とを とす  
 Shuyona 、 した 、 の 及びコ トロールで実 した に し、

を受 取 利を有す  
 S その に して を受 取 利を有すべ で  
 T 、 と取得した 形資産への 資に して を受 取 利を有す  
 て、T 、 の への資金提供に し、 を受 取 利を有すべ

で  
 した構 を の に しいか で 場合  
 Shuyona の 、資産及び ス に支払 れ の な を す に 、利

益分 、 テ ッ その他の を 要とす 場合  

〔Shuyona 及び S と T の の 等  
  T 、 に の にお の に す 務 ス を し、

の ての 活動の を す  
  T 、Shuyona 及び S に し、実 された 活動に して、その 活動の

コストに ー スの提供に従事す の ー ッ コスト利益の 当額を した

のをベースとした役務提供料を支払  
  Shuyona の の

の の の

の  
  S 15  

事 15 からの  
  Shuyona の 及びその他の

の 形資産に す 利（それらの 形
資産を す 利を ）の てを

 
  T 支払 た 及び す 形資

産の 、 形資産の
の 立 業 を してい と  

Shuyona 及び S びにそれらの 
ーの 等 15  

Y 国 

S  

X 国 

Shuyona  

Shuyona  
ー

S

成 物

役務提供料 T  

設
  の Shuyona
の  

  T に 、 活動を実
で 当 いない  

受
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18〕   の の  14  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 国 

 の 〕 
 事 14 の で 、A から S への M の 形資産の において、

す 及び に 、S Mの 形資産の 的所有 で と す と

を とす  
 しかしな ら、A 引 、S 所有の 形資産に す を し ス を

してお 、 れらの に して を受 取 利を有す  
 した 況で、A と CRO との取引 、 M に す S と A の取 と で

、 M の 形資産に して A の 活動に して支払 要

立 業 のベ ー として されないで  
 S 、A との取引において、A CRO との取引で てい な同 の を

、コ トロール 、同 の ス コ トロールしていない  
 S 形資産の所有 で 、 形資産に す ー のすべてを 受す

利を有す べ でない  
 S に の ス をコ トロールす ないた 、A ス の 分

を してい と なされ べ で 、 た、A ラ ラフ6.56に された重要な

な 、その に して を受 べ で  
 の な 況で、A CRO 額の ー を 受す 利を有す べ で 、

に、 な な場合、利益分 、 テ ッ A
の な を す に しないその他の を す と 要

にな 場合  

S  

X 国 

A  

業務受
（CRO）

〔 M の ロ ラ の実 に す の  
  S A と、 M の 形資産 S に され 前と同 に、 M に す

ロ ラ を実 す を  
  S 、 Mの 的な に 要な資金をすべて提供し、 の な 的に す

務 ス を  
  S 、A に当該 の として、A の CRO 同 の を 場合のコストに ー

ッ ー を した額をベースとして役務提供料を支払 とに合  

  A 、X 国で事
業を てい 、

の 、 、
及び を

合 の
 

  A 、 立 の
業務受

（CRO） を 有して
い  

  S 、A の Y
国子  
  S に 、 M
に す 活

動の設計、実 、
を で
当 いない  

 業務受 （CRO Contract 
Research Organization） 、
の に す の設計 実

な の な 活動を

のの、 しい の に
要とな 実 的な しない  
  CRO 、その役務提供に す 合

の 数料を受 取 で、
を て された の か

らの利益に 的な所有 を有

さない  
M の ロ ラ

の実 に す  

M の 
等 

 M と 、 段階の ので、 ル イ
ー の に有 な と られ

で  
 の において、 M の 形資産の

に す S の支払 、 立 業 で
のとす  
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19〕 の  15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20〕 の   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 国 

B 国 

S  

〔 X の 等を いた S の X に の 況  
  S 、 及び を して B 国で X を す と  
  S 、 X を B 国で の に し し、 て、 との から、

Xを 及び フ で 業をす の に す それらの の

、 X の ットを 及び フ の へ す  
  それらの の に て支払 れ X の から、それら に

す 立 業 収益を得られてい 、しかし、 X の 形資産に す 利益 得られない  
  Primarni 、 及び フ に いて、 してい を す とで、それらの

に X の を た 、 い 、 れらの で 業活動を てい

に 形資産のロイヤルティ その他の を要 した しない  

〔  れらの事実に す 分  
 Primarni と S の の取引 、 当事 の 動に 、B 国に 及び フ に

す X の 及び の で と べ で  
 Primarni とS の取引に いて 分 を 、 当事 の 動に 、S のライ

ス と フ に されたと なされ べ で、B 国に され べ で ない  

Primarni  

X の 
等 

Xの 等の 
 

S 場
 
フ  

 
フ  

  S 、B 国で 成された Primarni の
 

  Primarni 、A国で され事業してい  
  Primarni 、 X に す の
及び を してお 、 で
を取得してい  

  Primarni と S に X の
等の を  

  Primarni S に し、B 国で X を

し、 す た 、 X の 及び
を す 利を  

 

B 国 A 国 

  A国の で P 、A国でい かの
を して、 事業を てい  

  P 、 の のた の と
ー な ー ティ コ トを した  
  P 、B 国で しい子 S を設立す  
  S 、B 国で しい を 業し、B 国の
他の な 業 当に い利益
を得て す  

〔   P から S に された 形資産の  
 な 分 に 、S のB国での において、P A国での で してい のと

同 と ー な ー ティ コ トと されてい とい と らかにな  
 税務当 に利 な 1 の な 、 れら 形資産の に して、S から 

P へのロイヤルティ支払を をす とで  

P

   S （ ）

形資産 

292
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19〕 の  15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20〕 の   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 国 

B 国 

S  

〔 X の 等を いた S の X に の 況  
  S 、 及び を して B 国で X を す と  
  S 、 X を B 国で の に し し、 て、 との から、

Xを 及び フ で 業をす の に す それらの の

、 X の ットを 及び フ の へ す  
  それらの の に て支払 れ X の から、それら に

す 立 業 収益を得られてい 、しかし、 X の 形資産に す 利益 得られない  
  Primarni 、 及び フ に いて、 してい を す とで、それらの

に X の を た 、 い 、 れらの で 業活動を てい

に 形資産のロイヤルティ その他の を要 した しない  

〔  れらの事実に す 分  
 Primarni と S の の取引 、 当事 の 動に 、B 国に 及び フ に

す X の 及び の で と べ で  
 Primarni とS の取引に いて 分 を 、 当事 の 動に 、S のライ

ス と フ に されたと なされ べ で、B 国に され べ で ない  

Primarni  

X の 
等 

Xの 等の 
 

S 場
 
フ  

 
フ  

  S 、B 国で 成された Primarni の
 

  Primarni 、A国で され事業してい  
  Primarni 、 X に す の
及び を してお 、 で
を取得してい  

  Primarni と S に X の
等の を  

  Primarni S に し、B 国で X を

し、 す た 、 X の 及び
を す 利を  

 

B 国 A 国 

  A国の で P 、A国でい かの
を して、 事業を てい  

  P 、 の のた の と
ー な ー ティ コ トを した  
  P 、B 国で しい子 S を設立す  
  S 、B 国で しい を 業し、B 国の
他の な 業 当に い利益
を得て す  

〔   P から S に された 形資産の  
 な 分 に 、S のB国での において、P A国での で してい のと

同 と ー な ー ティ コ トと されてい とい と らかにな  
 税務当 に利 な 1 の な 、 れら 形資産の に して、S から 

P へのロイヤルティ支払を をす とで  

P

   S （ ）

形資産 
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21〕 の  16  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 国 

〔 設  

 の 〕 
 S1 C国で 当な事業 を さ てお 、 立 業 その 収においてその事業

に して で支払をし とす さらに、 計と スの 的のた に、その な事

業 の 、 立した に して、S1 の C 国事業の に し実 され 入

の 当において、のれ として取 れ  
 の事 の事実と 況の で 、S1 と S2 の において、 C 国での S2 への S1 の

有形事業資産の の 、 Ilcha へのライ ス ッ の でのその 利の S1 に

、 それに引 いての Ilcha に S2 への 利の とい 、有形資産及び

形資産の す  
 的のた に、 れらの取引との で、Ilcha 及び S2 に て支払 れ

、 計 的での のれ の と なされ 金額を 事業 を した ので

べ で  

〔Ilcha の の  

  Ilcha A 国で設立され、Ilcha ルー に た B 国及び C 国で、B 国で設立された

子 の S1 を して Q を し、 して た  
  Ilcha Q の設計に す を所有し、 ー な 及びその他の ラ ド 形資産

を して た 及び 、Ilcha B 国及び C 国で してい  

  ス の で、B 国及び C 国にお 事業 、 国で の子 を して すれ

され と Ilcha し、Ilcha 、C 国に 所有子 の S2 を設立す  
  Ilcha とS1 、 Qに す 以 の 利を S1 に を とに同 す  
C 国で Q を して す 利  C 国での と 活動の実 において と を利

す 利  及び、C 国で 、 スト、のれ 及びその他の イテ を利 す 利  
  Ilcha 、C 国での 利を しい のライ ス を S2 と す  

C 国 

B 国 

 

国 的事業  

Ilcha  

Q の  

有形資産
形資産の

等

  S1 、
Q を B 国で
し、B国とC国で

してい   

 

S1 （ ） 

S1 場 

A 国 

C 国 

B 国 

S2 場

Ilcha  

S1 （ ） 

S1 場

 
 

S2 （ ） 

 
 

Q の  
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22〕 の の の  17  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔 設  

 
国 

 の 〕 
 実 的に、S 、 Y に す のれ その他の 形資産の利 から得られ 所得を要

す と で ない  
 S 、 形資産の 、 、 及び に す を 、 ス を と コ

トロールす と していない 実 的に、S コスト していない  
 の場合に 、3 以 にお Första の所得を 額す で、税務当

を と で  

〔S から への 及び の払 の  
  S から への Yの 額 されてお 、 れに 、 のS へ

の にかか ら 、 の 業利益 にな てい  
  の 業利益 、 と の払 の同 に 、 立 業 で

と す  
  S 、 を 有しておら 、 に す ス コ トロール していない  

  S 、B 国で 設された Första の 所有  
  S 、 ルー の （super distributor）で
、か 、イ イス ーとして す  

  S 、 Y のイ イス（ ）を へ  
  S 、 に いて への 払 を実  

  Första 、A 国で設立され、同国で で Y を
し、 国の に す とで、

で Y の をしてい  
  Y 合 の に べて、有名で

られ で  
  Första 、 を す Y の 及び の
れ の 的所有 として、 利を有してい  

A 国 

B 国 S  
（ ） 

Första  

場

 

Y 

〔S への 額の 額に Första の所得の   
  3 に、S への Första の 額 した  
  の な 額に いて、Första 及びS 、S に支払 た を て

Y に す のれ に す 形資産を いてお 、 れに す 所得を 受す 利を

有す とから 当な ので と  

（ ） 

イ イス 

  Första A 国で した Y を 的に 入して、 国
で Y を に してい  
  Y に 、S 設立されてから Första から
で な 、S から され イ イスで受 てい  
  Y に 、 国の 実 し、その

の を S してい  
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22〕 の の の  17  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔 設  

 
国 

 の 〕 
 実 的に、S 、 Y に す のれ その他の 形資産の利 から得られ 所得を要

す と で ない  
 S 、 形資産の 、 、 及び に す を 、 ス を と コ

トロールす と していない 実 的に、S コスト していない  
 の場合に 、3 以 にお Första の所得を 額す で、税務当

を と で  

〔S から への 及び の払 の  
  S から への Yの 額 されてお 、 れに 、 のS へ

の にかか ら 、 の 業利益 にな てい  
  の 業利益 、 と の払 の同 に 、 立 業 で

と す  
  S 、 を 有しておら 、 に す ス コ トロール していない  

  S 、B 国で 設された Första の 所有  
  S 、 ルー の （super distributor）で
、か 、イ イス ーとして す  

  S 、 Y のイ イス（ ）を へ  
  S 、 に いて への 払 を実  

  Första 、A 国で設立され、同国で で Y を
し、 国の に す とで、

で Y の をしてい  
  Y 合 の に べて、有名で

られ で  
  Första 、 を す Y の 及び の
れ の 的所有 として、 利を有してい  

A 国 

B 国 S  
（ ） 

Första  

場

 

Y 

〔S への 額の 額に Första の所得の   
  3 に、S への Första の 額 した  
  の な 額に いて、Första 及びS 、S に支払 た を て

Y に す のれ に す 形資産を いてお 、 れに す 所得を 受す 利を

有す とから 当な ので と  

（ ） 

イ イス 

  Första A 国で した Y を 的に 入して、 国
で Y を に してい  
  Y に 、S 設立されてから Första から
で な 、S から され イ イスで受 てい  
  Y に 、 国の 実 し、その

の を S してい  
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23〕 の の  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 の 〕 
 その な のとして、A とS の の取引に す 立 業 に いて 、 ライ

ス、 ライ ス及び 計 的でののれ に された を すべ で  
 Birincil に て A の に して支払 れた 100 、それらの に して 立 業

を してお 、 形資産の 合された に して有 な を提供す  

Birincil  

S  

A  

ライ ス 10 

ライ ス 20 

A
100 100

 

シ ー  のれ 70 

〔A の 収と 入 の 当  
  Birincil 、A に 分の 100 の

ー トを 100 で取得す  
  その 収に して 計 的で れた

Birincil の 入 の 当て 、

ライ ス に 入 の 20 を  ライ

ス へ 10 を  そして、 と のライ

スの に されたシ ー に

、 のれ へ 70 を さ  

〔S に された 形資産の 分 の   
  A との取引に いて、S に て支払 れた 立 業 の 分 を とにお

いて、 された 形資産を し す と 重要で  
  Birincil にと て A の 収 立 業 収で た と 事実で と 、S に され

たライ スに す のれ 、 とい の 、 での事業 の 分として

に れ と ないとい と 、 に され べ で 、 れ に入れられ

要  

  A 、 活動のた の ライ スと、 の利 のた
の ライ スを所有す  
  ライ ス 、20 のス ド ロー の 場 を有してい

 
  ライ ス 、10 のス ド ロー の 場 を有してい

  Birincil の
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24〕 の  18  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T  
（ ） 

Birincil  

S  

に  
形資産の  

〔取得  
100% 分 

〔S と T の受 の S の と  
  T 、受 に し、その ラス ー ッ に等しい額の を受  
  の の で された 形資産に す 利 、すべて S に す  
  その 、S 、 の のすべてに資金を提供し、 の の すべて 業的

に実現 な の に らない 務 ス を引 受 とにな  
  S 、T から取得した イ の を で を の を てお 、S
の T の ス ッフの業務への 及び に いて、 分な を て のと

で  
  S 、 ロ トを し、 の の他、T 実 す の を で  
  T の 、引 すべてT の 員で 、S との受 に 役務提供

の に す とにな  

受

〔Birincil T の  
  T に従事す で、い かの 分的に有 な

を してい 、 の かしかない  
  の取得 、 的な 、 分的にしか

されていない の 及び、T の 員 においてさら
に を す に て、おお 当 され  
  Birincil の T 取得に 計 の取得 の配分 、有形
資産及び を の 形資産に いて 20 及び、のれ に
いて 80 とな てい  

〔T から S への に 形資産の  
  T 、 、 業 及び 的 を

の に ての 利を、Birincil
の で Birincil の子 の S へ さ た  

  同 に、S T と 受 を し、
れに従 て T の従業員 、S を して、 された

の 及び の の に取  

 の 〕 
 T S T

の S T
 

 の の の

Birincil T の 式 100 T の

 
 の の S の T

 
 の の の の T の

S T  
 の T の

の S の の の

T  
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24〕 の  18  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T  
（ ） 

Birincil  

S  

に  
形資産の  

〔取得  
100% 分 

〔S と T の受 の S の と  
  T 、受 に し、その ラス ー ッ に等しい額の を受  
  の の で された 形資産に す 利 、すべて S に す  
  その 、S 、 の のすべてに資金を提供し、 の の すべて 業的

に実現 な の に らない 務 ス を引 受 とにな  
  S 、T から取得した イ の を で を の を てお 、S
の T の ス ッフの業務への 及び に いて、 分な を て のと

で  
  S 、 ロ トを し、 の の他、T 実 す の を で  
  T の 、引 すべてT の 員で 、S との受 に 役務提供

の に す とにな  

受

〔Birincil T の  
  T に従事す で、い かの 分的に有 な

を してい 、 の かしかない  
  の取得 、 的な 、 分的にしか

されていない の 及び、T の 員 においてさら
に を す に て、おお 当 され  
  Birincil の T 取得に 計 の取得 の配分 、有形
資産及び を の 形資産に いて 20 及び、のれ に
いて 80 とな てい  

〔T から S への に 形資産の  
  T 、 、 業 及び 的 を

の に ての 利を、Birincil
の で Birincil の子 の S へ さ た  

  同 に、S T と 受 を し、
れに従 て T の従業員 、S を して、 された

の 及び の の に取  

 の 〕 
 T S T

の S T
 

 の の の

Birincil T の 式 100 T の

 
 の の S の T

 
 の の の の T の

S T  
 の T の

の S の の の

T  
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25〕 の  19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26〕 の  20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 の 〕 
 S Zhu から、 の支払を 要とす 2 の 益を受 たと すべ で  
 に、B の 事に従事す た にZhu の 員の役務提供で 、 に、Zhu に

の フト に 利を受 し、B に納 た フト システ に いた と  
 S Zhu に支払 、役務と フト 利の に を べ で  

〔Zhu の S と B との ATM フト への 等  
  Zhu 、A の 業に従事した 員を S に して支 す とに同  
  したA からの 員 、 の フト コード等に スで 、S 当該コード

役務を B への 業で活 で 、 的に B ATM ット ー を す フト

システ を S から取得し、 れに その れ  
  Zhu の の コード 、S B に供 した フト に れ、 のコード

、 の なしのコ ーに す の 立てを 分に 当 で  

 の 〕 
 Prathamika の S

の  
 Prathamika の の の

の Prathamika
考  

  Prathamika 国 業 ルー の で 、い
かの な に てお 、その 、その

 

〔Prathamika の S に す 支  
  Prathamika 、その 務 から 2名をS に し、S の に従事さ とに同  
  された 2名 、その に す の 成 に を てお 、 ら Prathamika

の フト ールを利 した  
  た し、Prathamika 、その フト を他の に す S の に

提供す 利 S に ない  

Prathamika  

S  

支

 
  S 、Prathamika の 務 した
のに した な に れた  

 
  S 、Prathamika の で  

フト    その な の で、Prathamika 、その産業
の フト ールを した  

  Zhu 、 フト コ ルティ に従事す  Zhu  

S  

〔A への ATM 取引を ートす フト の  
  の で、Zhu 、他の した 業の ライ

トの に で の フト コードを
し、それに す 利を所有した  

支

ATM フト  B    S 、B と ATM フト
を に  

ATM フト  

A  

 S 、Zhu の フト の  

 34

27〕 の の  21  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔S の に その 形資産の T への  
  S の Osnovni S  
  の S の T

 

 T S の の 〕 
 T に され S の 形資産に いて 立 業 を す に 、取得 に

れ S の 額を た を すべ で  
 その に いて 、T に 当てられた ーロッ 場及び 場にお

Osnovni ルー と 収された の 的な され で、T 、

された S の 形資産及び取得 の に された 形資産の 利に

す を支払 べ で  
 取得 の に いて 、T す ーロッ 場及び 場以外の

場での の に す において、T 支払 立 業 の に し

て され べ で ない  
 計 の取得 の配分にお 形資産に す 、 の 立 業

の と ない  

S  

Osnovni  

T  

S の 形資産の 
T への  

〔Osnovni の S の  
  Osnovni 、同国の 場 業 S の 分を 100%取得  
  収の で S の 額 100 た  
  入 、120 から 130 での額を S に フ ー  
  、Osnovni 、160 の取得 を フ ー  
  の に して、取 役 に す テーシ に
おいて Osnovni ルー の の と S の 及び

的 との 的な から、160 の取得 を 当  
  の 計 の取得 の配分 、有形資産に 10、 形資

産に 60、のれ に 90 で た  

  Osnovni 、 の
の  

  T Osnovni の 所有子  
  れ で、T に Osnovni から、 ーロッ 場と

場に す 形資産の ての されていた  
  S の 前において、 の 形資産に 立 業

を たしていたと   

同
一
国
内 

〔取得  
100% 分 

収 に Osnovni S  

ーロッ  
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27〕 の の  21  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔S の に その 形資産の T への  
  S の Osnovni S  
  の S の T

 

 T S の の 〕 
 T に され S の 形資産に いて 立 業 を す に 、取得 に

れ S の 額を た を すべ で  
 その に いて 、T に 当てられた ーロッ 場及び 場にお

Osnovni ルー と 収された の 的な され で、T 、

された S の 形資産及び取得 の に された 形資産の 利に

す を支払 べ で  
 取得 の に いて 、T す ーロッ 場及び 場以外の

場での の に す において、T 支払 立 業 の に し

て され べ で ない  
 計 の取得 の配分にお 形資産に す 、 の 立 業

の と ない  

S  

Osnovni  

T  

S の 形資産の 
T への  

〔Osnovni の S の  
  Osnovni 、同国の 場 業 S の 分を 100%取得  
  収の で S の 額 100 た  
  入 、120 から 130 での額を S に フ ー  
  、Osnovni 、160 の取得 を フ ー  
  の に して、取 役 に す テーシ に
おいて Osnovni ルー の の と S の 及び

的 との 的な から、160 の取得 を 当  
  の 計 の取得 の配分 、有形資産に 10、 形資

産に 60、のれ に 90 で た  

  Osnovni 、 の
の  

  T Osnovni の 所有子  
  れ で、T に Osnovni から、 ーロッ 場と

場に す 形資産の ての されていた  
  S の 前において、 の 形資産に 立 業

を たしていたと   

同
一
国
内 

〔取得  
100% 分 

収 に Osnovni S  

ーロッ  
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28〕   の  22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔A への M の の   ルー の の （国 的事業 ）  
  ルー の と 等の ス の 当な で、 の 国 業 ルー

ルー の の所有 を A に す とにした  
  の 、B M の を 払いの で A に す  
  A 、 M に の を す を い、 M に す ス

のすべてに を いコ トロールす  
  な 分 と 分 に 、 の 国 業 ルー 、 立 業 の

に で の を で ないとの を した  
  A とB 、合 した 立 業 に合 してい かを す に され

な テ ッ （valuation techniques）の で と た  

 A の M の の の 〕 
 当 、資産及び を す の に 、 M の の税

引 の 現 を 80 と す  
 その分 、 M の 合す 産業 で に され ロイヤルティ 、 引 、

数に いてい  
 しかしな ら、 M 及びその とその産業 の 的な との に 、重 な

、そのた 、その分 で いられたロイヤルティ 、CUP の分 に 要な

の を たしていない の で 、 れら に いての 要 され  
 て、その分 で 、A M の事業 体の分 をベースにした DCF を実 す  
 その分 で 、A 、 的 収で 的に い ラ ー ーに いて、 M
の事業 体の 現 を 100 と してい  

 M の事業 体の 100 で のに し、その の 有 80 で、 れらに

20の 、 の 、ルーティ の ー の 現 B に

された を 分に しておら 、B に された と の に

分 からで  
 れらの 況から、 に す 80 の を、さらに す と られ  

国 的事業  

Y 国 B  

X 国 

A  

ルー の 
すべての  

A の M の 
の  

M の 
 

  A 国 業
ルー の

で、X 国で事業をして
い  
  A 、 ルー で

す 数の
に して、 、
、 を 有

してい  

  B A の
所有子 で  
  B の事業 すべて
Y 国で れてい  
  B 、 Mに

して、 、 、
を 有してい

 

Y 国 

B  

X 国 

A  

ルー の 
の  

M の 
 

 36

29〕   の  23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B の の の 〕 
 C B の

の の

 
 の 別 別 の の

の  

S 国 

A （ ）   A 、 国 業 ル
ー の で、S国で事
業を てい  

〔B からの 形資産の に 立 業 の  
  国 業 ルー 、C から B に支払 れ 立 業 の 分 で で

の を で ない  
  な 分 と 分 に 、 国 業 ルー 、 な

、 された 形資産の を す テ ッ を す とで と てい  
  を実 す 、 国 業 ルー 、 体的な 形資産のすべてに す のキャッ

シュフローを 実に 分 で ない  

T 国 

B  
業  

U 国 

C  
等  

等の 形資産 
の  

〔C への 外 形資産の  
  の 国 業 ルー 、 当な

ス の から、S 国以外で
事業に す 形資産のすべて

を 所に す とを  
  の

B の
C  

 
〔B の 業 への  
  B

の  
  C B の

B の

 

  B 、 国 業 ル
ー の ーで、T 国で
事業を てい  

  C 、 国 業 ル
ー の ーで、U 国で
事業を てい  

国 的事業  
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29〕   の  23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B の の の 〕 
 C B の

の の

 
 の 別 別 の の

の  

S 国 

A （ ）   A 、 国 業 ル
ー の で、S国で事
業を てい  

〔B からの 形資産の に 立 業 の  
  国 業 ルー 、C から B に支払 れ 立 業 の 分 で で

の を で ない  
  な 分 と 分 に 、 国 業 ルー 、 な

、 された 形資産の を す テ ッ を す とで と てい  
  を実 す 、 国 業 ルー 、 体的な 形資産のすべてに す のキャッ

シュフローを 実に 分 で ない  

T 国 

B  
業  

U 国 

C  
等  

等の 形資産 
の  

〔C への 外 形資産の  
  の 国 業 ルー 、 当な

ス の から、S 国以外で
事業に す 形資産のすべて

を 所に す とを  
  の

B の
C  

 
〔B の 業 への  
  B

の  
  C B の

B の

 

  B 、 国 業 ル
ー の ーで、T 国で
事業を てい  

  C 、 国 業 ル
ー の ーで、U 国で
事業を てい  

国 的事業  
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30〕   DCF の  24  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔 設  

 
国 

〔国 的事業  
  Pervichnyi 所有子 で S を Y 国にて設立し、 の 的から、Pervichnyi

F の を S へ した  
  Pervichnyi 、S の設立 に F に す 及び を S へ で した  

  Pervichnyi 、 国 業
ルー の で 、X 国に設
立され、同国で事業を てい  
  Pervichnyi 、 F に
す 及び を  
  Pervichnyi 、X 国にて
した F を 国の

へ提供した  
  の事 において、

に す 額 、 に 立
業 で とを前提とす  

X 国 

Pervichnyi  

 

F 

F の 
 

国 的事業  

X 国 

Y 国 

S  

Pervichnyi  

 

F 
F の 

 

F の の  
の  

〔国 的事業 に  ィス ト キャッシュ フロー の利  
  れらの 況の で、Pervichnyi と S 、 ィス ト キャッシュ フロー を利 す

とに て、 された 形資産に す 立 業 を し と  
  の 分 に れ 、Pervichnyi 、X国で Fを して す とに て、600の現

を有す 税引 の 余キャッシュ フローを す と で た で  
  の からの で 、S 形資産を所有して、Y 国で を したので れ 、S

1100 の現 を有す 税引 の 余キャッシュ フローを す と で た とを す  
  Pervichnyi の税引 の 余キャッシュ フローの現 と、S の税引 の 余キャッシュ フ

ローの現 との 額 、い かの要 に してい   
〔Pervichnyi 利 で 他の シ  

  Pervichnyi に利 で 他の シ 、Pervichnyi 形資産の所有 を 有し、Y国で

その に て を す S 的 ライヤーを す とで  
  のシ で 、Pervichnyi それ 875 の現 の税引 のキャッシュ フローを 成す

と で と計 す  
 

 
国 
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 Pervichnyi に て S に された 形資産に す 立 業 の 〕 
Pervichnyi の  
 Pervichnyi 、それ 、 形資産を し、 れ でに て た で をし と

に て 得す 余キャッシュ フローで 600 ない税引 の 余キャッシュ フロー

を で 、 形資産を かに しないで  
 さらに、Pervichnyi 、875 い現 の税引 の 余キャッシュ フローを

で、 形資産を す とを ない  
 し、Pervichnyi 、 コスト で に を 他の事業体を 有す とに

て、 コストの を取 と で ので れ 、その な の 設を受

入れ と 、現実的に利 な シ の 1 で 形資産の を す

とにおいて、その現実的に利 な シ に入れられ べ で  
 

S の  
 S 、 す 事実と 況を て してから、取引を に 成 な に べて税

引 利益 な な を支払 と されない  
 ィス ト キャッシュ フロー に れ 、それ その事業において、 形資産を利 して

得す と で 税引 の 余キャッシュ フローの ットの現 1100 で  
 Pervichnyi に、他の利 な シ と等しい それ い収益を 、か 、そ

の取引 体 税され 、 す 事実のすべてを し、S に ラスの 資収

益を で 、 され と され  
 

の  
 ィス ト キャッシュ フロー ロー を利 した 分 で 、 立 業 で

取引す 、 形資産の 設 において、コスト 及び され 税 を の

してい か す 要  
 た し、その 、現実的に利 な シ での金額に 当す 税引 の 余キャッ

シュ フローを Pervichnyi に と、その取引 体 税され に入れた

で、S に ラスの 資収益と ス を の （ ）に収 で  
 
DCF の

 分 に 、DCF 分 の実 に た す 事実と 況を て す と、 の な分

で 当事 の を す と、 分 を実 す 当事 にと て現実的に利

な を す との重要 されてい  
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 Pervichnyi に て S に された 形資産に す 立 業 の 〕 
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入れ と 、現実的に利 な シ の 1 で 形資産の を す

とにおいて、その現実的に利 な シ に入れられ べ で  
 

S の  
 S 、 す 事実と 況を て してから、取引を に 成 な に べて税

引 利益 な な を支払 と されない  
 ィス ト キャッシュ フロー に れ 、それ その事業において、 形資産を利 して

得す と で 税引 の 余キャッシュ フローの ットの現 1100 で  
 Pervichnyi に、他の利 な シ と等しい それ い収益を 、か 、そ

の取引 体 税され 、 す 事実のすべてを し、S に ラスの 資収

益を で 、 され と され  
 

の  
 ィス ト キャッシュ フロー ロー を利 した 分 で 、 立 業 で

取引す 、 形資産の 設 において、コスト 及び され 税 を の

してい か す 要  
 た し、その 、現実的に利 な シ での金額に 当す 税引 の 余キャッ

シュ フローを Pervichnyi に と、その取引 体 税され に入れた

で、S に ラスの 資収益と ス を の （ ）に収 で  
 
DCF の  
 分 に 、DCF 分 の実 に た す 事実と 況を て す と、 の な分

で 当事 の を す と、 分 を実 す 当事 にと て現実的に利

な を す との重要 されてい  
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 Pervichnyi に て S に された 形資産に す 立 業 の 〕 
Pervichnyi の  
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て、 コストの を取 と で ので れ 、その な の 設を受

入れ と 、現実的に利 な シ の 1 で 形資産の を す

とにおいて、その現実的に利 な シ に入れられ べ で  
 

S の  
 S 、 す 事実と 況を て してから、取引を に 成 な に べて税

引 利益 な な を支払 と されない  
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得す と で 税引 の 余キャッシュ フローの ットの現 1100 で  
 Pervichnyi に、他の利 な シ と等しい それ い収益を 、か 、そ

の取引 体 税され 、 す 事実のすべてを し、S に ラスの 資収

益を で 、 され と され  
 

の  
 ィス ト キャッシュ フロー ロー を利 した 分 で 、 立 業 で

取引す 、 形資産の 設 において、コスト 及び され 税 を の

してい か す 要  
 た し、その 、現実的に利 な シ での金額に 当す 税引 の 余キャッ

シュ フローを Pervichnyi に と、その取引 体 税され に入れた
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DCF の  
 分 に 、DCF 分 の実 に た す 事実と 況を て す と、 の な分

で 当事 の を す と、 分 を実 す 当事 にと て現実的に利

な を す との重要 されてい  
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〔3 の とロイヤルティ料 の の要  
  当該 の 3 、当該 他の と す とに たな され、その
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ヤルティ料 に 3 のライ

ス を  
  の の に いて 、
立 業と同等な に合 してい
と 、 に て、 さ
れてい  
  そのロイヤルティ料 、

された において、 の当事
合 的に した利益をベースとし
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  の を
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3 の 31  

4 以 へ 
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の  
のライ ス  

3 の 
〕 3 の 

 

〔3 の の と の  
  3 の に で れた の段階で、当
該 に いての 利 の段階に られ の 、か
な の のにな てい  
  しかしな ら、3 の しない から た ておら

、 引 び か か、さらな 利益の
られ か か、 当該 に す 場

に に の な のかを、 に
で ない  
  れら ての 況 、 形資産の 利の をかな
実な ロ スにす  
  に かか ら 、 業 、引 要 し と
の の と、 のロイヤルティ料 を に引 た し

い 10 のライ ス を した  
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P 13 格関 の文 の 検討と 
C C  

 
格税制に関しては、 P13 格関 の文 の 検討 でも取り

られており、これは、OECD 格 ラ の  文
の改 を意図したものである。 

201 年 1 月 30 に された 格文 と C C に関す

る ラ ト D  D    P  
D   C C 以 文 と C C ラ

ト という。 は、 格文 の として ル と ロ

ル ル を し、 ルの として C
C  以 C C という。 を けることで、

世の中に て C C を 格文 に組み として

がなされた。 
この C C の 格文 の導入と の の は、

ジ 界に対して きな クトを え、我が国においては がこの

導入に対しかなり 的な意 の を行ったとこ である。 
の 、OECD は 月 2 に トで行った OECD  

で、この ラ トの 等に対する 正 の を行い、 ジ 界から

の意 に の を したうえで、6 月の租税 本 では、 の 正

に った OECD 格 ラ の改 について、まだ継

続的な検討の必要 があるとしながら が行われ、9 月 16 に 201  
D の 告 として がなされた。 
以 に、文 と C C ラ トからの な変 を したうえ

で、本 告 の について を行う。 

 
化と C C か の 点 

（ ） 化の ー の 化 
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C C  
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世の中に て C C を 格文 に組み として

がなされた。 
この C C の 格文 の導入と の の は、

ジ 界に対して きな クトを え、我が国においては がこの

導入に対しかなり 的な意 の を行ったとこ である。 
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に った OECD 格 ラ の改 について、まだ継
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D の 告 として がなされた。 
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化と C C か の 点 

（ ） 化の ー の 化 
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ラ トでは、 格文 の プロ として、 ル プ

に する 本 を ル ロ ル の

要な取引に して される ロ ル ル の が

され、 国 との 分、税 に関する な を

C C は、 ルの として けられ、

した の文 としては取り われていなかった。 
本 告 では、 C C を ルから さ 、

が されることとされた。 
（ ）C C の の  

ジ 界に なる クトを えた C C  の

については、 したとおり OECD  で の 正 が

されていた。 
本 告 の C C の では、 OECD  で の

正 に って、 が、国 との から 国

に改 られ、かつ、 もかなり され、 国 の

をかなり えたものとされた。 
（３）C C の「 リ 」の 規  

での C C の は られたが、 国

ル プ の に係る については、 たに C C 
の に まれる 国 ル プの ト を

し 加 することとされた。 

 
告 の OECD ン の  

（ ） の  
本 告 での OECD 格 ラ の は、 ラ ト

と であり、以 の E の つの に、 ル 、 ロ

ル ル C C の 3 つの を とする

が取られた。 

 

 

本 告 の をこの に いて、以 に す。なお、 ラ トか

らの変 分には ラ を する の 入 は ず。。 

 

告 の OECD ン の  

 
  ン ン 
 B  化の  
 C  化の ー  
 D  ン ン に する 点 
 E  執行及び  

 
 1 ー ル 
 2 ー ル ル 
 3 C C   の 事 の の 

      
C C   の国 の

事 の

 
（ ）「B  化の 」の  

格文 の 的として、以 の 3 つが られている。 
 関 取引に係る 格 の の条 を するとき 、 のよ

うな取引からの を税 告で 告するときに、 税 が に

格に必要な検討をすることを かなものとすること 
 格に係る クの を 行するた に必要な を税

に えること 
 税 が の 的 における税制に って に な

格 を 行するた に必要となる を、税 に えること 
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（３）「D  ン ン に する 点」の  
プラ に関する論 として、以 の について がなさ

れている。 
 化 

税 は、 格の に の 格が であるか検討をす き

であり、税 告 を するときに の取引 から に

ついて す きである。 
税 は文 で、 な ト を いられる きではなく、

税 は 税 の ト について ラ を取ることを要

される。 
 の ・ 告  

格文 の は 国で なるが、ロ ル ルは、対

象 年度の税 告 までに されていることが ましい。 
ルは、 ル プの 究 の  

の 告 までに 検討され、必要に て されることが ましい。 
C C の は、 からの 等の入 の

に みて、 究 の  の 年度

から 1 年 が される。 
  

す ての国 関 取引に、 な文 を要 する の 要 が

あるわけではない。 格文 においては、 な 要 の

の が られる。 
要 は、 の において 的に され け入れられ

る 的な とされる きである。中 の文 については、

に して されることが、 トと の ラ から必要であ

る。 
C C については、 国 ル プが を行う 税

での の に関係なく、税 の 税 のす てが される

 

 

きである。 
 の  

税 は の 国の国 で られる を えて文 を

する を課されるわけではない。税 は、 の 年

分の文 の については、入 が制 されることに 意す きである。 
 の 度 

として、 ル ロ ル ルは、 年 さ

れなけれ ならない。しかし、 の から、ロ ル ル

の は 3 年 との が られることとされた。 
  

格文 に される は、 国の国 に ることとする。

国は、文 の を ないのであれ 、 的な での

を ることが される。 
なお、税 は、 税 の を考 しつつ、 ルの

必要 分の を できる。 
  

国はこれまでに 格文 の 的な を するた 、

の の トが くつくように を している。しかし、 国

が入 できない の に対して、 を課さない が必

要である。 
の ル プ が、 格に関する を しているという

は、文 の とはならず、文 に関する を回

できる にもならない。 
格文 に 的な を行った 税 に な を すこ

とは である。また、 分な文 を行っている 税 に対して、

税 に を するという テ を

える国もある。 
  

310



 

 

（３）「D  ン ン に する 点」の  
プラ に関する論 として、以 の について がなさ

れている。 
 化 

税 は、 格の に の 格が であるか検討をす き

であり、税 告 を するときに の取引 から に

ついて す きである。 
税 は文 で、 な ト を いられる きではなく、

税 は 税 の ト について ラ を取ることを要

される。 
 の ・ 告  

格文 の は 国で なるが、ロ ル ルは、対

象 年度の税 告 までに されていることが ましい。 
ルは、 ル プの 究 の  

の 告 までに 検討され、必要に て されることが ましい。 
C C の は、 からの 等の入 の

に みて、 究 の  の 年度

から 1 年 が される。 
  

す ての国 関 取引に、 な文 を要 する の 要 が

あるわけではない。 格文 においては、 な 要 の

の が られる。 
要 は、 の において 的に され け入れられ

る 的な とされる きである。中 の文 については、

に して されることが、 トと の ラ から必要であ

る。 
C C については、 国 ル プが を行う 税

での の に関係なく、税 の 税 のす てが される

 

 

きである。 
 の  

税 は の 国の国 で られる を えて文 を

する を課されるわけではない。税 は、 の 年

分の文 の については、入 が制 されることに 意す きである。 
 の 度 

として、 ル ロ ル ルは、 年 さ

れなけれ ならない。しかし、 の から、ロ ル ル

の は 3 年 との が られることとされた。 
  

格文 に される は、 国の国 に ることとする。

国は、文 の を ないのであれ 、 的な での

を ることが される。 
なお、税 は、 税 の を考 しつつ、 ルの

必要 分の を できる。 
  

国はこれまでに 格文 の 的な を するた 、

の の トが くつくように を している。しかし、 国

が入 できない の に対して、 を課さない が必

要である。 
の ル プ が、 格に関する を しているという

は、文 の とはならず、文 に関する を回

できる にもならない。 
格文 に 的な を行った 税 に な を すこ

とは である。また、 分な文 を行っている 税 に対して、

税 に を するという テ を

える国もある。 
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税 は、 の 、 の 、 の の について、

の を しなけれ ならない。 続きにおいて れらの

が られた にも、 を す きであり、必要な 分に

り をするに る きである。 
OECD の   が、 により された の

を するた のル ル に関する を している。 

 
（ ）「E  執行及び 」について 

税 の の に関して、ロ ル ル

については の税 に することで の をみているが、

ル C C については、いくつかの 等の

が しており、 では に ってはいない。 
P6 では、この に対し、以 のことを考 に入れて分 を る

である。 
  テ な の の 要  
  税 のた の に する に利 できる 入 の 要 

 
  す ての関係国に が継続的に 告される 要  
  国 についてす ての関係国が の を することを  

する 要  等 
また、 P6 では、本 告 の の文 の ニ が の

であり、検 はなされていないことから、 検討が必要になると考えてお

り、2020 年末までに BEPS プロジェクト加 国で 検討の を し

ている。このなかで、 での 告 ル プ 取引 利

ロ ルテ の必要 についても 検討が されてい

る。 

 
 

 

 

３ ー ル・ ー ル ル・C C の  
以 に、本 告 の ル 、ロ ル ル C C 

の を す。 C C は、2 つの に分 された

ものとなっており、 考のた 、 ラ トで された C C 
の を に しておく。 

（ ） ー ル 
ルは、 、 国 の 的、 的、 税

の テ トにおける 格の の ルな を

することを 的としているものであり、 ル プのあら るす ての 形

トを さ るな の、 的に わない必要以 に をかける

的な の を意図としたものではない。 
要な取 形 等の トな 、 国 ル プ の

の ルな を税 に するものが ル

であり、 な の によって する を する必要がある。

ルは、必要に 、 分野 とに を行う。 
ルにおいて、 きな変 として 分野 との

2 の き 国 は 要 が され

たことがあ られる。 

 

   1   

 の   
  多国 の 的及び 関係 の びに

関 事 の 在 を  

 
 多国 の事 に係る   
 多国 の な事 に  
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の ルな を税 に するものが ル

であり、 な の によって する を する必要がある。

ルは、必要に 、 分野 とに を行う。 
ルにおいて、 きな変 として 分野 との
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 多国 の事 に係る   
 多国 の な事 に  
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  多国 の事 の に の事 を  
  事 の な を る の  
  の及び の 及び

の に係る に

ム る  
  の多国 の メ 間の な

の 及び な な を う の 及び

の びに の の決 に係る

 
  の な 及び の な の 的な  
  の の事 による の な を

、すな 、 である である 、

びに な の な  
  事 度 に 事 、事 及び事 の  

 
 多国 の   
  多国 の に係る 利 に関する 的 の

な の 在 に係る メ の を

 
  多国 的に する に て な

の  
  に関する な関 間の の 、 な調

、 を  
  に係る の の  
  当 事 度 に る関 間の の な の に係

る 事 、 在 国及び を  

 

 

 

 多国 の   
  の 調 の 関 の の な 調

て する  
  の の 的な を す多国 のメ の

当 事 国の 及び の を  
  関 間の に係る の 的な の  

 
 多国 の   
  当 事 度の多国 の 、な 、 、

則、 、 の を 的  
  多国 に る ニ P 及び の の

に関する の な 明 
  2 間の 解決 解決 の に関する の な

明 

 
（ ） ー ル ル 

ロ ル ルには、 ル プ 取引の として、 の関

取引に関する 格分 に関 する に を てたものであり、

のような には、 取引に関しての 、 分 、

な 格 の に係る な が まれる。ロ ル

ルの が、 ルの と する には、相互

することが られる。 
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  多国 の事 の に の事 を  
  事 の な を る の  
  の及び の 及び

の に係る に

ム る  
  の多国 の メ 間の な

の 及び な な を う の 及び

の びに の の決 に係る

 
  の な 及び の な の 的な  
  の の事 による の な を

、すな 、 である である 、

びに な の な  
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  多国 の に係る 利 に関する 的 の
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  多国 的に する に て な

の  
  に関する な関 間の の 、 な調
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  に係る の の  
  当 事 度 に る関 間の の な の に係

る 事 、 在 国及び を  

 

 

 

 多国 の   
  の 調 の 関 の の な 調

て する  
  の の 的な を す多国 のメ の

当 事 国の 及び の を  
  関 間の に係る の 的な の  

 
 多国 の   
  当 事 度の多国 の 、な 、 、

則、 、 の を 的  
  多国 に る ニ P 及び の の

に関する の な 明 
  2 間の 解決 解決 の に関する の な
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（ ） ー ル ル 

ロ ル ルには、 ル プ 取引の として、 の関

取引に関する 格分 に関 する に を てたものであり、

のような には、 取引に関しての 、 分 、

な 格 の に係る な が まれる。ロ ル

ルの が、 ルの と する には、相互

することが られる。 
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   2  カ  

 カ 事   
  カ 事 の事 、 及び カ 事 を

る に係る びに の る事 を て る国 
  当事 度 の事 度に て、 カ 事 国 的事

の に 関 を う で、 カ

事 事 及び事 の な  
  な  

 関 間   
カ 事 関 の なカ に、 の

に て  
  な関 間 、 の調 、 、

、 調 、 及び事 、 に係る の

、事 、多国 間の 、

の  
  カ 事 を 関 間 、 、 、利

子 のカ の 及び の を、 国の 及び

の で の 
  て る関 間 のカ の関 の 関

間の関係 
  カ 事 によ て な 間 の  
  関 間 のカ の 関 の な

性 及び を  
  関 のカ に関 て な 手 及び の手

を を  
  当 ある に 、 の関 を検証 の 、 の

 

 

の を  
  手 を する にな な の  
  に て、 に を する の 明 
  あるのであ 、 の

明 びに に て の関

の の 及び のような の を  
  の 調 の 及び 調 検証

にな の 関 にな の 、 の

にな の を  
  当 、 手 の に

則に則 て る を  
  手 の する に の  
  の国 関 に関係 て る カ 事 の で

関係 な 、 存の ニ P 及び

 P びに の の の  

   
  カ 事 の当 事 度の 、 の

あ を 、な の を する  
  の に 、 のように

に び るの を す 及び  
  に に係る関 の 及び の

を  

 
（３）C C  

C C は、 ルの 格 ク の BEPS に関

する ク 等には であるが、これは 格分 に わるもの

ではなく、これを の取引 格について な 分 を行う は
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   2  カ  

 カ 事   
  カ 事 の事 、 及び カ 事 を

る に係る びに の る事 を て る国 
  当事 度 の事 度に て、 カ 事 国 的事

の に 関 を う で、 カ

事 事 及び事 の な  
  な  

 関 間   
カ 事 関 の なカ に、 の

に て  
  な関 間 、 の調 、 、

、 調 、 及び事 、 に係る の

、事 、多国 間の 、

の  
  カ 事 を 関 間 、 、 、利

子 のカ の 及び の を、 国の 及び

の で の 
  て る関 間 のカ の関 の 関

間の関係 
  カ 事 によ て な 間 の  
  関 間 のカ の 関 の な

性 及び を  
  関 のカ に関 て な 手 及び の手

を を  
  当 ある に 、 の関 を検証 の 、 の

 

 

の を  
  手 を する にな な の  
  に て、 に を する の 明 
  あるのであ 、 の

明 びに に て の関

の の 及び のような の を  
  の 調 の 及び 調 検証

にな の 関 にな の 、 の

にな の を  
  当 、 手 の に

則に則 て る を  
  手 の する に の  
  の国 関 に関係 て る カ 事 の で

関係 な 、 存の ニ P 及び

 P びに の の の  

   
  カ 事 の当 事 度の 、 の

あ を 、な の を する  
  の に 、 のように

に び るの を す 及び  
  に に係る関 の 及び の

を  

 
（３）C C  

C C は、 ルの 格 ク の BEPS に関

する ク 等には であるが、これは 格分 に わるもの

ではなく、これを の取引 格について な 分 を行う は
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な 対象分 を行うものとして、C C の により、

格が か うかを 論 ける を するものとはなり ない

ものであ う。また、これは 世界 分に く 格 に され

る きではない。 
ラ トからの な変 で したが、C C については

きく変 され、 は の 2 つに分 された。 
 「 の ・ ・ の の 」 
 「 の に る グルー の リ  
  」 

  税 の 税 の 分の 況 の は、 
関 関 の 入 、 税引 、 税 税

税 、 本 、利益 、 、

形 等を く となっており、 ラ トで要 されて

いた 税 国 国 、 税 、 ル

プ 取引 利 ロ ルテ に関する

については、本 告 では られた。 
  税 の に まれる 国 ル プの

ト の は、国 との を する 、

が なる の 、 要 の となっている。 要

の は、 の ル プ での が できるもの

となっている。 
これら について、以 に 文を した を す なお、 され

た は、 のた 、 の に から に が てあるが、

ここでは 本 のた 、 の に から に を て する。

つまり、 と を入れ えて する。。 
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な 対象分 を行うものとして、C C の により、

格が か うかを 論 ける を するものとはなり ない
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る きではない。 
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  税 の に まれる 国 ル プの

ト の は、国 との を する 、

が なる の 、 要 の となっている。 要

の は、 の ル プ での が できるもの

となっている。 
これら について、以 に 文を した を す なお、 され

た は、 のた 、 の に から に が てあるが、

ここでは 本 のた 、 の に から に を て する。

つまり、 と を入れ えて する。。 
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 CbC Reporting の様式   

〔納税 の所得 納税額 活動の配分の概況   
国 業 ルー の名 〔                

事業 〔             
納税  
Tax Jurisdiction 

  

収入 
Revenues 

 
Unrelated Party 

  

 
Related Party 

  

合計 
Total 

  

税引前所得 
Profit (Loss) Before Income Tax 

  

税額 （納 税額ベース ） 
Income Tax (on cash basis) 

  

税額 （当 ベース） 
Income Tax Accrued – Current year 

  

資本金 
Stated Capitals 

  

利益剰余金 
Accumulated earnings 

  

従業員数 
Number of Employees 

  

有形資産額 （現金及び現金等 物を ） 
Tangible Assets other than Cash and Cash Equivalents 
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に、 考として、 ラ ト での C C の を以 に

しておく。 

 
での C C の  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 43

 
 CbC Reporting の様式   

〔 別の の   
国 業 ルー の名 〔                

事業 〔             
納税  
Tax Jurisdiction 

   

当該納税 に を有す 構成事業体 
Constituent Entities resident in the Country 

1.   2.   3.   1.   2.   3.   1   

な 場合の設立  
Tax Jurisdiction of organisation or incorporation if 
different from Tax Jurisdiction of Residence 

       

要事業 
Main 
business 
activity(ies) 

 
R & D 

       

的 産の  
Holding or Managing intellectual property 

       

入 
Purchasing or Procurement 

       

 
Manufacturing or Production 

       

ー ティ  
Sales, Marketing or Distribution 

       

ート ー ス 
Administrative, Management or Support 
Services 

       

への役務提供 
Provision of Services to unre ated parties 

       

ルー 金  
Internal Group Finance 

       

金 ー ス 
Regulated Finance Service 

       

 
Insurance 

       

有 
Holding shares or Other equity instrument 

       

 
Dormant 

       

その他 
Other 
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に、 考として、 ラ ト での C C の を以 に

しておく。 

 
での C C の  
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 CbC Reporting の様式   

〔 別の の   
国 業 ルー の名 〔                

事業 〔             
納税  
Tax Jurisdiction 

   

当該納税 に を有す 構成事業体 
Constituent Entities resident in the Country 

1.   2.   3.   1.   2.   3.   1   

な 場合の設立  
Tax Jurisdiction of organisation or incorporation if 
different from Tax Jurisdiction of Residence 

       

要事業 
Main 
business 
activity(ies) 

 
R & D 

       

的 産の  
Holding or Managing intellectual property 

       

入 
Purchasing or Procurement 

       

 
Manufacturing or Production 

       

ー ティ  
Sales, Marketing or Distribution 

       

ート ー ス 
Administrative, Management or Support 
Services 

       

への役務提供 
Provision of Services to unre ated parties 

       

ルー 金  
Internal Group Finance 

       

金 ー ス 
Regulated Finance Service 

       

 
Insurance 

       

有 
Holding shares or Other equity instrument 

       

 
Dormant 

       

その他 
Other 

       

 44

【参考】〔ドラフト段階での CbC Reporting の様式〕 
別添3  国ごとをベースにした、所得、租税及び事業活動の配分の概況 

Overview of allocation of income, taxes and business activities on a 
country-by-country basis 

国名 
Country  

  

当該国において設立された構成事業体 
Constituent Entities Organised in the Country 

1.  2.  3.  4.  合計: 
Total 
 

1.  2.   

実体的な事業の場所 
Place of Effective Management 

      

重要な事業活動コード 
Important business activity code(s) 

       

収入 
Revenues 

       

税引前所得 
Earnings Before Income Tax 

       

納税額 
（キャッシュベース） 
Income Tax Paid 
(on Cash Basis) 

(a) 設立国への支払 
(a) To Country of Organisation 

       

(b) その他のすべての国への支払 
(b) To All Other Countries 

       

源泉徴収税額の合計 
Total Withholding Tax Paid 

       

資本金及び利益剰余金 
Stated capital and accumulated earnings 

       

従業員の数 
Number of Employees 

       

従業員コストの合計 
Total Employee Expense 

       

現金及び現金同等物以外の有形資産の額 
Tangible Assets other than Cash and Cash Equivalents 

       

構成事業体への支払ロイヤルティ 
Royalties Paid to Constituent Entities 

       

構成事業体からの受取ロイヤルティ 
Royalties Received from Constituent Entities 

       

構成事業体への支払利子 
Interest Paid to Constituent Entities 

       

構成事業体からの受取利子 
Interest Received from Constituent Entities 

       

構成事業体への支払役務提供料 
Service Fees Paid to Constituent Entities 

       

構成事業体からの受取役務提供料 
Service Fees Received from Constituent Entities 
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BEPS に対する D に 
係る ラ ト等 

においては、201 年 9 月 16 に OECD から された

D のう 、勧告としての を つ つについて、 の を

しくみてみた。OECD では、 の の BEPS 行 に係る取組みとして、

D の を 201 年の 9 月 に しており、 れ

に けて 201 年 10 月から 201 年 月までの に、 行 に関して以

の 10 以 の ラ トが されてきている。 

 

201 9 の D の ン・   

201 10 31  BEPS C O   P     
 PE S  

201 11 03  BEPS C O  10  P    C  

    P      
  S  

201 11 21      BEPS  6  P   
 

201 12 16  BEPS  10  D  D     

P    C B  C  
 

201 12 16  BEPS  10  D  D      P  
S    C     C  

201 12 1   BEPS    D   O  
 P  

201 12 1   BEPS  1   D   

 

 

  E  
201 12 19  BEPS   9  10  D  D   

  C      P  
 (     

S  )  
201 03 31  BEPS  12   D   
201 0 03  BEPS  3  S  C C  
201 0 16  BEPS  11      BEPS  
201 0 29  BEPS     C      

P    C  C   
(CC )  

 
これら ラ トに対する な の ク トが、我が国の

本 を 、 世界の 要な から され、

D についてはこれらの ク トを まえて

検討が られおり、このなかで、以 については、 ク ルテ

テ を て、 正 ラ ト  
 が された。 

 

ン・  

201 0 1  BEPS       P  
    PE S  

201 0 22  BEPS  6 P   の 加 ラ ト  

 
加えて、OECD は、201 年 9 月の D に関して、 の 3
つの 加 告 の を行っている。  
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係る ラ ト等 
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つの 加 告 の を行っている。  
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201 9 の D の 告  

201 02 06          
P  

201 02 06   13        

P  D   C C  
 

201 02 06   1      D    

       
 BEPS  

 
れではこれら ラ ト等の について、以 に を行う(10)。 

 

PE に関する行 に係る ラ ト 
 

 行 （PE） 定の の に係る

  
行 的 PE の 的回 の に係る ラ

ト 以 PE ラ ト という。 については、 D の

ラ トのなかで も い 201 年 10 月 31 に された。これに対して

は 201 年 1 月 9 まで ク トが け けられた。我が国か

らも、 本 から トが された。本 ラ トの は、

以 のようになっている。 
（ ）PE の  

                                                           
(10) ここでは、 BEPS  11      BEPS 、    

 BEPS  6  P   BEPS  6  P   
については取り つかわなかった。 

 

 

PE ラ トは、 の で となっている 的な PE
の回 行 を制 するた に、 のような行 の を 識して、以 の

ような で がなされている。 

 

「PE 」 
  及び の に る PE 定の  

B  の に係る に る PE 定の  
1  は に 定 てい いこと 
2  ）及び ）に る「 し（ ）」とい  
3 「 」とい  
  に る の 化 

C  の  
D   
E  PE の の と との 係 

 
（ ） 及び の について 

PE ラ トは、 行の に関するル ルを変

することで、 約 の により PE を回

することを制 し、これらを PE に取り ことを意図して、これまでの

ル ルの 格 して、 条 の改正 として つの 的 を し

ている。 
つの 的 の トを すと、まずは、 から

D の に なものとして、 についての要

を よということが されている。これに加えて、 の き え

としては、以 の が から D に されている。 

 
 条 の 約を する  を
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201 9 の D の 告  
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れではこれら ラ ト等の について、以 に を行う(10)。 
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1  は に 定 てい いこと 
2  ）及び ）に る「 し（ ）」とい  
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  に る の 化 

C  の  
D   
E  PE の の と との 係 

 
（ ） 及び の について 

PE ラ トは、 行の に関するル ルを変

することで、 約 の により PE を回

することを制 し、これらを PE に取り ことを意図して、これまでの

ル ルの 格 して、 条 の改正 として つの 的 を し

ている。 
つの 的 の トを すと、まずは、 から

D の に なものとして、 についての要

を よということが されている。これに加えて、 の き え

としては、以 の が から D に されている。 

 
 条 の 約を する  を
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約の に つく で の と関わる   

           
に き える。 

B  条 の 約を する  を

約の する は 約の 要な要 の をする  
       

に き える。 
C  条 の の の での 約をする  

を の と の との の 的関係に い

て、 の の として クをもって 約する  

          
           

に き える。 約を する  
を 約の に つく で の と関わ

る            
  に き える。 

D  条 の の の での 約をする  
を の と の との の 的関係に い

て、 の の として クをもって 約する  

          
           

に き える。 約を する  
を 約の する は 約の 要な要 の

をする       
  に き える。 

 
の えとして、 と C は 条 の 約を

する を 約の に つく で の と関わる に き えて

 

 

おり、 B と D は 約の する は 約の 要な要 の

をする に き えている。 
と C の えでは、 の が

約に に つく のであれ の は PE になり るわけ

であり、 B と D の えでは、 が 約の 要な要

の をしているのであれ の は PE になり るとしている

わけであり、 より の が を PE として取り る が

いように える。 で、 のいう 約の 要な要 が 的に

のようなものなのか、 の を する必要 が られるとこ であ

る。 
また、 C と D では、 の の での 約をする を

の と の との の 的関係に いて、 の の として

クをもって 約する に き えている。 
これは、 約が ク をするもので、 の 的関係に

いて      なされることで、 が

PE となる ることを したものであり、 と 国 との

関係に をおいたものである。 
これらの 的 のう のようなものが 的に されるのか

は、 ク ト等を て、 D として勧告さ

れるのであ うが、この PE ラ トでは、以 のことが されている。 
の として、 がある国で 行する が、 国 により

される の 約の をもたらすことを意図しているのであれ 、 の

は の国において、 の がこれらの を した の で

行していないのなら、課税対象としての 分な関   
を つとする きである。  

（３） の に係る について 
 は  
これは、 条 の PE に まれないとした から の につい
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おり、 B と D は 約の する は 約の 要な要 の

をする に き えている。 
と C の えでは、 の が

約に に つく のであれ の は PE になり るわけ

であり、 B と D の えでは、 が 約の 要な要

の をしているのであれ の は PE になり るとしている

わけであり、 より の が を PE として取り る が

いように える。 で、 のいう 約の 要な要 が 的に

のようなものなのか、 の を する必要 が られるとこ であ

る。 
また、 C と D では、 の の での 約をする を

の と の との の 的関係に いて、 の の として

クをもって 約する に き えている。 
これは、 約が ク をするもので、 の 的関係に

いて      なされることで、 が

PE となる ることを したものであり、 と 国 との

関係に をおいたものである。 
これらの 的 のう のようなものが 的に されるのか

は、 ク ト等を て、 D として勧告さ

れるのであ うが、この PE ラ トでは、以 のことが されている。 
の として、 がある国で 行する が、 国 により

される の 約の をもたらすことを意図しているのであれ 、 の

は の国において、 の がこれらの を した の で

行していないのなら、課税対象としての 分な関   
を つとする きである。  

（３） の に係る について 
 は  
これは、 条 の PE に まれないとした から の につい
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て、 的 は 的   であるものは、 行

の のみに られるのではないとしたものであり、 E に

おいて、 から のす ての について 的 は 的

  が される が された。 
 「 し（ ）」とい  
この 引 し という は、 条 の に

いられているが、 の な 等の を考 して、

E に された 条 のす ての に 的 は 的 を し

ないのであれ 、 引 し という を するとした が

として された。 
 「 」とい  
これは、 に加えて、 条 のす ての に 的 は 的

を しないのであれ 、 から は を する  
  を するとした を として したも

のであり、加えて、 の として、 を する これにより

の が される が として された。 
 に る の 化 
これは、 を 分 することで、 の を

的 は 的 なものにすることによる PE の 的な回 の対

である。 
これについては、 条に たに 1 として以 の の を くこ

とが、 として された。 
1  によって され は され、 を行う の で、

は関 が の 約国の の は の の で

を 行し、以 の は の には、 の

は の には されない。 
の は の が、この条 の の で、 の は関

にとって 的 を している 、 しくは、 

 

 

の で の 2 つの によって、 は、2 つの で

もしくは関 によって 行される が、 な

  の となる 的な

 を する  
また、この に、 の が 的 は 的 でないという要

を加えた の が として された。 
の で の 2 つの によって、 は、2 つの で

もしくは関 によって 行される が、 な

の となる 的な を するのであれ 、 の で

の 2 つの によって、 は、2 つの で もしくは関

によって 行される の の としての として

の が、 的 は 的な を つものではない  
（ ） PE に る の について 

これは、 条 3 の PE について、12 月という を えないよ

うに、関 で 約を分 することで PE を 的に回 するこ

と の対 として、これら関 の を 12 月の で加

する が、 として された。 
また、 約の分 の対 として、BEPS 行 6 の租税条約

の のなかの 的 である 要 的テ ト P  
P  を する が、 として された。 

（ ） の いについて 
これは、 については PE を要 ずに な が である

ことから、 について PE の ル ルとして、 がある国で

を する は 国に する クについて を引き

ける には PE があるとする が、 として され、これに対

し、 について PE の ル ルを かず、この PE ラ トの

から D に された PE の条 条 6 を

する が、 として された。 
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P  を する が、 として された。 

（ ） の いについて 
これは、 については PE を要 ずに な が である

ことから、 について PE の ル ルとして、 がある国で

を する は 国に する クについて を引き

ける には PE があるとする が、 として され、これに対

し、 について PE の ル ルを かず、この PE ラ トの

から D に された PE の条 条 6 を

する が、 として された。 
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（ ）PE に する リ ・ ン  
 か  

本 以 という。 は、OECD からの PE
ラ トの 、 ク トとして、201 年 1 月 6 に

BEPS 行 PE の 的回 の に係わる 討議

に対する意 以 PE ラ トに対する 意 という。

という トルの意 を OECD に した(11)。 
PE ラ トに対する 意 では、 回の OECD の PE ラ

トが BEPS の対 といった 的を えたものとなっており、これは

国における課税 となる れ があるとして、PE に対する

の い が 取られ、PE ラ トの改正 は け入れ いと

の を したものとなっているようである。以 に、この 要な

をみてみる。 
 

論として、 は、 国における な税 の 、

ジ ル の対 、 の 等な 条 の の から、

BEPS 行 の に けた OECD の取り組みを する とし

ているが、 しかし、 回の 討議 は、BEPS 対 という たる

的を えて、 的に PE の 、 国における課税 となる

れのある となっている。BEPS 行 において これらの行

は、国 をまた に対する課税 の 分についての既 の国

を変 することを の 的としているわけではない とされていること

との に 分 した検討が られる との 識を している。 
 

約については、PE ラ トが 課税 を す

る 的で 行されたことは らか としていることに、かなり い を

                                                           
(11) PE ラ トに対する 意 は、 2 年 6 月 、 の

ジに の 本 が されている。 

 

 

しており。これについて の を正しく していない として

いるが、 の は されてはいないものの、 討議 は、B S
の を に することで を に い に さ

るような を しているようだが ラ 、 によって

に が するわけではない。 し B S の として

の の クを えながら を行っていたのでは ト

となり、 の が な の中で 分な利益が できないとい

う状況において、 の を と し、

クおよ トをプ ル 中さ ることで、

の利益が 入により する もあり る。との が

なされている。 
・  

的 的 については、 に 的 的 の に

ついて た ル条約 条 を改正するのであれ 、 となる

の の が、 なくとも 利 を 分するに る の である

ことが国 的に 意されなけれ ならない との 識を して、この

によれ 、 ラ 以 の 的な B B の 、

までも PE と される れがある とし、 利 を 分するに

る の であることの国 的な 意 がなけれ 、PE の は

け いとしている。 
また、引 しについては 行 は す きである との い 識

が されており、 引 し 入 との文 も され、

れらの を行う が の において 利 を 分するに る

の とされない り、PE とはならないと考えられる としている。 
この の意 では、PE に関する国 的 が しな

けれ 、 状の BEPS は されても がないとの考えが わってくる

とこ である。 
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に対する意 以 PE ラ トに対する 意 という。

という トルの意 を OECD に した(11)。 
PE ラ トに対する 意 では、 回の OECD の PE ラ

トが BEPS の対 といった 的を えたものとなっており、これは

国における課税 となる れ があるとして、PE に対する

の い が 取られ、PE ラ トの改正 は け入れ いと

の を したものとなっているようである。以 に、この 要な

をみてみる。 
 

論として、 は、 国における な税 の 、

ジ ル の対 、 の 等な 条 の の から、

BEPS 行 の に けた OECD の取り組みを する とし

ているが、 しかし、 回の 討議 は、BEPS 対 という たる

的を えて、 的に PE の 、 国における課税 となる

れのある となっている。BEPS 行 において これらの行

は、国 をまた に対する課税 の 分についての既 の国

を変 することを の 的としているわけではない とされていること

との に 分 した検討が られる との 識を している。 
 

約については、PE ラ トが 課税 を す

る 的で 行されたことは らか としていることに、かなり い を

                                                           
(11) PE ラ トに対する 意 は、 2 年 6 月 、 の

ジに の 本 が されている。 

 

 

しており。これについて の を正しく していない として

いるが、 の は されてはいないものの、 討議 は、B S
の を に することで を に い に さ

るような を しているようだが ラ 、 によって

に が するわけではない。 し B S の として

の の クを えながら を行っていたのでは ト

となり、 の が な の中で 分な利益が できないとい

う状況において、 の を と し、

クおよ トをプ ル 中さ ることで、

の利益が 入により する もあり る。との が

なされている。 
・  

的 的 については、 に 的 的 の に

ついて た ル条約 条 を改正するのであれ 、 となる

の の が、 なくとも 利 を 分するに る の である

ことが国 的に 意されなけれ ならない との 識を して、この

によれ 、 ラ 以 の 的な B B の 、

までも PE と される れがある とし、 利 を 分するに

る の であることの国 的な 意 がなけれ 、PE の は

け いとしている。 
また、引 しについては 行 は す きである との い 識

が されており、 引 し 入 との文 も され、

れらの を行う が の において 利 を 分するに る

の とされない り、PE とはならないと考えられる としている。 
この の意 では、PE に関する国 的 が しな

けれ 、 状の BEPS は されても がないとの考えが わってくる

とこ である。 
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  か  
本 からは、OECD からの PE ラ トの 、201 年 1 月

9 に BEPS 行 的 PE の 的回 に係

る 討議 に対する ト 以 PE ラ トに対する 本

ト という。 という トルの意 を OECD に された

(12)。 
この 本 の意 では、まずは、 PE の に関し

ては、 国で税 税 にて論 となることが いことから、

課税の S C の からも、PE の
をより しようとする OECD の からの取組みを

する。また、PE を 的に回 する行 に を てた対

の必要 も する としており、OECD の PE について 論的には

け入れを している。しかし、 論的には、 の

を する取引は 本的に PE を回 することが 的である と

し、PE の を 的 に する が されている

については できない と て、 回の PE ラ トの は け

入れ いとの意 を している。以 に PE ラ トに対する 本

ト の 要な をみてみる。 
 

約について、 本 は、税 の として

られている ジ トは 格税制において既に

対 が取られており、 たに PE の を す必要 は られな

い として、 的に 対の意 を しており、 PE を 的に回

する行 に対しては、 的な対 により が図られる きで

あって、 のような回 とは 関係の 的な取引も対象に 、 状の

租税条約 で されている考え を きく変 する プ

                                                           
(12)  PE ラ トに対する 本 ト は、 2 年 6 月 、 本

の ジに 文 と の 本 が されている。 

 

 

ロ を す きではない。 
に、PE の についても、 課税が しないよ

うに 国 で 的な が形 される きである との考えを

している。 
的に、 から D については、 D のいずれの改

も、PE の を 、また の要 が まることにより を

にするものであり、 税 の を しく 、 の 国にお

ける正 な 、 に、クロ 取引 を しく さ

るものであり、 できない と、 い で 対しているものである。 
・  

的 的 についても、 E を する 、PE に係る

税 国 での の相 を回 するた に、PE を
しない 的 的 の 的な について 国 で

を形 することが 要であり、  条  の本文または

において される きである。 的 的 の が な

まま  条  を変 することは、国 的な 課税を する

が まり、租税条約の に することから でない として い

対意 を しているとこ である。 

 
 行 （PE） 定の の に係る

  
PE ラ トについては、201 年 1 月 9 まで ク トが

け けられた 、 年 1 月 21 に ク ルテ

テ が され、ここでの議論を まえて、PE ラ トを 正した

しい 行 的 PE の 的回 の に係る 正

ラ ト 以 正 PE ラ ト という。 が 年 月 1 に され

た。これについては、 年 6 月 12 まで 度の ク トが

け けられていた。 
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まま  条  を変 することは、国 的な 課税を する

が まり、租税条約の に することから でない として い

対意 を しているとこ である。 
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以 に、 正 PE ラ トについて トを って の を する。 
（ ） PE の  

正PE ラ トは、以 のように されている。 

 
として きな変 がみられるものではないが、 回の PE ラ トで

された について、 ク ルテ を

て、これらのう れが 等されたのかを以 にみてみることで、行

的 PE の 的回 の のこの での

を したい。 
（ ） 及び の に る PE 定の につい

て 
については、 回のPE ラ トでは D

が されたが、 ク トの 、 正 PE ラ トでは

B が の より ましいとして された。 
B は、 条 の 約を する  を

約の する は 約の 要な要 の をする  
       に き え

る というものである。 

「 PE 」 
  及び の に る PE 定の  

B  の に係る に る PE 定の  
1  に る のリ  
2  に る の 化 

C  の  
D   
E  PE の の と との 係 

 

 

B に うと、OECD ル条約 条 6 は、以 のよ

うに改正される。 

 
B  

OECD ル の （ ）  
  1 は 2 の規定に は 6 の規定 る を

か、 の に て行 する 、 の行 に い

て して のい かに する を する は

の を する には、 は、 の

の に行 す ての について、 の に

を する のと る し、 の の に規定する

（ を行 定の 行 として 、 の規定に 、

定の と い の）の る は、この

い  
） の に いて する  
） する は を する に係る の

は の の の  
） を する の  

6  の の の に て行 する 、

の 、 の の 立 として を行 て 、

かつ、 の を の 法 行 には、 の規定は し い

し、 に は と ど に の は に

 て行 する は、この 6 の規定の 上、 の の 立

とは い  

 
（３） の に係る に る PE 定の について 

の に係る 条 に関して、 回のPE ラ トでは E
が されており、 ク トでこれらす てについて
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B  

OECD ル の （ ）  
  1 は 2 の規定に は 6 の規定 る を

か、 の に て行 する 、 の行 に い

て して のい かに する を する は

の を する には、 は、 の

の に行 す ての について、 の に

を する のと る し、 の の に規定する

（ を行 定の 行 として 、 の規定に 、

定の と い の）の る は、この

い  
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の 、 の の 立 として を行 て 、

かつ、 の を の 法 行 には、 の規定は し い

し、 に は と ど に の は に

 て行 する は、この 6 の規定の 上、 の の 立

とは い  

 
（３） の に係る に る PE 定の について 

の に係る 条 に関して、 回のPE ラ トでは E
が されており、 ク トでこれらす てについて
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な 議が されたが、 正 PE ラ トでは E が の

より ましいとして された。 
E は、 の に係る から のす ての について

的 は 的   が されるというもので

ある。 
（ ） に る の 化 

関 における の 分 については、 回のPE
ラ トでは が されており、 ク

トでこれらの らについても な 議が されたが、 P1 で 分

 の導入について 検討を行った

、 正 PE ラ トでは がより ましいとして され

た。 
は、 条に たに 1 として、 の に、 が 的

は 的 でないという要 を加えた、以 の の を いたもので

ある。 
1  によって され は され、 を行う の で、

は関 が の 約国の の は の の

で を 行し、以 の は の には、

の は の には されない。 
の は の が、この条 の の で、 の は関

にとって 的 を している 、 しくは、 
の で の 2 つの によって、 は、2 つの で

もしくは関 によって 行される が、 な

の となる 的な を するのであれ 、 の で

の 2 つの によって、 は、2 つの で もしくは関

によって 行される の の としての とし

ての が、 的 は 的な を つものではない  
（ ） PE に る の について 

 

 

PE における 約の分 については、 回のPE ラ トでは

が されており、 ク トでこれらの ら

についても 議が されたが、 で ましいとした トでは ら

かに が を たので、 正 PE ラ トではこれが

れた。 
は、 約の分 の対 として、BEPS 行 6 の租税条

約 の のなかの 的 である 要 的テ ト

P  P  を するものである。 
（ ） の いについて 

の取 いについては、 回の PE ラ トでは

が されており、 ク トでこれらの らについても

議が されたが、 正 PE ラ トでは が ましいとされ

た。 
は、 について PE の ル ルを かないというもので、

PE の条 条 6 を するというものである。 

 

格に関する行 に係る ラ ト等 
 

格に関する行 は つではなく、行 形 、行

9 クと 本 、行 10 の租税回 の が い取引 行

13 格関 の文 の 検討 と にわたり、これらの 2
D に係る ラ トも し、 とな

るが、 の が されている。 

 
201 11 03  BEPS C O  10  P    C  

    P      
  S  

201 12 16  BEPS  10  D  D     
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201 11 03  BEPS C O  10  P    C  

    P      
  S  

201 12 16  BEPS  10  D  D     
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P    C B  C  
 

201 12 16  BEPS  10  D  D      P  
S    C     C  

201 12 19  BEPS   9  10  D  D    

 C      P   
(     S  

)  
201 0 29 BEPS     C      

P    C  C   
(CC )  

 
このう 、201 年 12 月 16 までに された 3 の ラ トが、行

10 の租税回 の が い取引 の 的な対象取引として取り

られた3つの取引形 である。 れらの取引は、 加 S  
  、 国 を える テ 取引  

 、 ロ ル ェ   
に係るものとなっている。 

201 年 12 月 19 の ラ トは、行 、9 10 に関わるもの

として、 ク 等に関して OECD の 格

ラ 1 の改 を し、これに の を加えたものである。 
201 年 月 29 の ラ トは、 ラ の 分 取

CC の改 を したものである。以 に、これらの 要を しておく。 

 
 行 10 S に する ン の に係る

  
201 年 11 月 3 の 行 10 S に関する 格 ラ

の改 に係る ラ ト 以 S ラ ト という。 は、

 

 

加 S に関して、 格 ラ の改 を した

ラ トである。 
（ ） S の  

この S ラ トは、以 の で 61 の ラ ラ 1 61 の

文 が されたものである。 

 

「 S 」 
  ン ン 

B  問題 
B 1  S かの 定 

B 1 1  ・  
B 1 2   
B 1 3   
B 1    
B 1   化 ー  
B 1 6  の  

B 2  立 の 定 
B 2 1   
B 2 2  S の に係る の の  
B 2 3  立 の  

C  S の  
D  S 

D 1  S の定  
D 2  S の 立 の 定 

D 2 1  ールの 定 
D 2 2  S の  
D 2 3  ー  
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  、 国 を える テ 取引  

 、 ロ ル ェ   
に係るものとなっている。 

201 年 12 月 19 の ラ トは、行 、9 10 に関わるもの

として、 ク 等に関して OECD の 格

ラ 1 の改 を し、これに の を加えたものである。 
201 年 月 29 の ラ トは、 ラ の 分 取

CC の改 を したものである。以 に、これらの 要を しておく。 

 
 行 10 S に する ン の に係る

  
201 年 11 月 3 の 行 10 S に関する 格 ラ

の改 に係る ラ ト 以 S ラ ト という。 は、

 

 

加 S に関して、 格 ラ の改 を した

ラ トである。 
（ ） S の  

この S ラ トは、以 の で 61 の ラ ラ 1 61 の

文 が されたものである。 

 

「 S 」 
  ン ン 

B  問題 
B 1  S かの 定 

B 1 1  ・  
B 1 2   
B 1 3   
B 1    
B 1   化 ー  
B 1 6  の  

B 2  立 の 定 
B 2 1   
B 2 2  S の に係る の の  
B 2 3  立 の  

C  S の  
D  S 

D 1  S の定  
D 2  S の 立 の 定 

D 2 1  ールの 定 
D 2 2  S の  
D 2 3  ー  
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D 2   ー の  
D 2   S の ・ の  

D 3  化と 告 

 
（ ） S かの 定 

S が されたかの は、 ト テ ト  
によって されるとされ、これは、 の で、 な状

況 において、 が で の に対し をしたか うか は

の を において ら行ったか うかを考 して することがで

きる とされている。この分 は、 の と状況    
によって に されるものとされている。 

 とは、 としての 格で行われる

であり、この の は S には しないものと考えられ、この

の に対し を ことは正 されないであ う。

の としては、以 のものが られる。 
 の 的 に係る ト の 、 行、

、 の ト等  
 の 告 に係る ト 告、 告等  
 の 本 加取 に係る ト 関 ト等  
 の税 関 の プラ ト 
 国 の ト ト 
中 された  とは、 は ル

プ が行う ル プに利 さ る ル プ であるが、

この の は S であると考えられる。 的には、以 の が

られる。 
  、 、 、

、 、 、 、 、 、 

 

 

 ロ の 、 、ロ 約、利

トの 、 、 
 分野における 、 入、 、 テ 、 
 、  

の形    については、 の に

よって のような 形 が いられているかについて 意す きである。 
（３） 立 の 定 

S が されたと されたのであれ 、 の に対する

  を することになるわけであるが、

された が に される S については、

的 に することが と われ、この を ジ

  という。 
しかし、 には ジ を 国 に することは に

であるので、 国 が いられる として、ある 度の

もりを いた ト 分     
が られ、これを ジ   

といい、これは、 な に って、 の にとって 的

で 的な できる トに相 した の は トの

分ができるものでなけれ ならない。 
（ ） S の定  

加 S    とは、

国 ル プ の 1 つ以 の が、 の ル プ である

のた に行う以 の要 に う である。 
  的な をもって行われるもの 
  の 国 ル プの ジ の ではないもの 
  ユニ クで のある 形 の利 を必要としないもので、ユニ

クで のある 形 を することに つかないもの 
  的 は 要な クの引 け をすることを まず、 要
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D 2   ー の  
D 2   S の ・ の  

D 3  化と 告 

 
（ ） S かの 定 

S が されたかの は、 ト テ ト  
によって されるとされ、これは、 の で、 な状

況 において、 が で の に対し をしたか うか は

の を において ら行ったか うかを考 して することがで

きる とされている。この分 は、 の と状況    
によって に されるものとされている。 

 とは、 としての 格で行われる

であり、この の は S には しないものと考えられ、この

の に対し を ことは正 されないであ う。

の としては、以 のものが られる。 
 の 的 に係る ト の 、 行、

、 の ト等  
 の 告 に係る ト 告、 告等  
 の 本 加取 に係る ト 関 ト等  
 の税 関 の プラ ト 
 国 の ト ト 
中 された  とは、 は ル

プ が行う ル プに利 さ る ル プ であるが、

この の は S であると考えられる。 的には、以 の が

られる。 
  、 、 、

、 、 、 、 、 、 

 

 

 ロ の 、 、ロ 約、利

トの 、 、 
 分野における 、 入、 、 テ 、 
 、  

の形    については、 の に

よって のような 形 が いられているかについて 意す きである。 
（３） 立 の 定 

S が されたと されたのであれ 、 の に対する

  を することになるわけであるが、

された が に される S については、

的 に することが と われ、この を ジ

  という。 
しかし、 には ジ を 国 に することは に

であるので、 国 が いられる として、ある 度の

もりを いた ト 分     
が られ、これを ジ   

といい、これは、 な に って、 の にとって 的

で 的な できる トに相 した の は トの

分ができるものでなけれ ならない。 
（ ） S の定  

加 S    とは、

国 ル プ の 1 つ以 の が、 の ル プ である

のた に行う以 の要 に う である。 
  的な をもって行われるもの 
  の 国 ル プの ジ の ではないもの 
  ユニ クで のある 形 の利 を必要としないもので、ユニ

クで のある 形 を することに つかないもの 
  的 は 要な クの引 け をすることを まず、 要
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な クを り ることにならないもの 
加 S に しない として、以 のものが られてい

る。 
 国 の ジ を する  
 研究  
  
 、 テ  
 取引 
 の 、 は加  
  
 の の  
で、 加 S に する として、以 のものが られ

ている。 
  
 の  
  
 の 等 
  
 の ト 
 的  
 税  
 に係る 的  

（ ） S の 立 の 定 
加 S の の は、 的に以 の で行

うものとしている。 
 1 テ プとして、 トプ ルを するた に、 国 ル

プ で た 加 S に係るす ての トを して

する。 

 

 

 2 テ プとして、 ル プ のある が の 1 つの のみに

行った に係る トを 1 テ プの から して、

トプ ルの を する。 
 3 テ プとして、 された トプ ルの を ル プ

に 分する。 
ここで 要なのは、 分  の であるが、これ

は のた 、 分 が の 加 S のす ての

の 分の に いられる きである。 
に、 利益 ク プ  をす ての トに

2 テ プで した トにも して、 の を する。

ク プは、関 トの 2 以 以 とする。 
により、 加 S の の は、 2 テ

プで した ト の利益 ク プと、 3 テ プで 分

された ト の利益 ク プとの である。 
（ ） S に する リ ・ ン  

か  
本 は、OECD からの S ラ トの 、 ク

トとして、201 年 1 月 1 に BEPS 行 10 格 ラ

の改   加 ル プ に係る取 いに係る

討議 に対する ト 以 S ラ トに対する 本 意

という。 という トルの意 を OECD に した(13)。 
S ラ トに対する 本 意 では、 本 は、 論で、

加 ル プ の 正な対 の 等に すると

して、以 の ト を行った。 
 

1 回 OECD より された D  D  は、 加 S
                                                           
(13)  加 S ラ トに対する 本 意 は、 2 年 6 月 、

本 の ジで されている。 
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な クを り ることにならないもの 
加 S に しない として、以 のものが られてい

る。 
 国 の ジ を する  
 研究  
  
 、 テ  
 取引 
 の 、 は加  
  
 の の  
で、 加 S に する として、以 のものが られ

ている。 
  
 の  
  
 の 等 
  
 の ト 
 的  
 税  
 に係る 的  

（ ） S の 立 の 定 
加 S の の は、 的に以 の で行

うものとしている。 
 1 テ プとして、 トプ ルを するた に、 国 ル

プ で た 加 S に係るす ての トを して

する。 

 

 

 2 テ プとして、 ル プ のある が の 1 つの のみに

行った に係る トを 1 テ プの から して、

トプ ルの を する。 
 3 テ プとして、 された トプ ルの を ル プ

に 分する。 
ここで 要なのは、 分  の であるが、これ

は のた 、 分 が の 加 S のす ての

の 分の に いられる きである。 
に、 利益 ク プ  をす ての トに

2 テ プで した トにも して、 の を する。

ク プは、関 トの 2 以 以 とする。 
により、 加 S の の は、 2 テ

プで した ト の利益 ク プと、 3 テ プで 分

された ト の利益 ク プとの である。 
（ ） S に する リ ・ ン  

か  
本 は、OECD からの S ラ トの 、 ク

トとして、201 年 1 月 1 に BEPS 行 10 格 ラ

の改   加 ル プ に係る取 いに係る

討議 に対する ト 以 S ラ トに対する 本 意

という。 という トルの意 を OECD に した(13)。 
S ラ トに対する 本 意 では、 本 は、 論で、

加 ル プ の 正な対 の 等に すると

して、以 の ト を行った。 
 

1 回 OECD より された D  D  は、 加 S
                                                           
(13)  加 S ラ トに対する 本 意 は、 2 年 6 月 、

本 の ジで されている。 
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  S を し、 の 正な対 の と

の対 の の 国の税 との ラ が

的にある。この検討の については 本的に する。 
2 本 を 国 ル プ に するにあたっては OECD 加

国を 関 する ての 取国と 国 の 的な が

と考える。 
 

 C  S を S と すことは と考える。こ

れらの には、 国 ル プの組 に関して、 ル プ

の または 意の に係わらず、 のた に行われる

く により で される も まれる。 
  ト プ ル において、 テ 分 を に

するのではなく、 等、 の の 的な の中で

の テ 分も られる きである。 
  加 S に係る利益 分 ク プ が トプラ

を に 2 以 以 とされているが、 の であれ

クを しない であると けとして考えて い

のか、 を る。 
  を した に、文 と関係 からの要 に て文

を できるようにしておくことが られているが、 と 益

の けを することは である。また、 の に して、

文 を た 税 の対 する トが にな

ることが されるた 、 トとの ラ 、 の につ

いて する を いたい。また、関 は の

に って S 国の の として

きたい。 

 
 行 10  を る の の に係る

 

 

  
201 年 12 月 16 の 行 10 国 を える テ 取引

の 格の に係る ラ ト 以 テ 取引 ラ ト とい

う。 は、国 を える テ 取引に関する 格 の取 い

の 等 を した ラ トである。 
（ ） の  

この テ 取引 ラ トは、以 の となっている。 

 
（ ） の C P 法の と の  

テ とは、筆 としては、 国の 取引

で がされる のことであると 識するとこ である(1 )。この

テ については、ラテ の の国でユニラテラル

に 6 の を いている がみられることから、 テ 取引の

格 の取 いについて、 格 ラ 2 に の の

を 加することとされた。 
  関 の テ 取引の 正な 格 は、C P

である。 
  テ 取引 の C P を するときには、 取引 の相

格  を利 できる。 

                                                           
(1 )  取引 の は、  ともいう。 

「 」 
  ン ン 

ン 2 の  
  の C P 法の と の  

B  の し  
C  の に係る ン  
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  S を し、 の 正な対 の と

の対 の の 国の税 との ラ が

的にある。この検討の については 本的に する。 
2 本 を 国 ル プ に するにあたっては OECD 加

国を 関 する ての 取国と 国 の 的な が

と考える。 
 

 C  S を S と すことは と考える。こ

れらの には、 国 ル プの組 に関して、 ル プ

の または 意の に係わらず、 のた に行われる

く により で される も まれる。 
  ト プ ル において、 テ 分 を に

するのではなく、 等、 の の 的な の中で

の テ 分も られる きである。 
  加 S に係る利益 分 ク プ が トプラ

を に 2 以 以 とされているが、 の であれ

クを しない であると けとして考えて い

のか、 を る。 
  を した に、文 と関係 からの要 に て文

を できるようにしておくことが られているが、 と 益

の けを することは である。また、 の に して、

文 を た 税 の対 する トが にな

ることが されるた 、 トとの ラ 、 の につ

いて する を いたい。また、関 は の

に って S 国の の として

きたい。 

 
 行 10  を る の の に係る

 

 

  
201 年 12 月 16 の 行 10 国 を える テ 取引

の 格の に係る ラ ト 以 テ 取引 ラ ト とい

う。 は、国 を える テ 取引に関する 格 の取 い

の 等 を した ラ トである。 
（ ） の  

この テ 取引 ラ トは、以 の となっている。 

 
（ ） の C P 法の と の  

テ とは、筆 としては、 国の 取引

で がされる のことであると 識するとこ である(1 )。この

テ については、ラテ の の国でユニラテラル

に 6 の を いている がみられることから、 テ 取引の

格 の取 いについて、 格 ラ 2 に の の

を 加することとされた。 
  関 の テ 取引の 正な 格 は、C P

である。 
  テ 取引 の C P を するときには、 取引 の相

格  を利 できる。 

                                                           
(1 )  取引 の は、  ともいう。 

「 」 
  ン ン 

ン 2 の  
  の C P 法の と の  

B  の し  
C  の に係る ン  
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  テ に関して、 的 と が していることが必要

であり、関 取引の 約条 取引 引 しの と条 等 を

考 す きである。 
（３） の し  

テ 取引は、 約 と 引 との に相 の があり

ることから、 の に相 が変 することがあり る。 のた 、

は、 テ 取引で 関 が に 意した け に

ついて できる がない には テ 取引の みなし け

  の利 を している。 は、

等の によって される を け とみなしている。 
（ ） に する リ ・ ン  

か  
本 は、OECD からの テ 取引 ラ トの 、

ク トとして、201 年 2 月 6 に  BEPS 行  10 
テ 取引に係る 格 の取 いに係る 討議 に関する

ト 以 テ 取引 ラ トに対する 本 意 とい

う。 という トルの意 を OECD に した(1 )。 
テ 取引 ラ トに対する 本 意 では、 本

は、 論で、本討議 の 的を するが、C P の と、C P
を するた の を にす きである として、以 の ト

を行った。 
 

取引 に 等している テ 取引について、 格

を C P とすることを する OECD の取り組みを する。 
し、OECD が している C P の は されていない

ことから、 税 の を るた にも の を 。

                                                           
(1 )  S ラ トに対する 本 意 は、 2 年 6 月 、 本

の ジで されている。 

 

 

の にあたっては、 と ト での取

引、すなわ 、 の取引に することを 。 
本 ラ トでは、 テ 取引について入 な 格、 い

は 格を ト トとした C P が ルトとして さ

れるとしているが、 がある には を するた に相

度正 な を行うことができること、 のような が でない

は、 の が でないことを とす きである。 
また、 格の に しては、 格を 格と に す

ることが である の 分な が行われることを とす きである。 
 

  テ 取引に係る 格 を 格文 に する

には 意するが、課税 は 格文 の を す き

であり、 とは なる を す には、 の は

が う きである。 
  格  と っても、 取引に対する 対的な

ではない。 い、 の り、取引される テ の の

い 関 ト 、 の ト等 といった 取引の

要 を す く、 格に対して の を ることに

つき、 ラ に て きたい。 
  関 トが取引 で しない 、 の 約 、

し トに き 格 を行う もあるが、 かる

し トが 的な により される り、

格 も け入れられる きである。 

 
３  行 10 グ ー ル・ リ ー ーンに る 法に係る

  
201 年 12 月 16 の 行 10 ロ ル ェ

における利益分 の に係る ラ ト 以 利益分 ラ ト と
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  テ に関して、 的 と が していることが必要

であり、関 取引の 約条 取引 引 しの と条 等 を

考 す きである。 
（３） の し  

テ 取引は、 約 と 引 との に相 の があり

ることから、 の に相 が変 することがあり る。 のた 、

は、 テ 取引で 関 が に 意した け に

ついて できる がない には テ 取引の みなし け

  の利 を している。 は、

等の によって される を け とみなしている。 
（ ） に する リ ・ ン  

か  
本 は、OECD からの テ 取引 ラ トの 、

ク トとして、201 年 2 月 6 に  BEPS 行  10 
テ 取引に係る 格 の取 いに係る 討議 に関する

ト 以 テ 取引 ラ トに対する 本 意 とい

う。 という トルの意 を OECD に した(1 )。 
テ 取引 ラ トに対する 本 意 では、 本

は、 論で、本討議 の 的を するが、C P の と、C P
を するた の を にす きである として、以 の ト

を行った。 
 

取引 に 等している テ 取引について、 格

を C P とすることを する OECD の取り組みを する。 
し、OECD が している C P の は されていない

ことから、 税 の を るた にも の を 。

                                                           
(1 )  S ラ トに対する 本 意 は、 2 年 6 月 、 本

の ジで されている。 

 

 

の にあたっては、 と ト での取

引、すなわ 、 の取引に することを 。 
本 ラ トでは、 テ 取引について入 な 格、 い

は 格を ト トとした C P が ルトとして さ

れるとしているが、 がある には を するた に相

度正 な を行うことができること、 のような が でない

は、 の が でないことを とす きである。 
また、 格の に しては、 格を 格と に す

ることが である の 分な が行われることを とす きである。 
 

  テ 取引に係る 格 を 格文 に する

には 意するが、課税 は 格文 の を す き

であり、 とは なる を す には、 の は

が う きである。 
  格  と っても、 取引に対する 対的な

ではない。 い、 の り、取引される テ の の

い 関 ト 、 の ト等 といった 取引の

要 を す く、 格に対して の を ることに

つき、 ラ に て きたい。 
  関 トが取引 で しない 、 の 約 、

し トに き 格 を行う もあるが、 かる

し トが 的な により される り、

格 も け入れられる きである。 

 
３  行 10 グ ー ル・ リ ー ーンに る 法に係る

  
201 年 12 月 16 の 行 10 ロ ル ェ

における利益分 の に係る ラ ト 以 利益分 ラ ト と
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いう。 は、 ロ ル ェ における利益分 の につ

いて、以 の 10 のテ に関して 9 つの が 意され、

これらを に 32 の が かけられており、これは、これまでの

の ラ トとはかなり なる 相のものとなっている。 

 
（ ）9 つの リ の と 32 の 問 

こで、以 にこれら 9 つの の 要(16)と 32 の を す。 
 とリ の 度 （      ） 

1  
において、 国 ル プ で、 の が OE O  

E  相 ラ を行って、 で

                                                           
(16)  ここで す は、あくまでも 要であるので、 の については 文を

されたい。 

「グ ー ル・ リ ー ーンに る 法の に係る 9 つの

リ 」 
 とリ の 度 （      ） 
 ル（   ） 
 ー の る （    ） 
 リ の と （     ） 
 の 化（ ） 
 の （   ） 
 と の （     ） 
 （  ） 
 と し の い（        

 
 の い（D   ） 

 

 

の の 等を行っている であり、 ジ

により のときより きな利益を ている。 
1  取引 利益分    は、こ

の で か。 
2  を取引 利益分 にするか、 の の にする

かの のた には、 のような が に必要か。 
3  ェ に な と クの 度な ク

ェ を取り うのに、取引 利益分 は の よ

り か。 
 取引 利益分 の ェ の な のた

には、 のような が必要か。 

 
 ル（   ） 

2  
国 ル プが、 ト を世界の に し

ており、 ル プ の の が を分 して、 が の

のニ に った 告 を するな 、 的に された

ジ ル により ジ を している。 
 取引 利益分 は、この で か。 

6  を取引 利益分 にするか、 の の にする

かの のた には、 のような が に必要になるのか。 

 
 ー の る （    ） 

3  
国 ル プのある は 度 を した の

であり、 ロ ルな を し世界中の ル プ に な

を えている。また、 ル プの は の

を 関 に し、かなり い テ テ
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 （  ） 
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の の 等を行っている であり、 ジ

により のときより きな利益を ている。 
1  取引 利益分    は、こ

の で か。 
2  を取引 利益分 にするか、 の の にする

かの のた には、 のような が に必要か。 
3  ェ に な と クの 度な ク

ェ を取り うのに、取引 利益分 は の よ

り か。 
 取引 利益分 の ェ の な のた

には、 のような が必要か。 

 
 ル（   ） 

2  
国 ル プが、 ト を世界の に し

ており、 ル プ の の が を分 して、 が の

のニ に った 告 を するな 、 的に された

ジ ル により ジ を している。 
 取引 利益分 は、この で か。 

6  を取引 利益分 にするか、 の の にする

かの のた には、 のような が に必要になるのか。 

 
 ー の る （    ） 

3  
国 ル プのある は 度 を した の

であり、 ロ ルな を し世界中の ル プ に な

を えている。また、 ル プの は の

を 関 に し、かなり い テ テ
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を して、 から く されている。この の は な

るル テ 的な ではなく、 ル プにとって の 利 を

要な となっている。 
ユニ クで のある を する は、取引 利益分

において ユニ クで のある を するときに

か。 
 を取引 利益分 にするか、 の の にする

かの のた には、 のような が に必要か。 
9  の の を る できる 格を

られる は か。取引 利益分 は、 のように す

きか。 
10  取引 利益分 をこの に いる ト ト

は か。 

 
 リ の と （     ） 

 
国 ル プのある は された を し、 関

に しており、 ル プ 2 に 要 分を する。これら 3
は、 を行っており、 からの は、 約 利益 ェ

で 国 ル プによって される。 
11  のような状況であれ 、取引 利益分 は ク ェ

に関し、 な プロ になり るのか。 
12  検 の  は、より できる

を られるか。 
13  を取引 利益分 にするか、 の の にす

るかの のた には、 のような が に必要になるのか。 

 
 の 化（ ） 

 

 

の により、 な 関 が することが になる

ことがあり る。この 、 的な 対象に き取引 利益分

プロ による を することは であ う。これに関し、201
年 9 月に された 格 ラ 6 の改 では、 つ

の関 が 形 の 的 を し、もう つの関 が 、改 、

、 、利 の を行 し、 に の関 が をするとき

に、取引 利益分 の利 が であることについて ている。 
1  201 年 9 月に された ン 6 の

のように改正される きか。 
1  取引 利益分 は、 した に対し できる

になるのか。 
16  を取引 利益分 にするか、 の の にす

るかの のた には、 の について のような が

に必要になるのか。 

 
 の （   ） 

 
国で を している 国 ル プがあり、 の

の は、( ) の 、( ) に対しては の の

組 のた に 入という条 に わ て を行い、 して、( ) の ル

プ から回ってきた を 行することである。す ての 文は、

で 意された条 に って にされる。 の ジ

は、 な ジ と ジ の ク である。 
1  この では、 のように 対象取引を つけるのか。

このような 国 ル プの に係る の

に な は か。 
1  の 3 では、 のように 対象取引を つけ

るのか。 
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を して、 から く されている。この の は な

るル テ 的な ではなく、 ル プにとって の 利 を

要な となっている。 
ユニ クで のある を する は、取引 利益分

において ユニ クで のある を するときに

か。 
 を取引 利益分 にするか、 の の にする

かの のた には、 のような が に必要か。 
9  の の を る できる 格を

られる は か。取引 利益分 は、 のように す
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10  取引 利益分 をこの に いる ト ト

は か。 

 
 リ の と （     ） 

 
国 ル プのある は された を し、 関

に しており、 ル プ 2 に 要 分を する。これら 3
は、 を行っており、 からの は、 約 利益 ェ

で 国 ル プによって される。 
11  のような状況であれ 、取引 利益分 は ク ェ

に関し、 な プロ になり るのか。 
12  検 の  は、より できる

を られるか。 
13  を取引 利益分 にするか、 の の にす

るかの のた には、 のような が に必要になるのか。 

 
 の 化（ ） 

 

 

の により、 な 関 が することが になる

ことがあり る。この 、 的な 対象に き取引 利益分

プロ による を することは であ う。これに関し、201
年 9 月に された 格 ラ 6 の改 では、 つ

の関 が 形 の 的 を し、もう つの関 が 、改 、

、 、利 の を行 し、 に の関 が をするとき

に、取引 利益分 の利 が であることについて ている。 
1  201 年 9 月に された ン 6 の

のように改正される きか。 
1  取引 利益分 は、 した に対し できる

になるのか。 
16  を取引 利益分 にするか、 の の にす

るかの のた には、 の について のような が

に必要になるのか。 

 
 の （   ） 

 
国で を している 国 ル プがあり、 の

の は、( ) の 、( ) に対しては の の

組 のた に 入という条 に わ て を行い、 して、( ) の ル

プ から回ってきた を 行することである。す ての 文は、

で 意された条 に って にされる。 の ジ

は、 な ジ と ジ の ク である。 
1  この では、 のように 対象取引を つけるのか。

このような 国 ル プの に係る の

に な は か。 
1  の 3 では、 のように 対象取引を つけ

るのか。 
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19  を取引 利益分 にするか、 の の にす

るかの のた には、 では のような が に

必要になるのか。 
検 の  で できる 対象取引が

できない には、取引 利益分 プロ の プトが を

することがあり る。 
20  のような状況において、このような プロ が で

あるのか。 
21  より 的に、 のような状況において、取引 利益分

が の 格の を トするのに か。 のた

に、 のような ラ が か。 

 
 と の （     ） 

BEPS 行 は、 に した課税を 3 本の の 1 本としてい

るが、行 10 は、 ル ルは、 度に された ル プの

を、もっと するように される きである ことを している。 
取引 利益分 は、この 利益と とのより な を

できる の つとみられている。 のとこ 、取引 利益分

は、 的に、 国 ル プの の を する 分

の に く、 つ以 の 分 は利益分 の要 を利 するこ

とで される。 格 ラ は、 分 と には

い相関関係  がある きであるとしている。しかし、

取引 利益分 において、 分 を 的 により検 すること

は である。 
ここでは、 格 が に と するた に、利益分

の要 の の について することとする。 
1 では、OE での が取り られているが、OE に係る

利益は、  

 

 

  の 3 要 に いて分 され、 は 本、

は 、 は で 識される。 
22  格 ラ は、 の取引の を す

る要 の 識に つた に、 のように改正される きか。

の ク の を するような の要

はあるか。 
23  要 の のた に のような が必要か。 

6  
国 ル プの は、 ル プ の を

トロ ルをし、B は、 ル プ の を し トロ ルして

いる。 国 ル プは、 ル プ の 分 を行い、 的な

対象を考 し、これら 2 の テ 利益の分 について 格 を

する。 と B の テ 利益の分 は、 ル プの 要な ラ

   の の により される。 
2  利益分 の要 の を さ るた に、 分 の

を は改 するた の、 のような プロ が い

られるか。 
2  国 が ロ ル ェ の すると

きの状況に できる 要 の利益分 分 を、 を

って行う 組みを り ることは か。 の考えられる要

は か。 に を き、 のような分 が になるのは

いつか。 

 
 （  ） 

分的に される 形 の に取引 利益分 の な

で、関係 に する トに いて取引 利益分 プロ を

いることは、 のような トと する とは と 関係がないこ

とから、 できないものである。 
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19  を取引 利益分 にするか、 の の にす
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とで される。 格 ラ は、 分 と には

い相関関係  がある きであるとしている。しかし、

取引 利益分 において、 分 を 的 により検 すること

は である。 
ここでは、 格 が に と するた に、利益分

の要 の の について することとする。 
1 では、OE での が取り られているが、OE に係る

利益は、  

 

 

  の 3 要 に いて分 され、 は 本、

は 、 は で 識される。 
22  格 ラ は、 の取引の を す

る要 の 識に つた に、 のように改正される きか。

の ク の を するような の要

はあるか。 
23  要 の のた に のような が必要か。 

6  
国 ル プの は、 ル プ の を

トロ ルをし、B は、 ル プ の を し トロ ルして

いる。 国 ル プは、 ル プ の 分 を行い、 的な

対象を考 し、これら 2 の テ 利益の分 について 格 を

する。 と B の テ 利益の分 は、 ル プの 要な ラ

   の の により される。 
2  利益分 の要 の を さ るた に、 分 の

を は改 するた の、 のような プロ が い

られるか。 
2  国 が ロ ル ェ の すると

きの状況に できる 要 の利益分 分 を、 を

って行う 組みを り ることは か。 の考えられる要

は か。 に を き、 のような分 が になるのは

いつか。 

 
 （  ） 

分的に される 形 の に取引 利益分 の な

で、関係 に する トに いて取引 利益分 プロ を

いることは、 のような トと する とは と 関係がないこ

とから、 できないものである。 
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26  な 形 を 取引 の の に

おいて、取引 利益分 プロ の のような が関

するか。 

 
 と し の い（        

） 
 

関 2 が の を で行うことに 意したが、このプロ

ジェクトは 益を ない クを しており、 な ト ク

があるものの、利益 の 分を 3 で行うことで 意する。 
2  できない を取り うことに、取引 利益分

は のように されるのか。 
 

は、 に の を え、 はこの の

を する。 は、 の の を と に行い、 の ク加

トは、 と で 2 の で分 する。取引 利益分

は、ロ ルテ の で利 されている。 
2  ロ ルテ の は の 格 の状況において、こ

こでの取引 利益分 の は か。 の ト

トは か。 

 
 の い（D   ） 

9  
行 ル プの 3 行が、 された ルで、 トラク

のト を行っており、 行は 3 つの の 1 つで

をする。この ジ の利益は、 なる加 を いた 要 の利益分

を いて 3 行で分 される。 の要 は、ト に われる

である。この ジ は、ある において利益より が く

 

 

ており、 が する要 について を組み入れている。 
29  が の と の で される利益分 の

要 が変 されることは、 で であるといえ

るか。 
30  の で、 利益の 分を ける が、

を けないという状況があり るのか。 

 
に の に加えて、以 の がなされている。 

31  格 ラ は、 ラ ラ 2 11 で、取引

利益分 の において である を してい

るが、これらの は るのか。 の が るのか。

これら を のように取り うのか。 
32  に、本 ラ トで できていない、取引 利益

分 の に関するさらなる はあるか。 

 
（ ） 法 に する リ ・ ン  

か  
は、OECD からの利益分 ラ トの 、 ク

トとして、201 年 2 月 6 に BEPS 行 10 利益分 に係わる

討議 に対する意 以 利益分 ラ トに対する 意

という。 という トルの意 を OECD に した(1 )。 
利益分 ラ トに対する 意 では、 は、取引 利

益分 以 PS という。 に 議を えるものではなく、

の が されることは 本的に す きことである としたうえで、

以 の ト を行った。 

 
                                                           
(1 )  利益分 ラ トに対する 意 は、 2 年 6 月 、 の

ジに の 本 が されている。 
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26  な 形 を 取引 の の に

おいて、取引 利益分 プロ の のような が関

するか。 
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関 2 が の を で行うことに 意したが、このプロ

ジェクトは 益を ない クを しており、 な ト ク

があるものの、利益 の 分を 3 で行うことで 意する。 
2  できない を取り うことに、取引 利益分

は のように されるのか。 
 

は、 に の を え、 はこの の

を する。 は、 の の を と に行い、 の ク加

トは、 と で 2 の で分 する。取引 利益分

は、ロ ルテ の で利 されている。 
2  ロ ルテ の は の 格 の状況において、こ

こでの取引 利益分 の は か。 の ト

トは か。 

 
 の い（D   ） 

9  
行 ル プの 3 行が、 された ルで、 トラク

のト を行っており、 行は 3 つの の 1 つで

をする。この ジ の利益は、 なる加 を いた 要 の利益分

を いて 3 行で分 される。 の要 は、ト に われる

である。この ジ は、ある において利益より が く

 

 

ており、 が する要 について を組み入れている。 
29  が の と の で される利益分 の

要 が変 されることは、 で であるといえ

るか。 
30  の で、 利益の 分を ける が、

を けないという状況があり るのか。 

 
に の に加えて、以 の がなされている。 

31  格 ラ は、 ラ ラ 2 11 で、取引

利益分 の において である を してい

るが、これらの は るのか。 の が るのか。

これら を のように取り うのか。 
32  に、本 ラ トで できていない、取引 利益

分 の に関するさらなる はあるか。 

 
（ ） 法 に する リ ・ ン  

か  
は、OECD からの利益分 ラ トの 、 ク

トとして、201 年 2 月 6 に BEPS 行 10 利益分 に係わる

討議 に対する意 以 利益分 ラ トに対する 意

という。 という トルの意 を OECD に した(1 )。 
利益分 ラ トに対する 意 では、 は、取引 利

益分 以 PS という。 に 議を えるものではなく、

の が されることは 本的に す きことである としたうえで、

以 の ト を行った。 

 
                                                           
(1 )  利益分 ラ トに対する 意 は、 2 年 6 月 、 の

ジに の 本 が されている。 
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PS には、国 関 に係る の入 、取引に係る り し

益の な 、 の しさがある。 国 の ェ が

かつ である中で、 な分 ク を することも 、

ではない。 国 に る利益分 を行った において、 国による

が 国に を す があることにも 意が必要である。 
わが国 界としては、 回の議論が PS の な につなが

ることを く する。 ラを いることなく という

り でのみ国 関 取引に係る 格を する PS の が がるなら

、 を とする 格ル ルが になる。また、 国

の税 によって 的、 意的に分 ク が されるなら 、

課税が する。 分が 入れられないことは、いうまでも

ない。 
法の に して、 に とする 点  

 法 ー を 持すること 
国 の ロ ル ェ が であることを

もって、 に 対象取引の が であり、PS が である

と 論 けるのは である。 できる 対象取引が する

においては、取引 利益 な の による

も として である。 
 ー の る」 を すること 

に PS の が たに けられるとしても、我 が 入れ

ることができるのは 利益分 である。すなわ 、 ユニ ク

で のある を行った に対してのみ、取引に係る となる

利益は分 される きであって、 なるル テ しか たさな

い には のル テ に った しか えられる きでは

ない。 
 を に すること 

 

 

討議 では PS が される として、 形 の関

する取引が されているが、まず、 的 を す きである

ことを改 て したい。 
の で、 形 の 改 に係る の

たした 、 した 、引き けた クを分 するに して

は、 に において するが、 の たす の 度と

れ以 の ェ における の 度は に する必要が

ある。 
か  

本 は、OECD からの利益分 ラ トの 、 ク

トとして、201 年 2 月 6 に BEPS 行 10 ロ ル

ェ における利益分 の に関する 討議 に対する

ト 以 利益分 ラ トに対する 本 意 という。

という トルの意 を OECD に した(1 )。 
利益分 ラ トに対する 本 意 では、 本 は、 論

で、PS について、 E の かつ 度な ク 関係を

し、 正な 格を る OECD の取り組みを 本的に

する としつつも、以 の ト を行った。 
 

しかしながら、関 の が 的に行われているか、 は 対象

にない を関 が たしているというだけの で PS を

的に する きであると 論 けることは である。かかる取引にお

いても、  の の 格 が 分な を以って

できる はある。 税 にとっての も きいことを考 する

と、PS の を 度に することは でない。  
って、PS は、とりわけ が する 、 たす 、 す

                                                           
(1 )  利益分 ラ トに対する 本 意 は、 2 年 6 月 、 本

の ジで されている。 
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たした 、 した 、引き けた クを分 するに して

は、 に において するが、 の たす の 度と

れ以 の ェ における の 度は に する必要が

ある。 
か  

本 は、OECD からの利益分 ラ トの 、 ク

トとして、201 年 2 月 6 に BEPS 行 10 ロ ル

ェ における利益分 の に関する 討議 に対する

ト 以 利益分 ラ トに対する 本 意 という。

という トルの意 を OECD に した(1 )。 
利益分 ラ トに対する 本 意 では、 本 は、 論

で、PS について、 E の かつ 度な ク 関係を

し、 正な 格を る OECD の取り組みを 本的に

する としつつも、以 の ト を行った。 
 

しかしながら、関 の が 的に行われているか、 は 対象

にない を関 が たしているというだけの で PS を

的に する きであると 論 けることは である。かかる取引にお

いても、  の の 格 が 分な を以って

できる はある。 税 にとっての も きいことを考 する
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(1 )  利益分 ラ トに対する 本 意 は、 2 年 6 月 、 本

の ジで されている。 
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る クが ル プ において 度に 、 され、 として

取引と に することができないような取引、 的には関

取引における が れ れユニ クで のある 要な 形

を している を中 に することとし、 の では

に の を検討す きであり、税 が 税 と なる を

つのであれ 、 の は税 が す きである。  
 

  分 の のみを以って PS を するのは ではない。

な  が つからない取引に関しては、 の 格

を することが である。 
  分 については、 的、 的かつ 的である必要がある。

ての取引について に分 を することは もしくは

て となり、取引 とに に することが 正で

ある。 
  国 の のプロ は 界 取引により であり、

に な利益分 を することは であると わ

れる。 は、取引 で るを ず、 税 と の

に の相 が ずることのなきよう、 P  いはより 的なプ

ロ により、 に 税 と関係する税 との で協議し、

な を することが であると考える。 
  分野の により利益分 が なるた 、 ル

ク の PS 分 を行う 国 の クを すること

は であり、 に 課税が する れがある。 い、 制的

に ル ク の PS 分 を行うのではなく、

を考 した 格 の も 要である。 

 
 行 、9 及び 10 リ ・ ・ に係る   
201 年 12 月 19 の 行 、9 10 ク

 

 

に係る ラ ト 以 ク ラ ト とい

う。 は、2 となっており、 は、 格 ラ 1
D の改 を して、 として ク と に関して たな取

いを すものとなっている。 は、 格課税における BEPS に関す

る 的な な   として、 つの プ

が されたものとなっている。以 、これらの をみてみる。 
 

（ ） ン 1 の の  
である 格 ラ 1 の改 は、D  

の のた の ラ を以 ように改 するものとなっており、

の改 の 度は  で す。 

 

「 ン 1  D  立 の 
の の ン」 

 
D 1   上 は 上の 係の 定  

D 1 1    
D 1 2   は の し  
D 1 3   し  
D 1   し  

D 2   上 は 上の 係に るリ の 定 この

 
D 2 1   リ の 及び  
D 2 2   上のリ  
D 2 3   リ の の  
D 2   リ の  
D 2   リ  
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る クが ル プ において 度に 、 され、 として
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取引における が れ れユニ クで のある 要な 形

を している を中 に することとし、 の では

に の を検討す きであり、税 が 税 と なる を
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に ル ク の PS 分 を行うのではなく、

を考 した 格 の も 要である。 
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に係る ラ ト 以 ク ラ ト とい

う。 は、2 となっており、 は、 格 ラ 1
D の改 を して、 として ク と に関して たな取

いを すものとなっている。 は、 格課税における BEPS に関す

る 的な な   として、 つの プ

が されたものとなっている。以 、これらの をみてみる。 
 

（ ） ン 1 の の  
である 格 ラ 1 の改 は、D  

の のた の ラ を以 ように改 するものとなっており、

の改 の 度は  で す。 

 

「 ン 1  D  立 の 
の の ン」 
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D 1   し  
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D 2 1   リ の 及び  
D 2 2   上のリ  
D 2 3   リ の の  
D 2   リ の  
D 2   リ  

359



 

 

D 2 6   の行  
D 2   の  

D 3   この  
D   （ ） この  

D 1   る  
D 2   の に る 上の の と 上

の  
D 3   の  

D   この し  
D 1    
D 2   の  
D 3   の  

D 6   ー ン・ ー ングと の この し  
D 6 1   ー ン・ ー ング 
D 6 2   の  

D   力 この し  
D   グルー の ー この し  

 
D の において、 D 2  は の関係における

クの D  は となっており、 回の たる改

である。以 にこれらについて の を しておく。 
（ ）D 2  上 は 上の 係に るリ の 定 

クは に するものであり、 は で まれる

クを識 することは、 格分 の に 要な 分であるとし、

クは 格分 に な を引き こすとしている。 
クの 分の識 において、関 が に のように クを取り

ったかに す きであるとし、 においては、 的に、

 

 

関 でより くの クを トロ ルしている が、より くの

クの 分を けているとすることが 的であると される。 
本 ラ トでは、 ク分 を以 の 組みによって するとしてい

る。 
  クの   を考 する の、関

に関する は に まれる の クとは か。 
  れら の クは、 のように 約 の取 において 分さ

れているか。 
  れら の クの 的な とは か。 
  れ れの クは 国 ル プの によって、

に のように取り われているか。 
  関 は、 約 で ( ) クの る の 、( ) ク

の は( ) クの 、 ニ のう 、 れを引き

けているのか。 
  に のような取引が行われたのか。 の 約 の取 は、

ク 分、 ク関 の 、 関 の行 に った

ク に関 するものなのか。 
 D 2 1  リ の 及び  
本 ラ トでは、 クには な が するが、 格の

テ トでは クを の 的に対する の としてみ

なすことが であるとしている。 クは な で分 されるが、

格分 で である 組みとしては、 クを さ る

の を検討することであるとして、以 の トが されている。 
) ク は トプ ク 
) ラ ク は ク 
) ク 
) 取引 ク 
) ク 
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  に のような取引が行われたのか。 の 約 の取 は、
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ク に関 するものなのか。 
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) 取引 ク 
) ク 
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 D 2 2  上のリ  
本 ラ トでは、 9 の ラ 9 13 を にして、 での 約

の ク 分が、関 の行 の としての取引の の と

しているか うかを、 の で検 しなけれ ならないとし、

れが しなけれ 、関 の行 が の ク 分の の

になるとしている。 
 D 2 3  リ の の  

ク  の引 けは、 国 ル プの

に した  ものであり、 の ク が した関

に されるものとは らないとしている。 
 D 2  リ の  

ク が のように 格に を えるかの さ

の は、 国 による の の 、 国 に利益を

さ 続ける 、 国 ル プ の の の といった、

い 分 によるとされる。 
要なことは、 クは の から されないということ

であるが、 れら クの は、 の関 の により

されたり されたりするものであるということである。 
 D 2  リ  

ク は、 クを取り くことではなく、 利益を ずる

に関 する クを し、 クを する な を する

ことであるとし、 ク は、以 の 3 つの要 から されるとし

ている。 
( )  意  の の行 に わ

て、 クの う を 行するか るかを する  
( )  意 の の行 に わ て、 に関 する ク

に対 するか、するなら のようになのかを する  
( )  意 の の行 に わ て、 ク に を  

 

 

える をとる 、つまり、 クを する  
ク の行 は、関 の 格の に な

を しており、 約の取 で された 格取 が、 ク

の の 度を すると 論 ける きではない。 
 D 2 6  の行  

本 ラ トは、関 の クの引 けについて、 れ で、関

が 格 的で ク 分を行う きであるとの をするも

のではないとしている。 
関 の が、 に関 する クに対して、関 を

さ て さ ていることを検 し、 れに わ て、 クが に

おいて のように トロ ルされているかを することが で

ある。 
国 ル プの における 格 的での な

ク 分の については、 に関 した クを する ル

プ における と が、 こに しているかを考 に入れる

きである。 
 D 2  の  

くの状況において、 ク は の の中に、つまり、

の 格に のう に まれており、 的に組み まれ

ているので、 ク のた の の は必要とされないであ う。 
このような状況で、 ク分 は 対象 の に つ。 的

な 対象取引が されたときに、 れらが ルの ク

ク を でいるかを することは 益である。 
（３）D  （ ） 

ここでは、関 において的 だと された取引  
     が、 格 的 で

される という状況について取り われている。 して、取

引が、関 の 約において 的な の  
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を しており、 約の取 で された 格取 が、 ク

の の 度を すると 論 ける きではない。 
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本 ラ トは、関 の クの引 けについて、 れ で、関

が 格 的で ク 分を行う きであるとの をするも

のではないとしている。 
関 の が、 に関 する クに対して、関 を

さ て さ ていることを検 し、 れに わ て、 クが に

おいて のように トロ ルされているかを することが で

ある。 
国 ル プの における 格 的での な

ク 分の については、 に関 した クを する ル

プ における と が、 こに しているかを考 に入れる

きである。 
 D 2  の  

くの状況において、 ク は の の中に、つまり、

の 格に のう に まれており、 的に組み まれ

ているので、 ク のた の の は必要とされないであ う。 
このような状況で、 ク分 は 対象 の に つ。 的

な 対象取引が されたときに、 れらが ルの ク

ク を でいるかを することは 益である。 
（３）D  （ ） 

ここでは、関 において的 だと された取引  
     が、 格 的 で

される という状況について取り われている。 して、取
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り、 して、 の について されている。 という は、
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格 けに、 が されるのであれ 、 を

することが されるということになる(19)。 
 D 2  の に る 上の の と
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 D 3  の  
税 の トラク と 格 的で き えられる トラク

 は、関 に は の ジ を は する

を える 的取引によって される きである。 
き えられた トラク は、 関 の 約における 的な

の によって されるものである きであり、かつ、 の状

況にある の の にできる り く するものであ

る きである。 
 

 

（ ）「 」の  
の 的な な は、 の つの プ で さ

れている。 

 
（ ） ン 1  

BEPS の行 は、 な 形 の に関し、 な

を要 している。 
これには、 できる 取引がなく、 の が であ

る、 税 と税 に きな の 対 があり、関 の 格

「 」 
ン 1  （  ） 
ン 2  立 （  ） 
ン 3  （  ） 
ン  （   ） 
ン  の の （E   

    ） 

 

 

の を することは 。 
これについては、 格 ニ を し、 の に いて

する 相 を ることが されている。 
（３） ン 2 立  

この プ の対象は、 な 本と を する  
 が、 の からの 益を している ル プ

の の に しているという状況である。この プ は、これ

らの の らに対して、 は を行うのかを にし

たものである。 
これは、 に より 的な を している  
        
に対して、 本 はなされるであ うことを として、 のよう

な からの 益を している ル プ の の に対して

利益 分がなされることを したものである。 
この プ では、 な 本と を する には、利益が 分

されなくなる がある。 
（ ） ン 3  

この プ は、 に られた 本 を える 本を

することで、 の 本 について、みなし利 を して な

本と を する の利益を する で、 本 を した

についてみなし利   として利益を

さ るものである。この プ で 要なのは 本の ルの

である。 
（ ） ン  

この プ は、関 取引、 に、 要な ク 形

の 取引において、取引の が  しか

していない に される。 
では、 関 の取引に する 本的な の
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  が していることが、

が られない 本的な となっているものである。 
の は、以 のとおり。 

的   
  この は、 の利 クの により をする

的 を いており、 として、 の利 クの につ

いては、 ル プ の の との 約 の クに し

ている。 
的   

  的にこの は、 として、ル テ の行 しかしてお

らず、わずかな しか していない。 
  この の の 分は、 ル プ との 約によるものであ

る。 
  この の の は、 の を えているか の と で

あり、 本 に いて している。 
分の  

の は、 分する必要がある。 分の として

は、 のものが検討されている。 
 に られた要 に いた 的利益分  

  
 でない の 分 
 的 を している のときは 度等で分

の 分 
（ ） ン の の  

この プ は、 国から されているものであり、 格

ラ 1 の D の改 でも されている。これは、C C ル

ルの形 を いた ル ル  と、国 的 課税を

する ル ル  からなる。 

 

 

ル ルは、C C がある 的 国 で 利 を ており、

の 国の 3 年 の C C の 税    
が、ある を 回ったときに される。 ル ルが さ

れれ 、 の 利 は、 の 的 において で課税をされ

る。 
利 については、 形 クに関 する トとなる

として をする必要がある。 
ル ルは、 の 的 が ル ルを しない に、

ル ルでの 利 に対する課税 を、国 的 課税の のた 、

にル ルを ておくことで、 の 的 に 分する。 

 
リ ・ ・ に する リ ・ ン  

（ ） か  
は、OECD からの ク ラ トの 、

ク トとして、201 年 2 月 6 に BEPS 行 10
ク に係わる 討議 に対する意 以

ク ラ トに対する 意 という。 という

トルの意 を OECD に した(20)。 
ク ラ トに対する 意 に対して

ている 要な ト は以 のとおりである。 
 

ク ラ トに対する 意 では、

格税制に係る 本的な 識として、 BEPS が国 的に となった

要 の つが の 国 による 格税制の であったことを

まえれ 、 回の BEPS プロジェクトを に、制度の しを行う必要

があるとの議論は できる。また、 形 の取 いな 、BEPS の

                                                           
(20)  利 ラ トに対する 意 は、 2 年 6 月 、 の

ジに の 本 が されている。 
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に関わらず、か てより が られていた分野もある。 
としては、 格税制の改 に けた OECD の取り組みを

する と、OECD の BEPS の取組みを に しながら、ただし、

対 はあくまでも 的、かつ の られたものとす きである。わが

国 は 年、 国で な 格課税に している。

格課税は 的に 正 が となり、 の に な ト

を要し、 によっては 課税が されない もあるた 、 の

国 にとって な となっている。BEPS プロジェクトの 、

格税制に係る が 加することはあってはならない と、かなり

い BEPS の取組み の が されている。 
に、わが国 界としては以 の を したい。 
1 は、BEPS 行 13 に く 格文 の意 の である。

文 を する以 、 国の関 する税 は、 税 との の

対 を必要以 に す きではない。また、文 の も の

を す きである。 
2 は、形 の である。 的 約といった形

を分 の としつつも、取引における の の行 な 、

をより する にあるが、BEPS に 関係な の

税 からすれ 、形 に対し、ことさら 的な で プロ に

は を える。 
も も の 税 であれ 、 形 に係る 的 の と

の を 的に分 することは であり、また、 約と なる

ク 分を行うことも考えにくい。形 と は

する にあるのではなく、 し の にあることが 識される必

要がある。 
3 は、 の である。 行制度の 界を する きも

あるが、OECD が 年 し、 国が してきた を に

す きではない。 の導入、 の 、 な取引 利益

 

 

分 の は ましくなく、 て に検討す きである。 
 

 リ （ 1 D1、D2） 
約が の の の関係を正 は 的に

えているとは 的に される きでない とあるが、 、 し

た り、 プラ を する 税 が である中で、は

から 約を する は ましくない。 
要 に関わらず、 国 のす ての国 関 取引について

な ク分 を ることを意図しているのであれ であ う。ま

た、 ク ク の を って関係国で 識が相 し、 た

な が る もある。 
課税 、 税 ともに には りがある。 なくとも 回の

ラ 改正が の 税 に対する の 格 、

の 加に がることのないよう を す きである。 
 （ 1 D3、D ） 

的な 的 の は、 の 的 テ トに

するものとされるが ラ 、 の 要 としては を

いており、 的な 意的な を く れがある。 
また、この議論は 的に え 、 的に意 をなさない取引は

するというもので、 の も国 関 取引の 格 の引き しとい

うよりは 行 のものを引き すものとなっている。このような

に ける に く は することはできない。 の 税

が D3、D の を けることはないことを する必要がある。 
  

このような なプラ ニ を行っている は て である。

的な を ることに するあまり、 の 税 の課税

関係が になることがあってはならない。 
の BEPS 行 の により、ただでさえ の 加が さ
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た、 ク ク の を って関係国で 識が相 し、 た

な が る もある。 
課税 、 税 ともに には りがある。 なくとも 回の

ラ 改正が の 税 に対する の 格 、

の 加に がることのないよう を す きである。 
 （ 1 D3、D ） 

的な 的 の は、 の 的 テ トに

するものとされるが ラ 、 の 要 としては を

いており、 的な 意的な を く れがある。 
また、この議論は 的に え 、 的に意 をなさない取引は

するというもので、 の も国 関 取引の 格 の引き しとい

うよりは 行 のものを引き すものとなっている。このような

に ける に く は することはできない。 の 税

が D3、D の を けることはないことを する必要がある。 
  

このような なプラ ニ を行っている は て である。

的な を ることに するあまり、 の 税 の課税

関係が になることがあってはならない。 
の BEPS 行 の により、ただでさえ の 加が さ
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れる中で、 の導入は の に をかけることになる。かか

る から、わが国 としては、 は 要と考える。 が 、

の が な でも、 れは P の の とし

て け、 の によって 課税が た は、必ず され

なけれ ならない。 
 ン 1   

この プ は 相 と れる だが、取引の

に が したからといって 格を 的に引き すこと

は、 税 の を しく なうものである。 が 正を行う

に利 な と、 税 が取引の に利 な には が

ある。OECD が 国にこのような による課税 ルを勧告するこ

とは て である。 
 ン  リ ーンに する の  

この プ は 課税国に する に C C 税制を するも

のである。 格税制とは関係がないが、 的に、 的な

に対する を け、 の な に係る を な

ものとするな 、 な制度 を行う りでは、租税回 と

して けることができるかもしれない。 
ただし、すでに 格な C C 税制を する国においては、この プ  
を 加的に導入する意 は しいと考えられる。また、 税 の

にも の が必要である。 
（ ） か  

本 は、OECD からの ク ラ トの

、 ク トとして、201 年 2 月 6 に BEPS 行 9 10
格 ラ ク、 およ の の

正に関する 討議 に対する ト 以 ク

ラ トに対する 本 意 という。 という トルの

 

 

意 を OECD に した(21)。 
ク ラ トに対する 本 意 では、 本

は、 論で、租税 に係る 的 を するた には、課税は、

として の 関係に して行われる きであり、取引条 の

は、 の ラ り、 税 が租税回 を意図して

な取引条 を取り た 的な に して する きであ

る として、以 の ト を行った。 
（ ン 1 ）  

 

租税 は、 な を課税対象としているが、 れらの は、

的には によって されている。 い、租税 に係る 的

を するた には、課税は、 として の 関係に して行わ

れる きである。本 ラ トに き ラ が改

された 、税 が 的 の との で 分な

関係を まえることなく、 約条 の を する がある。 
くの 税 は関 取引に係る ク トロ ルと ク 分の

関係について 行 の から検討した で 約条 に さ てお

り、また、 の を 格文 において している。 の分

を税 が し取引を するということであれ 、税 は

の の を する を う きである。しかしながら、 く

の において は であ う。 
 

 リ  
クの引き けは での い 益を る とのト

の関係にあり、関 での ク について対 の が必要とな

るか か に することは しい。 に り、

                                                           
(21)  ク ラ トに対する 本 意 は、 2 年

6 月 、 本 の ジで されている。 
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租税 は、 な を課税対象としているが、 れらの は、

的には によって されている。 い、租税 に係る 的

を するた には、課税は、 として の 関係に して行わ

れる きである。本 ラ トに き ラ が改

された 、税 が 的 の との で 分な

関係を まえることなく、 約条 の を する がある。 
くの 税 は関 取引に係る ク トロ ルと ク 分の

関係について 行 の から検討した で 約条 に さ てお

り、また、 の を 格文 において している。 の分

を税 が し取引を するということであれ 、税 は

の の を する を う きである。しかしながら、 く

の において は であ う。 
 

 リ  
クの引き けは での い 益を る とのト

の関係にあり、関 での ク について対 の が必要とな
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(21)  ク ラ トに対する 本 意 は、 2 年
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で引き けについて対 が 的である クについて対 を

するよう ラ で することが である。 
  

税 が した 約の条 について、税 が の を 分に

すことなく に することは、 告 税制度 を すること

になりか ないた である。取引条 の は、

的な に して する きである。 
租税回 を意図しない の関 取引においても  

E  が けているとして税 が する が

え、 の が に される れがある。 税 の

の のた にも税 あるいは税 と 税 が

 E  の について に 意する

組みが される必要がある。 の取引条 を するのであれ 、

格税制以 の税制との を することが必要である。 え

約を 格税制 は して の取引に するの

であれ 、 について した 税の も に行う必要があ

る。関税 の も に する必要がある。 
（ ）  

 ン 1    ( ) 
に して 形 の を行った と において

に 形 によって 益が した とでは 益 等につき

入 な が なるにも関わらず、 に取引の が しと

していることだけを以て 格 を行う を税 に

ることは 税 の を しく なう。税 が 格 を行

う には、 格 を行うことが である の が 税 に対し

分なされること、また はあくまで税 にあることが

される きである。 
形 の 対 について、 で 格 をする の文

 

 

について、 税 に対して 度な を いる きではないことが

される きである。 
 ン 2    

国 ル プは、 の 約 、 に係る 的 クの

、 な な から のた の を

することがあるが、 に が する につ

いても 的に に さ ることを意図しているとするなら 、

れは による と 議に く という 的な関係 を え

た 課税を行うものであり、 格 論を していると わ る

を ず、 のような課税は し るものではない。 
 ン 3    

本税制との が のように たれるのか、また 課税の

ク え 本 の よりも 本 の が く

される な が される。 本を くすることは の

の のた 必要であり、税 利に取り い、 の を

なわ る テ を えることは である。 たなル ルを

導入することに係る プラ トも考 する必要がある。 
 ン     

的 は 的 る があり、 のある を行っている

の が されるお れがある。 に の につい

ては、 正な は 界により なると われ、 な で する

きでない。 的 的 のいずれについても、 的には

税 の に ることになるが、税 で が相 し

課税が する があるので、 に税 で協議する きで

ある。 
 ン  E       

ト 税 について C C の 3 年 の 税 を いる につ

いては、 年度での では の 課税 の により、C C ル
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の のた にも税 あるいは税 と 税 が

 E  の について に 意する

組みが される必要がある。 の取引条 を するのであれ 、

格税制以 の税制との を することが必要である。 え

約を 格税制 は して の取引に するの

であれ 、 について した 税の も に行う必要があ

る。関税 の も に する必要がある。 
（ ）  
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に して 形 の を行った と において

に 形 によって 益が した とでは 益 等につき

入 な が なるにも関わらず、 に取引の が しと

していることだけを以て 格 を行う を税 に

ることは 税 の を しく なう。税 が 格 を行

う には、 格 を行うことが である の が 税 に対し

分なされること、また はあくまで税 にあることが

される きである。 
形 の 対 について、 で 格 をする の文

 

 

について、 税 に対して 度な を いる きではないことが

される きである。 
 ン 2    

国 ル プは、 の 約 、 に係る 的 クの

、 な な から のた の を

することがあるが、 に が する につ

いても 的に に さ ることを意図しているとするなら 、

れは による と 議に く という 的な関係 を え

た 課税を行うものであり、 格 論を していると わ る

を ず、 のような課税は し るものではない。 
 ン 3    

本税制との が のように たれるのか、また 課税の

ク え 本 の よりも 本 の が く

される な が される。 本を くすることは の

の のた 必要であり、税 利に取り い、 の を

なわ る テ を えることは である。 たなル ルを

導入することに係る プラ トも考 する必要がある。 
 ン     

的 は 的 る があり、 のある を行っている

の が されるお れがある。 に の につい

ては、 正な は 界により なると われ、 な で する

きでない。 的 的 のいずれについても、 的には

税 の に ることになるが、税 で が相 し

課税が する があるので、 に税 で協議する きで

ある。 
 ン  E       

ト 税 について C C の 3 年 の 税 を いる につ

いては、 年度での では の 課税 の により、C C ル
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ルの対象となる があるので である。2 つの において

の に対して C C 課税がなされる の 課税に対する が

られる必要がある。 え 税 国ではない 
 行 に する の に係る   
行 分 取 C  C  CC に

関する 格 ラ の改 に係る ラ ト 以 CC
ラ ト という。 は、 の ラ トよりかなり れて 201 年 月 29 に

された。 格 ラ は 分 取 を取り ったもので

あるが、本 ラ トについては、 月 29 まで ク トの

があり、 ク ルテ は 月 6 に されている。以

に、この 要をみてみる。 
（ ）CC の  

CC ラ トは、 格 ラ の改 で、以 の

となっている。 

「   （C  C  CC ）」 
  ン ン 

B   CC の  
B 1   
B 2  の との 係 
B 3  CC の  

C   立 の  
C 1   
C 2  の 定 
C 3  CC か の  
C   の の  
C   の  

 

 

 
（ ）CC の いに する 点等 

CC の について  
  本 ラ トでは、CC の を 形 、 形 しくは に

関して、 、 は取 をすることに係る ク

  を で分 するた の、 の

約 の取 と ている。 
  に って、CC のす ての の れ れの 加 の相

的な分 は、 の 約の で け取ることを されるす ての 益

の 加 の相 的な 分に 的でなけれ ならない。 
  CC は 2 つの プに分 でき、1 つは、 形 形 を

で、 、 、 、 は利   
   を するもの これを

CC という。 である。もう 1 つは、 を取 するもの これを

CC という。 である。 
立 の について  
  CC にとって 加 の 相互 益  の は 本的

なものであることから、 が CC の から利益を ることに

的な を てないのであれ 、 の は 加 とはみなされないで

あ う。 
  に、CC の 加 は、 クを する  

を して をする を している きである。 加

は、CC の で クに対して のように対 するか、 するか、

C 6  CC の の は の  
C   の 上の いと の  

D   CC の 、 、  
E   CC の 及び 化に係る勧告 
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に、この 要をみてみる。 
（ ）CC の  
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C 3  CC か の  
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（ ）CC の いに する 点等 

CC の について  
  本 ラ トでは、CC の を 形 、 形 しくは に

関して、 、 は取 をすることに係る ク

  を で分 するた の、 の

約 の取 と ている。 
  に って、CC のす ての の れ れの 加 の相

的な分 は、 の 約の で け取ることを されるす ての 益

の 加 の相 的な 分に 的でなけれ ならない。 
  CC は 2 つの プに分 でき、1 つは、 形 形 を

で、 、 、 、 は利   
   を するもの これを

CC という。 である。もう 1 つは、 を取 するもの これを

CC という。 である。 
立 の について  
  CC にとって 加 の 相互 益  の は 本的

なものであることから、 が CC の から利益を ることに

的な を てないのであれ 、 の は 加 とはみなされないで

あ う。 
  に、CC の 加 は、 クを する  

を して をする を している きである。 加

は、CC の で クに対して のように対 するか、 するか、

C 6  CC の の は の  
C   の 上の いと の  

D   CC の 、 、  
E   CC の 及び 化に係る勧告 
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するか、 して、 ク に を す ト の を

するかについて しなけれ ならない。 クを しない は、

加 とは られない。 
（３）CC の の 及び 化に する勧告 

  関 で CC を するのであれ 、以 の条 を たすことを勧

告 
) 加 は、CC からの相互的で相 的な 益を できる

であること 
) 約では、 れ れの 加 の CC の の利益の

が、 された の 益の ェ と に されること 
) CC の 以 の は しないこと。つまり、CC により ら

れる、 形 、 形 は に係る利益について、 な

の  がなされていること 
) 加 の の は、この ラ に って されること。

必要であれ 、 の に関し、 約からの 益の相 的な

ェ と 的な の相 的な ェ に っているか がなされる

き 
) 約は、 加 の 益の な ェ の変 を する 的

な の での、 の は の 分の変 を、あらか

要 していること 
) が ト を

て 、 加 の入 、CC の のときな 、必要なときに

行われること 
  CC の の に関して、以 の が 要であり であること

を勧告 
) 加 の ト 
) CC に関 する は の を利 することが され

る、 のす ての関 の ト 

 

 

) CC によって される の のプロジェクト、

に、 う って CC を し するのか 
) 約の  
) 加 の相 的な 益の ェ を する 、 、 の

に いられたす ての り 
) 益 のような 形 の利 が できるとした  
) の 加 の の形 、 のように 行

中の の を したのかの な 、 に、 のような

が、 の を するときに、す ての 加 に

的に されるのかの な  
) クの された 分、これら クを し

する ニ 、 に、CC で いられた 形 形

の 、 、 、 は利 に関するもの 
) 加 が の CC に入 は するときの 続 

の に係る は 状況の変 に した 約 の

に係る  
  CC の の の に関して、以 の が 要であり であるこ

とを勧告 
) 約の変 え 、 、 加 、 する 、 、 のよ

うな変 の  
) の での CC の 益の のた に いられる

もりの  
) CC の 行から た年 との 、CC の に行われた

の 加 の の形 、 、 のように の を

したのかの な  
（ ）CC に する リ ・ ン  

か  
は、OECD からの CC ラ トの 、 ク
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するか、 して、 ク に を す ト の を

するかについて しなけれ ならない。 クを しない は、

加 とは られない。 
（３）CC の の 及び 化に する勧告 

  関 で CC を するのであれ 、以 の条 を たすことを勧

告 
) 加 は、CC からの相互的で相 的な 益を できる

であること 
) 約では、 れ れの 加 の CC の の利益の

が、 された の 益の ェ と に されること 
) CC の 以 の は しないこと。つまり、CC により ら

れる、 形 、 形 は に係る利益について、 な

の  がなされていること 
) 加 の の は、この ラ に って されること。

必要であれ 、 の に関し、 約からの 益の相 的な

ェ と 的な の相 的な ェ に っているか がなされる

き 
) 約は、 加 の 益の な ェ の変 を する 的

な の での、 の は の 分の変 を、あらか

要 していること 
) が ト を

て 、 加 の入 、CC の のときな 、必要なときに

行われること 
  CC の の に関して、以 の が 要であり であること

を勧告 
) 加 の ト 
) CC に関 する は の を利 することが され

る、 のす ての関 の ト 

 

 

) CC によって される の のプロジェクト、

に、 う って CC を し するのか 
) 約の  
) 加 の相 的な 益の ェ を する 、 、 の

に いられたす ての り 
) 益 のような 形 の利 が できるとした  
) の 加 の の形 、 のように 行

中の の を したのかの な 、 に、 のような

が、 の を するときに、す ての 加 に

的に されるのかの な  
) クの された 分、これら クを し

する ニ 、 に、CC で いられた 形 形

の 、 、 、 は利 に関するもの 
) 加 が の CC に入 は するときの 続 

の に係る は 状況の変 に した 約 の

に係る  
  CC の の の に関して、以 の が 要であり であるこ

とを勧告 
) 約の変 え 、 、 加 、 する 、 、 のよ

うな変 の  
) の での CC の 益の のた に いられる

もりの  
) CC の 行から た年 との 、CC の に行われた

の 加 の の形 、 、 のように の を

したのかの な  
（ ）CC に する リ ・ ン  

か  
は、OECD からの CC ラ トの 、 ク
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トとして、201 年 月 に BEPS 行 分 取 に係

わる 討議 に対する意 以 CC ラ トに対する

意 という。 という トルの意 を OECD に した(22)。 
CC ラ トに対する 意 では、 国 が 分

取 CC C  C  を利 することで

、 形 を本 国から 課税 と さ 、これに

い ル プ の税 を に さ たことが BEPS の とし

て されている ことを 、 は、 格 ラ

の改 に けた OECD の取り組みを するとした で、以 の

ト を行った。 
 

ク のように、 に を するだけ

で CC に する クを する を たない が、

研究 の である 形 の 分を取 するな CC に係る

益を することは でなく、 の に する。 
本の 格税制でも、 に を しているというだけでは、

の 度は いものとされている。 
、CC 加 の を ではなく で するとの は、

CC 以 の 形 取引との を まえれ 論的に正しく、ま

た、BEPS の から と考えられ、 としては できるも

のの、 において するか うかについては が ずるとこ で

ある。 
本では 的に、国 関 との で研究 の 約は

的に行なわれているが、 格税制 の 分 約は れ

ではない。これは、 本に する において 的 を

中 する があること、また、 の正 な なく 形 を

                                                           
(22)  CC ラ トに対する 意 は、 2 年 6 月 、 の

ジに の 本 が されている。 

 

 

課税 に さ る が しいこともあるが、 益 に

き を 分するという CC の 、 を るという

ことも の 1 つであると考えられる。 
 

  ー ・ ー ーの 定について 
による の な 、CC に係る な 格分 は、

課税 に する との CC 、 ルにおいて

が られる 形 の関 する 要な CC な 、BEPS の

クが い の CC に することも と考えられる。 なくと

もす ての CC に による を ることは であり、

による の も す きである。 
また、 を で する 、CC の る 益の に

よっては の の について 的に の 正 について の

る があると考えられるが、 の 益を

な り するとともに、 的に 正が られる は て

的とし、 の の条 の を図る きである。 
また、 の に まっている には 本的に 正なもの

とされる等の対 も考えられる。  
CC は による の と 益 に係る 格

の 意の を することを まえれ 、 制度 P と

的であると考えられ、 ラ において ラテラル ル

ラテラル P の取 を する があっても い。 
  の 定 法について 

形 の う 研究は れ がユニ クであり、

クす き 対象取引を すことが である。 のた 、

の のた 、 え DC の も考えられるが、 意

の は る。 
回の 討議 において 1 が されたことは いに
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す きことだが、 益 が 的に変 した 、 さ

れた 、CC が ず 約を した 、

トの取 いな を 、 のさらなる が と考える。 

 
 行 13 C C の執行の の ン 告  
201 年 2 月 6 に 行 13 格文 と C C の

行のた の ラ 以 C C 加 ラ という。

が された。 
これは、201 年 9 月 16 に された 201  D の 1 つであ

る 行 13 格関 の文 の 検討 と C C に関し

て、継続検討とされた について の 加的 意 を 告する 告

といえるものである。以 にこの を しておく。 
（ ）C C ンの  

C C 加 ラ は、 格 ラ の改

となっており、以 の となっている。 

 
（ ）C C ンの  

 いつ C C は るのか  
  C C については、2016 年 1 月 1 以降に 始する 年度

から を るという勧告がなされた。 

「C C ン」 
 いつ C C は るのか  
 どの グルー C C を するのか  
 C C の 及び の に と る は  
 C C を する の の ー ー は  

 

 

  国 によっては国 制 に を要すること等から、 の

C C の は、 の 12 月 となる 201 年中の で

告が られ、2016 年 1 月 1 以降に 始する 年度分の 告

が行われることとされた。 
 どの グルー C C を するのか  

  の 年度における年 の の が 000 ユ

ロ の 国 ル プは、 とされる。 
  この により、C C の を られるのは、 国

ル プの 10 度である。 
 C C の 及び の に と る は  

  BEPS プロジェクト 加国は、 の条 に 意した。 
について  

国 は、C C の に関し 的 を け、 の

行を行う。これらの は、 を の の利 制 、

等を 。 
について  

国 は、 国 である 国 ル プの究 の

が C C を する 的 を けることに、 の

を う きである。 
正利 について  
国 は、C C の を に す きである。 に、

C C は ルの 格 クの に いることを

トする。 
 C C を する の の ー ー は  

  として、 国 ル プの究 の は、 の 国

で、C C を られ、C C は、 ある C
の取 と、国 的 意 的 を にする 国 租税

条約、税 行 行 条約 は 協 等が されている
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に き、 がなされる。 

 

利 に関する行 に係る ラ ト等 
 

 行 等の を の制 に係る   
行 利 等の 入を た税 の制 に係る ラ ト

以 利 ラ ト という。 については、201 年 12 月 1 に

された。これに対しては、201 年 2 月 6 まで ク トが

け けられ、我が国からも、 本 から トが された。

利 ラ トの は、以 のようになっている。 

 
の  

利 ラ トは、以 のような で されている。 

「 」 
  ン ン 
   
  の し BEPS に する の ー  
  とは 、 に と等しい のは か 

  にルール るのか 
  にルール るのか 
  規 は か と を 定か 
 グルー の に 度 を か 

  定 の 定に 度 を か 
  の ー る か 
  ー ルール（ を定 規 ）の  
  の いと  

 

 

 
本 ラ トのなかで に 要だと われるのは、利 に関して

入 度 を くことについて 2 つの を検討していることであり、 の 1
つが ル プの に く 入 度 であり、もう 1 つが

の に く 入 度 である。 

 
グルー の に 度 の 定について 
ラ トでは、 ル プの に く 入 度 について、以 の

から までの にわたり検討を加えており、 の の に

く 入 度 に てかなり な検討となっていることからも、

OECD としては、利 に関する 入 度 制度として、 の がより ま

しいとの をしているように われる。 

 

 ーのグルー に する  
 BEPS 行 の の との 係 

「グルー の に 度 」 
  BEPSに する ー としてのグルー （   

） 
B  グルー の ン  ルール及びグルー ルー 
 ル 
C  どの を 度グルー に るのか  
D  どの にグルー の を 定する か  
E  どの に を る か  

  どの に と の を か  
  どの にキ ・ ーリング・ ン ン を か  
  どの に 等のリ を か  
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（ ）「グルー の に 制 」に する OECD の ン  
ル プの に く 入制 は、 ル プ テ ト

 を行うことによりなされる。 ル プ テ ト とは、

の世界 の ル プでの の ジ から して、 の な利

を制 する        
          こ

とであり、OECD は、 ル プ テ トは、利 を利 した BEPS に対す

る対 として、 論的に も 的な を している  

            
   と ており、 ル プの に く

入 度 を することによるBEPS の対 について い を して

いるようである。 
（ ）「グルー 」 

ル プ テ ト として、 利 分ル ル ル プ ル

ル の2 つの プのテ トがあるとされる。これらについては、以 のよう

な がなされている。 
 利 分ル ル    とは、

利益 は の に いて、 ル プ での ル

の ト利 の 分を行うものである(23)。 
 ル プ ル ル   とは、 の ル

な ル プの に等しくなるように、 利益 は の

ト利 のような の な を する ことに

いて利 の 分を行う ものである(2 )。 
                                                           
(23)  この 文は、          

            
       (      )

である。 
(2 )  この 文は、              

(            )     
      である。 

 

 

ラ トでは、 的には、これら 2 つのル ルは したものであり、

らも とに利 の 入 度 を するものとなって

おり、これらは の 論をもたらすものであると している。 
（３）「グルー の に 制 」を行 ている  

ル プの に く 入制 を行っている国としては、 国の

ル ト プ が ることができる。これは、2009
年から 国が 国 益 入制度 を導入したことに わ て、

2010年から 制度の を た に、利 の 入制 制度を導入

したものである。 
的には、 国の 国 における 国 からの な 入の 等に

よる 国 益 入制度の を するた のものであり、 世

界 ルでの ル プの の と、 ル プ との れ れ

の の とを し、 が を した について

入 とするものとなっている。 
この ル ト プ は、利 の 入 度 を

の から に する制度であり、 ル プの に く

入制 制度であるといえる。 

 
３ 定 の 定に 度 の 定について 

ラ トでは、 の に く 入 度 について、以 の

からD までの にわたり検討を加えている。 

 

「 定 の 定に 度 」 
  BEPSを ー としての 定 ルール 

B  は の ルと との  
C  のルールに る 定 の ル 
D  等に るリ の い 
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（ ）「グルー 」 

ル プ テ ト として、 利 分ル ル ル プ ル

ル の2 つの プのテ トがあるとされる。これらについては、以 のよう

な がなされている。 
 利 分ル ル    とは、

利益 は の に いて、 ル プ での ル

の ト利 の 分を行うものである(23)。 
 ル プ ル ル   とは、 の ル

な ル プの に等しくなるように、 利益 は の

ト利 のような の な を する ことに

いて利 の 分を行う ものである(2 )。 
                                                           
(23)  この 文は、          

            
       (      )

である。 
(2 )  この 文は、              

(            )     
      である。 

 

 

ラ トでは、 的には、これら 2 つのル ルは したものであり、

らも とに利 の 入 度 を するものとなって

おり、これらは の 論をもたらすものであると している。 
（３）「グルー の に 制 」を行 ている  

ル プの に く 入制 を行っている国としては、 国の

ル ト プ が ることができる。これは、2009
年から 国が 国 益 入制度 を導入したことに わ て、

2010年から 制度の を た に、利 の 入制 制度を導入

したものである。 
的には、 国の 国 における 国 からの な 入の 等に

よる 国 益 入制度の を するた のものであり、 世

界 ルでの ル プの の と、 ル プ との れ れ

の の とを し、 が を した について

入 とするものとなっている。 
この ル ト プ は、利 の 入 度 を

の から に する制度であり、 ル プの に く

入制 制度であるといえる。 

 
３ 定 の 定に 度 の 定について 

ラ トでは、 の に く 入 度 について、以 の

からD までの にわたり検討を加えている。 

 

「 定 の 定に 度 」 
  BEPSを ー としての 定 ルール 

B  は の ルと との  
C  のルールに る 定 の ル 
D  等に るリ の い 
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（ ）「 定 の 定に 制 」に するOECDの ン  
の に く 入制 は、 が として

を て、 の 益等を として の までの

の利 の利 の を るもの 以 テ ト という。

である。この とする には、 のものより税 のものが い

られている。 的には、 EB D と されるもので、これは

トの 利 、税 、 の の利益 E  B   
 D   の 文 のことであり、これは、

既に 、 ラ 、 、 国等で いられているものである。 
テ トでは、この税 告 の の というような を、利

の 入 度 にできることから、 的 がし すく 税 に

加的な プラ トを さ ることは ないものであると

されているが、本 ラ トでは、これはいくつかの国(2 )で されている

ものの、 れらの された の が す 、BEPS を に する

ことにはなっていないものと されているとこ である。 
したがって、OECD は、 テ トによる 入 度 の で

は、 との ができず、 国の から が く されてい

る があることから、 テ トによる BEPS の対 では 分な

ものにはなっていないとみているようである。 
（ ）グルー と 定 の  

こで、OECD は、 の ル プ テ トと テ トとを組

み 、 的 プロ として することも な対 ではないかとの

検討を行っている。 的には、利 が な では テ ト

を利 することを とし、利 が な の きな ル プに

                                                           
(2 )  本 ラ トでは、 ラ EB D の 2 、 EB D の 30 、

EB D の 30 、 EB D の 30 、 ル ェ

EB D の 30 、 ルト ル EB D の 30 、 利益の

30 、 国 EB D の 0 について をしている。 

 

 

おいてはより な ル プ テ トを するというものである。 

 
に する リ ・ ン  

（ ） か  
は、OECD からの利 ラ トの 、 ク

トとして、201 年 2 月 6 に BEPS 行 利 に係わる

討議 に対する意 以 利 ラ トに対する 意

という。 という トルの意 を OECD に した(26)。 
利 ラ トに対する 意 では、 で として、

BEPS を するた の OECD の取り組みを 的に する として、

回の検討課 である利 等を利 した BEPS は、既に くの 国で

らかの てが られている 、 、さらなる BEPS の を

す く、 らかの検討 てをす き必要 があることは 識してい

る とした で、利 ラ トに対して ている 要な ト

は以 のとおりである。 
 

は、本 、 の必要に て、 的に も 的な で

をしているのが であって、租税回 を意図して をし

ているのではない。また税 トをとるた に をしているわけ

ではない。 のた 、ル ルの に しては、 の行 と 、

たな租税回 が の を ず、 が とな

らない制度とすることが である。 回の OECD の ル プ

ル ルを いた は、 論的には の議論を り でおり、 し

さを るが、 にル ルの を考えると、対象を 分に っておら

ず、制度として 的 的なものとなっていると考えている。

なル ルを すれ 、これまで BEPS の が ていなかった国

                                                           
(26)  利 ラ トに対する 意 は、 2 年 6 月 、 の

ジに の 本 が されている。 
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る とした で、利 ラ トに対して ている 要な ト

は以 のとおりである。 
 

は、本 、 の必要に て、 的に も 的な で

をしているのが であって、租税回 を意図して をし

ているのではない。また税 トをとるた に をしているわけ

ではない。 のた 、ル ルの に しては、 の行 と 、

たな租税回 が の を ず、 が とな

らない制度とすることが である。 回の OECD の ル プ
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(26)  利 ラ トに対する 意 は、 2 年 6 月 、 の

ジに の 本 が されている。 
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税 も のル ルの を け、対 を られることになる。また、 ル

プ ル ルを するた に、 国 税 において 的に

が する。 
のた 、利 を利 した BEPS について既 の制度がない国では、ま

ずは ル ルを導入することを に考える きであり、また、す

でに制度がある国では、 行の制度が 分に しているかをまず検 す

きである。これらの取り組みを行ってもなお、 ル プ ル ルを

導入する必要が る には、既 の制度との 続 に 分に

して に制度の り を検討す きである。 
 

 グルー ルールの問題点 
ル プ の 形 は であり、 ル プ ル ルを

的に することで、 の の 度が し、

の にまで が お れがある。 ル プ ル ルが

税 の という 的を えて、 行 に の を

す な となっていないか、 分に検討する必要がある。 
え 、 ル プ として、 本を 的に し

た を している ル プ に を する 、

ル プ ル ルのもとでは、 ル プ の の利 が な

いことから、 の利 が することになるが、 のような い

は 必要な を することになり、 である。 
ル プ ル ルの により、 、 国で く られている

E 等の ル が課税対象となった 、利 が きく

制 される が い。また、利 が制 されれ 、 にまわす

が りし、 的に ル の利 を ない、 E 等

の の の が きく される。 
 定 ルールの 持と 点 

  の クとなる について、 では 行の

 

 

30 0 の が BEPS に対 するた には す るとしているが、

この 、 の から した BEPS による クに対 するとい

う を考えれ 、 くの に を 国 が対象となるよう

な い を することは である。 
ある き については、 国の の BEPS の利 、 の

の状況、BEPS を利 するお れ等を し、 国における

かつ 分な議論を まえて に することが ましい。 なくとも、

くの国が している 30 より い に することは、 を く

ことになると考える。また、 世界的に い を することは、とり

わけ い 利 にある 国の にとって をもたらす が

あることを 識する必要がある。 
（ ） か  

本 は、OECD からの利 ラ トの 、 ク

トとして、201 年 2 月 6 に BEPS 行 利 の

の に係る 討議 に対する ト 以 利

ラ トに対する 本 意 という。 という トルの意 を

OECD に した(2 )。 
利 ラ トに対する 本 意 では、 本 は、 論

で、 利 等を した BEPS の という取組みを するとしたう

えで、 では の ル ル が導入され

る きであるとして、以 の ト を行った。 
 

ラ の を まえると、本 の 的が BEPS に する

のある 的に組 された な 入   
を することであれ 、 ずは の により対 す

きである。また、 的に する としては、 国で導入が

                                                           
(2 )  利 ラ トに対する 本 意 は、 2 年 6 月 、 本

の ジで されている。 
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な い を することは である。 
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くの国が している 30 より い に することは、 を く

ことになると考える。また、 世界的に い を することは、とり

わけ い 利 にある 国の にとって をもたらす が

あることを 識する必要がある。 
（ ） か  

本 は、OECD からの利 ラ トの 、 ク

トとして、201 年 2 月 6 に BEPS 行 利 の

の に係る 討議 に対する ト 以 利

ラ トに対する 本 意 という。 という トルの意 を

OECD に した(2 )。 
利 ラ トに対する 本 意 では、 本 は、 論

で、 利 等を した BEPS の という取組みを するとしたう

えで、 では の ル ル が導入され

る きであるとして、以 の ト を行った。 
 

ラ の を まえると、本 の 的が BEPS に する

のある 的に組 された な 入   
を することであれ 、 ずは の により対 す
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(2 )  利 ラ トに対する 本 意 は、 2 年 6 月 、 本

の ジで されている。 
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でいる ル プ ではなく で、EB D に対する

の まで関 からの 入利 の 入を るル ル により対

し、 れを、 テ ト   にて する

という プロ を る きである。 
されている  については以 の より導入に 対する。 

  も も に くD E  D E 
利 の は、 が たす 、 する ク、 す

る 、 いは、 れによって される ロ

 の により まってくるものである。か

かる を 考 ず、  にて されているよう

な 的な 分による 利 の 制 が 的に導入

されると、これまで されてきた 格税制 O といった

国 課税の 組みに く しないた 、BEPS には く関係のな

い に対してまでも な 課税 を引き こし、 の 、

な を し、 ロ ル にも しい

を え る。 
  加えて、 を考 しない 度な利 制 は、国

を中 とした と 国 との をもたらし、 って、

の を する があり、 正な 本 の

との が なわれ る。 
  さらに、  の では、 の 制 の に

な 加 の の が 加的に し、 税

の プラ が しく 加する。 
税 の プラ ト の ト の 、

年度の が 本 に して 以 である 、 年 の

ト 利 が 以 である には、利 入制 は

される きではないといった の ル

ル が導入される きである。 

 

 

 

    には、 を要するという  
が かる  という トもあるが、

トを にして を するようなル ルが導入

されてはならない。 されている トの を するた に、

国 は を トするような   に く

ル ル 的な を く し、また、 税 と税

での 要な論 を回 するた に、 正な 利 に関わ

る な ル 制度を導入す きである。 
  の にあたり、 ル プ の の 利 と

国税 に い される 利 との に要する の

は であり、 うした を とした制度導入は 税

にとって ましくない。 
  入制 の対象とする利 を に した 、 する

の い で する の いによって取 い

が く なるた 、 税 の を しく する れがある。

のた 、 税 の を る 、利 の を

する等 することが ましい。 
  関 の を 2 以 の 的な 本関係としているが、

に がいる においては、 的に の利 等に

を すことはできない 、関 の としては す る。

でも 0 とす きである。 
  入利 D  利 入のた の

度     が に

かない で されるとすれ 、 の   
が られる きである。 

  ク について、 な考 を行う必要があることに

する。 し、 な考 は、 ク を行う が、
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ル プ として を行っている   
 に しているか かにかかわらず、 され

る きである。 本の 等は、 の ジ は 取引である

が、 れに して の を することも く、 に

   と 関係になることがある。 

 

国 税制に関する行 に係る 
ラ ト等 

  
 行 3 制（C C 制）の強化 に係る   
行 3 国 税制 C C 税制 の に係る ラ ト 以

C C ラ ト という。 については、201 年 月 3 に された。

これに対しては、201 年 月 12 まで ク トが け けられ、

我が国からも、 本 から トが された。C C ラ ト

の は、以 のようになっている。 

 
C C の  
C C ラ トは、以 のような で されている。 

「C C 」 
ン ン 
1   
2  C C の定  
3  の  

 の定  
 C C の定  

6  のルール 
 のルール 
 の は ルール 

 

 

C C の勧告  
の 2 から については、 C C の を き、

す て本 ラ ト で勧告が されている。以 に れらをみてみる。 
 「C C の定 」に係る勧告 

C C ル ルの 対象となる について、 ト プ、 、

的 PE が C C に されるか、 の 的 において れら

の から分 された課税対象の として取り われる におい

ては C C に るということで、 に入る対象 を く す

る。さらなる勧告として、 なる 的 で なる取り いがなされるこ

とにより C C ル ルを回 することを た に、改 された

ル ルを 。 
 「 の 」に係る勧告 

課税要 について、税 の は 税 に くこととする。 の

税 要 では、 の国における C C ル ルに する税 よりかなり

い税 を いる きである。 
 「 の定 」に係る勧告 

の では、2 つの なった を要する ( )必要とされる

の プについての と、( ) の の ルについての

である。  
の プについての は、C C ル ルが なくとも 的な

的な の テ トを す きであるということであり、

れで、 らかの に係るテ ト が たされる必要がある。

さらに、国によっては、 の を られる クトテ トが まれ

るであ う。 
の ルについての では、C C は、 が として、

に は に、 0 の 議 を することで、 される

きであるということである。 
 「 の ルール」に係る勧告 
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とにより C C ル ルを回 することを た に、改 された
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課税要 について、税 の は 税 に くこととする。 の

税 要 では、 の国における C C ル ルに する税 よりかなり

い税 を いる きである。 
 「 の定 」に係る勧告 

の では、2 つの なった を要する ( )必要とされる

の プについての と、( ) の の ルについての

である。  
の プについての は、C C ル ルが なくとも 的な

的な の テ トを す きであるということであり、

れで、 らかの に係るテ ト が たされる必要がある。

さらに、国によっては、 の を られる クトテ トが まれ

るであ う。 
の ルについての では、C C は、 が として、

に は に、 0 の 議 を することで、 される

きであるということである。 
 「 の ルール」に係る勧告 
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C C の については、2 つの なった を要する ( ) の 的

のル ルが される きであることと、 して、( )C C を

するた の のル ルが必要であるか うかということである。   
 「 の ルール」に係る勧告 

の については、 つの テ プとなる  ( ) の 税 が

を つ きかを する、( ) れ らいの が される きか

する、( )いつ が 税 の 告に まれる きか する、( ) のよ

うに が取り われる きか する、 して( ) の税 を の に

す きか する。 
これらの テ プのた の勧告は、 のとおりである  
  ( )については、 の  は、

に つけられる きである。 
  ( )については、 の は、 れ れの は 的な が、

れらの の と、 は のある の の

を することによって される きである。 
  ( ) ( )については、 的 が、 がいつ 税 の 告に ま

れる きで、 して、 のように取り われる きということを

することで、C C ル ルは、既 の国 と のある によっ

て、 されるものであるということである。 
  ( )については、 の 的 の税 を に するということで

ある。 
 「 の は ルール」に係る勧告 

的 は、 課税が ずるかもしれないという、 として、 なく

とも 3 つの状況を する  ( ) した C C が、 に 国の

税の を ける状況、( )C C ル ルが、2 つ以 の 的 で、

C C に される状況、 して( )C C ル ルの で既に の

に された は が C C の を 分する から、C C
が に を 分する状況である。  

 

 

の 2 つの状況に対 する勧告は、中 の に課された C C 税を

て、 に われた 国税 の を る きである。 3 つ の

状況に対 する勧告は、C C の が、 もって、C C 課税の を

けていたのであれ 、 C C の 分の 益 の課税を す き

である。しかし、 のような 益の的 な取 いは、 の 的

に ることができ、 れにより、 が国 と を つことが

できる。 

 
３ 「C C の定 」に する  

C C の については、本 ラ ト では勧告に るまでの

意が られてはいないようで、ここでは、 される のある プロ

等が された。以 に、 れらについてみてみる。 
（ ）C C ルール の  

C C ラ トでは、C C に、 である C C の した

、 行 を する C C の した 、 の

に する C C の した 、 P からの 、 ジ

ル からの 、 プテ の からの

を、正 に できなけれ ならないとしたうえで、C C の に

おいては、  と

 があり、 の において、 なくとも以 の

が の対象として取り われなけれ ならないとしている。 
  D   
  利 の の       
  入    
  は S      
  ロ ルテ P    P   

（ ）C C を定 する ー  
における C C の としては、 の プロ
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の 2 つの状況に対 する勧告は、中 の に課された C C 税を

て、 に われた 国税 の を る きである。 3 つ の

状況に対 する勧告は、C C の が、 もって、C C 課税の を

けていたのであれ 、 C C の 分の 益 の課税を す き

である。しかし、 のような 益の的 な取 いは、 の 的

に ることができ、 れにより、 が国 と を つことが

できる。 

 
３ 「C C の定 」に する  

C C の については、本 ラ ト では勧告に るまでの

意が られてはいないようで、ここでは、 される のある プロ

等が された。以 に、 れらについてみてみる。 
（ ）C C ルール の  

C C ラ トでは、C C に、 である C C の した

、 行 を する C C の した 、 の

に する C C の した 、 P からの 、 ジ

ル からの 、 プテ の からの

を、正 に できなけれ ならないとしたうえで、C C の に

おいては、  と

 があり、 の において、 なくとも以 の

が の対象として取り われなけれ ならないとしている。 
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（ ）C C を定 する ー  
における C C の としては、 の プロ
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として、 が く かつ は が対象になる。これ

には、 なくとも、利 、ロ ルテ が まれ、 クテ な

取引 ジ から される クテ は まれないこととし

ている。 
このような 形 分  による C C の

だけでは、BEPS を する から 分に的 ではないことから、

の として、C C の 的な から する 分  
が検討されている。 

分 としては、 分   、

続 分    、

分    が、 の プ

として られている。 
  分 とは、C C の に C C の が 的な

をしたか うかを するた に、 状況分 を する

テ ト  である。 
  続 分 とは、C C が の を し、 の

クを引き けている であるかを するた に、 ル

プ の が行ったす ての 要な を検分するテ トである。 
  分 とは、C C を するに必要な

が C C の 的 に されているか うかを するた のよ

り 的な として、 の の を いるテ トで

ある。 
（３）「 リー ー 」に る C C の定  

これは C C であるかの を、 の 、利 の の

、 入、 、 、ロ ルテ 、 P な の の

テ とに行っていくものであり、す ての を テ 分

して、 テ とに 分 を行うことになる。 テ プロ

C  の し しは、 いられる 分 の

 

 

に っているものといえる。 
（ ）「 ー 」に る C C の定  

C C を する の プロ としてより で 的な プロ

なものに、 利 プロ   が

られており、これは、 P 等の 形 を取り うのに なものであると

されている。 
利 プロ では、C C に対する  

を し、これを える はす て C C であるとされる。 
は、 利益   と 格 本  

を いて、 の で される。 

 
の利 は、 本 の から、 ク利    

に、 本 に関 する クを した プ

を加えたものになるに きである。 ク利 は

の 年 の国 の利 の であり、プ は 国で 的に

3 といった になっている。 
分 によると、利益 は、 ク利 年 の国 の利

の プ 3 で、 れは 10 といった で

あるが、これは国 によって なることになる。 
格 本は、 利 プロ が、 課税の 的 で行 された

の に関 して いられた の 利益から 利 を す

ることを意図しているのであれ 、 れは、 P を 、取引 の

クテ な に いられた に された 本だけにす きである

としている。 

（  ） （ ） （   ）  
（  ） 
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として、 が く かつ は が対象になる。これ
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ている。 
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だけでは、BEPS を する から 分に的 ではないことから、
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テ ト  である。 
  続 分 とは、C C が の を し、 の

クを引き けている であるかを するた に、 ル

プ の が行ったす ての 要な を検分するテ トである。 
  分 とは、C C を するに必要な

が C C の 的 に されているか うかを するた のよ

り 的な として、 の の を いるテ トで

ある。 
（３）「 リー ー 」に る C C の定  

これは C C であるかの を、 の 、利 の の

、 入、 、 、ロ ルテ 、 P な の の

テ とに行っていくものであり、す ての を テ 分

して、 テ とに 分 を行うことになる。 テ プロ

C  の し しは、 いられる 分 の

 

 

に っているものといえる。 
（ ）「 ー 」に る C C の定  

C C を する の プロ としてより で 的な プロ

なものに、 利 プロ   が

られており、これは、 P 等の 形 を取り うのに なものであると

されている。 
利 プロ では、C C に対する  

を し、これを える はす て C C であるとされる。 
は、 利益   と 格 本  

を いて、 の で される。 

 
の利 は、 本 の から、 ク利    

に、 本 に関 する クを した プ

を加えたものになるに きである。 ク利 は

の 年 の国 の利 の であり、プ は 国で 的に

3 といった になっている。 
分 によると、利益 は、 ク利 年 の国 の利

の プ 3 で、 れは 10 といった で

あるが、これは国 によって なることになる。 
格 本は、 利 プロ が、 課税の 的 で行 された

の に関 して いられた の 利益から 利 を す

ることを意図しているのであれ 、 れは、 P を 、取引 の

クテ な に いられた に された 本だけにす きである

としている。 

（  ） （ ） （   ）  
（  ） 

399



 

 

（ ）C C ルールの は か は か 
C C ル ルの の については、 プロ  

と 取引 プロ  が

られているが、本 ラ トでは、 の がより正 に の につい

て分 が であるとして、 トプラクテ としては、取引 プ

ロ であるとしている。 

 
C C に する リ ・ ン  

（ ） か  
は、OECD からの C C ラ トの 、 ク

トとして、201 年 月 30 に BEPS 行 3 C C 税制 に係わる

討議 に対する意 以 C C ラ トに対する 意 と

いう。 という トルの意 を OECD に した(2 )。 
C C ラ トに対する 意 では、 で 分な C C 税制の

に BEPS テクニ クの とされる ル

を引き いに して、 に において

な C C 税制が導入されていれ の の 分は することができ

たとの もある。 なくとも世界で も 格とされる C C 税制が

される 本の 界の からすれ 、 の 条 の とは、

まずは 分な C C 税制を する における制度の しである き

と る。 の で、C C 税制の による 課税の な

な の も まえれ 、できるだけ 国の C C 税制の を ニ

することが との 論を している。以 に、C C ラ ト

に対して ている 要な ト をみてみる。 
 

国はすでに な形 の C C 税制を しており、制度として

                                                           
(2 )  C C ラ トに対する 意 は、 2 年 6 月 、 の

ジに の 本 が されている。 

 

 

していることも であり、 に 国の制度を 的に ジェ

すれ いというものでもない。 え 討議 でも されている

り、C C 税制の に し、E は EC との を図らなけれ

ならず、OECD 加 国の相 が 国であることを まえると、勧

告は E を意識したものとなら るを ないと考えられるが、 れらが

国の既 の制度と するかについては 分な検 を要する。 
また、C C の については、 的な BEPS 対 の から

 である きとの に はないが、 の 的を

するた の には  を な プロ があっ

て いと考えられる。とりわけ、  には C C に するか

うかの を に行うことができ、課税 税 の にとって、

な制度と える。 
国で に な制度が 行されているなかで、OECD が勧告す きは、

あくまでも BEPS 対 の から 的に な C C 税制についての考

え の であり、形 的に の トプラクテ の勧告ではない。 
 

 の定 の について 
  の  

討議 の   と した には、

 の が対象となる が 分されており、BEPS
対 の から に となる を するという C C 税制の

とも 的である。 
また、 について、 的 を C C 、 的 を C C

と う OECD の は 本的な考えとしては できる。 の

、 分 を行うことになるが、 的 的 の につい

ては、 の を考 し、BEPS クの ない につ

いては、 の 形等からできるだけ に を行い、 等

を するかた とすることが ましい。 
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(2 )  C C ラ トに対する 意 は、 2 年 6 月 、 の

ジに の 本 が されている。 

 

 

していることも であり、 に 国の制度を 的に ジェ

すれ いというものでもない。 え 討議 でも されている

り、C C 税制の に し、E は EC との を図らなけれ

ならず、OECD 加 国の相 が 国であることを まえると、勧

告は E を意識したものとなら るを ないと考えられるが、 れらが

国の既 の制度と するかについては 分な検 を要する。 
また、C C の については、 的な BEPS 対 の から

 である きとの に はないが、 の 的を

するた の には  を な プロ があっ

て いと考えられる。とりわけ、  には C C に するか

うかの を に行うことができ、課税 税 の にとって、

な制度と える。 
国で に な制度が 行されているなかで、OECD が勧告す きは、

あくまでも BEPS 対 の から 的に な C C 税制についての考

え の であり、形 的に の トプラクテ の勧告ではない。 
 

 の定 の について 
  の  

討議 の   と した には、

 の が対象となる が 分されており、BEPS
対 の から に となる を するという C C 税制の

とも 的である。 
また、 について、 的 を C C 、 的 を C C

と う OECD の は 本的な考えとしては できる。 の

、 分 を行うことになるが、 的 的 の につい

ては、 の を考 し、BEPS クの ない につ

いては、 の 形等からできるだけ に を行い、 等

を するかた とすることが ましい。 
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また、 な 、 の の から 的 と

され すい については、 く 的 による と られる

よう、 国において を するよう る きである。 
あわ て、 討議 では勧告がなされていないが、組

等に ル が る についても、 利 な と

に、 的な に係る ル は、BEPS に係る

ではないことを にす きである。 
   の  

  は 、 格 本等の が で

あり、課税 と 税 との で論 の になることが される。

さらに、 については、 の とは なる を

に課税を行うお れがある。 のた 、 の 討議 では、

  を トプラクテ として勧告を行うこと

には できない。 
 ン リールール 

ル ルの は があり、 討議 で さ

れている C C 税制とは の課税を 国が導入しうるようにも る。

本 については、 が ないので はできないが、 的に っ

て制度の は けることが ましい。 
 C C の定  

C C は の PE も と されていたが、PE については、 国

で に う取り いの 税 と課税 との の相 な

が られる。 のた 、 PE が で されるな 、取り いが

になっている を課税の とすることが ましい。 
  

 を導入す きとする勧告に する。 の 、

については、 プルかつ なものが られる。 
国の税 に き、ト 税 を する 、C C と

 

 

の において、対象は しい BEPS を さ る 税 に ることが

である。 として 税 が まりしている国がある中で、

に 税 の 以 とする には の を える。

国の 税 の 0 とすることが ましい。 
あわ て、 税 の にかかる を するた 、BEPS の

が ない国については 税 の から する ト ト

を導入することが ましい。 
 の定  

の を 0 とした の の に、 本的に できる。

の については、 本的に年度末で することが ましい。 
 のルール 

については、 の 国のル ルに って すると

されている。しかし、 の 国の税制に って するのは、

対象となる C C の が い には 税 に な が る

もある。 の から、 の 国の税制のみならず C C
の税制を できる プ が必要となる があることにも

意す きである。 
 の ・  

C C 税制における 課税の は て 要である。この 、

課税を する として 国税 を ているが、 も も

課税が しないよう考え を することが 要である。また、

C C 税制については、 課税が した の について、

行制度のもとで、 分に されていない。 
（ ） か  

本 は、OECD からの C C ラ トの 、 ク

トとして、201 年 月 1 に BEPS 行 3 C C 税制 ク

対 税制 の に係る 討議 に対する ト 以

C C ラ トに対する 本 意 という。という トルの意
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を OECD に した(29)。 
C C ラ トに対する 本 意 では、 本 は、 論で

OECD からの C C ラ トを するとしながらも、 国において C C
税制を改正するに たって 分に 意す きことを、以 のように

ている。 
 

OECD が本行 の 告 を 行する 、 の中で、OECD 勧
告に く C C 税制を 国が導入または改正するにあたり、以 の

の 分な 意がなされる きであるということを に る きである。 
  な国 の の の 国 制度 に C C の 、

要 、 の 等 の  
  BEPS の対 という本 の から する な課税となら

ような かつ入 な制度  
  な 課税 ニ の導入  

 

   
  要 ニ のような ル ルを

について、 的な のみではなく、 要 も考 することを

したい。 
  ト 税  を 回る国に する が

国において税 が している PE 課税 課税 、

の税 は が した税 に ならない。この 、

国において した税 も て された税 がト 税

 を 回る りにおいては、 は C C に
は しないと考える。 

  の定  
                                                           
(29)  C C ラ トに対する 本 意 は、 2 年 6 月 、 本

の ジで されている。 

 

 

  的な 的 的 テ トは であるということ

には するが、 のようなテ トを トプラクテ とする勧

告をより る く なくとも という を す きである。

我 としては、 の において、 的 的 テ ト

により、C C の が な で行われていると考えている。 
  協 行 プロ は 分 に きく し、また、 な

プラ を するものであり、さ 的な

ものでもない。 の トの つとしては が に協 して

する により正 に するかもしれないと られてはいる

が、正 な 分 が に によって行われるかについては

に 的であり、より 的なテ トが される きである。 
  C C の定  

  益 プロ は 度に なものとなり るものであり、ま

た、既 の 要な国 課税ル ルが される クを く す

る。 い、 に 益 プロ が されるとしても、課税対

象となる は 的に された 的 関 に される

きである。 格税制が している り、 益 プロ

は 要であり、 、 の中での 益 プロ は、 税

と税 にとって プラ トを

さ るものとなる。 
  法に係るルール 

 C C の 国の税制に き を した で、 国

の税制に うよう を することにより、 国は の が

られる という が されているが、これにより 税 の

が される。 
  の は に するルール 

  課税 の の として 国税 のような を つ

ことは に 要であるが、 国税 制度 が 課税の
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本的な とは必ずしも えるものではない。 
  行の 国税制 、 の C C に対して、 国の C C 税
制が 的に される 、 によっては 課税が

ることがある。 かる 課税に対しては、 国税制 、

で な 課税 の 国税 制度に加え、 国

C C 税制 、 に C C 税制と 格税制 での な ル

ル制度 が導入される きであり、 国は の国 において

の しくは なくとも の 制度を導入することを ト

す きである。 
  の ル ル制度が OECD によって制 されることは必要

である。しかし、 されている ル ルは、 国 C C 税制

に く 税 関 する国における 税 に対 す

る税 等、 きな の をもたらす がある。こ

の については、C C 税制の と との ラ を考

し、 の C C 課税を回 するた の 的な ル ル制度を

したい。 れについては以 の の り、 の が既

に の国で C C 課税の対象となっている 、 C C 課税も

て、 の 税 を した で、 において

税 の検 を行うというものである。 

 

の の行 に係る ラ ト等 
 

 行 P ー に係る「 ・ ー 」の

告  
201 年 2 月 6 に P ジ に係る 正 ク プロ の

意 告 以 P ジ 告 という。 が された。 
これは、201 年 9 月 16 に された 201  D の 1 つであ

る 行  と を考 に入れた 税制 のより 的な対

 

 

C    P   E    
   S に関して、 P ジ についての

加的な 意を 告する 告 といえるものである。 
この 意は、 と 国によって OECD の 201 年 11 月に された

税制 ラ     P P に さ

れた であり、 P ジ について 正 ク プロ

  を することに関し、OECD と 20 から

の 意を取り けたものである。 
以 にこの を しておく。 

（ ） P ー 告 の  
P ジ 告 は、 分が で 3 のみの 告 であり、 の

は以 ようになっている。 

 
（ ） ) ・ ー 問題 

 ・ ー とは 
行 の 告 での のときに、 的に け入れられた 正

ク プロ に、 格  の ル、

既 条  、 の   
  に関して、 なる 正を必要としたものである。 

 リ （ ）とは 
正 ク プロ では、 格 の から、関係 の

と取 を することとされているが、この による を

さ るた に、 の を として、 格 を 加 これ

「 P ー 告 」 
) ・ ー 問題 

B) ング、 及び 告に係る問題 
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を プ ト という。 できることとされており、 の 加 を

30 までとされた。 
（３）B) ング、 及び 告に係る問題 

 しい の の ー の  
本 告 では、これまでの既 の P ジ は、2016 年 6 月 30

以降は、 しい 加 を け入れないことを している。 しい P
ジ は、201 年 に必要な 改正を 始しなけれ ならない。 
 の ー の  
既 の ジ の 加 の利益を するた 、 国が 既 条

を導入することが られる。 既 条 は、既 の ジ の

まで を する。 は、2021 年 6 月 30 である。 
 201 6 に して こと 

国は、201 年 6 月までに、 正 ク プロ の での 告

要 、 加的な 、 格 P の に係る ラ

の を ま ておく必要がある。 

 
 行 12 ー ー・ルールに係る   
行 12 的 クロ ジ ル ル に係る ラ ト 以

クロ ジ ラ ト という。 については、201 年 3 月 31
に された。これに対しては、201 年 月 11 まで ク

トが け けられ、我が国からも、 本 から トが

された。 クロ ジ ラ トの は、以 のようになってい

る。 
（ ） ー ー・ の  

この 的 クロ ジ ラ トは、以 の となっている。 

 

 

 

「 ー ー・ 」 
  ン ン 
  行 12 

B  この問題の 程 
C  告 の ーすること 

ー ーの  
   

B  ー ーの  
C   
D  の ー ー制度との  
E  の ー ーと ン ン ールとの  

  ー ーの  
ル ー ー・ルールに係る ン 

  告  
B  告  
C  ール ー （ ） 
D  告  
E  ー ー及び ー ーに る の  

  ン ン の の  
  ー 

  キー  
  の ー ー・ルールの  

B  キー の ー ー・ ー の立法
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（ ） ー ーの  
  

的 クロ ジ の 的は、 に ク プラ ニ

に関する を することであり、 の のプロ

ユ を識 することである。加えて、 の たる 的は、

租税回  の 的 である。 
 の  

( ) 的 クロ ジ ル ルは、 で し すくなけ

れ いけない。 
( ) 的 クロ ジ ル ルは、 税 の 加的 プ

ラ トと税 により られる 益の ラ が取

れていなけれ いけない。 
( ) 的 クロ ジ ル ルは、 的の意図を す

ること 要な を正 に することに 的なもの

でなけれ いけない。 
( ) 的 クロ ジ の での の は 的になされ

なけれ いけない。 
 ー ーの  

( ) の の入 が である。 
( ) 租税回 、プロ ユ の が す

る。 
( ) 租税回 の 的 が できる。 

（３） ル ー ー・ルールに係る ン 
本 ラ トでは、 的 クロ ジ ル ルの は、 が、

の を、 告するのかを するわけであるが、これは、 国に

おいて も した要 が されるとしている。 
 2 つの ル ー ー・ルール 

既 の 的 クロ ジ ル ルとしては、以 の 2 つがあ

 

 

るとしている。 
  取引 プロ   これは、 国の制度で、税 が 告

す き  この の のことを

ル ク な の意 と でいる。 を

し、これを 取引から利益を ている 税 の取引を し

ているプロ 等の から 告さ る制度である。 
  プロ プロ   これは、 国 ルラ

の制度で、 ク プラ ニ のプロ の

に きな を いたものであり、 告す き の プ

ル ク についても考 するものである。 
以 、これら 2 つの プロ を 考にして 告対象 、 告

対象 、 ル ク 、 等に関して、 のような

プ が された。 
 告 に係る ン 

告対象 に係る プ としては、 の 2 つが された。 

 

に係る  
  及び の に を

う  
 B  の を

う な 、 国 に な 存在 な に 、

を う  

 
また、 プロ の として、 国 ルラ 、 国、

、 における が され、これらの から以 の

が された。 
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の 案  
 、 すべ ムの 、 、

    に を す

る 事する である  
  の に 、 すべ ムの 、 、 に

関 て、 な 、     
を る を で る  

 
 告 の を る ン 

( ) （  ） 
既 の 的 クロ ジ ジ の中には、 ル

クに する取引でも テ ト を いて 告 としている国

がある。 も 的な テ ト は、 要 益テ ト  
 である。このテ トは、取引の 要な 益が租税利益

を ることにあったか うかである。 
しかしながら、 要 益テ ト は、 クロ ジ にとっ

て 的に い を する つまり、 と クロ ジ

されなくなる ことから、税 の関 がある租税回

が クロ ジ されなくなり、ある国の では、 正を引

き こすことになる。 
( ) 的 クロ ジ の の に係る 2 つの プロ  

的 クロ ジ の の の プロ 等について

は、 の分 を まえ、以 の 2 つの プロ 1 つの

的 は 加的 が考えられる。 
  プ  ル テ プ プロ  

これは、 国が しているもので、 を ず、したがっ

て 告 がかなりのものになることから、 ル ク とに

を けて の 制をしている。 

 

 

  プ B  ル テ プ プロ  は プ

ロ  
これは、 国、 ルラ 、 、 ルト ルが してい

るもので、 を して ル ク との を けな

いものである。 
  的 は 加的  ニ ル  

これは、 の プロ と 的 は 加的に利 する

として、ある な より さな取引は、対 から す

るというものである。 
 ール ー  

ル クは、税 が関 のある の を する

ルとして いられるものである。 ル クは、 的 ル

ク  と 的 ル ク  
に されるが、 は、 しくかつ 的な ク プラ ニ

の をするた に いることが と われ、 は、既

の租税回 に トを てて いることが と われ

ている。以 に、 ル クの分 との をみてみる。 
( ) 「 ール ー （  ）」 

  （C ） 
これは、プロ は が の租税に関する

組 等について、クラ トに をかけている取引である。 
に係る 的 クロ ジ ジ の として、

国、 、 国 ルラ のものが されており、これらか

ら としての ル クの要 が以 ようにまと られて

いる。 
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ての  
  ム 、 の の で に る

のである  
  の の の 、 の ての

の の制限を、 に て る  
  の制限を す で、 の 、

に る ム の利 を に て る  

 
  ー は （P     ） 
これは、クラ トが の に対して った が、 の

の で た租税 益の に している取引である。つま

り、租税 益の が い 、 の対 の が きいということに

なる。 

 

ム  
  ム による の 、 る の

で に決 る て決 る のである  
  な 、 の の

に する   

 
この 、 的 ル クとしては、租税 益を ることに

したときに の 等を ける 約 C  
、取引が既に されている である

租税 S   これは

 プラ プ

   入 の意 とも れ

ている。 が、本 ラ トでは取り られている。 

 

 

( ) 「 ール ー （  ）」 
これに するものとして、 国における以 の が取り

られている。 
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ての  
  を る する  
  当 を の に 、 の の の 相 、

を する  
  、ある の の 度的に る  
  、 ム の な 、 の によ

て の の を するのに利 る  

 
( ) ール ー に係る勧告 

  国 、

を の で で、 的

ムを する  
  的 ムに 、 的

的 の を る  
  的 に 、 及び ム の 2 の

を  
  的 に 、 の国の の 問題を

、 の国の を する  
  国に て、 ニ を て、

の を制限する の国の である 
 告  
( ) 告 に係る ン 
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に係る  
  ムの利 性に を

する  
 B  の ムの利 に を

する  

 
( ) 告 に係る勧告 

  を て るのであ 、

ムの利 性に るべ である  
  の ム 、 ムに 、 て、

の に を る 当局の を にする を 的 す

べ である  
  の 、 、 ム 利 な な 、 の ム

を する によ るであ う  
  を な な な のであ 、 ムの利

性よ 、 の を て るべ である  
  て、 の するのであ 、 の ム

、 ムに て をする 当局の を に

する に、 すべ である  
（ ） ー ー・ に する リ ・ ン  

か  
は、OECD からの 的 クロ ジ ラ トの 、

ク トとして、201 年 月 2 に BEPS 行 12
的 ル ル に係わる 討議 に対する意 以 的

クロ ジ ラ トに対する 意 という。 という

トルの意 を OECD に した(30)。 
                                                           
(30)  的 クロ ジ ラ トに対する 意 は、 2 年 6

月 、 の ジに の 本 が されている。 
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的 クロ ジ ラ トに対する 意 では、

は、 の 国 による ク プラ ニ

P を し、税 の 、 等な 条 の を図ると

の行 12 の は できる。BEPS を するプロ 、 れら

を利 する 的 税 は しく取り る きである と

しながらも、 の 税 の が に 加するようなことがあっ

てはならない として、 的 クロ ジ に対しては、以 のよ

うな い ト を行っている。 
 

制度が を く の トテ ト 的

告 、 要 が けられない 、 いは P 制との の で

な 制度となる には、 プラ トの 加

との の 加が されることから、 の 、 税

の といった、 税 の 本的 利の を 識した での ラ

の取れた議論が である。また、 制度が を う 、

プラ を 引する れがあり、 国 税 の の いに

も 意されたい。 
本は 的 ル ル 導入であり、 うした状況の中、この

い の中では 国の既 制度 討議 の を 分

に しきれておらず、導入に対する を することは しい。ただ、

なくとも 制度を考える には、以 つの が 要と考える。 
 は、 の BEPS 行 との関係である。 の BEPS 行

によって れだけ があったのか、また、 れを まえて国

が の 度 クを として えているのかを検 することが

要であり、行 12 の を に しなけれ ならない状況

か うかについては議論の がある。 
 は、 に 的 制度が導入された の制度 であ

る。 、 つ 税 の プラ トと税 の

 

 

益の ラ 等に 分 したル ル が必要である。 
 は、 の ル ル ル 制度、協 的 プラ

CC 等 との関係の である。これら制度を既に導入してい

る国においては、 的 制度導入により の 告 が

しないよう、 告 について 行制度との を図ることが必要

である。 
 は、国 税 の である。 要 に 国の

の があり、 税 における の な が く

される。また、 された を 国税 が税 のた に

的に うことも され、 国 相互協議が くの国において

的に していない状況が続く中で、 たな 課税を する

クがある。 
 

  ルールの ンについて 
  が 告するか    については、 プ B

プロ は 税 の らかが を う かつ

プロ に を課すのが ましい。 
  を 告するか     については、 的租

税回 行 を するという BEPS プロジェクトの 的からすれ 、

告対象取引は 税の 益の が 的である に す

きであり、この から プ B S は プロ

が 論的には ましい。 
  告 については、 的 ル ルは

つ である きという の に みれ 、より

が できる プ B 的 告 を することが

ましい。 
  いつ 告するか    については、 的

の である の 入 という からは、プロ
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的 クロ ジ ラ トに対する 意 では、
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が を い、 プ が利 となって

の で するのが ましい。 
  プロ はユ に課される の   

        について

は、 プ とプロ が する

トを て ユ を として、国 が

れ トは 的に税 される きことが、勧告

されるのであれ 、 的 にあたっては、プロ の

に対する に する必要がある。 
  の C     

については、 もし 的 ル ルを しない

には を ける き とあるが、 プラ を る

より 的な として、本ル ルを に した 税 に対し

ては らかの テ を するというようなことも制度

において考 す きと考える。 
  キー について 

  国 税 において 国 が 告す き につい

て、本 では 国 が関 する取引で、 の 国 に 要

な 的 をもたらすもの、 は、 の取引の の に

要な課税 の をもたらすもの とされているが、 要な

的 要な課税 の をもたらす取引の

が必要であるとともに、 したと 識する を

に す きである。 
か  

本 は、OECD からの 的 クロ ジ ラ トの

、 ク トとして、201 年 月 30 に BEPS 行  
12 的 ル ルに係る 討議 に関する ト 以

的 クロ ジ ラ トに対する 本 意 と

 

 

いう。 という トルの意 を OECD に した(31)。 
的 クロ ジ ラ トに対する 本 意 では、

本 は、 論で、 の税 では、 税 と税 の

に の 対 が し、 的租税回 の 分な対 が で

ある状況は でき、 な 条 の からも、 的

のル ルの導入の については 本的に する との考えをし し

ながら、以 の ト を行った。 
 

  関 を入 たとしても 対象となり る 的租税回

として することは、 的 、 租税回 等の が な

状況 では であるた 、 がまず必要である。 
  の  P  を 的に 行していくことで相 度、 的

プラ ニ を できることに加え、 に 国 の を

するという では  P 13 にある、   
C C  の で できるた 、 税 の プラ

ト等に み、 は の 等を た で、 的かつ

的に していくことが ましい。 
  また、 に が しないよう の取 い の 、

に関する の 等につき、課税 が トす

る必要がある。 
 

  ルールの ンについて 
  が 告するか    については、 えて する

なら 、 税 の プラ に係る の を 的に

プロ からの を とした プ B が ましい。 
  告対象 告対象取引の 等の が であること

                                                           
(31)  利益分 ラ トに対する 本 意 は、 2 年 6 月 、 本

の ジで されている。 
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から、 税 の と、 税 税 にとって

の 度な の のた に、より す きである。 
  プロ が に する 、 を する

に、 が 税 に されるとされているが、 ての

告 を 税 に するのではなく、 税 の に み、

を す きである。 
  を 告するか     については、 告す

き取引は   の が 的である に す きなの

で、本 的には  は プロ プ B が

ましいが、 にプロ が する 、 は で

ある。 プラ ト等を考 すれ 、 的には

 プロ プ となら るを ない。 
  告 については、 を る では

的 ル ク プ B が ましい。 し、 本 がプ

ロ に を課しているのは   的ではなく、

ジ の に る を 国 は 分に する必要があ

る。 
  いつ 告するか    については、プ

ロ が する に て 、 利 の は

であり、 的に 行されない の は 度な

を いるだけである。 、 行に クさ た

は、プロ による 行の について検討

が必要であり、 プ B に課 が る。 
  プロ はユ に課される の   

        について

は、プロ による トの によって取引利 が

されれ 分と考えられるた トのみを する プ

B が ましい。 

 

 

  プラ プラ の C   
 については、 と税

の 的 の相 によって、 の要 に対する が な

る 、 的に ルテ を課すのではなく、 に協議を行う

を ける必要がある。 
  キー について 

  が 分な を しない には、 な が し

ないように、 の のみを するだけで るものとす きであ

る。 の 、 の の要 は税 で

される きである。 
  勧告 を して、税 にとっての な制度として 的

ル ルを けている。 で 的 を あ

るものとするた 、本ル ルを に した 税 の につい

ても制度 において考 する必要があると考える。 的には、

を行った に関しては、 国税 において 正

の を けた であっても を意図 ず、

を していたことから、 ルテ の対象としないこととする、

といった が 国に勧告されることが まれる。 

 
３  行 1 の に係る   

行 1 相互協議の 的 に係る ラ ト 以 相互協議

ラ ト という。 については、201 年 12 月 1 に された。これ

に対しては、201 年 1 月 16 まで ク トが け けられ、

我が国からも、 本 から トが された。相互協議の

は、以 のようになっている。 
（ ） の  

この相互協議 ラ トは、 の 1 までの つの の に、

までの 22 の課 が された以 のような となっている。 
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相互協議  
1   相互協議手続に関する の に に する

の 保 
 2 1 の での相互協議事案の解決 の欠如 

B  9 2 的調 の欠如 
2   の の 及び解決を する の 手続の 保 

C  権限ある当局の 性の欠如 に係る検討 の不

な  
D  権限ある当局の の欠如 
E  権限ある当局の の  

 2 3 のな の協議 の不 な利  
 相互協議の ての調 での 解   
 P 事 制度 ムの欠如 

 相互協議 P に の 度を る の不  
3   な 相互協議を で るようにする の 保 

 相互協議の利 手続の 性及び透明性の欠如 
 度で不当な なる  
 国 の の相互協

議手続の不明  
 の権限ある当局 相互協議を な  
 国 の の利 相互協議の利 に る  

O  事 に関する問題 
P  相互協議の ての 限 

 的国 調   に関する問

題 
  相互協議 な 事案を解決する の 保 

 相互協議事案の解決に係る 則的な の欠如 

 

 

S  協調的で透明性のある良好な権限ある当局の関係の欠如 
 すべての相互協議事案の解決を保証する、相互協議の調停制度の

ようなメカニズムの不存在 
 多国間相互協議及び多国間 P に関する問題 
 相互協議手続に係る利子及び罰則の検討に関する問題 

 
（ ）3 の ン 

の までの 22の課 本 ラ トではこれらを

と の検討を るた に、本 ラ トでは以 の 3 の プ

が された。 
1  ) プ  1  2 条 1 の で を することの 要 を

で にする 
B) プ  2  租税条約に 9 条 2 対 的 条 を す

ることを する 
2  C) プ  3  ある の を する 

D) プ   ある に 分な を する 
E) プ   な を利 する 

) プ  6  2 条 3 のよりよい利 をする 
) プ   での により相互協議 の ク を

ロ クしない 
) プ   国 P プロ ラ を する 

)  プ  9  税 の 年度の相互協議 ロ ル クの P
の を る 

3  ) プ 10  相互協議の を さ 利 続を す

る 
) プ 11  相互協議の てのた の の要 の

加的 を する 
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) プ 12  の の も相互協議が利 な

ことを する 
) プ 13  税 の てが正 か うかについては の

ある によって 正 なものとして取り

うことにする 
プ 1  「 税 の てを正 として る には の

意 を らかにする 
プ 1  相互協議の てをいずれかの 約国の ある

に行うことができるように 2 条 1 を改正

する 
) プ 16  相互協議と国 の との関係を にす

る 
O) プ 1  と相互協議に関する論 を にする 
P) プ 1  相互協議の ての に関する論 を にす

る 
) プ 19  的国 と相互協議に関する論 を に

する 
 ) プ 20  相互協議 の に係る 的な プロ を

する 
S) プ 21  協 的で のある な ある の関係

を さ る 
) プ 22  課 相互協議の 制度の を さ

る 
プ 23  課 相互協議の 制度の対象となる

を する 
プ 2  課 条約 の変 に って相互協議

の 制度の を する 
プ 2  課 相互協議の 制度と国 の

 

 

制度との関係を にする 
プ 26  な状況において相互協議の の

を るよう 2 条 を改正す

る 
プ 2  の  
プ 2  と ニ  
プ 29  相互協議の における クトな

 
プ 30   
プ 31  的、 的 的な  
プ 32  行 

) プ 33  国 の相互協議 P に関する の取

い 
) プ 3  相互協議 続に係る利 に関する

を する 
（３） に する リ ・ ン  

か  
は、OECD からの相互協議 ラ トの 、 ク

トとして、201 年 1 月 16 に BEPS 行 1 的な

ニ の に係わる 討議 に対する意 以 相互協議 ラ

トに対する 意 という。 という トルの意 を OECD
に した(32)。 
相互協議 ラ トに対する 意 では、 は、 的な

ニ の に関する OECD の取り組みを する とした

うえで、以 の トを行った。以 に、この 要な をみ

てみる。 
                                                           
(32)  相互協議 ラ トに対する 意 は、 2 年 6 月 、 の

ジに の 本 が されている。 
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国 的 課税は、 税 に きな 的 を いるものであり、

かに される きである。 に、 格税制においては条約に

しない課税が し、本 課税の に するはずの租税条約に

く 国 相互協議が くの国において必ずしも 的に していない状

況にあることから、 の 税 が に る国 の による

を なくされている。かかる状況の中、相互協議の利 を ている

な を取り き、相互協議を に さ ようとする OECD の 回

の取り組みを 的に する。 
に、国 的 課税の としては、 ての租税条約における相

互協議条 に 的 条 を導入することが より 要であり、導入さ

れれ 相互協議の 、 に きく する。 は による

中 的な を ることができ、また を うことにより のある

の にかかる にも がることから、 国のみな

らず、 国にとっても トの きいものであり、 にとっても、

された の による を ることができると考えられ

る。 
回の 討議 では、 加国が トできる 的でない

ニ を することを して、相互協議を

に さ る の に対 する プ が されている。これは

的な ニ に けた 要な テ プであり、OECD
の プロ を するが、 くは、より のある 的

条 導入 の検討を する。 
 

 立ての に を る について 
税 による 正が相互協議利 を しないようにすることは、

相互協議を 的に する で に 要である。 え 、 税 が

相互協議を利 することに対する ルテ 加的課税 、相互協

 

 

議を利 しないことを条 に 正 を することの 、 課税国

のみならず相 国の においても、相互協議 の を 制し

たいとの意 により 要 が いこと等を に 税 による相互協

議の てに対して 制を すような 行は、 に す きである。 
 と 法 の 係 化 

されている プ に する。  
の国では、国 の の が た で相互協議プロ

も となることが されているが、相互協議の に て い

を要する中、国 の の が に く することになり、

相互協議が く しないという状況にある。また、 の国では、

形 的には国 の と相互協議の の を 税 に

しているものの、 のある は、国 の の を す

く、 の が るまで相互協議を ることを える にあり、

これも相互協議が 的に しない となっている。  
国 の 議 てには が られていることから、 税 と

しては 議 てを るを ないが、 の状況を まえ、相互協議

が てられた 、 加国は国 の 議 て 続きを

し、相互協議を 的に ることも である。これにより、課税

としても と相互協議の を に る必要がなくなり、

に要する トの が となると考える。  
か  

本 は、OECD からの相互協議 ラ トの 、 ク

トとして、201 年 1 月 16 に BEPS 行 1 相互協議と

制度の に係る 討議 に対する ト 以 相互協議

ラ トに対する 本 意 という。 という トルの意 を

OECD に した(33)。 
                                                           
(33)  加 S ラ トに対する 本 意 は、 2 年 6 月 、

本 の ジで されている。 
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相互協議 ラ トに対する 本 意 では、 本 は、 論

で、相互協議 制度に対する 回の OECD の取組みについて

的に する とした で、以 の ト を行った。 
 

国 的 課税は、 税 に きな 的 を いるものであり、

かに される きである。本 、 格税制により たな 課税

が すること 、租税条約に く 国 相互協議が 的に して

いない状況は り ないことであるが、 は の 税 が に る

国 の による を なくされる 、 を 相互

協議の という に している。 回の OECD の取り組みは、

相互協議の利 を ている な を取り き、相互協議を に

さ ようとするものであり、 の の改 に がり るものであ

ることから、 的に する。 
 

  ン 1 について 
の 加では に けることから、 ル条約の本

文 2 条 2 に す きである。 
また、相互協議の をより なものにす く、 に

相互協議が 意に らなかった には プロ に ことを

す きであり、 加国は ル条約 2 条 に る

条 が り まれていない租税条約を改 し、 条 を 加するこ

とを トす きである。 
 ン 3 について 

相互協議を する のある と、 格 を行う課税

との の に係る が い の国では、

税 から のある に対する が かつ に行われな

い がある。 税 の した の が られ、 格

では されないことが されるような

 

 

の が必要であることを す きである。 
 ン 16 について 

の国では、国 の の が た で相互協議プロ

が となる 、国 の の を するまで相互協

議を ることを える がある。これらの状況を まえ、 加国

は、相互協議が された には、国 の 議 続

きを し、相互協議を 的に ることを トす きである。 
 ン 19 について 

に、 の国では、本格的な税 を する の

、または、 正 分 の において、 的な課税 を

すことなく、 税 に 的な 告 の 入れを 要

する が行われている。このような には、 正 分が行

われたのと であることから、相互協議の が であることを

す きである。 

 
 行 1 定の 定に係る ン ー 告  
201 年 2 月 6 に BEPS に対する租税条約の 国 協 の に係る

ト 告 以 国 協 の ト 告 という。 が

された。 
これは、201 年 9 月 16 に された 201  D の 1 つであ

る 行 1  国 条約の 正のた の 国 協 の D  
     B   に関して、

しい 組み ト を することに 意し、本 告 で れを

したものである。 
以 に の の をしておく。 

（ ） 定の ン ー 告 の  
国 協 の ト 告 は、以 に した 分が で

のみの で、 れに 2 のまと が いているという になっている。 
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「 定の ン ー 告 」 
  ン ン 

B   ン ー のキーと る  
1    
2    
3    

   
  ン  

6    
C   ン ー  

 
（ ） ン ー のキーと る  

  
ル プは、OECD 20BEPS プロジェクトにおいて された租

税条約の を に するた に、既 の 国 条約を 正するこ

とにのみのた に、 国 協 を するものである。 
  
す ての関 のある国 が 加できる。 加 は、対等の

を する。国 でない 的 S  は、 ル

プからの の に き、 として 加できる。関係の

国 的な 関は として 加できる。 
  

ル プは、201 年 月までに を 始し、2016 年 12 月 31 ま

でに をして 国 協 を し、 の を する。 
 ン  

ル プの は、 ル プの意 関とする。 ル プの

 

 

は、 によって される ロ が とみなす

ル プ に OECD の によって トされる。 ロ は、

ル プの の 導を行う。 
ル プの は、議 と 2 の 議 を する。 ル プの

は、OECD が る。 
ル プは、OECD の 続 条約に係る国 に いて

される。 
ル プは、C に対し 状況を 告し、必要に C の

関と協議する。 
  

は、加 国によって され、 は

らの 加 は ら する。 

 
においては、 で取り った 201 年の D の勧告

と本 で した D の ラ トの を 考に、 1
で取り った我が国における BEPS による国 的 課税の 等に対

して 正な課税を行うた に、BEPS に対する税制改正等がなされる に

と われる要 行 の改 について を行う。 

  

432



 

 

 

「 定の ン ー 告 」 
  ン ン 

B   ン ー のキーと る  
1    
2    
3    

   
  ン  

6    
C   ン ー  

 
（ ） ン ー のキーと る  

  
ル プは、OECD 20BEPS プロジェクトにおいて された租

税条約の を に するた に、既 の 国 条約を 正するこ

とにのみのた に、 国 協 を するものである。 
  
す ての関 のある国 が 加できる。 加 は、対等の

を する。国 でない 的 S  は、 ル

プからの の に き、 として 加できる。関係の

国 的な 関は として 加できる。 
  

ル プは、201 年 月までに を 始し、2016 年 12 月 31 ま

でに をして 国 協 を し、 の を する。 
 ン  

ル プの は、 ル プの意 関とする。 ル プの

 

 

は、 によって される ロ が とみなす

ル プ に OECD の によって トされる。 ロ は、

ル プの の 導を行う。 
ル プの は、議 と 2 の 議 を する。 ル プの

は、OECD が る。 
ル プは、OECD の 続 条約に係る国 に いて

される。 
ル プは、C に対し 状況を 告し、必要に C の

関と協議する。 
  

は、加 国によって され、 は

らの 加 は ら する。 

 
においては、 で取り った 201 年の D の勧告

と本 で した D の ラ トの を 考に、 1
で取り った我が国における BEPS による国 的 課税の 等に対

して 正な課税を行うた に、BEPS に対する税制改正等がなされる に

と われる要 行 の改 について を行う。 
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BEPS 勧告等 の税制改正要 行の 
改 に係る  

我が国の BEPS の 等に関する税制改正要  
行の改 に係る  

 
1 で、我が国における BEPS による国 的 課税の 等として、

以 のものを取り た。これらについて、国 的 課税の 等に が

あると まれる BEPS 勧告等を のように をし、これらの勧告の

について、 2 3 で を行った。 

 

の BEPS に る 
の 等 

と る OECD 勧告 

 「 の に る

」 
 「 」 
 「 ン 」 
 「 の 」 
 「 リ ・ ・

ン ン 」 

行 6 勧告  
 
行 勧告 、13 勧告  
行 （ ） 
行 （ ） 
行 2 勧告  

本 では、まずは、 の 等に と まれる勧告に関して、

的に我が国において正 に税制改正が行われる に、税 行の からの

で必要となる は ましい改正要 行 の改 について、以 に

を行うこととする。 

 
 

 

 

「 の に る 」に する行 6 の勧告に

係る  
（ ）行 6 の の勧告 の  

2 からこの行 6 の勧告の な を すると以 の 3 が

られる。 
 「 OB （  P ）」の  

OECD ル条約に、 条 格条 E   
B を導入し、 の 1 から までに、 この租税条約の

は、 格 （  ）に しなけれ する 格が

い とする 制 条 である。我が国において、200 年 の

租税条約からいくつかの租税条約 租税条約、 租税条約、

租税条約等 で既に されている。 
 「 （P  P  ）」の  

条 格条 の として、 取引が条約 を

することを 要な 的の つ     と

しているのであれ 、 を しないとする である。これは、

OB 条 をク していても されるとしている。我が国にお

いて、2006 年の 租税条約以降で されている。 
 「 ー ング・ ー （S  C ）」の  

これは、 約国の れ れの に対する課税を れ れの 約

国の国 おりに しようとする であり、これにより租税条

約 の ラ なしに、国 を 的に できることになる

いくつかの あり。。 
なお、 OB 条 と 要 的テ トの を、租税条約 に しなけれ

ならないのかについては、 のとおり、 の 3 りのう れかを

こととされたが、これをみると 要 的テ ト の利 の が

であるように われる。これは OB 条 が E において E に

することの ではないかと される。 
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BEPS 勧告等 の税制改正要 行の 
改 に係る  

我が国の BEPS の 等に関する税制改正要  
行の改 に係る  

 
1 で、我が国における BEPS による国 的 課税の 等として、

以 のものを取り た。これらについて、国 的 課税の 等に が

あると まれる BEPS 勧告等を のように をし、これらの勧告の

について、 2 3 で を行った。 

 

の BEPS に る 
の 等 

と る OECD 勧告 

 「 の に る

」 
 「 」 
 「 ン 」 
 「 の 」 
 「 リ ・ ・

ン ン 」 

行 6 勧告  
 
行 勧告 、13 勧告  
行 （ ） 
行 （ ） 
行 2 勧告  

本 では、まずは、 の 等に と まれる勧告に関して、

的に我が国において正 に税制改正が行われる に、税 行の からの

で必要となる は ましい改正要 行 の改 について、以 に

を行うこととする。 

 
 

 

 

「 の に る 」に する行 6 の勧告に

係る  
（ ）行 6 の の勧告 の  

2 からこの行 6 の勧告の な を すると以 の 3 が

られる。 
 「 OB （  P ）」の  

OECD ル条約に、 条 格条 E   
B を導入し、 の 1 から までに、 この租税条約の

は、 格 （  ）に しなけれ する 格が

い とする 制 条 である。我が国において、200 年 の

租税条約からいくつかの租税条約 租税条約、 租税条約、

租税条約等 で既に されている。 
 「 （P  P  ）」の  

条 格条 の として、 取引が条約 を

することを 要な 的の つ     と

しているのであれ 、 を しないとする である。これは、

OB 条 をク していても されるとしている。我が国にお

いて、2006 年の 租税条約以降で されている。 
 「 ー ング・ ー （S  C ）」の  

これは、 約国の れ れの に対する課税を れ れの 約

国の国 おりに しようとする であり、これにより租税条

約 の ラ なしに、国 を 的に できることになる

いくつかの あり。。 
なお、 OB 条 と 要 的テ トの を、租税条約 に しなけれ

ならないのかについては、 のとおり、 の 3 りのう れかを

こととされたが、これをみると 要 的テ ト の利 の が

であるように われる。これは OB 条 が E において E に

することの ではないかと される。 
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 OB 条 と 要 的テ ト PP の  
 要 的テ ト PP のみ 
 OB 条 と、租税条約 は国 に導 取引

的 PP  
（ ）行 6 の の勧告に係る  

行 6 の勧告についてより的 な 行が になるよう、以 のこ

とを したい。 
制 に係る  
 について 

要 的テ トは、 のとおり、 租税 を けることが、 取

引の 要な 的の つである に の を ない とする

もので、いわ 租税条約 の 的租税回 とも われて

おり、これは、 的な 行が な OB 条 とは い、 が 要な

的であるのかを 的に することは 的なものであるとの

がなされている。 
我が国には、これまで国 で 的租税回  

 は導入されておらず、また、 租税条

約 租税条約等において、この に関しての 的な は

たらないように われることから、我が国で から 要 的テ ト

に関して な対 を することは しいものと する。 
このことから、 要 的テ トの に関して、 税 からは、

のような に租税 を けることが 要な 的の つとなるのか

とか、 に たる 的が 的に するのであれ 、租税

を けることは 要な 的とはならないと してもよいのか との

等があるとの を くとこ である。 
的には、租税回 を考 した国 的な 取引を行う であっ

ても、 取引に 的が く しないということは し らい

のではないかと われるが、 に、 的な 的が していれ 、

 

 

す ての に租税 が利 であるというのでは、BEPS の

からの 国 的に な の 等 は のまま されてしま

うのではないかと する。 
こで、 要 的テ トで 租税 を けることが 要な 的の

つ の については、 税 に 入れてもらうた に ルで

を図っておくことが、 行 の を けるた にも ましいもの

と考えられ、 なくとも のような における が される きで

ある。  

 

 行 6 の勧告に係る  
 「 る に る しているとし

て 、 は を ること いこと」及

び「 の し い ていると

る には、 は ることは いこと」を、

法 ル にす る  

 
 ー ング・ ー について 

クロ を租税条約に導入することの 的は、国 が

租税条約を ラ することを することである。 2 で

をしたが、201 年 9 月 16 の行 6 の D の 告

において、 クロ の導入の は、以 の国 の租税

回 に対して租税条約が の とならないことであると、 に

されている。 

 

436



 

 

 OB 条 と 要 的テ ト PP の  
 要 的テ ト PP のみ 
 OB 条 と、租税条約 は国 に導 取引

的 PP  
（ ）行 6 の の勧告に係る  

行 6 の勧告についてより的 な 行が になるよう、以 のこ

とを したい。 
制 に係る  
 について 

要 的テ トは、 のとおり、 租税 を けることが、 取

引の 要な 的の つである に の を ない とする

もので、いわ 租税条約 の 的租税回 とも われて

おり、これは、 的な 行が な OB 条 とは い、 が 要な

的であるのかを 的に することは 的なものであるとの

がなされている。 
我が国には、これまで国 で 的租税回  

 は導入されておらず、また、 租税条

約 租税条約等において、この に関しての 的な は

たらないように われることから、我が国で から 要 的テ ト

に関して な対 を することは しいものと する。 
このことから、 要 的テ トの に関して、 税 からは、

のような に租税 を けることが 要な 的の つとなるのか

とか、 に たる 的が 的に するのであれ 、租税

を けることは 要な 的とはならないと してもよいのか との

等があるとの を くとこ である。 
的には、租税回 を考 した国 的な 取引を行う であっ

ても、 取引に 的が く しないということは し らい

のではないかと われるが、 に、 的な 的が していれ 、

 

 

す ての に租税 が利 であるというのでは、BEPS の

からの 国 的に な の 等 は のまま されてしま

うのではないかと する。 
こで、 要 的テ トで 租税 を けることが 要な 的の

つ の については、 税 に 入れてもらうた に ルで

を図っておくことが、 行 の を けるた にも ましいもの

と考えられ、 なくとも のような における が される きで

ある。  

 

 行 6 の勧告に係る  
 「 る に る しているとし

て 、 は を ること いこと」及

び「 の し い ていると

る には、 は ることは いこと」を、

法 ル にす る  

 
 ー ング・ ー について 

クロ を租税条約に導入することの 的は、国 が

租税条約を ラ することを することである。 2 で

をしたが、201 年 9 月 16 の行 6 の D の 告

において、 クロ の導入の は、以 の国 の租税

回 に対して租税条約が の とならないことであると、 に

されている。 
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 的租税回 の の 租税条約

の  
 国 税制 C C 税制 の 条 は

10 条  
 本税制の の 2 条  
 の制 的 税制度の の 2 条

 
 税 は 国税 の 13 条  
 を ル に して 課税にする取引 の

ト ル ルの の 13 条  
 ラ トラ トル ル等の の国 ル ルの

の 13 条  

 
ここで つ になるのは、 クロ の導入により租税条

約の を する国 での租税回 の の に 的租

税回 の の 租税条約の が か

れていることである。 
したが、我が国には、これまで国 で 的租税回

以 という。 は導入されてはいない。しかし、この BEPS
の取組みでは、 の勧告 に の導入は られてはいない。

れでは、OECD は BEPS の取組みにおいて は 要と考えてい

るのであ うか。これについては、これまでの BEPS の取組みでの を

く りでは、 である。 
要するに、OECD は加 国等には既に が導入されていること

を としており、また、 の導入については 国に ているよ

うである。 え 、E においては、2012 年 12 月に 導入に関

する E 勧告 を の加 国に正 に しており、 に

 

 

だが の意図するとこ に する取 により租税 を する

こと は課税 で のある行 であるとしている。 
こで、OECD は 加 国に既に が導入されていることを

として議論を行っていることから、我が国についても BEPS に対す

る勧告に的 に対 を行っていくた に、 を導入す きである

ことについて をしておく。  

 

 行 6 の勧告に係る  
 に いて を することの を 、

OECD のBEPS の に いて していることを に

ていることを すると、 制の ン の 点か

の を る 、 としては、 ー ング・ ー

の の を る る  

 
執行の に係る  

 に する の について 
のように、 要 的テ トについては 税 の が い

ことから、OECD はこれに関して を しているとこ であり、

我が国の 行においても、この勧告の 入れ において、国 的な

と 分な を取った で、 を す きと考える。 は 象

的なものではなく、できるだけ のあるものを する。  

 

 行 6 の勧告に係る  
 については、 に を 上 、

を して す る  
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 的租税回 の の 租税条約

の  
 国 税制 C C 税制 の 条 は

10 条  
 本税制の の 2 条  
 の制 的 税制度の の 2 条

 
 税 は 国税 の 13 条  
 を ル に して 課税にする取引 の

ト ル ルの の 13 条  
 ラ トラ トル ル等の の国 ル ルの

の 13 条  

 
ここで つ になるのは、 クロ の導入により租税条

約の を する国 での租税回 の の に 的租

税回 の の 租税条約の が か

れていることである。 
したが、我が国には、これまで国 で 的租税回

以 という。 は導入されてはいない。しかし、この BEPS
の取組みでは、 の勧告 に の導入は られてはいない。

れでは、OECD は BEPS の取組みにおいて は 要と考えてい

るのであ うか。これについては、これまでの BEPS の取組みでの を

く りでは、 である。 
要するに、OECD は加 国等には既に が導入されていること

を としており、また、 の導入については 国に ているよ

うである。 え 、E においては、2012 年 12 月に 導入に関

する E 勧告 を の加 国に正 に しており、 に

 

 

だが の意図するとこ に する取 により租税 を する

こと は課税 で のある行 であるとしている。 
こで、OECD は 加 国に既に が導入されていることを

として議論を行っていることから、我が国についても BEPS に対す

る勧告に的 に対 を行っていくた に、 を導入す きである

ことについて をしておく。  

 

 行 6 の勧告に係る  
 に いて を することの を 、

OECD のBEPS の に いて していることを に

ていることを すると、 制の ン の 点か

の を る 、 としては、 ー ング・ ー

の の を る る  

 
執行の に係る  

 に する の について 
のように、 要 的テ トについては 税 の が い

ことから、OECD はこれに関して を しているとこ であり、

我が国の 行においても、この勧告の 入れ において、国 的な

と 分な を取った で、 を す きと考える。 は 象

的なものではなく、できるだけ のあるものを する。  

 

 行 6 の勧告に係る  
 については、 に を 上 、

を して す る  
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 に係る について 
OB 条 に関しては租税条約 とに の の 等が されて

おり、これにより国税 の を る制度となっている。 で、

要 的テ トについては、 のような 制度は しておらず、ま

た、 の 格から 制度にはな まないと われる。しかし、行

6 の勧告の 入れ 、 要 的テ トが 的なものとなってくると、

税 からは 行の の から、 取引に関し、

の要 がなされることも される。 
これまで、国税 は国 課税に係る については、 格税

制において P 制度 での対 があるが、 要 的テ トは租税

の に係るテ トであり、 P 制度の対象になるものとは われない。

また、 制度 の利 も考えられるが、 要 的テ トの を

この制度の回 で ることは、 の制度の では ではないかと

する。 
これらのことから、 要 的テ トに 税 から の要 がな

された について、以 のように考える。  

 

 行 6 の勧告に係る  
 について、 か の

にど するのかについて、「 P 制度」 「

制度」を に て、 に を行 る  

 
「 」に する行 及び 13 の勧告に係る  

（ ）行 及び 13 係 の勧告 の  
格に関するこれらの行 の勧告 について、

に という を考 して すると、以 のようになる の

分も 。。 

 

 

行   
  格税制の対象とする 形 の が、 形 という

は、 形 ではなく、 に するにあた

り は することができ、 な状況で 関 によ

る取引において した に、 の は によって が

ずるもの として が図られた。 
  形 の の に関して、以 の が された。 

形 の 、改 、 、 利 において、 を

行 し、 を し、 して、 クを引き ける 国

ル プの が、 の で れらの に対して対

を けなくてはいけない。 
  形 の 格の において、DC D  C  

が のなかに取り まれることが された。 
行 13  

  文 の 文 に、 ル 、 ロ ル ル

C C の 3 つが られた。 
  C C は、 税 の 税 の 分の

況 と 税 の国 ル プの の ト

の 2 つから され、 究 の  に さ

れることにされた。 
（ ）行 及び 13 係 の勧告に係る  

制 に係る  
 の の いについて 
国 的 等がなされるときには、 、 形 が国 さ

れるが、我が国においては、これまで の対 を 格 で して

おらず、 の 形 の の を 形 で ており、

的に BEPS が ていた。つまり、国 に された 形 のロ

ルテ 等の いは ながら、 の対 は していな
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 に係る について 
OB 条 に関しては租税条約 とに の の 等が されて

おり、これにより国税 の を る制度となっている。 で、

要 的テ トについては、 のような 制度は しておらず、ま

た、 の 格から 制度にはな まないと われる。しかし、行

6 の勧告の 入れ 、 要 的テ トが 的なものとなってくると、

税 からは 行の の から、 取引に関し、

の要 がなされることも される。 
これまで、国税 は国 課税に係る については、 格税

制において P 制度 での対 があるが、 要 的テ トは租税

の に係るテ トであり、 P 制度の対象になるものとは われない。

また、 制度 の利 も考えられるが、 要 的テ トの を

この制度の回 で ることは、 の制度の では ではないかと

する。 
これらのことから、 要 的テ トに 税 から の要 がな

された について、以 のように考える。  

 

 行 6 の勧告に係る  
 について、 か の

にど するのかについて、「 P 制度」 「

制度」を に て、 に を行 る  

 
「 」に する行 及び 13 の勧告に係る  

（ ）行 及び 13 係 の勧告 の  
格に関するこれらの行 の勧告 について、

に という を考 して すると、以 のようになる の

分も 。。 

 

 

行   
  格税制の対象とする 形 の が、 形 という

は、 形 ではなく、 に するにあた

り は することができ、 な状況で 関 によ

る取引において した に、 の は によって が

ずるもの として が図られた。 
  形 の の に関して、以 の が された。 

形 の 、改 、 、 利 において、 を

行 し、 を し、 して、 クを引き ける 国

ル プの が、 の で れらの に対して対

を けなくてはいけない。 
  形 の 格の において、DC D  C  

が のなかに取り まれることが された。 
行 13  

  文 の 文 に、 ル 、 ロ ル ル

C C の 3 つが られた。 
  C C は、 税 の 税 の 分の

況 と 税 の国 ル プの の ト

の 2 つから され、 究 の  に さ

れることにされた。 
（ ）行 及び 13 係 の勧告に係る  

制 に係る  
 の の いについて 
国 的 等がなされるときには、 、 形 が国 さ

れるが、我が国においては、これまで の対 を 格 で して

おらず、 の 形 の の を 形 で ており、

的に BEPS が ていた。つまり、国 に された 形 のロ

ルテ 等の いは ながら、 の対 は していな

441



 

 

か ったた 、我が国の税 が 的に されており、

でもこの 図が かれていたわけである。 
こで、行 の勧告を け入れた は、我が国の 税 に、

形 の国 においては、 格税制 、 の対 を

に いて しなけれ ならないことを 分に 識さ る きで

ある。  

 

 行 の勧告に係る  
 制に係る を、 等 に

には、 立 に いて を し

いことを、法 ル にす る  

 
 化の 化について 
国 的 等にみられる 形 の に対する

格の については、 対象取引が しない が と であ

り、 のた 、 しい としてこれまで で利 されてきた

DC を 格税制に導入することが勧告されることとなった。この

DC は、 益の 、 引 、 年 等の き で られる

が きく変 するものであり、 によっては 意 が入り

があるとも われている。 のた 、DC の的 な がなされる

た には、 の となる の文 がこれまで以 に 要になるこ

とは である。 
このことから、我が国の文 にはこれまで (3 )が課され

ていただけであるが、これを に さ る必要があると考

                                                           
(3 )  文 の とは、 税 が文 を行わないことを、税 が 課

税 の を行うことの要 とすることで、 には文 の

を ずに、 税 に文 をさ ようとするものである。 

 

 

える。加えて、 のように、国 的 取引については、

文 (3 )が導入されることが ましい。  

 

 行 の勧告に係る  
 化を か に す る し、

に 度 をか ることに い 、

を こととする 、 に し

ては、 化を すること しい  

 
 化の の について 

DC が導入されたことで、文 の を た 租

税 行 22 条の 10 を改正し、DC を利 した の

を 加する。  

 

 行 の勧告に係る  
 法 行規 22 の 10（ 化 する ）

を し、DC 法に 立 を 定し に

する を、 に規定す る  

 
 について 化の強化 

DC が導入されたことで、 相 (36)を制度として導入

                                                           
(3 )  文 とは、税 告 の 、 の 等と に文 が

していることを要 する制度で、 格 の文 にも 的

の が けられている。これを すると 加 税とは のもの の

課がなされる な の国もある。 
(36)  相 とは、 に さ た 形 の を、 の の

から し して、 課税すること。 
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するのであれ 、 の においては、 された 形 か

ら される は の 等をする 等が必要となる。 
この これらの は、 形 を さ た関 が し

ていることから、 税 にこれらの 等を関 から取 することを、

ルで 文 の しなけれ 制度の 行は で

ある。  

 

 行 の勧告に係る  
 「 」 には の執行 と る

、 に「 か る

は の 定等をする の 等」を する

、法 ル 規定す る  

 
 化 の 行について 

された文 については、 税 の の 行を する

た に、 れを 行した と 行しなかった で がつく取 いが

なされることが ましいと考える。 
こで、我が国の国 制度で導入された加 税の取 いを、

文 についても導入す きではないか。  

 

 行 の勧告に係る  
 化 の 行には、こ に る に して

に を して、 行 ると には、

に して か を とい いを す

る  

 

 

 

 化 に 行 いと の立 について 
我が国では は として、税 が っているわけである

が、文 が に 行されないときまで、税 が を い

続けるのは、文 を に 行してきた 税 との において

に けるものであると する。 
したがって、文 を に 行しない 税 に対しては、

を することが租税 の から ましいのではないか。

 

 

 行 の勧告に係る  
 化を に 行し い に しては、立 を

す る  

 
執行の に係る  

 DC 法の の と の ・ について 
のとおり、 のような DC の利 の であれ 格

で において といえるのかについては、 税 の

が 分であるとは い く、また、税 においても では

のことながら 分な を できてはいない。 
したがって、DC の導入 は、まずは、税 において、

格 P での相 等から、 的に 税 の ができな

いよう 分に 意して の を図り、できることなら 、 税 の

に つような のようなものを ができるの

なら ましいものと考える。  
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 行 の勧告に係る  
 DC 法の は、 に いて、 P
の 等か 、DC 法の の を 、 ること

、 の に 立つ 等（

の い の）の ・ を する  

 
 DC 法の に しての 化の について 

DC の導入 においては、 税 に の 格の につ

いて が 分ではないこと 税 としても 分な 等

の ができていないことを考 すると、 税 に文 をただ

けるだけでは的 な を することは しいと われる。 
DC の文 について制度を形 さ ないた にも、制度導入

は 格 において文 に な 意 が いのであれ 、

導という形で 税 の DC に係る文 の ルを さ る

ことが ましいのではないか。  

 

 行 の勧告に係る  
 DC 法に係る 化の のに

ついては、制度の は の を し、 の

キルを 上 る る  

 
 C C について 

C C は、 の課税の を 的に

るものとは えれないが、これには 的 とに する の 国

ル プの関 の トが まれており、BEPS を さ てい

る関 の には なものかもしれない。 

 

 

このことから、 と する を するに たっては、

制度導入 、我が国においても C C の かな に る

きである。  

 

 行 13 の勧告に係る  
 BEPS を さ ている関 の を的 に行ってい

くた に、 等において からの C C に関す

る相 に るな 、我が国においても、 の かな に

る きである。 

 
３ 「 ン 」に する行 の勧告（ ）に係る  
（ ）行 PE 定の の の勧告 （ ）の

 
行 は ラ トであるが、201 年 6 月の で、 で を

したが、 ク ルテ テ を た の、

正 ラ トの の にまで でおり、このなか

で、 の課税に と われる検討 は、以 のとおりで

ある。 
 OECD ル の について 

の に係る 条 に関して、 から のす ての に

ついて 的 は 的   が される

が され、 についても 的 は 的 な の

に関してのみ 的 PE に たらないことにするというこ

とで、 的な ク トの がなされていた(3 )。 
（ ）行 PE 定の の の勧告（ ）に係る

                                                           
(3 )  この ク トの は、6 月 12 までとされていた。 
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執行の に係る  

 「 は 」 の「 」について 
行 の ラ ト での勧告 では、 的 は 的

な の については PE に たらないということであるが、

税 の のた には、 の 的 を しておく必要

がある。  

 

 行 の勧告に係る  
 「 の 的 は 的 な の を 税

に える きと考える。 

 
「 の 」に する行 の勧告（ ）に係る

 
（ ）行 PE 定の の の勧告 （ ）の  

行 の 正 PE ラ トについて、このなかで、

の利 に関して課税に と われる検討 は、以 のとおりである。 
 及び の に る 定について 

については B が され、OECD ル

条約 条 は以 のように改正される。 

 

B OECD ル の  
  1 は 2 の規定に は 6 の規定 る

を か、 の に て行 する

、 の行 に いて して のい かに する

を する は の を する

 

 

には、 は、 の の に行 す て

の について、 の に を する

のと る し、 の の に規定する

（ を行 定の 行 として 、 の規定に

、 定の と い の）の

る は、この い  
） の に いて する  
） する は を する に係る

の は の の の  
） を する の  

6  の の の に て行 す

る 、 の 、 の の 立 と

して を行 て 、かつ、 の を の 法 行

には、 の規定は し い し、 に

は と ど に の は に て行

する は、この 6 の規定の 上、 の の 立

とは い  

 
（ ）行 PE 定の の の勧告（ ）に係る

 
執行の に係る  

 「 」 PE 定の について 
が PE に されることとなれ 、我が国で し

く された PE を て、 の のプ ル

に対して、我が国 の税 告の必要が たことを、 の税

いつになるか分からない ではなく、あらか を図っておく

ことが ましい。  
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のと る し、 の の に規定する
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、 定の と い の）の
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） する は を する に係る

の は の の の  
） を する の  
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して を行 て 、かつ、 の を の 法 行

には、 の規定は し い し、 に
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する は、この 6 の規定の 上、 の の 立
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（ ）行 PE 定の の の勧告（ ）に係る

 
執行の に係る  

 「 」 PE 定の について 
が PE に されることとなれ 、我が国で し

く された PE を て、 の のプ ル

に対して、我が国 の税 告の必要が たことを、 の税

いつになるか分からない ではなく、あらか を図っておく

ことが ましい。  
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 行 の勧告に係る  
 PE に 定 「 」を て、 の リン

ル（ 等）に の 告 に こ

とを、 の は 、 か

る る  

 
「 リ ・ ・ ン ン 」に する勧告に係る  

（ ） リ ・ ・ ン ン の 化 に係る  
これについては、制度の は して のみを しておく。 
制 に係る  
 等の 制度について 

ジ トの くは、税 にお

いてもこれまで 的だとして の について はしてきていな

いことから、 、行 2 の勧告 を的 に 行していくた に

は、まずは、 税的な に係る を する必要があると わ

れる。 
こで、 の として考えられるものとしては、行 12

的 クロ ジ ル ル での取組みが ではないかと わ

れるとこ であり、 の ラ トの を 3 で取り ったが、 状

の検討が ジ トの 的な に

まで となれ よいが、 的には 国の によるものと われ、

我が国において税 として が ましい を できる

テ を、この 的 クロ ジ ル ルの で に する

ことが必要である。  

 

 

 

 行 2 の勧告に係る  
リ ・ ・ ン ン に する勧告を に

する には、 等の 制度を制度 に するこ

とに て、 の を に ること と ることか 、行

12 ー ー・ルール の に

、 に いて しい を る

（ 制度）を、法 ル に す る  

 
執行の に係る  

 等の 制度 る の について 
等の 制度を制度的に するには、 れなりの を要

することから、 制度が しない では、 にプロ

等で して をする必要がある。 こから、 のプロ

を して、 ジ ト

の から の を できる 制の を検討する。  

 

 行 2 の勧告に係る  
 等の 制度を制度 に する に いては、

に ー 等 して を すること

に 、問題 の を する 制の を する  

 
 の 力の について 
行 2 ジ トの

行 12 的 クロ ジ ル ル の勧告を的 に

ていくた には、 の協 が必要であり、 の を図ってい

くことが 要である。  
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 行 の勧告に係る  
 PE に 定 「 」を て、 の リン

ル（ 等）に の 告 に こ

とを、 の は 、 か

る る  

 
「 リ ・ ・ ン ン 」に する勧告に係る  
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テ を、この 的 クロ ジ ル ルの で に する
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 行 2 の勧告に係る  
リ ・ ・ ン ン に する勧告を に

する には、 等の 制度を制度 に するこ

とに て、 の を に ること と ることか 、行

12 ー ー・ルール の に

、 に いて しい を る

（ 制度）を、法 ル に す る  

 
執行の に係る  

 等の 制度 る の について 
等の 制度を制度的に するには、 れなりの を要

することから、 制度が しない では、 にプロ

等で して をする必要がある。 こから、 のプロ

を して、 ジ ト

の から の を できる 制の を検討する。  

 

 行 2 の勧告に係る  
 等の 制度を制度 に する に いては、

に ー 等 して を すること

に 、問題 の を する 制の を する  

 
 の 力の について 
行 2 ジ トの

行 12 的 クロ ジ ル ル の勧告を的 に

ていくた には、 の協 が必要であり、 の を図ってい

くことが 要である。  

451



 

 

 

 行 2 の勧告に係る  
行 2 行 12 の勧告を に してい に、

の 力を す る  

 

の に係る からの意 等 
 

の に係る からの意 等として、以 の 2 が かれた。 
  国 的 課税を するた 、 等の を ができる

制度の導入については、 して しい であり、 く要

していきたい。 
  租税条約 の に関しては、 要 的テ トの だけでなく、

国 クロ の OB 条 も になる

と考える。 のた には、 れらの関係 等を さ ることも必要

だと われる。 

 

BEPS 行 の勧告 に係る の の考  
 

2 では、201 年 9 月 16 に された勧告を する つの

D の を してきたわけであるが、これらの勧告 を

に 国において するた には、国 税 租税条約の改正等が必要とな

る。 
こで、 に、行  2 ジ ト

の の について考 を行い、これについて がつくとこ を て

おきたい。 

 
リ ・ ・ ン ン の 化 の  

 

 

（ ） リ ・ ・ ン ン の 程 
ジ トについては、 において

国の租税制度 の を利 して国 的 課税を さ る取

引 を対象にしたもので、 等に をしたものではなく、 国の

租税制度 の 取引について、 の を にするた の行

であると していたのである。 
しかし、 の対象は 租税制度 の ではなく、 取引に係る

租税制度の に した取組みとなっていたことに、 回の OECD の

BEPS に係る取組みが、BEPS に対して のす てを対象とした 的な

ものではなく、まずは、できるとこ から の対象 として行 を っ

ていくものであるということを、 識わけである。 
取引以 に係る租税制度の によって国 的 課税 租税

の が るような取引は しないのかというと、以 のような

ク 対 税制と 制度の を利 した が

考えられる。 

 
・ ン 制と 制度の 定を し キー  

 制度の ン  

  法 は 度の 、 については 定 と

を として法 に を ている  
  ・ ン 制 は、 定 等の （

）の に いて、 法 に する 法（

39 の 1 ）と 定 等の の法 （

法 ）に する 法（ 39 の 1 ）を、制度

に法 することを ている  

 
 制度の 定を し キー の  

 等を している 、 、 法 に る 度
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  法 は 度の 、 については 定 と

を として法 に を ている  
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等に 、 等を に してい は

を して 、この 点 は、 ・ ン 制の

（ 定 等）には い の る  

 は、 をし 等を、 の

に することとし、 を 、 の に る の

に 、 定 等に することに 、 ・

ン 制の の と  

 は、 度の の に て「 法

の規定に て行 法」を することとし、 については定

法に し すこととし の 、 ・ ン

制の の は 上 し、 ・ ン

制の 度の を すことに  

 こ について、 は、 の を「 法 の規定に て」

すること る 、 の には、 度 、

を とする については、 ・ ン

制の の 度に て すること る のと ている  

 こ は、法の （法 の 定してい い行 ）に 、 に

を す 法と るの は いか  

 
このような 制度の国 的な を利 した によって、

租税 を できるのであれ 、 において、これも

ジ トによる租税回 といえるものと考え、

的には、 取引以 に係る租税制度の についても、 の の

を図っていく必要があるのではないかと する。 
（ ） リ ・ ・ ン ン の「 」と「

」 
に、この ジ トの の

について、 の取組 として 的 と 的 があ

 

 

るのではないかと考える。 
的 とは、 国 等にとって

ジ トを組 する 度 クが がることで、 として

の組 を に みと まら る であり、 的 とは、

国 等が ジ トを組 した

に、 の を税 が することで、 的 税 と は

ジ ト と に の を 的に

することで られる である。 
では、これら 的 的 についてより い を

るた には、 のような対 が必要であ うか。 
回の ジ トの勧告は、 国 に

改正に係る な勧告 と ル ルに係る勧告 に でき

るわけである。 
である された に対する の については、

税 に対する 制的な が され、これにより 的 を

ることが要 されるとともに、税 による 的 も必要とさ

れるものであるといえる。 
で、 については、 国 的な 取引に国 的 課税が

られた に れを関係する国の で 課税する を したもの

であり、この勧告によって 税 の 組 を ることはできない

ものと考えられ、 的 を することは しく、税 による

的 により 的に となる を

したときに 的な対 が取られるのではないかと するとこ であ

る。 
また、 的 については、 ジ

トを組 することについて ルを ることで、 の に

するものと する。 
的には、国 課税の研究 租税 にとって っ に いつく
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るわけである。 
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であり、この勧告によって 税 の 組 を ることはできない
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したときに 的な対 が取られるのではないかと するとこ であ
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のが、 国の ェ ク ク ル ル の ではないかと考

える。 
ェ ク ク ル ル の検討については、OECD での BEPS

に係る取組みが始まった において、 す きとの意 があったよう

に こえていたが、いつの にか が れ議論もされずに え ったよう

であり、とても に えてならない がするとこ である。 
（３）この勧告等の制度上及び執行上の問題点 

この勧告等では、 の考 で たとおり、 国 に改正に係る

な勧告 と ル ルに係る勧告 があり、これらについて、

には 制 があり 的な 制 等が することができるのではな

いかと われるが、 については、国 的 課税が ている

の 課税についての 国と 国との を勧告するものであ

ることから、 税 が国 的 課税を さ る ジ トに

加すること を だとして するものではなく、 のた 以 のよ

うな が考えられるのではないかと われる。 
 「リンキング・ルールに係る勧告」の法制化については、どの程度の

強制力を持つ規定として立法するのか 

この を してみると、 制 の い としては 税

が国 的 課税を さ る ジ トに 加すること

を する ということとなり、 制 の い としては 国

的 課税が ている の 課税について 国と

国の のみ を して、 税 には に も 制しない

とすることが考えられる。 
については、この ル ルに係る勧告 からは、

のよう 制的なことをまでを勧告しているとは えないが、 に

を すれ 、これまでと変わらず、 税 は きなように国 的

課税を さ る ジ ト の 加を行い、税 が

した にのみ ル ルで 正するということになるわ

 

 

けである。これでは、この勧告の BEPS に係る 的な は

できないであ う。 
OECD の BEPS に係る取組みの 的には、国 取引における

課税を することがあるわけであり、 的な意 ではあるが、

ル ルに係る勧告 の意図として、 に、 の の 課

税に係る 国と 国の の というだけでなく、

告 で 税 が 制 された ル ルの に って、

的に国 的 課税を 正して 税 告を行っていくことも意

図す きではないかと考える。 
したがって、 ル ルの 制 は い と い

の を って、 中 的な として、 税 は国 的

課税を 識した には、 ル ルに って 告 で国

的 課税を 正する というものが ましいのではないかと

する。 
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に えて

 
OECDのBEPSの取組みについては、201 年の には D

が されるわけであり、201 年 12 月には、 的に D
が 加されて、 回の OECD の BEPS プロジェクトは の を える

わけである。 
しかし、いわれているのは、 れは であって するのではないとい

うことである。す ての行 の検討が、す て 201 年末に するとい

うことはあり ておらず、 格 C C 税制な 、引き続き必要な検討は

継続的に取り組まれるであ うということである。 
したがって、201 年の の D で のような のもの

が 告をされるのかを、 分に す きしなくてはならないということであ

る。 
なお、201 年 12 月には、 国で しい が されるわけであり、

の がこれまでと の なのか、 れとも、 しく (3 )

の を するのかで、BEPS に係る取組みに きな を えるのでは

ないかと されるとこ である。 回の OECD の取組みは、 のような 国

からの を として てはきていると われる。 
また、 国をみると、201 年 月 1 から 迂回利益税 D  P  

が 行されている。これは、 国での課税を回 していると された

利益に対して、 の迂回利益に税 2 で課税する であり、いわ る

ル税 とも れ、2013 年 12 月には でも の ル

税 を る が しているという。迂回利益税は、 の利益を対象に

課される 税ではあるが、 税ではなく、いわ 的課税 といえるもの

                                                           
(3 )  2001 年に 国が の 、 な 税制 の取組みに対して 協

を したことにより、 れまでの OECD の取組みに 的な をかけた

ことは である。 

 

 

で、租税条約の対象にはならない(39)ものである。これは、OECD の BEPS プ

ロジェクトを意識して導入が図られたものだということである。 
2016 年以降は、この BEPS の勧告によって、世界中で本格的に制度改正等
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